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【巻頭言】コロナウイルスワォ－ズと新たな税財政上の課題

　 世 界 は、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

（COVID-19）（以下「コロナ」ともいう。）に

覆われ、収束の兆しは見えない。パンデミッ

ク（世界的大流行／感染爆発）にストップを

かけるために、緊急事態宣言を出し、何度も

都市封鎖（ロックダウン）をしている国や都

市も多い。

　わが国でも、新型インフルエンザ等対策特

別措置法（以下「特措法」という。）に基づ

き緊急事態宣言、緊急事態措置が出された。

これに伴い、国や自治体は、飲食店その他「三

密」になるノンエッセンシャルビジネス（不

要不急業務）に休業要請をした。確かに都市

封鎖、あるいは休業要請・指示という劇薬は、

大きな感染抑止効果をもたらす。しかし、劇

薬を使い続けると、経済をだめにする。国や

自治体は、企業や個人に対するコロナ対策緊

急支援策を小出しにしながら、出口戦略を探

っている。緊急支援策は、現金給付や特別無

利子融資、税制上の特別措置など多様である。

また、現金給付が伴う支援策では、「助成金」、

「給付金」、「協力金」などの言葉が選ばれて

いる。言い換えると、「損失補償」または「補

償」という言葉は、意図的に避けられてい

る。この背景には、コロナ対策緊急支援策は、

あくまでも「施し」であり、「損失補償」で

はないというスタンスを取っていることにあ

る。しかし、政府／行政による「施し」は不

十分、しっかり「損失補償」をして欲しいと、

司法に救済を求める企業も出てくるかも知れ

ない。

　ノンエッセンシャルビジネス（不要不急業

務）はもちろんのこと、パンデミック封じを

狙いに、政府・行政から、緊急事態下での市

民生活を下支えする民間公共交通やごみ収集

企業などが、生活不可欠業務（エッセンシャ

ルビジネス）として営業継続を要請・指示さ

れたとする。にもかかわらず、政府・行政か

ら十分な財政支援が得られず、その結果、損

失が生じたとする。この場合、司法に救済を

求める方法も考えられる。とりわけ、公共の

用に仕えよとのことで、民間の病院や保健医

療機関が、感染者を受け入れ治療、あるいは

隔離をするなど協力はするものの、物理的、

物的、人的資源には限りがある。当然、新規

患者の診療停止や急ぎでない手術の抑制、院

内感染対策などで、過度な負荷がかかる。ま

た、伝染病にかかわったということで「風評」

被害、その他信用失墜に伴う被害も出てくる。

政府や行政からの財政措置や物資の支援だけ

では賄えず、経営に赤信号がともり、経営破

綻も懸念される。こうした場合には、政府や

行政を相手に司法に救済を求めるのも一案で

ある。

　日本国憲法 29 条 3 項は、「私有財産は、正

当な補償の下に、これを公共のために用ひる

ことができる。」と規定している。裁判所は、

この憲法の規定を直接適用して正当な補償を

求めることができるとしている。しかし、一

般に、ここでいう正当な補償の対象となるの

は、実物資産の物理的な公用収用を指す、と

解されている。したがって、政府や自治体が、

民間企業にした「休業要請・指示」は、行政

規制であり、私有財産の「物理的な収奪」に

はあたらず、憲法に定める「正当な補償」の

対象にはならないというのが定説である。

　【論説】石村耕治「アメリカのパンデミッ

ク対策と損失補償訴訟～新型コロナウイルス

感染症撲滅のための政府規制と憲法の財産権

保障条項の展開」では、アメリカの連邦憲法

修正 5 条に定める財産権保障条項の適用・解

釈においては、都市封鎖ないし休業要請／休

コロナウイルスワォーズと新たな税財政上の課題コロナウイルスワォーズと新たな税財政上の課題
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【巻頭言】コロナウイルスワォ－ズと新たな税財政上の課題

業命令のような「政府規制」で、財産所有者

に強制収用と同視できる程度の経済的利益を

犠牲にするように求めている場合には、その

所有者の財産の実質的な公用収用を伴う財産

権の侵害とみて、正当な補償の対象とすると

の裁判例や学説を分析・紹介している。

　【論説】石村耕治「財産権の保障と課税の限

界～アメリカ法を手掛かりに」では、公用収

用（takings）と課税（taxing）の異同につ

いて、アメリカ法を素材に精査している。公

用収用と課税は共に、その本質は国民の財産

権への介入である、あるいは公的義務（public 

burdens）を課すという点では同じような性

格を有する。にもかかわらず、公用収用に対

しては正当な補償（just compensation）が

要るが、課税は一方的な義務であり、正当な

補償の対象とならないと解されている。ただ、

このような形で、公用収用と課税とを分離す

る考え方（「公用収用／課税分離論（taking ／

taxing divide）」）には異論もあるという。

なぜならば、立法府が、「課税（taxing）」の

ラベルを貼ると、その負担を求められた者は、

正当な補償を受けることも、司法救済を受け

ることも、きわめて難しくなり、公平とはい

えないからである。また、公平でないという

ことは、公用収用というラベルを貼れば、有

産者からの財産の収奪には〝補償〟、〝見返

り〟を与える一方で、課税というラベルを貼

れば、経済的に余裕のない人たちを含め広く

大衆からの財産の収奪に対しては〝補償〟、〝

見返り〟を与えなくともよくなることからわ

かるという。

　アメリカでは、この点を重く見て、課税

（taxing）を公用収用（takings）の枠組みの

なかに招き入れ、法的コントロールを強める

考えがあるという。石村論文では、裁判例や

学説を丁寧に分析しきわめて興味深い議論を

展開している。

　持続化給付金や東京都など自治体の休業協

力金など、コロナ対策緊急支援策の一部につ

いて、宗教法人は給付申請対象から排除され

ている。その理由は、憲法 20 条 1 項や 89 条

に定める「政教分離」原則にあるようである。

　【研究ノート】石村耕治「政府のコロナ対

応緊急支援策と「政教分離」・「信教の自由」

～宗教法人の助成金・給付金・協力金受給の

課題」では、政府のコロナ対応の緊急経済対

策で、信仰団体であることを理由に宗教法人

を支援策の枠外に置くことは差別ではないか

と指摘する。憲法 20 条 1 項は「信教の自由」

を保障しているからである。この点、アメリ

カのコロナ対応の緊急経済対策では、宗教団

体を適用対象から排除する政策を取っていな

いという。「信仰」の有無を基準に緊急支援

策を決めるのは、差別であり、信教の自由（信

仰を持つ自由と信仰を持たない自由）の保障

に反するというのが理由であるという。200

万円程度の持続化給付金でも、零細な社寺に

とっては貴重な金額である。政府与党の支援

金受給政策の決定過程に巨大な宗教団体の影

が見え隠れしているようにも感じる。

　【論説】大村大輔「シェアリングエコノミ

ーの課税問題～ギグワーカーの課税取扱いを

中心に」は、シェアリングエコノミー（共有

型経済）に関する課税問題を分析した論文で

ある。デジタル仲介プラットフォーム企業に

は、ウーバーイーツ、メルカリ、アマゾンなど、

身近なものも多い。コロナ禍でリアルの正規

雇用が萎むなか、街中で食事宅配サービスの

配達員の姿をよくみかけるようになった。ス

マホと就労仲介フラットフォーム企業のアプ

リを使ってオンデマンドで雇用類似の働き方

をする人たち／ギグワーカー／フリーターの

急増は、政府の働き方改革に資するとの声も

ある。しかし、新たに大量の働いても貧しい

人たちづくり（the working poor）、将来的

に生活保護需要の急増につながらないか一抹

の不安を覚える。本村論文は、雇用類似の働

き方をする人たちの所得分類や自発的納税協

力（申告）、さらにはプラットフォーム企業

にかかる法人所得課税および消費課税の問題

を点検する際に有益である。

　  国民税制研究所（（JTIJTI ））事務局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 辻村祥造辻村祥造（税理士）
　  2020 年 12 月 10 日



●　プロローグ

　2019 年 12 月に中国で報告された新型コロナ

ウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック

（pandemic ／感染爆発／世界的流行）が止まら

ない。2020 年 3 月 11 日に、WHO（世界保健機構）

は新型コロナウイルスパンデミック宣言をした。

その波はアメリカ合衆国（以下「アメリカ」と

もいう。）全土に及んできた。とりわけニュー

ヨーク市のような巨大都市での感染拡大が深刻

である。疾病対策予防センター（CDC=Centers 

for Disease Control and Prevention）は、強

い警鐘を鳴らし続けている。新型コロナウイル

ス（COVID-19）の影響は、雇用、市民の暮らし
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や健康、医療、教育、企業活動などあらゆる分

野に及ぶ。アメリカのパンデミック対策では、

終始ロジスティックス（logistics ／物流管理）

の思考が重視される。連邦政府、多くの州や地

方団体は急きょ対策を取った。政府／行政や議

会が取る主要なパンデミック対策は、大きく次

の３つからなる。

　わが国では、国や自治体が、緊急事態宣言を

発して、あらゆる対応策を総動員して新型コロ

ナウイルスパンデミックの封じ込めに挑んでき

た。大掛かりなパンデミック対策としては、今

回の新型コロナウイルス封じが初めての体験

である。このためか、終始ロジスティックス

（logistics ／物流管理）思考のなさが問われる。

①の面では、政治のパンデミックへの知見や基

本的認識の低さが露呈した。国の初動対応は、

誰の目にも、国民の「命と健康」を護るスピー

ド感や柔軟さに欠け、しかも場当たり的と映る。

全国民へのマスク配給のような稚拙な対応もあ

り、マスコミや市民から厳しい批判を浴びたの

も当たり前である。また、②の面では、政府は、

支援策の実施で硬直化した官僚機構に依存し続

け、時間との闘いで苦戦している。③の出口戦

略／都市封鎖解除策の面でも、政府は、都市封

鎖という劇薬依存から脱却するための工程表づ

くりにまったく不慣れである。ネット空間では

成立しないビジネスからの強い突き上げもあり、

各地でちぐはぐな政治決断が目立つ。的確な出

口戦略のないまま突き進むと、「史上最悪の作戦」

とやゆされる旧日本軍の〝インパール作戦〟の

二の舞になりかねない。

　アメリカのパンデミック対策では、終始ロジ

スティックスの思考が重視される。経済の急激

な悪化を避けつつ、経済を回しながら効率的な

感染防止策を実施するという手法が取られる。

パンデミック封じで全米規模での都市封鎖令を

実施するとする。この場合、連邦政府、州政府

および地方団体は、あわせて財政支援策、税制

支援策、金融支援策なども実施する。これらの

政策は、住民や企業、民間の病院その他の保健

医療機関（hospitals and other health care 

entities）などに対する協力の「見返り」、事実

上の「損失補償」ともいえる。その形は、現金

給付、補助金、無利子ローン、失業給付や雇用

調整助成金、納税猶予、民間医療機関への補助

金や医療資材の現物給付など多岐にわたる。

　パンデミック対策で、連邦政府（federal）は

中央の司令塔である。トランプ大統領は、みず

からを〝戦時大統領（Wartime President）〟と

呼び、2020 年 3 月 13 日に、国家非常事態法

（NEA=National Emergencies Act of 1976）に基

づく国家非常事態宣言（Proclamation 9994）お

よびスタッフォード法（Stafford Act of 1974

【正式名称：The Robert T.Stafford Disaster 

Relief and Emergency Assistance Act】）に基

づく緊急事態を宣言した。一度に双方を発出し

たのは史上初のことである。

　これにより、連邦緊急事態庁（FIMA=Federal 

Emergency Management Agency）、 国 家 安

全 保 障 省（DHS=Department of Homeland 
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【図表 1】 【図表 1】 アメリカでのパンデミック政策の３つの基本アメリカでのパンデミック政策の３つの基本

①都市封鎖（lock-down closure）　 

　 　パンデミック封じでは、経済の急激な悪化を

避けつつ、都市封鎖で効率的な感染防止策を実

施する。今回の新型コロナウイルス封じでも、

全米規模での都市封鎖令／外出禁止令を実施し

た。人の移動制限・接触感染拡大防止のための

在宅退避・社会的距離保持対策や公衆衛生・医

療資源の効率的活用策である。この場合、ライ

フインフラ／ライフラインを維持するために、

生活不可欠業務（エッセンシャルビジネス）に

営業継続を、他方、不要不急業務（ノンエッセ

ンシャルビジネス）には営業禁止（休業／一時

閉鎖）を命じる。

② 財政支援（financial aid and relief for economic 
security）　

　 　経済や雇用崩壊を回避するための個人やビジ

ネスに対する財政支援などの措置を講じる。連

邦政府、州政府および地方団体が、具体的な財

政支援策、税制支援策、金融支援策などを実施

する。これらの政策は、住民や企業、民間病院

その他保健医療機関などに対する協力の「見返

り」、事実上の「損失補償」ともいえる。その

形は、現金給付、補助金、無利子ローン、失業

給付や雇用調整助成金、納税猶予、民間医療機

関への補助金や医療資材の現物給付など多岐に

わたる。

③ 出口戦略／都市封鎖解除（economic reopening 
policy）　

　 　経済や雇用の壊滅的な崩壊をさけるための、

具体的な数値目標や工程表を策定し、封じ込め

策の効果を測定する。そのうえで、感染抑制段

階（フェーズ）別に、外出制限・行動制限を緩

和する。不要不急業務のうち、護るべき公衆衛

生基準（新常態／ new normal）を公表した

うえで、営業の再開を認める。
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Security）、 国 防 総 省（DOD=Department of 

Defense）、サイバーセキュリティ・社会基盤防

護 庁（CISA=Cybersecurity and Infrastructure 

Security Agency）などの連邦機関が、州境を超

えてコロナウイルス対策最前線に出動できる総

動員態勢が整った。また、州や自治体に対する

連邦からの財政支援や公衆衛生用物資支援など

が可能になった。

　続く 3 月 18 日に、連邦政府は、国防生産法

（DPA=Defense Production Act of 1950）に基づ

く執行命令（Executive Order13909【コロナウ

イルスの拡散に対応するための衛生・医療資源

の優先配布の件（Prioritizing and Allocating 

Health and Medical Resources to Respond to 

the Spread of COVID-19）】を発出した。

　連邦議会は、2020 年 3 月から 4月末まででも、

コロナ緊急事態経済対策立法（第 1 弾から第 4

弾まで）をし、あわせて 2 兆 9,000 億ドル（290

兆円）規模の財政出動を認めている。

　たしかに都市封鎖という劇薬は、大きな感染

抑止効果をもたらす。しかし、劇薬を使い続け

ると、経済をだめにする。市場経済を元の軌道

に戻す出口戦略、つまり都市封鎖解除（economic 

reopening）と再流行防止策とのバランス確保で

は、難しい判断が迫られる。再流行の可能性も

視野に入れれば、秩序だった感染防止策を緩め

てはいけないからである。連邦は、いち早く、4

月 16 日には、疾病対策予防センター（CDC）と

共同で経済活動再開に向けた出口戦略ガイド

ラ イ ン（Guideline for Opening Up America 

Again）などを発出している。しかし、大領領再

選とからむ連邦の出口戦略には、再流行防止が

後回しにされているとの批判も強い。

　一方、実働部隊として具体的なコロナウイル

ス感染拡大（蔓延）防止に知恵を絞っているの

は、州やその傘下にある地方団体（localities：

カウンティ／郡やシティ／市、タウン／町など）

である。言いかえると、その地域に合った具体

的な対応策を示して住民の「命と健康」を護り、

「ビジネス（企業／生業）」の致命的な崩壊を防

ぐのは、連邦ではなく、州や地方団体の任務で

ある。つまり、ニューヨーク州やカリフォルニ

ア州、その傘下にあるニューヨーク市やロサン

ゼルス市などの任務である。とりわけ未曾有の

新型コロナウイルス感染症のパンデミック対策

では、最前線の力量が試される。現地の感染状

況をよく把握でき、優れた危機管理能力や公衆

衛生の知識を駆使し、機敏に即応できる知事命

令〔COVID 19  Stay at Home Order ／ COVID 

19〕州政府の規制（Stay-at-Home Directive 

（regulation））が重い存在となる 1。州知事や

市長など首長が出す命令（以下、総称では「首

長令」ともいう。）は、都市封鎖令（lock-down 

closure order）、災害緊急事態宣言（disaster 

emergency proclamation）、外出禁止令／在宅退

避令（curfew ／ stay-at-home order）など、そ

の呼び名はさまざまである。

　一般に、知事令では、本文または別表で、①

都市封鎖時の「不要不急業務」【ノンエッセン

シャルビジネス／営業禁止業務（non-essential 

businesses）またはノンサステイニングビジ

ネス／生活に不可欠でない業務／不要不急業

務 ／ 非 生 活 維 持 業 務（non-life-sustaining 

businesses）と、②都市封鎖時の「生活不可欠

業務」【エッセンシャルビジネス／営業継続業務

／不可欠業務（essential businesses）または

サステイニングビジネス／生活維持業務／生活

不可欠業務（life-sustaining businesses）】を

列挙している。

　①の不要不急業務（ノンエッセンシャルビジ

ネス）とは、レジャー施設や遊戯施設、コンサー

ト開催、スポーツジム、レストランなどが典型

である。一方、②の生活不可欠業務（エッセンシャ

ルビジネス）は、感染者の受入れ／治療をする

病院や医療機関（hospitals and other health 

care entities）はもとより、飲食料品の製造／

販売、運輸／交通インフラやごみ収集のような

社会の下支えになり、生活維持に必要な業務が

典型である。

　パンデミック封じの都市封鎖令では、必ずしも

「営業禁止（休業／一時閉鎖）または営業継続」

と各種財政支援を含む「損失補償」がセットになっ

ていない。セットになっていても、損失補償額が

十分ではないとみられることも少なくない。

1  名称は、州により異なる。「COVID 19 Stay at Home Order」、「COVID 19 Stay-at-Home Executive Order」

（Executive Order No. ●●または EO 2020- ●●等）、「COVID 19 Stay-at-Home Directive ／」（Proclamation 
No. ●● ）の名称（表記）が一般的である。
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　この場合、アメリカでは、都市閉鎖令で未曾

有の経済的不利益を被った者は、司法救済を求

めることをいとわない。憲法訴訟を起こして、

実際に被った不利益／損失補償額または不足額

の支払を政府／行政に命じる判断を裁判所に求

める。連邦憲法修正 5 条の財産権保障／公用収

用条項（takings clause）【「何人も、正当な補

償なしに私有財産を公共の用のために収用され

ることはない。」】（州憲法の同旨の規定を含む。）

や修正 14 条【修正 5 条を州にも広げて適用する

規定】が根拠である 2。

　憲法訴訟で損失補償を求める手続をとるとす

る。この場合には、次のような手順で、法の適用・

解釈を展開する。

　全米各地の都市封鎖令は、一般に、州の憲法

や法律、地方団体の条例などに基づいて発出さ

れる。これらの法律や条例などは、州憲法はも

とより、州や地方団体の警察規制権（police 

power）を根拠としている。ただ、都市封鎖令で

は、営業禁止（休業／一時閉鎖）または営業継

続によりビジネス（企業／事業者）が被った不

利益／損失を補償する具体的な規定を欠く。こ

うした場合には、直接、連邦憲法修正 5 条の財

産権保障／公用収用条項（州憲法の同旨の規定

を含む。）を根拠に正当な補償を求める訴訟手続

が取られる 3。

　パンデミック対策の都市封鎖令で未曾有の経

済的不利益を被るビジネス（企業／事業者）や

その従業者に対する司法救済の途も拓いておく

必要がある。そこで、本稿では、アメリカ法を

手掛かりに、都市封鎖令で被った不利益／損失

回復のための司法救済の可能性と限界について、

憲法の財産権保障／公用収用条項の適用・解釈

を含め、法的に検討してみる。

I　�パンデミック対策での「損失補償」問題
の所在

　今般の新型コロナウイルス感染症パンデミッ

ク（COVID-19 pandemic）対策では、全米で、非

常事態宣言、外出禁止令などが発出された。ウ

イルスの強毒化につながる人の移動・接触感染

拡大を防ぐためである。これらの命令では、都

市封鎖に伴うライフインフラ／ライフライン

を維持するために、生活不可欠業務（エッセ

ンシャルビジネス／営業継続業務／ essential 

businesses）の営業継続や生活不可欠業務従

事者（エッセンシャルワーカー／ essential 

workers）に就労を求める。その一方で、不要不

急業務（ノンエッセンシャルビジネス／営業禁

止業務／ non-essential businesses）や不要不

急業務従事者（ノンエッセンシャルワーカー／

non-essential workers）に対して営業禁止（休

業／一時閉鎖）や就業制限を求める。都市封鎖

令によりビジネス（企業／事業者）が営業禁止（休

業／一時閉鎖）または営業継続の指定を受けた

とする。この場合、住民（個人／家族）はもち

ろんのこと、ビジネス（企業／事業者）やその

従業者が受ける経済的打撃は大きい。被った不

利益／損失回復のための財政支援措置ないし「損

失補償」4 は、きわめて重い課題である。

１　個人に対する生活給付

　パンデミック対策では、「命や健康」が最優先

されるべきである。また、収入源を絶たれた人

たち、住むところを追われた人たちなどへの「生

活支援」が核となる必要がある。生活を護ると

【図表 2】 憲法訴訟で損失補償を求める際の法の適用・【図表 2】 憲法訴訟で損失補償を求める際の法の適用・
解釈解釈

① 都市封鎖を目的とした営業禁止（休業／一時閉

鎖）または営業継続の命令などを「政府規制

（government regulation）」と解釈する。

② そのうえで、この種の命令により被った不利益

を、連邦憲法修正 5 条で補償の対象となる「政

府規制による私有財産の実質的な収用／財産権

の侵害（regulatory takings）」と解釈する。

2  See, Avi Weitzman et al., 〝Constitutional implications of government regulations and actions in 

response to the COVID-19 pandemic,〟 2020 Thomson Ruters.
3  この点、わが国においては、日本国憲法 29 条 3 項の〔損失補償〕規定の適用・解釈において、かつては、補

償を求めるには、それを認める特別の法令が必要との見解（いわゆる「プログラム規定説」が一般的であった。
しかし、昭和43年の河川附近制限令に関する最高裁判決（最大判昭和43年 11月 27日・刑集22巻 12号 1402頁）
により、直接憲法規定に基づき補償請求ができることとされた（いわゆる「請求権発生説」）。

4  財政支援措置は、「助成金」、「協力金」、「給付金」、「補助金」などさまざまなことばが使われている。
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いう意味では、英知を結集しパンデミックを鎮

め、経済的大惨事を回避し、対人で働ける場の

裾野を広げるためビジネス（企業／生業）の再

開（economic reopening）も重い課題である。

　わが国の場合は、日本国憲法 25 条で生存権を

保障している。生存権は、「平時」はもちろんの

こと、「緊急時」により重い意味を持つ。政府／

行政の新型コロナウイルス対策で、働く場を絶

たれる、あるいは働くことを制限され、失業／

生活苦に陥った「個人住民」への生活支援、生

活給付にはおおかた異論はないのではないか。

　わが国政府の緊急経済対策の一環としての個

人住民への現金給付策は、迷走した。いったん

は〝個人〟ではなく、〝世帯主〟というモノサシ

で１回限りの現金給付策が浮上した。しかし、

世帯構成員の減収割合によっては不公平を生む

との批判が強く、頓挫した。代わりに、4 月 27

日現在の住民登録を基準に外国籍の者を含めす

べての個人を対象に無条件で現金を支給するプ

ランに替え、全個人に 10 万円の特別定額給付金

を支給することにした。

　のちにふれるように、海の向こうのアメリカ

でも、連邦政府は、2020 年 3 月に、連邦議会

の合意を得て、対症療法として、総額 3,000 憶

ドル（約 30 兆円）を、成人 1 人あたり最大で

1,200 ドル（約 12 万円）の直接給付金（direct 

payment ／ recovery rebate）する緊急事態経済

対策法を成立させ、プランを実施した 5。ただ、

連邦プランでは、給付金が非課税扱いではない

ための、課税最低限以下の所得で納税申告不要

の市民も納税申告が必要となる。また、合衆国

市民権を得ていない者は、その扶養家族を含め、

給付金の対象から外れる 6。

２　パンデミックとベーシックインカム

　こうした個人への給付金プランを１回限りと

せず、一生涯にわたり支給する「ユニバーサ

ル・ベーシックインカム（UBI=universal basic 

income ／全国民対象最低生活保障生涯給付金制

度）」の出番との声もある。そうすれば、たとえ

健康でも、パンデミック対策の都市封鎖で働け

なくなった人たちも救える。収入源を絶たれ、

厳しい生活環境に追い込まれた人たちの最低限

度の生活は護れる。ちなみに、スペインは、新

型コロナウイルス対策の一環として、低所得者

向けの恒常的な「ベーシックインカム（basic 

income）」を導入する方向だ。

　アメリカには、「働いても貧しい人たち（the 

working poor）」向けに、いわゆる「給付つき税

額控除」制度がある。アメリカ税法では「勤労

所得税額控除（EITC ／ ETC=earned income tax 

credit）」と呼ばれる 7。わが国でも、旧民主党

が政権を奪取したときに、同党の政権公約（マ

ニフェスト）に制度導入を盛り込んでいた。

　しかし、給付つき税額控除は、「働くこと

（working）」が給付の要件である。パンデミック

対策の休業要請／休業命令などで〝働きたくと

も働けなくなった人たち〟には直ちに役立たな

い。むしろ「働くこと」を給付の要件としない「ユ

ニバーサル・ベーシックインカム（UBI=universal 

basic income）」の方が賢明な選択肢といえる 8。

３　「ビジネス」に対する損失補償

　緊急事態宣言に伴う営業禁止（休業／一時閉

鎖）または営業継続の指定で影響を受ける民間

のビジネス（企業／事業者）に対する政府／行

5  ちなみに、「現金給付」策を実施する場合には、大きく①「経済対策」として、資格や所得制限を設けずに適

格者に一律定額給付をする場合と、②「貧困対策」として、資格や所得制限を設けて適格者に一律定額給付を
する場合とがある。

6  トランプ流の移民排斥の考え方を織り込んだ給付金制度で、一番厳しい生活環境にある人たちには支援が届

かない仕組みになっているとの声もある。See, Sharon Parrott et al ., 〝CARES Act Includes Essential 
Measures to Respond to Public Health, Economic Crises, But More Will Be Needed,〟 （March, 27, 2020） 
Center on Budget and Policy Priorities. https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/3-27-
20econ.pdf

7  給付つき税額控除（EITC）について邦文での紹介として、石村耕治『アメリカ連邦所得課税法の展開』（財経

詳報社、2017 年）40 頁以下参照。
8  ちなみに、給付付き税額控除（EITC）と UBI との比較検討した論考として、See, Jonathan D. Grossberg, 

〝Something for Nothing: Universal Basic Income and the Value of Work beyond Incentives,〟 26 Wash. 
& Lee J.Civil Rts.& Soc.Just.1 （2019）.



政の「損失補償」のあり方が問われる。わが国

では、とかく不要不急業務（ノンエッセンシャ

ルビジネス）に対する未曾有の損失補償がクロー

ズアップされる。これに対して、アメリカなど

では、営業継続を求められる生活不可欠業務

（エッセンシャルビジネス）やそこで働く人たち

（エッセンシャルワーカー／生活不可欠業務従事

者）に対する未曾有の損失補償の方が重視され

る傾向にある。西欧とわが国との間に、損失補

償対象ビジネスの選択であべこべな現象が生じ

ている。これは、政策決定者のパンデミック経

験不足によるものなのか、あるいはよるべき宗

教ベースの違いによるものなのか、その理由や

背景は定かではない。

（１）わが国での損失補償の現状

　わが国の場合、自治体は、新型インフルエン

ザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）

24 条 9 項に基づく「休業要請」ないし、45 条に

基づく「休業要請」さらには「指示」（正式に

は「感染を予防するための協力要請等」）の法的

性格が今一つはっきりしない。「要請」は、法

的拘束力が伴わない行政指導（administrative 

guidance）とみることもできる。また、「指示」

は、指示を受けた者が受忍義務を負う行政行為

とみることができる。不要不急業務で休業指示

の受忍義務違反者には、名称の公表をいう制裁

が用意されている。このことから事業者に「指

示」をする場合には、指示する側の「損失補償」

義務が問われる。「休業要請」をする場合であっ

ても、「休業補償」ないし「損失補償」があって

当たり前という声も強いことからすれば、なお

さらである。

　政府の緊急事態宣言の発令に伴い、自治体は

接触感染拡大につながりやすい施設や企業に休

業要請をする。その際の「休業補償」ないし「損

失補償」については、どの自治体も歯切れが悪い。

新型コロナウイルス感染拡散がいつ一段落する

かは〝神のみぞ知る〟ともいえるからかも知れ

ない。言いかえると、政府／行政が営業自粛（休

業／一時閉鎖）または営業継続を求める業務に

対する損失補償が、際限がなく広がることをお

それているからであろう。また、ワクチンや決

定打となる治療薬がない。国は明確な「出口戦略」

を欠く。首相が笛を吹いても、公衆衛生の大本

営である厚労省や厚労相は頑なに初志を貫徹し

ようとする。PCR 検査や抗体検査の拡大と隔離

を求めても、「自分らの失敗は認めない。責任は

とりたくない」のレッドレープ（役所仕事）で、

スピード感を欠き、遅々として進まない。〝まる

で他人事〟。一連の初動対応のあまりの悪さに対

しては、市民、感染症専門家、マスコミからの

猛烈な批判を浴び、政府はようやく重い腰を上

げ始めた。

（２）「補償」を避ける〝ことば選び〟

　首都東京近隣の自治体を例に、「補償」の実情

を探ってみよう。地方交付税（普通交付税）の

不交付団体である東京都は、財政が豊かである。

一方、千葉や神奈川、埼玉県など近隣の自治体

は財政が東京都ほど豊かではない。首都圏を見

ただけでも、自治体間の〝財政格差〟は歴然と

している。東京都は、休業要請に応じた対象企

業に対して「感染拡大防止協力金」（いわゆる

「休業協力金」）を支払う旨、いち早くアナウン

スした。ただ、東京都も、この種の支払に際限

がなくなるのを危惧し、ことばを選んだ。そし

て、〝補償〟を避けて〝協力金〟ということばを

使った。仮に損失補償を出すとするあるいは損

失を補てんするとする。この場合、いずれの自

治体も、政府が緊急経済対策に盛り込んだ「新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金」を使うことができる。ただ、この交付金は

「補償」には使えない。しかし、中小企業の支援

には使える。つまり、「協力金」の名目で休業要

請の対象となった施設ないし中小企業に対して

実質的な〝補償〟をすることができる。

　市区町村を含め各自治体が独自に用意した協

力金は多様である。しかし、これら自治体がア

ナウンスした「協力金」についても批判が絶え

ず、迷走している。「金額が少ない」、「業種間で

不公平ではないか」など、さまざまな声が出て

いる。こうした間隙を縫って、新型コロナウイ

ルス感染症封じで「戦時中」、「平時」ではない

のだから、「協力金」「補償」については、すべ

て中央集権的に「国」が主導すべきだ、とのヒ

ステリックな叫びも目立つ。どさくさに紛れて、

憲法に緊急事態条項を盛り込むべきだ、との筋

違い、不健全な主張も頭を持ち上げてきてもい

る。こうした混乱、突き上げもあってか、国は、

経産省／中小企業庁主導の支援策として「持続

化給付金」を設けた。ただ、この支援策でも、〝補

償〟は禁句である。

　パンデミック封じの緊急事態宣言に伴い、政
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府／行政が、市場原理のもとにある不要不急業

務（ノンエッセンシャルビジネス）に対し営業

の自粛要請または指示（命令）をするとする。

こうした要請や指示（命令）に備えて、政府／

行政は、その名称はともかく、さまざまな財政

上の支援措置や税制上の措置を用意する。それ

でも、行政の要請や指示に応じても、「損失補償」

の対象とならない、または対象となっても補償

が十分ではないと考えるビジネス（企業／事業

者）やそこで働き不利益を受けたと思う人たち

は必ずいる。こうした場合に、あくまでも行政

が対応すべきなのか、あるいはその対応を司法

に委ねるべきかの問題もある。パンデミック封

じに伴う「損失補償」問題は複雑である。

Ⅱ　�アメリカのコロナウイルス対策法制の
特質

　アメリカ合衆国（アメリカ）は、州が比較的

に強い権限を持つ連邦国家（federal state）で

ある。このことから、平時では、連邦政府は、

連邦憲法で限定された権限を行使できるに留ま

る。市民の公衆衛生や医療態勢の整備などは、

州（states ／合衆国自治領（territories）や

ワシントン首都特別区（Washington D.C.）を含

む。以下同じ。）やその下位にある地方団体（カ

ウンティ／郡、シティ／市、タウン／町など）

の業務である。しかし、パンデミック（感染爆発）

のような緊急時には、すでにふれたように、連邦

は中央の司令塔として、同時に、国家緊急事態宣

言を発出し、州境を超えた国としての処方箋を用

意し、必要に応じて実働部隊を派遣する。加えて、

大統領が連邦議会と協議し法律を制定し、必要

な公衆衛生上の施策や財政措置を講じる。

１　連邦のパンデミック対策法制を読む
　　～ 新型コロナウイルス対策法制に焦点を

あてて

　連邦レベルのパンデミック対策法制の整備や運用

においては、大統領と連邦議会が重い役割を担う。

　今回の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

のパンデミック対策で、トランプ大統領率いる

連邦政府は、2020 年 1 月から、矢継ぎ早に大領

領令やガイドラインなどを発出している。2020

年 4 月末までの主な連邦の対応策を掲げて、図

説すると、次のとおりである。

（１）NEA 上の国家非常事態宣言 9994 号

　トランプ大統領は、2020 年 3 月 13 日に、国

家非常事態法（NEA）に基づき国家非常事態宣

言 9994 号（Proclamation 9994）を発出した。

これにより、合衆国は、「新型コロナウイルス

感染拡大で、2020 年 3 月 1 日から国家非常事

態にある 。また、宣言 9994 号は、保健福祉省

（HHS=Health and Human Services）長官に、社

会保障法（Social Security Act）1135 条に基

づき、「暫定的に、メディケア、メディケイド、

州子ども健康保険プログラム、健康保険の掛け

9  See,Elizabeth M.Webster et al .,〝Stafford Act Declarations for COVID-19 FAQ,〟 CSR Report R46326 

（April 22,2020）. 

【図表 3】 パンデミック対策法に基づく連邦のコロナ【図表 3】 パンデミック対策法に基づく連邦のコロナ
対策の主な流れ【2020 年】対策の主な流れ【2020 年】

① 1月 31 日（1月 27 日に遡って発効）　
　 　公衆衛生緊急事態宣言を発出【連邦公衆衛生

業法（Public Health Service Act of 1944）

319 条が準拠法】

② 1月 29 日　

　 　大統領コロナウイルス対策本部（President’s 

Coronavirus Task Force）を設置【ペンス副

大統領を本部長とデボラ・バークス（Deborah 

Birx）医師を応対調整担当に委嘱】

③ 3月 13 日（３月１日に遡って発効）　
　 　国家非常事態宣言 9994 号（Proclamation 

9994）【国家非常事態法（NEA）が準拠法】お

よび災害緊急事態宣言【スタッフォード法

（Stafford Act of 1974）が準拠法】を発出

④ 3月 18 日　

　 　 執 行 命 令 13909 号 を 発 出（Executive 
Order13909 ／コロナウイルスの拡散に対応
するための保健・医療資源の優先配布の件

（Prioritizing and Allocating Health and 
Medical Resources to Respond to the Spread 
of COVID-19）【国防生産法（DPA）が準拠法】

⑤ 3月 21 日　

　 　大統領コロナウイルス対策班、現場対策業務

を連邦緊急事態管理庁（FEMA）に委嘱

⑥ 4月 16 日　

　 　出口戦略ガイドラインを発出（Guideline 
for Opening Up America Again）【大統領と疾
病対策予防センター（CDC）と共同で発出】



換えおよび説明責任法のプライバシー原則の免

除および修正」をする権限を付与した。

（２）スタッフォード法上の災害緊急事態宣言

　トランプ大統領は、2020年 3月 13日に、スタッ

フォード法（Stafford Act）501 条ｂ項に基づ

く大統領の災害緊急事態宣言を発出した 10。

　アメリカでは、ハリケーンやトルネード（竜巻）

のような自然大災害（natural catastrophes）な

どで州境を超える大規模な被害が生じたとする。

この場合、スタッフォード法のもとで、大統領の

緊急事態宣言の発出を得て、連邦緊急事態管理庁

（FEMA）が、対応にあたることになっている。

　2020 年 3 月 13 日の緊急事態宣言の発出後、

連邦緊急事態管理庁（FEMA）は、州のコロナ感

染拡大防止活動を支援している。ただ、FEMA は、

必ずしもパンデミック、つまり「公衆衛生危機

（public health crisis）」、への対応に豊かな経

験があるわけではない。このため、FEMA による

コロナ撲滅支援はかなり限定される。

（３）�NEA とスタッフォード法のもとでの支援の
違い

　トランプ大統領は、今回のコロナパンデミッ

ク対策で、国家非常事態法（NEA）に基づき国家

非常事態宣言と、スタッフォード法に基づく大

統領の災害緊急事態宣言の双方を発出した。こ

れは、史上初のことである。

　これらの大統領令で、連邦緊急事態管理庁

（FIMA=Federal Emergency Management Agency）、

国家安全保障省（DHS=Department of Homeland 

Security）、 国 防 総 省（DOD=Department of 

Defense）、サイバーセキュリティ・社会基盤安

全庁（CISA=Cybersecurity and Infrastructure 

Security Agency）などの連邦機関が、州境を超

えて前線でコロナウイルス対策に出動できる態

勢が整った。また、州や自治体に対する連邦か

らの財政支援や公衆衛生用物資支援などが可能

になった。

　国家非常事態法（NEA）とスタッフォード法

とでは、その適用に違いがある。合衆国法典

（U.S.C.）に準拠して双方の違いを図示すると、

次のとおりである 11。
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10  Id.
11  Id.See, L.Elaine Halchin & Elizabeth M.Webster, 〝Presidential Declarations of Emergency foe 

CoVID-19:NEA and Stafford Act,〟 CSR Report IN11264 （March 19, 2020）.

【図表 4】 NEA とスタッフフォード法上の緊急事態の主【図表 4】 NEA とスタッフフォード法上の緊急事態の主
な違いな違い

準拠法
国家非常事態法

（NEA）

該当条文

スタッフォード法

合衆国法典 50 巻
1601 条以下

合衆国法典 42 巻
5121 条以下

❶
「緊急事態」
の定義

「国家非常事態（na- 
tional emergency）」
および「緊急事態

（emergency）」の定
義規定はなし。

「大統領の決定にお
いて、合衆国のあら
ゆる地域における大
災害で、人命を救助
しかつ公衆衛生や安
全を確保するため、
または大災害の危険
を除去もしくは防止
するために、州およ
び地方の対応および
能力を補助する連邦
の支援を必要とする
あらゆる機会または
状況」（5122 条ｌ項）

❷
範囲

国家全体
州／合衆国領または
先住民部族政府

❸
範囲

国家緊急事態の宣
言（または執行命
令）をただちに連邦
議会に送達し、かつ
連邦官報で告示する
（1621 条）。

大統領は、災害が発
生した州の知事の要
請に基づき、緊急
事態宣言を発出する
のが原則（2022 条
1 号）。ただし、連
邦が一次的に責任を
負うことに関する一
定の緊急事態事項に
ついて、一方的の緊
急事態の宣言が可能
（5191 条 b 項）

❹
宣言解除

大統領は、宣言を発
出することで緊急事
態を解除する、また
は継続の告知を発出
しないことで解除で
きる。連邦議会と大
統領は、共同決議に
より法律を制定する
ことにより、宣言を
解除できる（1622 条
a 項・b項）。

連邦緊急事態管理庁
（FEMA）が、緊急事
態の期間を決定（連
邦規則集（C.F.R.）
44巻206.32条f項）。
緊急事態期間の延
長、プログラムの延
長および終了日につ
いては、FEMA のウ
エブサイト上にある
FEMAニューズリリー
スで公示できる。緊
急事態の変更事項に
ついては、連邦官報
に公示する（C.F.R. 
44 巻 206.40 条）。
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２　諸州や地方団体のパンデミック対策法制
　　～都市封鎖とエッセンシャルビジネス

　アメリカは、これまで幾度かパンデミック 12

を体験してきた。これに対して、日本は、今回

の新型コロナウイルスパンデミックで、事実上

の都市封鎖をはじめて体験した。〝パンデミック

対策とは何か〟と問えば、双方に、体験面では

大人と新生児ほどの違いがある。

　すでにふれたように、わが国では、新型コロ

ナウイルス非常事態宣言では、生活不可欠業務

に対する損失補償の問題は後回しにされている

ようにもみえる。

　この点、アメリカでは、生活不可欠業務と不

要不急業務、つまり、営業禁止（休業／一時閉鎖）

業務と営業継続業務に対する損失補償が同じ土

俵で議論されている。

　新型コロナウイルスパンデミック封じを狙い

に、大統領は、国防生産法（DPA）を発動する大

統領令で、例えば酒造メーカーにアルコール消

毒液の製造を命じることができる。事実、大統

領は、4 月 28 日には、DPA に基づき、ライフイ

ンフラ／ライフラインとして稼働継続すべき生

活不可欠業務（エッセンシャルビジネス）の 1

つに、食肉加工工場を指定した 13。

　加えて、州知事令や市長令で、民間病院その

他保健医療機関を生活不可欠業務（エッセンシャ

ルビジネス）に指定し、感染者の受入れ／治療

を命じることもできる。飲食料品の製造／販売、

ごみ収集／運輸・交通インフラの維持・管理業

務を担う民間の事業者を、生活不可欠業務（エッ

センシャルビジネス）に指定し、営業継続を命

じることができる。その一方で、知事令や市長

令などで、逆に、生活に不可欠でない不要不急

業務（ノンエッセンシャルビジネス）、すなわち

接触感染が危惧されるレストランやスポーツジ

ムなどに対しては営業禁止（休業／一時閉鎖）

を命じることができる。

（１）エッセンシャルビジネスとは

　アメリカは、ロジスティックス（logistics

／物流管理）の考え方がしっかりした国である。

❺
追加権限
の発動

大統領は、当初の宣言
または後続の大統領執
行命令により、「予備・
非常用権限（standby 
authorities）」を発動
できる（1621 条 b 項）。

連邦緊急事態支援の実
施可能（5192 条）。指
定地域および支援内容
については連邦官報に
公示する（C.F.R.44
巻 206.40 条）。

❻
報告義務

大統領は、重要な大
統領令、通達、規則
を直ちに連邦議会に
送達する。大統領が
国家緊急事態を宣言
した場合、大統領は、
半年ごとに連邦議会
に報告書を提出す
る。報告書には、前
6か月間に合衆国政
府に生じた総額費用
を記載するものとす
る。大統領は、緊急
事態宣言の解除後 90
日以内に総支出額に
関する最終報告書を
連邦議会に送達する

（1641 条）。

大統領は、緊急事態
宣言が 500 万ドルを
超える支援を給する
場合には、連邦議会
に通知が必要である

（5193 条）。

❼
特別会計

固有の特別会計はな
し

災害救済特別会計
（DRF=Disaster Relief 
Fund）【基礎震災救済
額＋補正充当額】

12  主なものをあげると、SERS ／重症急性呼吸器症候群、MARS ／中東呼吸器症候群、デング熱／ dengue fever、

鳥インフルエンザ／ Avian influenza ／ Avian flu ／ bird flu など。
13  See,〝COVID-19 Disrupts U.S.Meat Supply:Producer Prices Tumble,〟 CSR Insight IN11366 （April 29, 

2020）. 

●● NY 州緊急事態令（Executive Order No. 202）（抜粋）NY 州緊急事態令（Executive Order No. 202）（抜粋）



一般に、伝染病の接触感染拡大を防ぐための都

市封鎖令（lock down closure order）では、まず、

ライフインフラ／ライフラインの維持・確保を

優先する。そのために、都市封鎖令の条文また

は別表で、生活不可欠業務（エッセンシャルビ

ジネス／営業継続業務）を優先して指定・列挙

する形を取る。言いかえると、不要不急業務だ

けを列挙する形は取らない。

　ニューヨーク州クオモ知事（Governor Andrew 

Cuomo）は、2020 年 3 月 7 日に、新型コロナウ

イルス対策の緊急事態令（Executive Order No. 

202）を発出した 14。この知事令では、州内のあ

らゆるビジネス（非営

利団体を含む。）に対し

て、できる限りのテレ

ワークを要請している。

そのうえで、緊急事態

発令期間中の企業活動

は、例外的に生活不可

欠業務（エッセンシャ

ルビジネス）に限り許される。ニューヨーク市

小規模企業庁（NYC Small Business Services）

や 州 開 発 公 社（Empire State Development 

Corporation）15 は、クオモ知事令を典拠に、緊

急事態発令期間中に営業継続を要請する生活不

可欠業務（エッセンシャルビジネス）一覧を作成・

発出した 16。一覧に列挙された主な生活不可欠

業務は、次のとおりである 17。
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14  NY State of Emergency over the COVID-19 Outbreak.https://www.governor.ny.gov/sites/governor.

ny.gov/files/atoms/files/EO_202.pdf
15  https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026 
16  https://www1.nyc.gov/site/sbs/businesses/covid19-business-tips-faqs.page；https://www.governor.

ny.gov7sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO202.6.pdf 
17  See,Jason Rogovich,〝Governor Andrew Cuomo Limits Activities to Essential Businesses, Small 

Businesses Feeling Impact,〟2020 CilyLand 1（March 31, 2020）. ただし、感染状況に応じて刻々と更新・
変更されている。

●クオモ NY 州知事●クオモ NY 州知事

【図表 3】 NY 州緊急事態令で指定された生活不可欠業務【図表 3】 NY 州緊急事態令で指定された生活不可欠業務
一覧一覧

❶保健医療業務　

　 研研究・実験サービス、病院、駆込み医療施設、

救急動物・家畜サービス、高齢者介護、医療卸

売流通業、高齢者向け在宅保健医療従事者また

は補助者、医師および救急歯科医、高齢者ホー

ム、在宅保健医療施設、医療品や装備品製造者

および供給者など

❷基幹緊急インフラ
　 　公益事業（電力、燃料供給、通信など）、下水道、

電気通信、およびデータセンター、空港／航空

機、交通インフラ（バス、鉄道、タクシー、駐

車場など）、ホテルおよび宿泊施設など

❸基幹製造業
　 　飲食料品の加工、製造、薬品、医療用品、調

剤薬、衛生用品、電気通信、超小型電子技術、

農業、家庭用紙製品など

❹基幹小売業　

　 　食料雑貨店、ドラッグストア、コンビニ、農産

物市場、給油所、金物・建築資材店舗、テイク

アウト／ディリバリーのラストランやバーなど

❺基幹サービス
　 　ゴミやリサイクル収集、郵便・郵送サービス、

洗濯サービス、建物の清掃・維持サービス、児

童保育サービス、自動車修理、倉庫、葬送・埋

葬サービス、動物シェルターなど

❻ニュースメディア

❼金融機関
　 　銀行、保険、給与計算、会計、金融市場サー

ビス

❽基幹緊急用プロバイダー　
　 　ホームレス・シェルター、生活困窮者支援施

設、フードバンク、福祉サービス提供者

❾建設業
　 技技術専門職（電気技師や配管工など）、基幹イ

ンフラの緊急修理や安全に必要な企業や専門職

➓防衛
　 　防衛ならびに合衆国政府または合衆国政府の

契約者を支援する防衛および国家安全保障関連

の業務

⓫�安全・衛生維持基幹サービスおよび基幹住宅等
の業務

　 　警察、消防、救急サービス、建物の清掃、修

繕、消毒など
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　以上のように、指定された生活不可欠業務

（エッセンシャルビジネス）は営業継続が許さ

れる。しかも指定業務の種類はかなり広い。た

だし、これら営業が許される業務（ビジネス）

およびそこで働くエッセンシャルワーカー（営

業継続業務従事者）は、社会的距離（social 

distancing）を保ち、フェースマスクの着用、

消毒、ゾーニング（Zoning ／感染領域と非感染

領域との区分）などを徹底するように求められ

る。不要不急業務（ノンエッセンシャルビジネス）

で営業禁止（休業／一時閉鎖）が求められる場

合でも、ニューヨーク州の場合、テレワーク／

リモートワーク／在宅就労が可能なビジネスは

営業が許される。あるいは申請に基づき規制当

局が許可すれば、営業する道は確保されている。

一方、密接接触が伴い感染拡大の危険性が高

いとされた不要不急業務（法定ノンエッセ

ン シ ャ ル ビ ジ ネ ス ／ deemed non-essential 

businesses）は、刑事制裁（1,000 ドルの罰金）

の裏打ちを受けて営業が厳禁される。飲食店（た

だし宅配等を除く。）、スポーツジム、映画館や

ゲーム場、スポーツやコンサートのような催事、

リアル（実）施設を使った宗教礼拝や集会など

の社会活動、学校教育（リモート／オンライン

教育を除く。）などがあてはまる。

（２）出口戦略／都市封鎖解除策

　すでに指摘したように、アメリカは、ロジ

スティックス（logistics ／物流管理）の考

え方がしっかりした国である。都市封鎖令で

は、その入口で、移動制限・接触感染拡大防止

対 策（stay-at-home and social distancing 

practices）を徹底し、ライフインフラ／ライフ

ラインの維持・確保を優先する。

　新型コロナウイルスの封じ込めは道半ばであ

る。第２波、第３波と、再拡大のおそれは消え

ていない。コロナ渦の完全終息は至難、「三密」

から「遠隔」に変容した社会はもう完全に元に

は戻らないとの見方も強い。ビジネス界や労働

界は、できるだけ早期の営業再開を求めロビー

活動を強めている。都市封鎖令が更新され長引

けば、不要不急業務（ノンエッセンシャルビジ

ネス／営業禁止業務）のなかには、瀕死の傷を

負うところも増えてくるからである。

　都市封鎖という劇薬にいつまでも依存するわ

けにはいかない。経済をだめにするからである。

的確な出口戦略を練り枯渇寸前の経済を機能さ

せ、働く場を確保しないといけない。営業を禁

止されたが、長引く都市封鎖による事業崩壊／

従業者の大量解雇に神経をとがらせているから

である。州のトップの心は揺れている。ロジス

ティックスの思考や出口戦略のないまま突き進

むわけにはいかない。

　そこで、州のトップは、ビジネスが「新常態

／新たな日常（ニューノーマル／ new normal）」

に適応能力を持ち、自力で活力を取り戻す方向

に舵を切る動きを強めている 18。封鎖解除要件

／セーフハーバー（reopen safe harbor）を明

確にした都市封鎖解除策（economic reopening 

policy）で乗り切る決断をくだしている。

　ペンシルベニア州（以下「ペン州」ともい

う。）のトム・ウオルフ（Thomas Wolf）知事（民

主党所属）は、2020 年 3 月 19 日と 20 日に、ペ

ン州憲法（Penn State 

Constitution）や州法

に基づき、「不要不急

業務の全面閉鎖に関

するペンシルベニア

州 知 事 令（Order of 

the Governor of the 

⓬�物流、技術サービスおよび児童保育サービスを
はじめとした基幹サービスや製品を供給する事
業者

　 　物流、オンラインサービス、児童保育プログ

ラム／サービス、政府施設、政府の基幹サービ

スへの技術支援など

18  ニューヨーク州では、COVID-19 抗体検査を誰でも受けられるようにし、検査結果は、オンライン検索で知る

ことができる態勢を整えている。また、ロサンゼルス市長は、2020 年 3 月 29 日に、同日から、同市住民 1,000
万人は全員、症状の有無にかかわらず、新型コロナウイルスの PCR 検査を、オンラインで予約をすれば無料
で受けられる方針をアナウンスした。〝検査と隔離の徹底で都市封鎖解除〟を切り札に、「新常態／新たな日
常（ニューノーマル／ new normal）」への適応力を強化するためである。3月中旬から続く外出禁止令の緩和、
出口戦略を打ち出す際に参考とするデータを得る狙いがある。News, 〝LA Offers Free Coronavirus Testing 
For All,〟（April 30, 2020）. https://news.yahoo.com/la-offers-free-coronavirus-testing-063258342.
html

●トム・ウオルフ知事●トム・ウオルフ知事



Commonwealth of Pennsylvania Regarding the 

Closure of All Business That Are Not Life-

Sustaining ／以下「ペン州不要不急業務封鎖知

事令」または「ペン州封鎖令」ともいう。）を発

出した。この知事令に違反すれば刑事罰が科さ

れる。

　同時に、発令期間中（2020 年 4 月 1 日～ 4 月

30 日）、自宅退避令ガイダンス（Stay-at-Home 

Order Guidance）を発出して、封鎖の徹底を求

めた 19。

　その後、州知事は、2020 年 4 月末に、5 月 8

日から段階別の都市封鎖解除「ペンシルベニア

計画（Plan for Pennsylvania）」（以下「ペン州

封鎖解除計画」ともいう。）を発出した。ペン州

封鎖解除計画は、「封鎖継続段階（レッドフェイ

ズ／ Red Phase）」、「一部解除段階（イエローフェ

イズ／ Yellow Phase）」および「安全段階（グリー

ンフェイズ／ Green Phase）」の 3 段階評価の仕

組みである。つまり、州衛生省（Department of 

Health）が、コロナ感染者数や入退院者数、死

者数などを基準に、州内のカウンティ（Counties

／郡）を 3段階に評価する。

　州当局は、

そ れ ぞ れ

フェーズ（段

階）で営業

を再開でき

る業種や護

るべき公衆

衛生基準を

公表してい

る20。簡潔にまとめてみると、次のとおりである。
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●●ペン州不要不急業務封鎖知事令（抜粋）ペン州不要不急業務封鎖知事令（抜粋）

19  『在宅退避ガイダンス』は、外出自粛を徹底する文書である。しかし、コロナ感染拡大を防ぐために「自宅

にいて、命を護ろう」を呼びかけるだけの文書ではない。①個人に許容される活動、②個人に許容される移
動の範囲、③都市封鎖の適用除外の範囲【❶ライフインフラ／エッセンシャルビジネス業種、❷州や地方団
体の業務、❸ホームレスになった個人、❹キャンパス退去を求められた学生など】、④外出禁止期間、⑤社
会的距離の確保をはじめとした感染防止策を盛り込んでいる。https://www.governor.pa.gov/wp-content/
uploads/2020/04/03.23.20-Stay-At-Home-Order-Guidance.pdf

20  https://patch.com/pennsylvania/across-pa/gov-wolf-unveils-3-phased-color-coded-reopening-plan-

region

● 2020 年 5 月 1 日現在での色分け● 2020 年 5 月 1 日現在での色分け

【図表 6】 ペン州封鎖解除計画の概要（2020 年 5 月 8【図表 6】 ペン州封鎖解除計画の概要（2020 年 5 月 8
日実施）日実施）

①封鎖継続段階（Red Phase）
　 　この段階にあるカウンティ／郡では、封鎖命

令（Closure Order）が継続され、生活不可欠

業務と生活不可欠業務従事者以外は、営業は引

き続き禁止される。

②一部封鎖解除段階（Yellow Phase）
　 　この段階にあると指定されたカウンティ／郡

の、不要不急業務の営業禁止は解除されるが、

引き続き次のような規制を受ける。（2020 年 5

月 8 日現在で、２４カウンティがこのフェーズ

に該当）。

《就労および集合環境面での制限》
・ できる限りテレワーク／リモートワーク／在宅

就労を継続すること。

・ 対人のビジネスでは、事業・建物安全規則を遵

守すること。

・ 児童保育は、従事者・建物安全規則に基づいて

運営すること。

・ 集団介護施設や刑務所で一定の間隔を置く制限

を遵守すること。

・対面で授業をする学校は封鎖を継続すること。

《社会的規制》
・厳しい在宅退避（stay-at-home）規制は解除

・25 人以上の大規模集会は禁止

・ 対面小売営業は可。ただし、露店販売や配達を

推奨

・ 室内レクリエーション・保健・健康施設（ジム



15国民税制研究　№ 6（2020） 

【論説】アメリカのパンデミック対策と損失補償訴訟

　ペン州封鎖解除計画実施時点では、②一部封

鎖解除段階（Yellow Phase）のカウンティ／郡

は 24 である。③安全段階（Green Phase）のカ

ウンティ／郡はなし。残りのカウンティ／郡は

すべて①封鎖継続段階（Red Phase）である。

　ペン州の商工会議所などのビジネス界や労働

界からは、制約の多い〝名ばかり封鎖解除〟と

の強い批判が続出している。具体的な数値目標

を策定して、もっと間口の広い出口戦略、積極

的な封鎖解除を求めている。ペン州商工会議所

バー（Gene Barr）会頭が、「ペンシルベニア復

興（Bring PA Back）」宣言をアナウンスしてい

る 21。また、司法に訴え都市封鎖の差止めを求

める動きも出た 22。

Ⅲ　パンデミック対策費と市場原理

　パンデミック封じの都市封鎖（lock-down 

closure）の劇薬は、大きな流行抑止効果をもた

らす。しかし、それが行き過ぎると、市場経済

（market economy）に致命的な打撃を与えかねな

い。政府や産業界は、パンデミック対策と市場

機能維持のはざまで揺れている。

　パンデミック対策では、経済の壊滅的な崩壊

を避けるためにさまざまな政策が実施される。

その１つに、営業禁止（休業／一時閉鎖）また

は営業継続の命令（要請）するビジネスへの補

償／支援策がある。ただ、営業禁止（休業／一

時閉鎖）または営業継続の命令（要請）と補償

／支援策をセットとする処方せんでは、補償／

支援金額のみならず、対象業種の線引き・指定

でも迷走する。「必要でない職業や業種はない」

とする考えに立てば、性風俗産業まで含めて休

業補償／支援金をばら撒くのも正論と化す。

　迷走を避けるためには、営業禁止（休業／一

時閉鎖）または営業継続の命令（要請）と補償

／支援策をセットにするのを〝原則ストップ〟

する選択肢もありうる。つまり、政府／行政は、

企業／ビジネス／生業に対し手を差し伸べるの

を止めるのである。そして〝市場に任せる〟、〝レッ

セフェール（仏 : laissez-faire）／自由放任

主義〟に徹するのである。この選択では、「ディ

スラプション（disruption）／破壊的創造／破

壊的イノベーション」は避けられない。しかし、

ビジネス（企業／生業）はパンデミックに強い

ビジネスモデルを自らの力で構築することにも

つながる。パンデミックに脆弱な企業（企業／

生業）は、市場から退場し、転業や廃業を促さ

れることになる。

　ただ、その結果、〝働ける人は働いて生きる糧

を得る〟という伝統的な価値観を大きく損ねる

おそれもある。「市場機能に委ね、営業禁止（休

やスパなど）およびすべての娯楽（カジノや劇

場など）は継続して禁止

・ レストランやバーなどは、持帰りや宅配に限り

営業可

　 　ただし、あらゆるビジネスは、最低でも、伝

染病拡大防止を目的とした CDC（疾病対策予防

センター）や DOH（州保健省）の社会的距離維

持政策その他公衆衛生基準を遵守すること。

③安全段階（Green Phase）
　 　この段階にあると指定されたカウンティ／郡

では、封鎖命令（closure order）、在宅退避

（stay-at-home）などの規制は、解除される。

しかし、封鎖解除後も住民やビジネスに対して

は、「三密」回避が求められる。社会生活に一

定の制約を求める「新常態／新たな日常（ニュー

ノーマル／ new normal）」に適応した形で戻る

ことになる。つまり、ビジネスについては、各

種感染対策を織り込んだうえで営業を再開・継

続することになる。

《就労および集合環境面での制限》
・ あらゆるビジネスは、伝染病拡大防止を目的と

した CDC（疾病対策予防センター）や DOH（州

保健省）の社会的距離維持政策その他公衆衛生

基準を遵守すること。

《社会的規制》
・厳しい集会規制は解除

・ あらゆる個人は、CDC（疾病対策予防センター）

や DOH（州保健省）の社会的距離維持政策その

他公衆衛生基準を遵守すること。

　 　州当局は、常に公衆衛生指標をチェックし、必

要に応じて、規則や規制を調整するものとする。

21  See,News,〝Pennsylvania Chamber launches‘Bringing PA Back’website,〟https://www.abc27.com/news/

pennsylvania/pennsylvania-chamber-launches-bringing-pa-back-website/
22  See,Ivey DeJesus,〝Business leader:To reopen Pa. business sector needs safe harbor from liability 

lawsuit:smart public policy,〟（May 5, 2020） https://www.pennlive.com/coronavirus/2020/05/
business-leader-to-reopen-pa-business-sector-needs-safe-harbor-from-liability-lawsuits-smart-
public-policy.html



業／一時閉鎖）または営業継続の命令（要請）

と補償／支援策をセットとすべきではない」と

するリバタリアン（新自由主義）的な考え方が

広く受け入れられない理由である。言いかえる

と、パンデミックによる取り返しのつかない経

済破綻回避のためには、営業禁止（休業／一時

閉鎖）または営業継続の命令（要請）に応じた

企業／ビジネス／生業に対する適正な補償／支

援策は必要である。あるいは、政府／行政は「命

と健康」と「ビジネス（企業／生業）」とが共生

できる方向でパンデミック対策を練るべきであ

る、とする意見が支配的である。大多数の市民

が、〟働ける人は働いて生きる糧を得る〟という

伝統的な価値観を大事したい、と考えているか

らであろう。

　社会には「たこつぼ化」したさまざまな考え

が行きかっている。例えば、①パンデミック対

策の専門家には、〝パンデミック終息ファースト〟

一辺倒で、専門家としての独自の考えがある。

②財政当局には、財政赤字がうなぎ上りになる

ことを危惧し、対策費支出の経済的な「費用対

効果」を優先したい考えがある。③「〝パンデミッ

ク終息ファースト〟で、次の世代にパンデミッ

クを先送りしない。そのためには、費用対効果

を後回しにしてでも、〝戦いに勝つ〟ための対策

に、あらゆる政策を総動員し、惜しみなく資金

をつぎ込むべきである。巨額の財政赤字が生じ

たとしも、それは命と健康を確かできた次の世

代が担えばよい。」とする考え方もある。

　2020 年 3 月に、全米に 12 行あるうちのニュー

ヨークの連邦準備銀行（FRB=Federal Reserve 

of New York）とマサチューセッツ工科大学（MIT）

の経済学者の研究グループが、パンデミックに

関する注目すべき分析結果を公表した 23。この

研究は、1918 年から約 2 年間にわたるスペイン

風邪（Spanish flue）大流行の際に、アメリカ

主要 43 都市が取った感染対策と生産・雇用関係

を分析したものである。スペイン風邪では、当

時の世界人口の 4 分の 1 が感染し、数千万人が

死亡した、と伝えられる。当時、アメリカでは、

今回のコロナパンデミック対策と同様に都市封

鎖が実施された。この研究では、当時の資料を

紐解いて、感染対策のタイミングと厳格だった

か甘かったかでその後の経済回復に与えた影響

を分析している。その結果、より早く、そして

より厳格な感染防止対策を講じた都市ほど、そ

の後数年以内に経済回復した度合いが高かった

という。注目すべき研究成果である。

　政治は、あえて、こうした「たこつぼ化」し

たさまざまな意見の垣根を乗り越えて、火中の

栗を拾おうとしない。〝人の命は尊く、お金には

変えられない〟という誰にも受け入れやすいス

ローガンで事を収めるようとする。

　ただ、連邦政府の方向性は定まらない。トラ

ンプ大統領は、「ビジネスファースト」の旗を

掲げ、各州に対し経済再開をせかせている。し

かし、政権が定めた経済再開要件（economic 

reopening requirements）はあいまいである。

早期の封鎖解除が再流行を招くとするファウチ

博士（Anthony Stephen Fauci）ら政府顧問を

務める医学専門家との温度差が鮮明になってい

る。
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23  See,Sergio Correia,Stephan Luck,and Emil Verner,〝Pandemics Depress the Economy, Public Health 

Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu,〟（As of April 10,2020）.

【図表 7】諸州の新型コロナウイルス対応策の特質【図表 7】諸州の新型コロナウイルス対応策の特質

① 「命と健康」よりも「ビジネス／生業」を優先
させる対応策　

　 　エイザ・ハッチンソン（Asa Hutchinson）

アーカンソー州知事をはじめとした共和党所属

の首長が広く選択している。「都市封鎖（lock-

down closure）」のような厳格な規制を実施し

ない。外出自粛や人同士の距離を保つソーシャ

ルディスタンシングの（social distancing ／

社会的距離）、在宅退避（shelter-at-home）の

要請などソフトな対応策をとる。スウエーデン

では、集団免疫で新型コロナウイルスと戦うと

する政策を取ることから、「スウエーデン方式」

とも呼ばれる。この対応策の背景には、「命や

健康」とともにビジネス（企業／生業／事業

者）やそこの働く人たちの雇用を護ろうとする

考えが色濃く反映している。ただ、こうした対

応策は、この国（アメリカ）の市民の公衆衛生

意識、公的医療保険制度や医者にかかれる度合

（availability）なども織り込んで、慎重に選

択される必要がある。

② 「ビジネス／生業」よりも「命と健康」を優先
させる対応策　

　 　アンドリュー・クオモ（Andrew M. Cuomo）

ニューヨーク州知事やギャビン・ニューソン

（Gavin Newson）カルフォルニア州知事をはじ
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　アメリカでは、今回の新型コロナウイルスパ

ンデミック対策でも、対立軸が明確になってい

る。連邦か州・地方団体かを問わず、〝ビジネス

ファースト〟の共和党と〝ライフ＆ヘルス（命

と健康）ファースト〟の民主党との違いがみえ

てくる 25。

１　トランプ政権のパンデミック損失補償

　アメリカでは、トランプ政権と連邦議会両院

の与野党指導部が、新型コロナウイルスのパン

デミック（感染爆発）を受けて緊急事態経済対

策のための財政出動について協議した。協議が

合意に達して、2020 年 3 月から 4 月末までに

いくつかの経済対策法が連邦議会上下両院を通

過した。大統領の署名を得て成立・発効したコ

ロナ関連経済対策法は、第 1 弾から第 4 弾〔①

2020 年 3 月 6 日、② 3 月 18 日、③ 3 月 27 日、

④ 4 月 23 日〕まである。その概要は、次のとお

りである。

めとした民書党所属の首長が広く選択してい

る。こうした政策を選択する州においては、知

事命や行政規制で、災害緊急事態宣言（disaster 

emergency proclamation）を出し、都市封鎖

令（lock-down closure order）を実施するこ

とになる。とりわけ、都市封鎖では、住民の外

出禁止（stay-at-home）や不要不急業務（non-

essential businesses）の営業禁止、ライフイ

ンフラ／ライフラインとなる生活不可欠業務

（essential businesses）の営業継続が求めら

れる 24。

24  Office of Governor Gavin Newsom, Governor Newsom Signs Executive Order Ensuring State Funding for 

Schools Even in Event of Physical Closure（March 12, 2020）. https://www.gov.ca.gov/2020/03/13/
governor-newsom-signs-executive-order-ensuring-state-funding-for-schools-even-in-event-of-
physical-closure/

25  ジョージア州のように、トランプチルドレンの 1 人といわれる州知事（共和党系）は早期の経済活動再開に

賛成、一方、アトランタ市長（民主党系）は早期の経済活動再開に反対、というところもある。
26  See,Sarah A. Lister et al .,〝Health Care Provisions in the Families First Coronavirus Response 

Act,P.L.116-127,〟CRS Report R416316（April 17,2020）.

【図表 8】 連邦の新型コロナウイルス感染症関連経済【図表 8】 連邦の新型コロナウイルス感染症関連経済
対策法の概要〔未精査〕対策法の概要〔未精査〕

① 第１弾（Phase 1）　
　 　新型コロナウイルス感染症対策補正予算

法（CPRSAA ＝ Coronavirus Preparedness and 
Response Supplemental Appropriation Act）

　 　3 月 6 日成立〔原則、2019 年 10 月 1 日～ 20
年 9 月 30 日の年度内支出。ただし、項目によっ

ては多年度支出も可能〕（＊ 1 ドル＝ 100 円で
換算）

　 　第 1 弾の経済対策の予算〔83 億ドル（8,300

憶円）〕の主な支出先は、おおむね次のとおり

である。

　　❶�ワクチンなどの研究・開発費用〔30 億ド

ル（3,000 憶円）以上〕

　　❷�連邦・州・地方団体の公衆衛生機関への財

政支援〔22 億ドル（2,200 憶円〕

　　❸�ビジネス支援に関しては、10 億ドルを新

型コロナウイルス感染症拡大により資金的　　　

　　　損害を受けた中小零細企業（従業者 500 人　　

　　　以下）などへの低利融資に充当する資金〔10

　　　億ドル（1,000 億円〕
　　　❹�外国の医療機関への財政支援〔4 億 3,500

万ドル（4兆 3,500 億円〕

　　❺その他

②第２弾（Phase 2）
　�　家族ファースト・新型コロナウイルス感染症

対 策 法（FFCRA=Families First Coronavirus 
Response Act」）

　 　3 月 18 日成立、4 月 1 日施行、12 月 31 日ま
でに時限法 26 　

　 　第２弾の経済対策は、個人への支援が中心に

なっており、おおむね次のとおりである。
　　　❶�新型コロナウイルス感染症の検査無償化：

無保険者向けの公的プログラムに資金を拠

出するとともに、民間医療保険に被保険者

の検査費負担を無料にすることを義務付

け。
　　　❷�従業者が新型コロナウイルス感染症の影響

で休暇を取得せざるを得ない場合の雇用保

証措置：出勤できない従業者への雇用の保

証や適格疾病有休休暇（qualified sick 

leave wages）の要件、給与支払額の計算

方式、休業した従業者に支払った給与に対

する雇用主への所得計算上の税額控除適用

など
　　　❸�低 所 得 者 向 け の 食 料 補 助 プ ロ グ ラ

ム（SNAP=Supplemental Nutrition 

Assistance Program ／補助的栄養支援プ

ログラム」（通称で「フードスタンプ」）へ

の追加資金投入
　　　❹�失業保険拡充のための各州への財政支援など



　連邦の新型コロナウイルス感染症関連緊急事

態経済対策で注ぎ込まれる財政支出額は、巨額

である。2020 年 3 月から 4 月末までだけで、あ

わせて 5 兆ドル（500 兆円）規模となると見積

もられている。この額は、連邦の年間歳出 4.4

兆ドル（440 兆円）を超える。今後、さらなる

緊急事態経済対策実施が見込まれている。
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ル（11 兆 7, ０００憶円）〕：保健医療補助

〔2,400 億ドル（24 兆円）〕、オンライン診

療促進などを含む病院補助〔750 億ドル（7

兆 5,000 憶え円〕、退職軍人の保健医療補

助〔200 億ドル（2 兆円）〕、CDC 補助 〔45

億ドル（4,500 憶円）〕
　　　❽�運輸インフラ支援：空港支援〔100 億ドル（1

兆円）〕
　　　❾�運輸インフラ融資〔32 憶ドル（3,200 憶

円）〕：航空会社支援融資〔500 億ドル（5

兆円）〕、貨物航空支援融資〔80 億ドル

（8,000 憶円〕など
　　　❿�公共交通への財政支援〔25 憶ドル（2,500

憶ドル）〕：緊急公共輸送〔200 億ドル（2

兆円）〕など
　　　⓫�その他〔1,980 憶ドル（19 兆 8000 億円）：

国防維持に必要な事業（不特定）の補助〔170

億ドル（1兆 7,000 億円〕など

④第４弾　

　　 　給与支払助成プログラム・保健医療態
勢 整 備 法（PPPHCEA=Paycheck Protection 
Program and Health Care Enhancement Act ）

　　　4 月 23 日成立
　　 　第４弾の経済対策の予算〔4,800 億ドル（48

兆円〕の主な支出先は、おおむね次のとおり

である 28。
　　　❶�中小零細企業支援：中小零細企業（従業

者 500 人未満）の従業者への給与支払を肩

代わりする連邦中小企業庁の給与支払助

成プロブラム（PPP=Paycheck Protection 

Program）への追加資金供給〔3,200 憶ド

ル（32 兆円）〕。第 3 弾（CARES Act）で

PPP に投入された資金 3,490 億ドル（34 兆

9,000 億円）は、4 月 4 日の受け付け開始

から中小企業の利用申請が殺到した。4 月

16 日に早くも上限に達した。そこで、追

加して資金を投入。
　　　❷�医 療 と 検 査 態 勢 の 整 備（Health Care 

Enhancement）〔1,000 憶ドル（11 兆円）〕

③第３弾（Phase 3）　
　 　新型コロナウイルス感染症支援・救済・経

済 安 定 化 法（CARES Act=Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security Act／通称「ケ
アーズ法」）

　　3 月 27 日成立 27 

　 　第 3 弾の経済対策対象項目および財政措置

〔2 兆 1,000 ドル（210 兆円）〕の主な支出先は、

おおむね次のとおりである。
　　　❶�大企業支援〔5,000 憶ドル（50 兆円）〕：営

業禁止などで不利益を受けた産業への融

資、信用保証、投資のため財務省が用意し

た資金〔5000 億ドル（50 兆円）〕。〔ただし、

融資を受けた企業は、その期間は自社株の

買戻しの禁止、その企業で 42 万 5,000 ド

ル（4,250 万円）以上の報酬を受け取る役

員等は次の 2年間昇給停止が条件）
　　　❷�中小零細企業支援〔3,490 憶ドル（34 兆

円 9,000 億円）〕：全米雇用の 5 割を占める

中小零細企業（従業者 500 人未満）での従

業員のレイオフ（一時解雇）を回避し、給

与支払いを助成するための連邦中小企業庁

の給与支払助成プロブラム（PPP=Paycheck 

Protection Program）への資金投入〔3,490

億ドル（34 兆 9,000 憶円）〕
　　　❸�世帯支援〔3,010 憶ドル（30 兆円 1,000 億

円）：個人に 1200 ドル（12 万円）〔夫婦に

2400 ドル（24 万円）、子供１人につき 500

ドル（5 万円）〕の現金支払い〔ただし、

単身で年収 75，000 ドル（750 万円）／夫

婦で年収 150,00 ドル（1,500 万円）以上

の場合は減額〕
　　　❹�失業保険増額給の財政支出〔2,500 憶ドル

（25 兆円）〕：各州の失業保険給付に加え、

別途、連邦から週あたり 600 ドル（6万円）

を、最長 4 カ月間、加算給付。また、失業

保険の受取期間を 13 周間に延長する。さ

らに、通常では失業保険給付を受けられな

いフリーランサーや雇用類似の働き方をす

るギグワーカーなど、いわゆる「名ばかり

個人事業者」も支給対象に織り込む
　　　❺�納税猶予と納期限延長〔2,210 憶ドル（22

兆 1,000 億円）〕
　　　❻�州や地方団体への財政支援〔1,500 憶ドル

（15 兆円）〕: 第一線で新型コロナウイルス

パンデミックと戦っている州や地方団体へ

コロナ緊急事態臨時交付金。
　　　❼�病院や保健医療の財政支援〔1,170 憶ド

27  Kavya Sekar et al .,〝Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriation Act, 2020（P.L. 

116-123）: First Coronavirus Supplemental,〟CSR Report（March 25, 2020）.
28  See,Ben Wilhelm,〝Congressional Oversight Provisions in the Paycheck Protection Program and 

Health Care Enhancement Act,〟CRS Insight IN11363（April 27, 2020）.
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　これらの財政支出のほか、個別の財政支援

措置を通じた支出もある。例えば、大領領は、

2020 年 4 月 28 日には、国防生産法（DPA）に

基づき食肉加工工場を稼働継続すべきライフ

インフラの 1 つに指定した。この指定に先立

ち、4 月 17 日に、連邦農務省（UADA= United 

States Department of Agriculture）は、農業

従事者や畜産業を保護し、緊急時の食肉のサプ

ライチェーンが崩壊するのを防ぐために「新

型コロナウイルス感染症食品支援プログラム

（CFAP=Coronavirus Food Assistance Program）」

に 190 憶ドルの拠出を決めている 29。

　アメリカは、ロジスティックス（logistics

／物流管理）の考え方がしっかりした国である。

国家緊急時には、サプライチェーン、物流を確

保することは極めて重要なことを熟知している。

今回の新型コロナウイルス禍でも、不要不急業

務（ノンエッセンシャツビジネス）のゴーイン

グコンサーン（事業継続）を支えるための巨額

の財政出動をしている。

　ただ、政府、さらには中央銀行が、国家非常

時に、対価を取らずに、あたかも大量の紙幣／

現金をばら撒く（いわゆる「ヘリコプターマ

ネー」）政策は、何回も繰り返せば、ハイパーイ

ンフレにつながるおそれが強い。

２　 ビジネスなどが補償を求めて憲法訴訟を
起こす事例

　緊急時に、人々の命と健康を護り、ビジネス

と働く人たちを護るのは、政治の責任である。

州知事が、パンデミック封じの都市封鎖令を出

し、ビジネス（事業者／企業）に対し営業禁止（休

業／一時閉鎖）または逆に営業継続を求めたと

する。当然、苦境に陥るビジネス（事業者）も

出てくる。営業禁止と営業継続指定の線引きは

不合理で納得できないという声があがる。また、

営業禁止ないし営業継続命令に応じながらも、

直接・間接の公的支援などの見返り、補償が受

けられていない、あるいは受けられていても十

分ではないという声も出てくる。

　パンデミック時の司法の役割は限られる。緊

急時には政治が優先するからである。しかし、

パンデミック時に政治が示した処方せんについ

ての〝正義〟をただすのは、司法の役割である。

ビジネス（企業／事業者／生業）、さらにはそこ

で働く人たちには、司法を活用し、次のような

理由をあげて、州知事を相手に損失補償を求め

て憲法訴訟を起こす選択肢もある 30。

　原告となるビジネス（企業／事業者）は、①

または②のいずれかの理由をもとに、訴訟手

続を取ることになる。この場合、憲法の規定、

とりわけ財産権保障／公用収用条項（takings 

clause）を根拠に、政府／行政に対する損失補

償を求めることになる。

Ⅳ　連邦憲法の損失補償規定の分析

　日本国憲法は、29 条 3 項で、「私有財産は、

正当な補償の下に、これを公共のために用ひる

ことができる。」と規定する。このことから、財

産権の制度的な保障のみならず、損失補償も憲

法上認められることになった。この規定は、ア

メリカ合衆国憲法をモデルに挿入されたといわ

れる。ここでいう「損失補償」とは、適法な公

権力の行使により加えられた財産上の特別な犠

牲に対して、財政的な補償をすることと解され

ている。

　すでにふれたように、アメリカでは、パンデ

ミック対策として、政府／行政が緊急事態宣言

をし、都市封鎖、外出禁止令などに伴う大統領

令（Presidential Order ／ Executive Order）

ないし知事令（Governor Executive Order）（以

下「政府規制／行政命令」ともいう。）を発出し

29  See,〝COVID-19 Disrupts U.S.Meat Supply;Producer Prices Tumble,〟CSR Insight IN11366（April 29, 

2020）.
30  See,Avi Weitzman,〝Constitutional Implications of Government Regulations and Actions in Response 

to the COVID-19 Pandemic,（March,27, 2020）2020WL 1645091

【図表 9】 都市封鎖令に伴い被った損失補償を求める【図表 9】 都市封鎖令に伴い被った損失補償を求める
理由の整理理由の整理

① 政府／行政による線引きで、補償／支援策が得

られない業務もしくは事業者、またはその従業

者が、正当な補償／支援を求める。

② 補償／支援策の対象となった業務もしくは事業

者、またはその従業者が、得られた補償／支援が

十分ではない考え、適正な補償／支援を求める。



ている 31。これらの発出で影響を受けた民間機

関（個人や企業など）に対する休業補償（財政

的な補償）については、近年、連邦憲法の財産

権保障／公用収用条項（takings clause）の適用・

解釈において活発な議論が展開されている。ア

メリカ合衆国憲法（以下「連邦憲法」ともいう。）

は、修正 5 条で、「何人も、正当が補償なしに私

有財産を公共の用のために収用されることはな

い（nor shall private property be taken for 

public use, without just compensation）。」と

規定する。この規定は、連邦政府の権限の制約

をねらいとしている。加えて、州政府について

も、連邦憲法修正 14 条の正当手続条項（due 

process clause）が保護する「自由」の一環と

して修正 5条が組み込まれて適用される 32。

１　 政府規制による私有財産の実質的な収用／財産
権の侵害の意味

　アメリカでは、連邦憲法で「正当な補償（just 

compensation）」の対象となる「収用」には、2

種類あると解されている。

　　　
　連邦最高裁は、あらゆる私有財産の公用収用

について、「正当な補償（just compensation）」

が必要であるとは判断していない。戦時下にあっ

て、アメリカの軍隊が、私有財産が敵の手に落

ちることを防ぐためのその財産を破壊または攻

撃するとする。この場合には、正当な補償をす

る必要がないとする 34。一方、アメリカの軍隊が、
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31  都市封鎖、緊急事態宣言の解除（termination）、経済活動再開（economic reopening）の時機を決めるのは

難しい。経済優先の姿勢を鮮明にする連邦（大統領）や州（知事）も、コロナ感染の再拡大を危惧し「命」
優先の姿勢を崩さない州（知事）も、難しい選択を迫られている。「命」優先の州（知事）であっても、いつ
までも外出禁止令という〝劇薬〟に頼り続けるわけにはいかないからである。いずれの立場にせよ、〝検査と
隔離の徹底で都市封鎖解除〟を可能にし、「新常態／新たな日常（ニューノーマル／ new normal）」への適応
力をつけ、経済再生のチャンスをつかまないといけない。感染拡大抑止と経済を蘇生させる出口戦略を実施し、
働く場を確保しないといけない。あくまでも「住民が主役」であり、州のトップの心は揺れている。

32  加えて、すべての州の憲法で、明示的または黙示的に、正当な補償なしに収容することを禁じている。
33  わが国でも、日本国憲法 29 条 3 項の〔損失補償〕規定の適用・解釈において、❶公用制限（公共の福祉の増

進という積極的目的の制限）と❷警察制限（公共の安全・秩序の維持という消極目的の制限）に分け、❶に
ついては補償が必要であるが、❷については必要がない、とする見解もある。樋口陽一ほか著『憲法 II（注
釈法律学全集（2））』（青林書院、1997 年）246 頁参照。もっとも、❶と❷に峻別するのは至難とする見解もある。
塩野宏『行政法 II〔行政救済法〕（第 4版）』（有斐閣、2005 年）330 頁以下参照。

34  See,United States v.Caltex（Phil.）,Inc.,344 U.S.149 （1952）. なお、本件において、連邦最高裁は、

第二次大戦中の、会社（原告）の石油施設が敵（日本軍）の手中に落ちるのを防ぐためのアメリカ軍による
当該施設の破壊は、補償対象となる収用（compensable taking）にはあたらない、と判示する。しかし、連
邦最高裁は、合衆国（連邦）は、戦争のような大規模な国家緊急事態において財産を破壊された者、または
賦役を課された者に対する責任を負う必要がある旨示唆している（344 U.S.149,at 155-56）。

【図表 10】 憲法の「正当な補償」の対象となる「収用」【図表 10】 憲法の「正当な補償」の対象となる「収用」
の種類の種類

①私有の現物資産の収用 

　　政府が私人の現物財産を強制的に取得する行

為（eminent domain ／公用収用）である。「actual 

taking」ともいう。

② 政府規制による私有財産の実質的な収用／財産
権の侵害 

　 　政府が、私人の現物財産の物理的な移転を求

めるものではないが、それと同視できる程度の
規制（regulations）を私人の財産に加える場
合（regulatory taking）である。言いかえると、
政府の規制（regulations）ないし行政の行為

（actions）を私有財産の実質的な収用／財産権
の侵害とみて、正当な補償の対象とする場合で
ある。①「actual taking」と対比において「み
なし収用（constructive taking）」ともいう 33。

　 　政府規制による実質的収用（regulatory 
taking）を「公用収用」として法認したのは、
1922 年のペンシルベニア石炭会社 対 マホン
事件連邦最高裁判決〔Pennsylvania Coal Co. 
v. Mahon, 260U.S. 393（1922）〕に始まる。本
件において、ホームズ判事（Justice Homes）
は、規制が「行き過ぎる（goes too far）」と
機能的には公用収用と同等に取扱わなければな
らなくなる、との判断を示した。本件判決が
出る 1922 年前は、政府規制は政府の警察規制
権（police power）を根拠とするものであり、
物理的な私有財産の奪取または占有などが伴わ
ない場合には、正当な補償の対象となる公用収
用にはあたらないとされてきた。本件では、判
決を書いた当時の自由放任主義経済の流れをく
み取り、財産価値の減少で公用収用かどうか
を判断する基準として、「財産価値の減少基準
（diminution in value test）」を提示した。
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敵と戦うために、船員とともに民間船舶のよう

な私有財産を徴用するとする。この場合には、

正当な補償をする必要があるとする 35。つまり、

連邦最高裁の判例にしたがうと、政府は、戦時、

さらには緊急事態用に私有財産を徴用する場合

には、正当な補償が必要となるとも解せる。

２　アメリカの警察規制権とは

　アメリカの諸州は、警察規制権（police 

power）に基づき、公衆衛生や安全の確保など公

共の福祉に資する規制を実施している 36。緊急

時の私権制限はもちろんのこと、私有財産の公

用収用はいずれも、州の警察規制権を根拠とし

ている。

　パンデミック対策として、緊急時に、都市封

鎖を目的に発するビジネス（企業／事業者）に

対する営業禁止（休業／一時閉鎖）または営業

継続の命令は、この警察規制権を根拠としてい

る。

　連邦憲法修正 5 条の財産権保障条項（takings 

clause）は、政府が私有財産を公共の用に供す

ることを法認する。合衆国（連邦）最高裁判所は、

「公共の用に供すること（public use）」につい

て、州の警察規制権の合法的な行使の同義にと

らえている 37。つまり、警察規制権の行使が合

法的であれば、私有財産の公用収用は是認され

る。また、連邦最高裁は、州が、警察規制権に

基づき公衆の健康を保護するために必要な法律

を制定することができる旨を確認する 38。

　このような解釈に基づき、連邦最高裁は、州

政府／行政が、公衆の健康を保護する目的で、

特定の私有財産を指定し、疫病感染者の収容や

隔離のために利用することは、原則として連邦

憲法修正 5 条に規定する「公共の用」にあては

まると解している 39。

３　「公共の用基準」と「緊急の用基準」

　問われた公用収用が、連邦憲法修正 5 条の

財産権保障／公用収用条項（takings clause）

のもとで、補償の対象となるのか、ならない

のかを判断するとする。この場合に、司法

は、しばしば「公共の用基準（public use 

principle）」に加え、「緊急の用基準（necessity 

principle）」に言及する 40。「緊急の用基準」は、

連邦憲法に財産権保障条項（takings clause）

が盛られる 13 年も前に、連邦最高裁が、判例で

示した原則である 41。

　これらの基準の意味内容については、裁判例

や学説をみても一様ではない。しかし、次のよ

うにまとめてよいのではないか。

　このようにすみ分けると、緊急の用基準と公

共の用基準とは、異なる基準となる。この点に

ついて、アメリカでの初期の裁判例では、①緊

急の用基準に基づき政治的決断で行われた私権

制限や公用収用について、裁判所は、その私権

35  See,Mitchell v.Harmony,54 U.S.155（1851）;United States v.Russell,80 U.S.623 （1871）.
36  ちなみに、アメリカでは、州や地方団体が実施するゾーニング（土地利用圏域設定）で不利益を被った住民

が、この種の訴訟で補償を求める事例が多い。See,Jason Talerman, 〝Recent Developments in Regulatory 
Takings,〟63 Boston Bar Journal 10（2019）.

37  See,e.g .,Hawaii Housing Authority v.Midkiff,467 U.S.229, at 240（1984）.
38  See,e.g .,Jacobson v.Massachusetts,197 U.S.11,at 25（1905）.
39  Id .,at 25.
40  See,Olivia J.Sher,〝A Recipe for Disaster:How Plaintiffs Seeking Compensation for Takings 

Following Natural Disasters are Unfairly Burdened,〟93 Tul.L.Rev.419 （2018）.
41  See,Bowditch v.City of Boston, 101 U.S.16, at 18（1879）.

【図表 11】 緊急の用基準と公共の用基準【図表 11】 緊急の用基準と公共の用基準

① 緊急の用基準（necessity test ／ necessity 
principle ／ necessity rule）　

　 　私有財産を、戦時・災害時など「緊急の用

（necessity）」に供する場合は、連邦、州、地

方団体かを問わず、執行部や議会が、つまり政

治的決断において、緊急事態宣言などを発出し

て、「正当な補償（just compensation）」をす

ることなしに、私権制限や公用収用の手続をと

る際の基準

② 公共の用基準／（public use test ／ principle
／ rule）　

　 　①以外の場合には、私有財産を「公共の用

（public use）」に供する場合には、「正当な補償」

が必要であり、裁判所が収用手続の適否を判断

する際の基準



制限や公用収用が権限濫用または悪意で行われ

たことが明白な場合に限り介入する姿勢をとっ

ている。しかし、②緊急の用基準と②公共の用

基準の住み分けを不透明する裁判例も散見さ

れる。これらの基準の適用・解釈について司

法のスタンスは一様ではない。混乱が見られ

る 42。例えば、マサチューセッツ州最高裁は、

「公共の用（public use）に私有財産（private 

property）を収用する権限は、公共の緊急性

（public necessity）に依拠し、かつ制限される」

と判示する 43。このような解釈に従えば、緊急

性がなくなれば、私有財産を公共の用に供する

収用権限もなくなってしまうことになる。

（１）公共の用基準の適用

　誤解を恐れずにいえば、従来から、前記【図

表 10】の①私有の現物資産の収用事例において

は、連邦憲法修正 5 条に規定する「公共の用」

に該当するかどうかの基準（public use test）

に基づいて判断するものとされる。すなわち、

例えば、地方団体が、都市計画・道路拡張計画

に基づいて樹木の所有者に伐採／移植を求めた

のにもかかわらず、所有者がそれを拒否すると

する。この場合、裁判所は、当該強制収用の適

否について判断を求められれば、公共の用基準

を適用して決することになる 44。

（２）緊急の用基準の適用

　パンデミック対策では、大統領が国家緊急事

態宣言を、そして各州の知事や地方団体の首長

が災害緊急事態令を発出する。つまり、政治

が、都市封鎖を実施、住民の移動を制限し、住

宅退避を命じる（stay-at-home1 order）こと

になる。こうした緊急事態令では、不要不急業

務に営業禁止（休業／一時閉鎖）を求める一

方、生活不可欠業務の営業継続命令でライフイ

ンフラ／ライフラインを確保したうえで、パン

デミックの封じ込めを積極化する。また、トラ

ンプ大統領のように、自らの〝戦時大統領（War 

President）〟のイメージつくりも兼ねて、連邦

の防衛生産法（DPA）を発動する。私企業に国防

〔ここではコロナウイルス感染拡大防止に必需の

（necessary or appropriate）〕製品を、随意契

約または命令で、生産するように命じることに

なる。

　こうしたパンデミック封じのための都市封鎖

命令は、前記【図表 10】の①政府規制による

単なる私権制限というよりは、②私有財産の実

質的な収用、正当な補償を要する財産権の侵害

事例にあたるとも解せる。しかも、前記【図

表 11】の政治主導の①「緊急の用」を理由と

する発出であると解せるとする。この場合、受

忍義務を負う民間企業は、「私有財産（private 

property）」が②「公共の用」に供される事例と

同等であると解し、政府に対して、連邦憲法修

正 5 条に規定する「正当な補償」を求められる

かどうかが問われる。

　言いかえると、政府の緊急事態令に基づくパ

ンデミック対策は「緊急の用」を理由に発出さ

れているが、そもそも緊急の用基準と公共の用

基準とを同等であると解すことができるかどう

かが問われる。なぜならば、緊急の用で私有財

産に受忍義務を課すのは、「私権の制限」であり、

「公用収用」ではないからである。このことから、

必ずしも「正当な補償」をする必要はないとも

解せるからである。その一方で、緊急の用基準

と公共の用基準とを同等に解し、緊急の用で私

権制限を課される者にも「正当な補償」が必要

であるとする見解もある 46。

　政府が、緊急事態令を発して、判例法で確立
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42  See,Brian Angelo Lee,〝Emergency Takings,〟114 Mich.L.Rev.391（2015）.
43  See,In re  Winnisimmet Co.,95 N.E 293, at 294（Mass. 1911）.
44  See,Robert C.Bird & Lynda J.Oswald,〝Necessity as a Check on State Eminent Domain Power,〟12 U.Pa. 

J.Const.L.99（2009）.
45  もっとも、後にふれるように、緊急時の都市封鎖令に基づく営業禁止（休業／一時閉鎖）または営業継続の

命令は、州の警察規制権を根拠としており憲法の収用条項を根拠としていない、という裁判例もある（Friends 
of Danny DeVito, et al ., v. Wolf & Levine, 68 M.M. 2020 （Pa. 2020））。こうした裁判例にしたがうと、
州の警察規制権に基づいて緊急の用で私有財産に私権制限を加えることと、平時に憲法を根拠に私有財産を
公用収用することとは、分けて考える必要があるのかも知れない。

46  See,e.g .,TrinCo Inv,Co.v.United States,F.3d, 1375,at 1377-79（Feb.Cir.2013）. このような政府が負

う立証責任は、「公的緊急性防御（public necessity defense）」と呼ばれる。
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された「緊急の用」基準を適用して、正当な補

償をすることなしに私権を制限するとする。こ

の場合、政府（政治）は、緊急の用基準をフリー

ハンドで使えるわけではない。政府は、緊急性

が重大であり、かつ、実際に緊急状態にあるこ

とを立証するように求められる。

　この裁判例で司法が敷いた政府の立証責任の

ルールを重くとらえる必要がある。緊急の用基

準を根拠にしたパンデミック対策、とりわけ都

市閉鎖令による補償なしの営業禁止（休業）命

令で不利益を被った者が司法救済を求めるとす

る。この場合、第一次的な証拠の提出は、一般

に救済を求めた原告の側にある。しかし、政府

は、自らが講じた営業禁止（休業）措置が妥当・

合法（合憲）であると主張するには、「緊急性が

重大であり、かつ、実際に緊急状態にある」こ

とを具体的に立証するように求められる。こう

した立証に成功するためには、政府は、常時パ

ンデミックの動きをモニターする必要がある。

また、感染や再感染の拡大または抑制の度合い

に応じたフェーズ（段階）で営業を再開できる

業種や再開の際に護るべき的確な公衆衛生基準

を策定（改定）・公表するように求められる。緊

急性が重大でなくなっている、または実際の緊

急状態が解消しているとする。にもかかわらず、

政府は、営業禁止を強制し続けているとする。

この場合には、緊急の用基準を根拠に不利益を

被った者に対する損失補償を回避することは難

しくなる。

４　職務権限内行為免責の法理とは

　裁判で、緊急事態令や外出禁止令にかかる

〝正義〟をただそうとする。この場合に、それ

を阻みかねない判例法上のルールがある、「職

務権限内行為免責の法理（qualified immunity 

doctrine）」である 47。この法理のもとでは、公

務員の職務行為は、認められた裁量の範囲内で

遂行され、しかもその行為が行われた当時「明

らかに確立された（clearly established）」連

邦法上の権利または憲法上の権利を侵害してい

ない限り不問にされ、免責される。裁判所が、

緊急事態に対応する公務員の職務行為を問う訴

訟の判決を書くときに、この法理が適用すると

する。この場合、公務員は、権限行使時いまだ

判断が確立されていない問題に関して、誤った

判断をしたとしても、合理性があれば免責する

ことになる。もっとも、その行為が、明らかに

職務権限外であるか、または故意に法律に違反

したときには、その限りではない 48。

　新型コロナウイルスパンデミック対策では、

多くの州の知事が非常事態宣言または緊急事態

令を発出した。こうした命令により、不要不急

業務（ノンエッセンシャルビジネス）に指定さ

れた事業者は、多くの場合、満足な補償を受け

ることなしに営業を禁止せざるを得なくなった。

憲法上の「正当な補償」を受ける権利が侵害さ

れたとして、各地で司法に救済を求める動きが

出ている。

　こうした提訴を受けて、裁判所が、職務権限

内行為免責の法理を適用して判断をくだすこと

も考えられる。最近の判例 49 を参考にすると、

次のような司法判断も想定される。

　「州知事は、その当時の状況に鑑み、新型コロ

ナウイルス感染症が多くの市民の生命を奪うお

それがあると信ずる相当な理由がある場合には、

それを防止するために都市封鎖令（stay-at-home 

order）などを発して、企業などに営業禁止（休

業／一時閉鎖）または営業継続の指定をしたと

しても、連邦憲法上の権利を侵害しているとは

直ちにはいえず、その時点では不合理とはいえ

ない。また、こうした職務権限の行使が合法・

合憲であるか否かは、その公務員にとって現場

における瞬時の判断が困難であることを踏まえ、

個々の事案ごとの事実関係に照らして慎重に判

断されるべきものである。」

47  See,Joanna C.Schwartz,〝How Qualified Immunity Fails,〟127 Yale L.J.2 （2017）.
48  See,63C Am.Jur.2d Public Officers and Employees § 314-15.
49  Kisela v.Hughes,138 S.Ct.1148（2018）. 本件では、警察官が、ナイフを振りかざす者が他者に危害を加え

ようとしていると誤認し、警告後に発砲し、発砲を受けた者が負傷した。この警察官の発砲行為は、連邦憲
法修正 4 条〔不合理な捜索、逮捕、押収の禁止〕に違反するとして争われた。連邦最高裁は、職務権限内行
為免責の法理（qualified immunity doctrine）を適用し、訴えを退ける判断をくだした。



Ⅴ　�都市封鎖令の違憲性を問う集団代表訴
訟の分析

　パンデミック対策、とりわけ都市封鎖令によ

る営業禁止（休業／一時閉鎖）または営業継続

の指定で未曾有の不利益を被った者が司法救済

を求めるとする。その場合、原告は、都市封鎖

令は、正当な補償（just compensation）なしに

営業禁止または営業継続を求めており、連邦憲

法修正 5 条および修正 14 条に抵触し憲法違反で

あるというのを根拠とする。

　アメリカには、ドイツや韓国などのような憲

法裁判所はない。通常裁判所が「事件性と争訟

性（cases and controversies）」があるかどう

かを基準に、原則としてその訴訟に解決に必要

な限りにおいて付随的に違憲審査権を行使す

る。また、裁判所に違憲判決を求める場合に

は、大きく 2 つのルートを選択できる。１つは、

いわゆる「法令違憲（facial constitutional 

challenge）」を求める争い方である。これは、

法令の全部または一部について憲法違反の判断

を求めるものである。そして、もう 1 つは、い

わゆる「適用違憲（as-applied constitutional 

challenge）」または「処分違憲」を求める争い

方である。これは、法令自体は合憲であるが、

執行者によるその法令の当事者に対する適用の

仕方が人権侵害であることを理由に憲法違反の

判断を求めるものである 50。

　ここでは、ペンシルべニア州の新型コロナウ

イルス感染症対策の都市閉鎖令の違憲性を争っ

たケースを取り上げる。この都市封鎖令で不利

益を被った企業やその従業者が、州知事らを相

手に、州裁判所や連邦裁判所に集団代表訴訟

（class action）を起こしている 51。憲法違反を

問うた事実や論拠は、次のとおりである。

１　ペン州封鎖令の違憲性を問う集団代表訴訟

　ペンシルベニア州（ペン州）は、2020 年 3

月 6 日に、トム・ウオルフ（Thomas Wolf）知

事（民主党所属）が、ペン州憲法（Penn State 

Constitution）や制定法 52 に基づき（後記【図

表 12】参照）、災害緊急事態宣言（Proclamation 

of Disaster Emergency）を発出した。その後、

2020 年 3 月 19 日と 20 日に、トム・ウオルフ

知事と同州のレイチェル・レービン（Rachel 

Levine）保健省長官が、対象とするエリアの

人の移動を制限しビジネス活動を禁止する都

市封鎖令を発出した。正式名称は、「あらゆ

る不要不急業務の封鎖に関するペンシルベニ

ア州知事令（Order of the Governor of the 

Commonwealth of Pennsylvania Regarding the 

Closure of All Businesses that are not Life 

Sustaining）」（以下「「ペン州封鎖令」または

「封鎖令」ともいう。」）である 53。ペン州封鎖

令に基づき、ペン州コミュニティ・経済開発省

（DCED=Department of Community and Economic 

Development） が、 生 活 不 可 欠 業 務（life-

sustaining businesses）と不要不急業務（non-

life-sustaining businesses）を仕分けしたリ

ストを公表している 54。

　ペン州封鎖令は、ペン州内の都市封鎖が目的

である。封鎖を確実に実施するために、ライフ

インフラ／ライフラインに指定された生活不可

欠業務（life-sustaining businesses）には営

業継続を求める。その一方で、不要不急業務

（non-life-sustaining businesses）には、営業

禁止（休業／一時閉鎖）を求める 55。禁止に違
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50  See,Alex Kreit,〝Making Sense of Facial and As-Applied Challenges,〟18 Wm. & Mary Bill Rts.J.657

（2010）. 石村耕治編『現代税法入門塾（第 10 版）』（清文社、2020 年）123 頁以下参照。
51  集団代表訴訟について詳しくは、楪博行『クラスアクションの研究：アメリカにおける集団的救済の展開』（丸

善プラネット、2018 年）参照。
52  ①緊急事態管理業務法典／ Emergency Management Services Code（ペン州緊急事態法典／ Pennsylvania 

Emergency Code）ペン州制定法典集 35 巻 7101 条以下〔35 Pa. C.S. § 7101 et seq.〕、②行政法典／
Administrative Code ペン州制定法典 71 巻 532 条 a 項および 1404 条 a 項〔71 P.S. § 532（a） & § 1403（a）〕
③疾病予防対策法／ Disease Prevention and Control Law ペン州制定法典 35 巻 521.1 条以下〔35 P.S. § 
521.1et seq .〕

53  https://www.preparedyork.com/order-of-the-governor-of-the-commonwealth-of-pennsylvania-regarding-

the-closure-of-all-businesses-that-are-not-life-sustaining/
54  https://www.scribd.com/document/452553026/UPDATED-11-45am-April-28-2020-Industry-Operation-

Guidance 
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反して勝手に営業すれば、刑事訴追の対象とな

る。

（１）�州裁判所でペン州封鎖令の違憲性を争う集
団代表訴訟

　封鎖令で、これまで営んできたビジネス（企

業／事業者）が、生活不要不急業務に指定され

たとする。しかし、その指定に不満であるとする。

この場合、一般に、どの州の封鎖令でも、例外

的に営業する道は確保されている。ただし、指

定された当事者は、規制当局に理由をあげて適

用除外申請を行い、許可をもらわなければなら

ない。これは、ペン州封鎖令でも同じである。

　ペン州封鎖令の場合、ペン州コミュニティ・

経済開発省（DCED）が、適用除外申請を受け付

け審査する。事業者（ビジネス／企業）は、不

要不急業務に指定され、その指定の適用除外

を求めるとする。その場合には、法定期限内に

DCEDへ申請を行わなければならない。ちなみに、

ペン州 DCED が公表した資料によれば、適用除外

申請期間中に、42,380 件の申請があった。その

うち、2020 年 4 月 1 日現在で、7,837 件が許可

され、18,746 件が不許可になった。

　営業禁止に指定された事業者が、DCED に適用

除外申請を行ったが、拒否処分を受けたとする。

この場合、当該事業者は、憲法上の「正当な補償」

が必要であるとし、ペン州封鎖令の違憲性を争

い、司法に救済を求めることができる。この場合、

州裁判所に提訴するルートと連邦裁判所に提訴

するルートのいずれかを選択できる 56。 

　州裁判所に提訴するルートを選び、20201 年

3 月 24 日に、ペン州の最高裁判所（Supreme 

Court of Pennsylvania）に集団代表訴訟が起

こされた。ペン州封鎖令の執行差止命令を求め

たものである。憲法で保障された「正当な補

償」なしに営業禁止業務の指定を行っており違

憲である、というのが理由である（Friends of 

Danny DeVito,et al ., v. Tom Wolf, Governor, 
and Rachel Levine, Secretary of Pa. 

Department of Health）（以下「デヴィート事件」

ともいう）57。その経緯を、簡潔に説明すると、

次（【図表 13】【図表 13】）のとおりである。

【図表 12】 ペン州の災害緊急事態宣言および封鎖令の【図表 12】 ペン州の災害緊急事態宣言および封鎖令の
法的根拠法的根拠

①封鎖令を発出する知事の権限
　 　ペン州憲法は、知事（Governor）に、法律が

誠実に執行されるように求め、「最高の執行権

限（supreme executive power）」を附与してい

る（4条 2項）。

②州知事の緊急事態に対応する権限
　 　州保健・安全法に基づき、「州知事は、災害

に直面したこの州および住民の危機に対応する

責任を負う」旨規定する（ペン州制定法典集（Pa. 

C.S.）35 巻７３０１条 a項）。

③州知事の緊急事態宣言発出権限
　 　州保健・安全法に基づき、州知事は、法的強

制力を持つ宣言、執行命令および規則を使って、

災害緊急事態の発出、修正、解除することがで

きる（同７３０１条 b項）。

④緊急事態宣言の発令期間制限
　 　州知事は、緊急事態宣言は、最長でも 90 日

間を超えてはならない。ただし、更新は妨げな

い（同７３０１条 c項）。

⑤州議会の介入権
　 　州議会は上下両院の共同決議により、緊急事

態宣言を解除することができる（同７３０１条

c 項）。

⑥私有財産等の徴用・利用に対する補償
　 　災害緊急事態に対応するために必要に応じて

私有財産、公有財産もしくは準公有財産を徴用

または利用する場合の、7313 条 10 号に定める

要件に基づく補償（同７３０１条 f項 4号）。

55  See,Order of the Governor of the Commonwealth of Pennsylvania Regarding the Closure of All 

Businesses that are not Life Sustaining 
56  州レベルでの憲法上の「正当な補償」を求める訴訟を起こすとする。この場合、以前は、州の裁判所で

の手続を尽くした後でなければ、連邦裁判所に訴訟を提起することはできなかった（Williamson County 
Regional Planning Commission v.Hamilton Bank of Johnson City,473 U.S.172 （1985）。しかし、連邦憲法
修正 5 条や修正 14 条を根拠に訴訟を提起しているのに、連邦裁判所に訴訟提起が認められないのは納得でき
ないとの批判があった。こうした批判に応えて、2019 年に連邦最高裁は、先例変更の判決をくだした（Knick 
v. Township of Scott,Pennsylvania,No.17-647,588 U.S.___（2019））。現在、原告は、州裁判所か連邦裁判
所かの選択ができる。

56  なお、有名な俳優のダニー・デヴィート（Danny DeVito）とは同名であるが、別人である。
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【図表 13】 ペン州封鎖令の違憲性を問う集団訴訟 A の【図表 13】 ペン州封鎖令の違憲性を問う集団訴訟 A の
経緯経緯

① 2020 年 3 月 19 日・20 日
　 　原告は、ペン州封鎖令で、不要不急業務／営

業禁止業務に指定された。

② 2020 年 3 月中旬
　 　原告はそれぞれ、この指定により不利益を被

るとして、規制機関であるペン州コミュニティ・

経済開発省（DCED）に指定の適用除外を申請し

た。DCED は申請を認めず、拒否処分をした。

③ 2020 年 3 月 24 日
　 　当該拒否処分により訴訟適格を得て、原告は、

封鎖令はその適用において連邦憲法およびペン

州憲法に違反するとして、差止命令救済を求

めて、州知事と州保健省長官を相手に、ペン州

最高裁判所（Supreme Court of Pennsylvania）

に集団代表訴訟を起こした。

・ 本件において、原告は、それぞれ次のような主
張をしている。

　❶�州下院議員立候補者後援団体
　　 　立候補予定者は、封鎖令による都市封鎖

で街頭での選挙活動ができなくなり、現職

議員と比べて、不平等の取扱いを受けるこ

とになる。したがって、封鎖令は、連邦憲

法修正 1 条の言論・集会の自由条項（right 

to free speech and assembly clause）お

よび修正 14 条の法の平等保護条項（equal 

protection clause）に反する 58。
　❷不動産取引士
　　 　都市閉鎖が実施されても、弁護士などは、

ネット／オンライン空間に事務所を置いて業

務ができる。しかし、不動産取引士は、売買

取引においては物件の内覧その他でリアルの

実地検分が不可欠となる。全面的なネット／

オンライン取引は不可能である。封鎖令は、

職業人により差別する結果となる。連邦憲法

修正 14 条の法の平等保護原則に反する。
　❸ランドリー事業者／ゴルフ場経営者／木材会社
　　 　封鎖令で不要不急業務に指定され営業上の

不利益を被る。しかし、封鎖令は、私有財産

に政府規制を加え、公共の用に供しているの

58  同様の訴えは、全米各地で起こされている。例えば、ニューハンプシャー州の都市封鎖令が求める 50 人以上

の集会禁止（mandatory gathering bans）が連邦憲法修正 1 条の言論集会の自由保障規定に抵触するとして
差止請求が行われている。同州の上位裁判所（Superior Court of NH）は、原告の訴えを却下した（Binford 
et al .v.Governor Sununu,Docket No.217-2020-CV-00152, March 25, 2020）.https://www.courts.state.
nh.us/caseinfo/pdf/civil/Sununu/032520Sununu-order.pdf

　 See,Vitoria L. Killion,〝Freedom of Association in the Wake of Coronavirus,〟CSR Legal Side Bar 
LSB10451（April 16, 2020）.

59  ペン州最高裁決定（多数意見）https://cases.justia.com/pennsylvania/supreme-court/2020-68-mm-2020.

pdf?ts=1586811868；多数意見への同意意見および反対意見　https://cases.justia.com/pennsylvania/
supreme-court/2020-68-mm-2020-0.pdf?ts=1586811869

60  https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2020/04/19A1032-Stay-App.pdf

にもかかわらず、正当な補償をしていない。

封鎖令は、連邦憲法修正 5 条と修正 14 条の

財産権保障条項（takings clause）に反す

る。加えて、すべての原告は、ペン州封鎖令

は、営業禁止／営業継続業務の仕分け・指定

にあたり、事前に利害関係当事者への聴聞も

実施しておらず、連邦憲法修正 5条（takings 

clause ／ just compensation clause）と修正

14条の適正手続条項（procedural due process 

clause）に違反している。

④ 2020 年 4 月 13 日
　 　ペン州最高裁判所は、原告の差止請求を棄却

した（Friends of Danny DeVito,et al ., v. 
Wolf & Levine, 68 M.M. 2020 （Pa. 2020））59。

⑤ 2020 年 4 月 27 日
　 　そこで、原告は、連邦最高裁判所（U.S. 

Supreme Court）に上告して、合衆国最高裁規

則第２２および第２３に基づき、ペン州最高

裁（下級裁判所）の知事令は合憲である決定を

再審査、破棄するように求め、移送命令請願書

（Petition for writ of certiorari ）を最高

裁に提出した 60。

⑥ 2020 年 4 月 27 日
　 　連邦最高裁は、原告の請求の審査を開始する

かどうかを判断するために、ペン州最高裁（下

級裁判所）に当該事件に関わる書類を連邦最高

裁に移送するように命令書を発した。

⑦ 2020 年 4 月 30 日
　 　その後、州知事は、5 月 8 日から実施する段

階別〔❶レッドフェイズ／封鎖継続段階、❷

イエローフェイズ／一部解除段階、❸グリーン

フェイズ／安全段階〕の都市封鎖解除「ペンシ

ルベニア計画（Plan for Pennsylvania）」（ペ

ン州封鎖解除計画）を発出した。

⑧ 2020 年 5 月 3 日
　 　これに対応して、原告は、連邦最高裁に、改

めて移送命令請願書（改定　No.19A1032）を提

出した 61。

⑨ 2020 年 5 月４日
　 　被告（知事側）は、連邦最高裁に、答弁書を提

出し、原告の申立てを却下するように求めた 62。
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①ペン州最高裁の判断の分析

　ペン州最高裁は、原告の訴えを退け、ペン州

封鎖令を合憲と判断した 。判断内容を簡潔にま

とめてみると、次のとおりである。

　人や財産は、公共の福祉に資するためにさま

ざまな制限を受け、かつ、州は、公共の福祉を

擁護するために固有の警察規制権限を有してい

る。ペンシルベニア州法のもと、知事は、いか

なる疾病の予防および対策のため最も効果的か

つ実用的な手段を講じる責任がある。新型コロ

ナウイルス（COVID-19）パンデミックへの対応

においては、極めて慎重なバランスが求められ

る。なぜならば、ビジネス封鎖（営業禁止）が

あまりにも柔軟であると、コロナウイルスは制

御不能なほどまで拡散し、我々の保健医療制度

を崩壊させる。一方、ビジネス封鎖（営業禁止）

があまりにも厳格であると、住民は生活を維持

するための供給を受けられなくなる。双方のバ

ランス維持は、憲法上の諸原則のみならず、住

民の保護においても必要とされる。

　コロナウイルスは、人と人との接触を通じて

感染拡大する。これは、医療専門家、科学者、

公衆衛生職員が一致するところである。このこ

とからウイルス感染拡大を防ぐ最良の方法は、

社会的距離を保って接触することを徹底するし

かない。

　こうしたコンセンサスに基づき、2020 年 3 月

19 日に、ペンシルベニア州ウオルフ知事は、都

市封鎖令を発出し、州内のすべての扶養不急業

務（non-life sustaining businesses）について、

その物理的な場所が接触感染の媒体にならない

ように暫定的に封鎖するように命じた。

　封鎖令における生活不可欠業務（life-

sustaining businesses）と不要不急業務（non-

life-sustaining businesses） の 分 類・ 指 定

の際の線引きは、原告が考えるほどおおま

かに策定されたものではない。北アメリカ

産 業 分 類（NAICS=North America Industry 

Classification System）、連邦の議会予算管理

局（OMB ＝ Office of Management and Budget）、

国土安全保障省（DHS=Department of Homeland 

Security）所管にサイバーセキュリティ・社

会 基 盤 安 全 庁（CISA=Cybersecurity and In-　

frastructure Security Agency）など、さまざ

まな基準を精査して策定されたものである。ま

た、誤って生活に不可欠でない業種に分類・指

定されたと考える当事者は、規制当局に理由を

あげて適用除外申請を行う道も開かれている。

　原告は、現状打破を求め、公衆衛生データを

無視し、そのデータに基づいて現在進行しつつ

ある段階的封鎖解除には同意せずに、ペンシル

ベニア州内のあらゆる事業所の一刻も早い再開

を求めている。専門家によると、こうした拙速

で無謀な行動は、人命にかかわる。これまで、

新型コロナウイルス感染症で、60 万人以上の死

者を出している事実を軽視している。

　原告は誰一人公衆衛生の専門家ではない。こ

のウイルスの感染の仕方を無視した議論を展開

している。流行り出して 2 か月もしないうちに、

2020 年 3 月 6 日現在で、ペン州内で感染者数は

4万 9267 人に、そして死者も 2,444 人に達した。

全米では、感染者数は 100 万人を超え、死者数

も 6 万 4283 にも達した。これは 45 年ほど前の

ベトナム戦争でアメリカ人の 5 万 8220 人の死者

数を超える。

　封鎖令は、人同士の社会的距離を保つように

求めており、それにより、ウイルス拡散を低下

させ、死者数の減少をもたらした。

　原告は、本件において、次のような争点をあ

げる。前記【図表 13】【図表 13】の③❶州の警察規制権の

合法的な行使であるかどうか、❷連邦憲法修

正 1 条が保障する言論・集会の自由を侵害し違

憲ではないかどうか、❸連邦憲法修正 14 条の

法の平等保護条項（equal protection clause）

に抵触し違憲ではないかどうか、そして「正当

な補償（just compensation）」のない公用収用

（eminent domain）にあたり、連邦憲法 5条の財

産権保障条項（taking clause）と同条の州への

適用を認めた修正 14 条に抵触し違憲ではないか

どうか。

61  https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/19/19A1032/142838/20200504024857291_Amended%20

Application%20to%20Stay%20-%20FINAL.pdf
62  被告側の申立書は、ペン州司法長官事務局（Office of Attorney General）が準備した。https://www.

supremecourt.gov/DocketPDF/19/19A1032/142846/20200504095730241_Respondents%20Opposition%20to%20
Appl%20to%20Stay.pdf

63  Friends of Danny DeVito,et al .,v.Wolf & Levine,68 M.M.2020（Pa.2020）



ペン州最高裁は、原告は、自らが主張する憲法

上の権利について、いずれも「争う必要もない

ほど明確な（indisputably clear）」立証を行っ

たとはいえない、と判断した。

　ペン州最高裁は満場一致で、知事は、ペン州

法のもとで当該封鎖令を発出する権限を有し、

当該封鎖令は、ペン州の警察規制権限と合法的

な行使であり、原告の憲法上の権利を侵害する

ものではない、と判断した。

② 「正当な補償」のない公用収用にあたり違憲
かどうか

　本件における憲法上の争点は複数ある。ここ

では、封鎖知事令は、前記【図表 13】の③❸「正

当な補償（just compensation）」のない公用収

用（eminent domain）にあたり、連邦憲法修正

5 条（修正 14 条を含む。）財産権保障／公用収

用条項（takings clause）に抵触し違憲ではな

いかどうかについて、ペン州最高裁の判断を精

査してみる 64。

　すでにふれたように、ペンシルベニア州内で

は、事業者の業務が、生活に不可欠でない業務

（non-life-sustaining businesses）に分類・指

定されたとする。この場合、その事業者は、ウ

オルフ知事が発した封鎖知事令により、封鎖解

除令が発出されるまでの一定の期間にわたり、

「正当な補償」なしに営業を禁止される。原告は、

この点をとらえて、正当な補償なしの公用収用

（eminent domain）であるとみる。そして、連邦

憲法修正 5 条（修正 14 条を含む。）の財産権保

障／公用収用条項（takings clause）に抵触し

違憲ではないかと主張する。

　この点について、ペン州最高裁は、州知事は、

州の警察規制権（police power）を根拠に、原

告の事業の所在場所に規制（私権制限）を加え

ているだけであると解釈する。言いかえると、

憲法に基づいて原告の私有財産に対して州の公

用収用権（power of eminent domain）を行使

しているわけではないとする。また、封鎖令は、

生命を救うことが目的であり、したがって、補償

を必要とする収用を目的とするものではないとす

る。さらに、封鎖令は、私有財産の破壊や損害を

与えることを意図するものではないとする。

　ペン州最高裁は、こうした本件封鎖令の制定

目的や制定意思を精査したうえで、封鎖令は、

何百万人ものペンシルベニア州民の生命と健康

を護るために、原告の事業所の利用に暫定的損

失を与えるのみである、と結論づける。

　ペン州最高裁は、さらにいう。アメリカでは、

州は、自らの警察規制権限の範囲内で、州内に

経済を規制するための広範な選択が認められてい

る。また、「公用収用」とは、その財産の価値を

恒久的に収奪する政府の行為を指す。しかし、本

件は、私権に暫定的に制限を加えるだけであるこ

とから、公用収用の事例にはあてはまらないと。

　ペン州最高裁は、本件で問われた封鎖令に基

づく緊急の営業禁止命令は、公衆衛生や公共の

福祉、安全を増進するために、州の警察規制権

を合法的に行使した私権制限措置とみる。こ

のことから、「正当な補償」を要する公用収用

にはあたらず、連邦憲法修正 5 条（修正 14 条

を含む。）の財産権保障／公用収用条項（just 

compensation clause ／ takings clause）には

抵触しない、と結んでいる。

（２）�連邦裁判所でペン州封鎖令の違憲性を争う
集団訴訟

　憲法上の「正当な補償」を求めるため、ペン

州封鎖令の違憲性を争い、エクイティ上の差止

命令救済（injunction relief）、宣言的判決救

済（declaratory relief）を求めるとする。す

でにふれたように、この場合、原告は、州裁判

所に提訴するルートか、連邦裁判所に提訴する

ルートかのいずれかを選択できる。

　前記デヴィート事件は、州裁判所に提訴する

ルートを選択した。本件は、連邦裁判所に提訴

するルートを選択し、ペン州封鎖令の違憲性を

問うた集団代表訴訟である。2020年3月26日に、

シューメリックベル社（Schulmerich Bells, 

LLC）やその従業者らが、知事らを相手に、ペ

ンシルベニア東部地区連邦地方裁判所（U.S. 

District Court for the Eastern District 

of Pennsylvania） に 提 訴 し た（Schulmerich 

Bells,LLC,et al .,v.Wolf & Levine,No.2:20-
cv-01637 （E.D.Pa.March 26,2020））（以下「シュー

メリックベル社事件」ともいう。）65。　　
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64  Friends of Danny DeVito,et al .,v.Wolf & Levine,68 M.M.2020（Pa.2020）.
65  https://www.ballardspahr.com/-/media/files/alerts/schulmerich-bells-v-wolf.pdf
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　本件において、原告は、ペン州封鎖令は、連

邦憲法修正 5 条（修正 14 条を含む。）の財産

権保障／公用収用条項（just compensation 

clause ／ takings clause）に反し違憲であると

し、差止命令救済と正当な補償の宣言的判決救

済を求めた。

　シューメリックベル社事件の経緯を、簡潔に

説明すると、次のとおりである。　
　ちなみに、本件で問われた封鎖令では、不要

不急業務の営業を、刑事訴追の可能性をちらつ

かせながら禁止している。にもかかわらず、こ

の営業禁止で影響を受けるペンシルベニア州内

の個人住民、事業者やその従業者に対する州か

らの協力金の支給や休業補償などは盛られてい

ない。「正当な補償」をしないで営業禁止をする

知事令は、憲法の財産権保障条項にぶつかるの

ではないか、との申立てである。

　本件において、原告は、州知事の新型コロナ

ウイルスパンデミック対策を評価している。こ

のため、連邦地方裁判所に対して、ペン州封鎖

令は違憲（法令違憲）であると判示するように

は求めていない。むしろ、当該封鎖令に基づく

原告に対する知事らの「正当な補償」をしな

い行為、ないし原告に対する封鎖令の適用は

違憲（適用違憲／ as-applied constitutional 

challenge）である、と宣言することを求めてい

る。

２　 「緊急の用基準」適用事例での「正当な
補償」の訴求

　これまでの緊急時の「正当な補償」をめぐる

裁判例では、戦時下において軍隊が私有財産を

公共の用に供する事実に基づいて判断がくださ

れている。言いかえると、これらの裁判例の多

くは、必ずしもパンデミック対策のための緊急

事態令に基づく私有財産を公共の用に供する事

実に基づく司法判断ではない。

　加えて、アメリカの判例法では、州の緊急事

態令に伴う受忍義務については、「公共の用基準」

と「緊急の用基準」との線引きをしたうえで考

えようとする判断もある。つまり、州の警察規

制権を根拠するパンデミック対策での私権制限

と、憲法に定める「正当な補償」が問われる道

路拡張などに伴い私有財産を公共の用に供する

【図表 14】 ペン州封鎖令の違憲性を問う集団訴訟 B の【図表 14】 ペン州封鎖令の違憲性を問う集団訴訟 B の
経緯経緯

①原告代表者
　❶�シューメリックベル合同会社（Schulmerich 

Bells, LLC）【アメリカで最古のハンドベル

製造販売会社で、ペン州ブックスカウンティ

（郡）に工場などを保有】
　❷�シューメリックベル合同会社の州内居住従業

者の代表 2人

②訴えの理由
　❶�州知事らは、ペン州封鎖令は、州民の公衆衛

生・安全・福祉に資する公共目的で、新型

コロナウイルス（COVID-19）感染拡大防止

対策を実施するために都市封鎖令（closure 

order）を発した。
　❷�この封鎖令では、生活不可欠業務／生活維持

業務（ライフサステイニングビジネス）と生

活不要不急業務（ノンライフサステイニング

ビジネス）に仕分け・指定した。そのうえで、

後者については、封鎖令に違反する場合の刑

事訴追の可能性を示唆して営業禁止とした。

原告は、この指定に基づき営業を禁止された。
　❸�原告は、今般のパンデミックで、州民の公衆

衛生・安全・福祉が危急の常態に置かれてい

ることを認識している。しかし、知事らが営

業禁止を求めたことにより生じる負担を小規

模企業やその従業者が一方的に負わなければ

ならないとするのを容認しがたい。
　❹�シューメリックベル合同会社の従業者はレイ

オフ（一時解雇）され、失業保険給付を申請

したが、いつ給付が受けられるのかは定かで

ない。
　❺�封鎖令では、「さらに告知されるまで封鎖は

継続するものとする。」と定める。
　❻�封鎖令は、閉鎖で州民や生活に不可欠でない

業務やその従業者に生じる負担を損失補償す

ることなく、一方的に押し付けている。
　❼�これは、正当な補償なしに私有財産を収用す

ることにあたり、連邦憲法修正 5 条および修

正 14 条に反し、違憲である。

66  https://www.ballardspahr.com/-/media/files/alerts/schulmerich-bells-v-wolf.pdf

③原告の訴えの骨子　原告は、裁判所に対して、　
　❶�被告（知事ら）の行為は違憲であるとして差

止を命令すること。
　❷�被告（知事）に正当な補償をするように宣言

的救済を命じることを求める。【Schulmerich 

Bells,LLC,et al .,v.Wolf & Levine,No.2:20-
cv-01637 （E.D.Pa.March 26,2020） 】。



こととを、区別して考えようとする判断である。

こうした判断を受け入れるとすれば、そもそも

政治決断において出されるパンデミック対策緊

急事態令などに、「正当な補償」を法認する憲法

上の「公共の用」基準を適用してよいのかどう

かが問われてくる。

　現在争われているシューメリックベル社事件

では、民間の事業者が、パンデミック対策の一

環で、不要不急業務に指定され営業禁止を命令

された。そして、原告の会社やその従業者など

が、こうした命令は、前記【図表 8】②政府規

制による私有財産の実質的な収用／財産権の侵

害事例にあたるとみた。こうした前提のもとで

訴えを起こした。この場合、救済を求められた

裁判所は、「緊急の用」基準を適用して正当な補

償の対象にならないと判断するか、または、「公

共の用基準」を適用して正当な補償の対象にな

ると判断できるかどうかが問われてくる。言い

かえれば、「緊急の用基準」が適用になる政府の

緊急事態令に基づくパンデミック対策に、「公共

の用基準」で容認されると同等に「正当な補償」

を容認するかどうかである。

３　司法判断のゆくえ

　すでにふれたように、私有財産を、戦時・災

害時など「緊急の用（necessity）」に供する場

合は、連邦、州、地方団体かを問わず、執行部

や議会が、つまり政治的決断において、私権制

限ないし公用収用の手続をとることになる。

　シューメリックベル社事件では、裁判所は、

緊急の用基準に基づき政治的決断で政府規制の

形で実施された受忍義務（営業禁止）にかかる

損失補償について救済するように求められた。

この場合、裁判所は、その受忍義務（営業禁止

に伴い発生する損失）が権限濫用または悪意で

行われたことが明白ではない限り、介入を避け

ることもできる。

　また、裁判所は、パンデミック対策で発出し

たペンシルベニア州封鎖令には「緊急の用」基

準が適用になるとすることもできる。そして、

州の緊急事態令により原告の私有財産の利用に

警察規制が加えられたとしても、それは私権制

限に過ぎない。正当な補償に対象にはならない

として、本案を審査することなく、門前払いに

することもできる。これは、裁判所が、ペン州

封鎖令について、職務権限内行為免責の法理

（qualified immunity doctrine）を適用して、

判断をくだす場合も、同じ結果となる 67。

Ⅵ　�病院インフラのパンデミック利用と損
失補償

　アメリカのパンデミック（感染爆発）封じの

知事令では、接触感染拡大を防ぐために、不要

不急業務（ノンエッセンシャルビジネス）に営

業禁止（休業／一時閉鎖）を求めている。対象は、

リアル（実）キャンパス型の学校（オンライン

遠隔授業を除く。）、レジャー施設やレストラン

などからリアルの弁護士事務所業務（オンライ

ン遠隔法務サービスを除く。）まで多岐にわたる。

　その一方で、都市封鎖の知事令では、生活不

可欠業務（エッセンシャルビジネス）の営業継

続を命じている。パンデミック時のライフイン

フラ／ライフラインを維持するためである。対

象は、生活必需品を製造する企業やそれらを販

売するスーパーマーケット、宅配ビジネスなど

から、疫病感染者を含む患者の受入れ／治療を

する病院や医療機関、医薬品製造会社などまで

多岐にわたる。とりわけ、新型コロナウイル

ス封じの都市封鎖知事令（COVID-19 Closure 

Governor Executive Order）においては、公私

の病院や保健医療機関、医薬品製造会社などに

新型コロナウイルス患者の受入れ／治療、それ

に必需な物資の生産を強制的に命じている。

　パンデミックで都市封鎖令があり、公共の用

に仕えよとのことで民間の病院や保健医療機関

が感染者を受け入れ治療をするとする。しかし、

どの病院や医療機関にも、物理的、物的、人的

資源には限りがある。このため、新規患者の診

療停止や急ぎでない手術の抑制、院内感染対策

などで、過度な負荷がかかる。また、多額の営

業損失も懸念される。連邦や州政府からの財政

措置だけでは補えず、当然、経営に赤信号がと

もり、経営破綻も懸念される 68。この場合、公

共の用に仕えた民間病院その他の保健医療機関
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67  See,Elizabeth Wolstein,〝Do State Shut-Down Orders Effects a Taking for Which the State Must Pay 

Just Compensation〟 New York Law Journal （April 22,2020）.
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やそこで働く医師や看護師などの従業者は、都

市封鎖令を出した首長を相手に、裁判所に対し

て、連邦憲法修正 5 条および修正 14 条を典拠に

「正当な補償」を求めるのも一案である。

　以下に、アメリカにおけるパンデミック

時の病院インフラの強制利用に伴う財政

措 置（funding） 法 制 や 憲 法 上 の 損 失 補 償

（compensation）について点検してみる。

１　 病院インフラのパンデミック強制利用と
財政措置

　パンデミック時に都市封鎖知事令が発出され

る。民間の病院や保健医療機関、医療従事者な

どは、生活不可欠業務（エッセンシャルビジネ

ス）として最前線で対応するように求められる。

この場合、一般に、政府からの各種助成金の支

給など、この命令に奉じる見返りはある。パン

デミックを〝緊急事態〟と解して、スタッフォー

ド法に基づく大統領の震災緊急事態宣言を発出

し、人的・物的支援を行っているからである 69。

また、連邦公衆衛生サービス法（PHSA=Public 

Health Service Act）のもと、連邦保健福祉省

（HHS）長官は、公衆衛生緊急事態宣言を発出し

ているからである（42 U.S.C. Sec.247d ／ 247d

条）。さらに、「公衆衛生緊急事態特別会計（Public 

Health Emergency Fund）」から必要な支出を行っ

ている（247d 条 b 項）70。

　加えて、今回の新型コロナウイルスパンデミッ

クで、連邦議会は、一連のコロナ緊急事態対策

立法を行い、巨額の財政措置を講じ、民間の病

院その他の保健医療機関やそこで働く医師や看

護師その他の従事者を支援した。また、各州や

地方団体に対するコロナ緊急事態臨時交付金を

増額した 71。

　多くの州や地方団体は、かねてから恒常的な

財政赤字に悩まされている。にもかかわらず、

財政のゆるす範囲内で必死に独自に財政支援を

強化している。加えて、連邦から得た臨時交付

金を優先的に病院インフラ支援に回している。

パンデミックでは、ヒト、モノ、カネはいくら

あっても足りない。事実、第一線の医療現場では、

医療用マスクや防護服、人工呼吸器などが足り

ないのが常態で、緊急事態の予算措置が効いて

いるとの実感がない。

　アメリカにおいては、コレラや SARS など

極めて限られた特定の伝染病（communicable 

disease）については、大統領令で指定し、連邦

68  わが国では、2020 年 5 月に、全日本病院協会、日本病院会、日本医療法人協会の３団体が新型コロナウイル

ス感染拡大に伴う医療機関経営への影響について加盟病院を対象に行い、1100 余りの回答を得た。その結果、
全国の病院で、外来や入院の患者数が減少して経営が悪化したという。とくに新型コロナウイルス感染者を受
け入れた病院の 8割で、利益率は平均で 10％以上のマイナスになり、経営悪化がより深刻になっているという。
この背景には、感染リスクをおそれ、ほかの病気の患者が受診を控えたことや、新型コロナウイルス感染者の
受入れに伴い利用可能なベッド総数が減ったこと、外来や救急の受入れを制限せざるを得なかったことなどが
あるという。NHK ニュース「約８割の病院で経営悪化 新型コロナで外来や入院の患者数減少」（2020 年 5 月 18
日 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200518/k10012434171000.html；記事「病院、全国 8 割で経営悪化」
日本経済新聞 2020 年 5 月 19 日朝刊参照。緊急事態宣言に基づくパンデミック封じに協力した民間の病院や医
療機関が、診療報酬増や公的助成金だけでは経営悪化に歯止めをかけられないとする。この場合、司法手続を
通じて損失補償を求める途も開いておかないと、今後の感染症対応にマイナスに作用するおそれもある。

69  ただ、同法のもとでは、連邦保健福祉省（HHS=Health and Human Services）長官が支援計画を用意すること

になっている。また、州の支援は行えるが個別の病院などの支援は予定していない。See, Health and Human 
Services Emergency Support Function #8 （January 2008）. なお、連邦公衆衛生サービス法（PHSA）は、
2002 年に改正法（Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002 ／
2002 年公衆衛生安全・生物テロ防災対策法）により、大規模公衆衛生非常事態への対応が可能になった。州
や地方団体に公衆衛生非常事態の備えるための補助金を交付し、病院にも防災対策のための助成金を交付で
きるようになった（247d-1 条～ 247d-3 条）。公衆衛生緊急事態特別会計（Public Health Emergency Fund）
も増額された。

70  以前、この公的資金は、短期的な公衆衛生緊急事態には支出できるが、病院や保健医療機関の経済的な損失

補償には使えなかった。
71  新型コロナウイルス感染症支援・救済・経済安定化法（CARES Act=Coronavirus Aid, Relief, and Economic 

Security Act）（2020年3月27日に連邦議会で成立。前記【図表8】③参照）。Kavya Sekar et al., 〝Coronavirus 
Preparedness and Response Supplemental Appropriation Act, 2020（P.L. 116-123）: First Coronavirus 
Supplemental,〟 CSR Report（March 25, 2020）.



の検疫当局が管轄することになっている 72。指

定伝染病の感染者として連邦検疫当局によっ

て隔離された人の治療や入院にかかった費用

は、連邦公衆衛生局（PHS=U.S. Public Health 

Service）が負担を保証する 73。

　このように一部の指定伝染病は、連邦の管轄

となる。それらを除けば、他のすべての疫病に

ついては、原則として、州や地方団体の管轄と

なる。州や地方団体は、一般警察規制権に基づき、

法律／条令や規則を制定し、それぞれの領域内

（intrastate）で検疫や隔離する権限を行使でき

る。災害緊急事態令を発出し、民間の病院や医

療機関などに疫病感染者の治療、入院などを命

じることもできる。ただし、連邦疾病予防管理

センター（CDC）長が「州や地方団体当局が疫病

の州外拡散を防止するために取った対策が不十

分である」と決定したとする。この場合には、

特別に、連邦が権限を行使することになる 74。

　一般に、指定伝染病にかかる医療サービスに

対する報酬支払金額または点数は法定されては

いない 75。また、隔離に対象となる伝染病感染

者を受け入れた民間の病院や保健医療機関には、

医療過誤訴訟リスクもある 76。しかし、具体的

にどの程度の見返り／補償が得られるのかは概

して不透明である。また、仮に当局と随意契約

で補償額を決めていたとしても、民間の病院や

保健医療機関の実際の出費が大幅に約定額を超

えることも起こりうる。

２　パンデミック対策公衆衛生規制と損失補償

　今回の新型コロナウイルスパンデミック対

策では、全米多くの州で、知事が都市閉鎖令

（lock-down closure order）を発出した。そして、

民間の病院や保健医療機関、医療従事者などは、

生活不可欠業務（エッセンシャルビジネス）と

して最前線で対応するように求めた。この場合、

すでにふれたように、この命令を遵守した民間

の病院や保健医療機関、医療従事者などに見返

りがないわけではない。しかし、見返りが十分

でないことも考えられる 77。

　この場合、公共の用に仕えた民間の病院や保
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73  42 U.S.C.Sec.249.PHS は負担した費用を本人に請求することができる（42 C.F.R. § 32.111）。
74  See,CDC, Notice on Severe Acute Respiratory Syndrome（SARS）:Fact Sheet on Legal Authorities for 

Isolation and Quarantine （January 20,2004）. https://www.cdc.gov/sars/legal/fs-legal.pdf
75  42 U.S.C. 249.
76  1960 から 70 年代に、アメリカでは、医療過誤訴訟が行き過ぎ、医療過誤保険料が高騰し、社会問題になっ

た。とくに産婦人科のようなリスクの高い分野では、州内に医者がいなくなり、医療難民が発生するところ
も出てきた。そこで、法律で賠償額に上限を設ける（damage award limits or caps）州もある。現在。全米
35 州で賠償額に何らかの法的制限を設けている。https://www.ncsl.org/research/financial-services-and-
commerce/medical-liability-medical-malpractice-laws.aspx 連邦議会では、2020 年 3 月 27 日に、コロナ
ウイルス支援・救済・経済安定化法（CARES Act=Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act）

（以下「ケアーズ法」という。）が成立した（前記【図表 8】③参照）。ケアーズ法では、新型コロナウイルス
感染症の緊急事態発令の期間中に、ボランティアとして保健医療業務に参加する保健医療専門職に対する免
責規定を設けた（3215 条）。これら専門職の人たちが、緊急事態発令の期間中にボランティアとして保健医
療業務に参加し、免許された業務に関し作為、不作為でミスを起こしたとする。この場合、原則として、連
邦法や州法のもとで負う職業賠償責任を免除される。ただし、故意や悪意の場合は免責されない。また、飲
酒や禁止薬物が原因で起こしたミスについても免責されない。See,Leslie I.Yohey, et al .,〝Health care 
provider liability during the COVID-19 pandemic:Ways to ensure protection,〟（April 17,2020）, 
2020 PRINDBRF 0096 Thomson Reuters.

77  アメリカの場合、民間の保険制度が発達している。パンデミック封じの生活不可欠業務指定で損失／遺失利

益（lost-profits）を被るおそれのあるビジネス、とりわけ病院や医療機関を対象とする損失補償をカバー
する民間保険加入をすすめるのも一案である。一般に損害賠償保険では、実物財産に生じた損害（property 
damage）をカバーする。病室の消毒や原状回復に費消した費用などは、ウイルスが存在したことで財産に発
生した損害として、補償されるのではないか。しかし、緊急事態宣言に基づく病院や医療機関の「徴用」によっ
て発生した経営上の損失（loss of business income）補償をカバーするかどうかは定かではない。官民連携
によるパンデミック特定の民間保険の開発、それへの病院や医療機関に対する加入奨励なども一案である。
その場合の保険料については、命令権者の負担とすることも考えられる。See, Finley Harckham, Anderson 
Kill,〝Insurance coverage for perils created by the coronavirus pandemic,〟（March 23, 2020）, 
2020 PRINDBRF 0059 Thomson Reuters.
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健医療機関やそこで働く医師や看護師などの医

療従事者は、司法救済を求めることができる。

都市封鎖令を出した首長を相手に、連邦憲法修

正 5 条および修正 14 条を典拠に「正当な補償」

を裁判所に求める道は開かれている。

（１）「正当な補償」額算定上の課題

　憲法上の「正当な補償」を求める訴訟では、

訴えた側が「適正な補償」額を算定するように

求められる。

　パンデミック封じの都市封鎖令を根拠に、緊

急事態化での市民生活を下支えする民間バス会

社やごみ収集企業などが、生活不可欠業務（エッ

センシャルビジネス）に指定され、営業継続を

求められたとする。その結果、損失が生じたと

する。この場合、司法手続で証拠となる「正当

な補償（just compensation）」額は、前年また

は発令前の月の営業売上や家賃や給与などの固

定費データ、類似批准業種のデータなどを基準

値として営業継続に伴い増加した負担（補償）

額を推計しはじき出すことができる。算定の結

果、損失補償額が生じないこともありうる。

　一方、パンデミック封じの都市封鎖令を根拠

に、民間の病院や保健医療機関が、生活不可欠

業務（エッセンシャルビジネス）として感染者

の隔離や治療をするように指定を受けたとする。

政府の命令を遵守した結果、過大な損失が生じ

たとする。そこで、裁判を起こして憲法が保障

する「正当な補償」を求めるとする。この場合、

訴える側の民間の病院や保健医療機関には、的

確な補償額の算定が求められる。

　指定伝染病にかかる医療サービスに関する「補

償」額の算定方法は、基本的には通常の民間企

業の損失補償額の算定の場合とあまり変わらな

い。わかりやすくいえば、次（【図表 15】【図表 15】）の手

順で算定する。

　まず、伝染病の治療や隔離などに実際に発

生した費用に、さまざまな「遺失利益（lost 

profits）」を加算する。そして、次に、政府等の

財政措置・助成額と保険等での補てん額を減算す

る。この場合、民間の病院や保健医療機関のすべ

ての施設、人的資源や物的資源などが指定伝染病

に費消されているケースと、それらの一部が費消

されているケースとがあるうる。ケースによって

は、費消額の適正な比例按分が求められる。

　このように、「正当な補償」を求める訴訟をは

じめるにあたっては、まず、原告となる民間の

病院や保健医療機関に生じたさまざまな損失を

算定する必要がある。

　ただ「正当な（just）」といった不確定概念は、

金額算定を伴うことから、会計士その他の専門

職の鑑定が欠かせない。損失補償額の算定にお

いて、とりわけ容易ではないのが「遺失利益」

の算定である。

　公共の用に仕えよとのことで、民間の病院や

保健医療機関は、感染者を受け入れ治療、あるい

は隔離をする。しかし、どこの病院や保健医療機

関にも、物理的、物的、人的資源には限りがある。

このため、新規患者の診療停止や急ぎでない手

術の抑制、院内感染対策などで、過度な負荷が

かかる。また、感染拡大防止のための院内のゾー

ニング、特殊装備の購入などで、多額の営業損

失も懸念される。さらに、伝染病にかかわった

ということで「風評（stigma as a pesthouse）」

被害、のれんについた傷その他信用失墜に伴う

被害額も算定しないといけない。連邦や州政府

からの財政措置だけでは補えず、当然、経営に

赤信号がともり、経営破綻も懸念される。

　ちなみに、アメリカでは、「正当な補償（just 

compensation）」額の算定にあたり、「公正な市

場価格（fair market value）基準（standard）」、

あるいは「客観的基準（objective standard）」

のみを用いることには異論もある。事例によっ

  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

緊急事態令に基づく伝染病パン

デミック対策での利用命令は正当

な補償の対象となるかどうか？ 

No（ならない） Ｙｅｓ（なる） 

施設の一部利用 施設の全部利用 

正当な補償額の算定 

＋実際に発生した費用 

＋遺失利益（患者減・風評被

害その他信用失墜損など） 

＋モラル持続化費用 

－政府等の財政措置・助成額 

－実費負担や保険等での補

てん額 

――――――――――――

（残額） ＄●●● 

No（ならない） 

 

Ｙｅｓ（なる） 
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ては、「無形（または主観的基準（intangible （or 

subjective） standard））」も併用しないと、憲

法の求めにかなう補償は実現できないという意

見もある 78。

　「モラル持続化費用（moralization costs）」

が一例である。民間病院が、必要不可欠業務

（essential business）として、任意または強制

されて政府のパンデミック対策に協力し感染者

の引受けや治療に尽力し、使命感または良心・

善意で、設備の改修や必要な投資をしたとする。

にもかかわらず、政府が十分な補償で応えなけ

れば、民間病院はパンデミック対策や投資に後

ろ向きになりかねない。民間病院は、のれん

（business good will）や継続事業価値（going 

concern value）を護るために、できるだけパン

デミック対策には役に立たない施設づくりをし、

政府／行政規制によるパンデミック時の公用収

用を避けようとするかもしれない。民間病院が、

補助金その他の財政措置、不足するときには司

法手続により、モラル持続化費用や遺失利益を

含めた無形な損失について「正当な補償」を期

待できる法解釈が求められる 79。

（２）司法救済上の課題

　司法救済を求める場合、原告となるのは、公

共の用に仕えた民間の病院や保健医療機関、さ

らにはそこで働く医師や看護師などの医療従事

者である。算定された純損失補償額をもとに、

緊急事態令を発出した連邦政府や都市封鎖令を

出した首長を相手に、憲法上の「正当な補償」

を求める形で求償する。

　しかし、前途は険しい。すでにふれたように、

司法は、政府のパンデミック対策に判例法で確

立された「緊急の用」基準を適用し、緊急時に

は政府による無償の私権制限は問題なしとする。

政府は受忍義務者の私有財産を収奪・破壊する

わけではなく、パンデミック対策に資する目的

で暫定的に使用する（私権制限）だけである、

というのが理由である 80。

　しかも、司法は、とりわけ緊急利用の強制

で継続企業価値（going-concern value）やの

れん（good-well value）のような「無形財産

（intangible property）」に発生する遺失利益の

補償には概して消極的である。のれんについた

傷その他信用失墜に伴う被害は憲法に定める「正

当な補償」にはなじみにくいというのが理由で

ある。民間の病院や保健医療機関、その従事者

が伝染病にかかわったということで発生した「風

評（stigma as a pesthouse）」被害額を、「正当

な補償」の一部として容認するように司法に求

めたとする。この場合も、司法は、消極的姿勢

をとることが想定される。

●　むすび

　パンデミックでの正義をただすには、司法の

役割も重い。しかし、緊急時の司法の役割は限

られる。やはり、第一に期待されるのは政治の

役割である。政治（政府）は、「検査と隔離」

態勢の強化などで感染拡大や再拡大に備えつ

つ、出口戦略、つまり都市封鎖解除（economic 

reopening）を的確なものにする重責を担ってい

る。緊急時に営業禁止（休業／一時閉鎖）ない

し営業継続を求められたビジネスや働く人たち

を護るのは、政治の責任であるからである。営

業禁止（休業／一時閉鎖）ないし営業継続によ

りビジネス（企業／事業者）やその従業者が被

る未曾有の経済的不利益・損失に対する手当は

必要である。財政支援（救済）策、税制支援策、

緊急融資策などを通じた的確な補償をする政治

手腕が問われる。ただ、政治が実施した緊急事

態宣言、都市封鎖令の結果責任、とりわけ償わ

れない損失負担を問うには時間をかけた検証が

いる。司法の出番である。

　今般の新型コロナウイルスパンデミックでの

民間の病院その他保健医療機関、その従事者の

奮闘ぶりには本当に頭が下がる。緊急事態令を

根拠にしたパンデミック対策で、政府が、パン

34 国民税制研究　№ 6（2020） 

【論説】アメリカのパンデミック対策と損失補償訴訟

78  See,Katrina Miriam Wyman,〝The Measure of Just Compensation,〟41 U.C.Davis L.Rev.239（2007）.
79  See,Frank Michelman,〝Property,Utility and Fairness:Comments on the Ethical Foundations of Just 

Compensation Law,〟80 Harv.L.Rev.1165（1967）.
80  See,e.g .,Tahoe-Sierra Pros.Council v.Tahoe Regional Planning Agency,535 U.S.302（2002）. 本件では、

土地所有者に、都市計画機関が 24 か月間にわたり建物の建築を延期するように求めた。土地利用者は、当局
による暫定的な利用規制（私権制限）は憲法に定める正当な補償の対象となるとして、司法救済を求めた。
連邦最高裁は、請求を容認しなかった。
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デミック終息まで民間の病院や保健医療機関な

どに伝染病の感染者の収容や治療を求めるのは

賢明である。たしかに、こうした命令は、連邦

憲法修正 5 条に規定する「公用収用（eminent 

domain）」つまり、政府が私人の現物財産を強

制的に取得するあるいは破壊する行為にはスト

レートにあてはまらない。言いかえると、政府が、

私人の現物財産への物理的な侵害を加えるもの

ではない。しかし、緊急事態令を根拠に、民間

の病院や保健医療機関、その人的・物的資源を、

パンデミック終息まで実質的に無期限に政府の

規制（regulations）ないし行政の行為（actions）

で「徴用」するに等しい。レストランやごみ収

集企業など他のビジネスに対し期間を限って営

業禁止（休業／一時封鎖）または営業継続を求

める私権制限の例とは、明らかに異なる、民間

の病院や保健医療機関、その従事者が、「徴用」

に応じた結果生じた償われない損失負担を訴求

してきたとする。この場合、司法は、私有財産

の実質的な収用／財産権の侵害とみて、憲法が

保障する正当な補償の対象にする判断に踏み込

む必要があるのではないか 81。

＊�本稿は、国民税制研究所の税財政法研究会 2020

年４月例会（４月 20 日オンライン開催）での報

告をもとに、５月 20 日現在までのデータ、法令、

裁判例などを使ってまとめたものである。

81  とりわけ、政府が、特定の伝染病の完全な終息まで、感染者の治療・隔離のために民間の医療機関の施設

を直接運営・管理・指示する場合には、明らかに「公用収用」にあたるのではないか。「正当な補償」がな
い場合には、違憲となるのではないか。See,Vickie J.Williams,〝Fluconomics: Preventing Our Hospital 
Infrastructure During and After a Pandemic,〟7 Yale J.Health Policy & Ethics 99,at 121et seq .（2007）.

　今号（国民税制研究6号）に搭載された論文では、

わが国の現行憲法（日本国憲法）とアメリカ合衆

国（連邦）憲法とを比較して読んだ方が分かりや

すい記述が、たくさん出てくる。そこで、読者の

便宜を考え、参考となる日米の条文をあげておく。

●日本国憲法�●日本国憲法�

第 20 条�【信教の自由】�

第 1 項�信教の自由は、何人に対してもこれを保

障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、

又は政治上の権力を行使してはならない。�

第 2 項�何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は

行事に参加することを強制されない。�

第 3 項�国及びその機関は、宗教教育その他いか

なる宗教的活動もしてはならない。�

第 89 条�【公の財産の用途制限】�

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは

団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の

支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に

対し、これを支出し、又はその利用に供してはな

らない。

第 29 条�【財産権の保障】�

第１項�財産権は、これを侵してはならない。�

第２項�財産権の内容は、公共の福祉に適合するや

うに、法律でこれを定める。�

第３項�私有財産は、正当な補償の下に、これを公

共のために用ひることができる。�

●アメリカ合衆国（連邦）憲法�●アメリカ合衆国（連邦）憲法�

修正第１条【信教・言論・出版・集会の自由、請願権】

［1791 年成立］

連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を

禁止する法律、言論または出版の自由を制限する

法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および

苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限す

る法律は、これを制定してはならない。

修正第５条�【大陪審、二重の危険、法の正当な手続、

財産権の保障】�［1791 年成立］�

何人も、大陪審による告発または正式起訴による

のでなければ、死刑を科しうる罪その他の破廉恥

罪につき公訴を提起されることは無い。但し、陸

海軍内で発生した事件、または、戦争もしくは公

共の危機に�際し現に軍務に従事する民兵団の中で

発生した事件については、この限りでない。何人

も、同一の犯罪について、重ねて生命または身体

の危険にさらされることはない。何人も、刑事事

件において、自己に不利な証人となることを強制

されない。何人も、法の正当な手続によらずに、

生命、自由または財産を奪われることはない。何

人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用の

ために収用されることはない。

日米の憲法条文比較コ ラ ム



●　はじめに

　アメリカのコロナパンデミック（新型コロナ

ウイルス感染症の感染爆発）の推移については、

TV やネットのワールドニューズや新聞などのメ

ディアで知ることができる。しかし、具体的な

コロナパンデミック法制や対応策は、複雑で分

かりにくい。そこで、初期のコロナパンデミッ

ク対応策をベースに、若干の日米比較を含め、

基礎的な仕組みを簡潔にまとめて、入門編とし

て紹介することにした。

　アメリカの場合、連邦のコロナパンデミック

対応の緊急支援策等の多くは、失業（雇用）保

険や公的医療（健康）保険など現行の社会保障

制度をベースに組まれている。また、連邦の場

合は、国税と各種社会保障税の徴収を一元的に

財務省の外局である内国歳入庁（IRS=Internal 

Revenue Service）が行っている。ただ、連邦と

各州の各種社会保障税の徴収関係は複雑である。

そこで、ここでは、ニューヨーク州居住者を例に、

断片的な徴収／納付手続の実務手続を紹介して

おく。

　アメリカと日本のコロナパンデミック法制や

対応策について、現在も、引き続き連邦議会、

諸州や地方議会では緊急経済支援策等が練られ、

実施されている。このことから、現在進行形で

あることを念頭に置いて、このサプルメント／

補足資料を読んで欲しい。

Ⅰ�パンデミック対策基本法制の日米比較

１　�わが国での特措法に基づく緊急事態、緊
急事態措置

・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特

措法」という。）に基づく、緊急事態宣言、緊

急事態措置の手続を簡潔に図示すると、次頁

【図表 1】【図表 1】のとおり。

２　アメリカ：連邦のパンデミック対策法制
　　～新型コロナウイルス対策法制に焦点をあてて

・ アメリカでの連邦レベルのパンデミック対策

法制の整備や運用においては、大統領と連邦
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石 村 耕 治 （（        代表・白鷗大学名誉教授））J T IJ T I

一目でわかるコロナパンデミック対策法制の日米比較

●  サ プ リ メ ン ト ／ 補 足 資 料  ●

【内容目次】【内容目次】

●はじめに●はじめに
I　パンデミック対策基本法制の日米比較I　パンデミック対策基本法制の日米比較
　１　�わが国での特措法に基づく緊急事態、　１　�わが国での特措法に基づく緊急事態、

緊急事態措置緊急事態措置
　２　　２　アメリカ：連邦のパンデミック対策法制アメリカ：連邦のパンデミック対策法制
　　　～�新型コロナウイルス対策法制に焦点　　　～�新型コロナウイルス対策法制に焦点

をあててをあてて
　（１）NEA 上の国家非常事態宣言 9994 号　（１）NEA 上の国家非常事態宣言 9994 号
　（２）　（２）スタッフォード法上の災害緊急事態宣言スタッフォード法上の災害緊急事態宣言
　（３）�NEA とスタッフォード法のもとでの支　（３）�NEA とスタッフォード法のもとでの支

援の違い援の違い
　３　�州や地方団体がとるパンデミック対策　３　�州や地方団体がとるパンデミック対策

の基本の基本

Ⅱ　�わが国での企業 ( ビジネス )、個人に対すⅡ　�わが国での企業 ( ビジネス )、個人に対す
るコロナ対応緊急経済支援策るコロナ対応緊急経済支援策

　１　主なコロナ緊急経済対策、貧困対策　１　主なコロナ緊急経済対策、貧困対策
　２　コロナ緊急経済対策上の金融支援措置　２　コロナ緊急経済対策上の金融支援措置
　３　�コロナ緊急経済対策上の税制支援措置　３　�コロナ緊急経済対策上の税制支援措置

（税制特例）（税制特例）
Ⅲ　�アメリカでの企業 ( ビジネス )、個人に対Ⅲ　�アメリカでの企業 ( ビジネス )、個人に対

するコロナ対応緊急経済支援策するコロナ対応緊急経済支援策
　１　�アメリカの社会保障制度の概要と連邦　１　�アメリカの社会保障制度の概要と連邦

と州／地方団体の権限分配と州／地方団体の権限分配
　２　�連邦の新型コロナウイルス感染症関連　２　�連邦の新型コロナウイルス感染症関連

経済対策法の概要経済対策法の概要

【参考資料】�アメリカの給与にかかる源泉所得【参考資料】�アメリカの給与にかかる源泉所得
税や雇用関係税の事務税や雇用関係税の事務
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議会が重い役割を担う。

・ 今回の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

のパンデミック対策で、トランプ大統領率い

る連邦政府は、2020 年 1 月から、矢継ぎ早に

大領領令やガイドラインなどを発出している。

・ 2020 年 4 月末までの主な連邦の対応策を掲げ

て、図説すると、次のとおり。

（１）NEA 上の国家非常事態宣言 9994 号

・ トランプ大統領は、2020 年 3 月 13 日に、国家

非常事態法（NEA）に基づき国家非常事態宣言

9994 号（Proclamation 9994）を発出した。

・ これにより、合衆国は、新型コロナウイルス

感染拡大で、2020 年 3 月 1 日から国家非常事

態にある 1。

・ また、宣言 9994 号は、連邦保健福祉省（HHS

／ DHHS=Department of Health and Human 

Services） 長 官 に、 社 会 保 障 法（Social 

Security Act）1135 条に基づき、「暫定的に、

メディケア、メディケイド、州子ども健康（公

的医療）保険プログラム、公的医療（健康）

保険の掛け換えおよび説明責任法のプライバ

シー原則の免除および修正」する権限を付与。

（２）スタッフォード法上の災害緊急事態宣言

・ トランプ大統領は、2020 年 3 月 13 日に、スタッ

フォード法（Stafford Act）501 条ｂ項に基づ

く大統領の災害緊急事態宣言を発出。

・ アメリカにおいて、ハリケーンやトルネー

ド（竜巻）のような自然大災害（natural 

catastrophes）などで州境を超える大規模な

被害が生じたとする。この場合、スタッフォー

ド法のもとで、大統領の緊急事態宣言の発出

を得て、連邦緊急事態管理庁（FEMA）が、対

応にあたることになっている。

・ 2020 年 3 月 13 日の緊急事態宣言の発出後、連

邦緊急事態管理庁（FEMA）は、州のコロナ感

染拡大防止活動を支援している。ただ、FEMAは、

パンデミック、つまり「公衆衛生危機（public 

health crisis）」、への対応に豊かな経験があ

るわけではない。このため FEMA によるコロナ

政府対策本部長（内閣総理大臣）

特措法に基づく緊急事態宣言

❶期間、❷地域、❸事案の概要

都道府県知事が、緊急事態措置を実施

不要不急の外出自粛、不要不急業務の

休業要請や施設の使用制限の要請／指示

⇩

⇩
政府対策本部長（内閣総理大臣）

特措法に基づく緊急事態宣言解除

解除後、例えば、東京都は対策本部会議を開催、都

独自に立てた「新型コロナウイルス感染症を乗り

越えるためのロードマップ」のステップ 1 に移行

⇩

【図表 1】特措法に基づく緊急事態とは【図表 1】特措法に基づく緊急事態とは

【図表 2】 米のパンデミック対策：連邦の初期のコロ【図表 2】 米のパンデミック対策：連邦の初期のコロ
ナ対策の主な流れ【2020 年】ナ対策の主な流れ【2020 年】

① 1月 31 日（1月 27 日に遡って発効）
　 　公衆衛生緊急事態宣言を発出【連邦公衆衛生

業法（Public Health Service Act of 1944）

319 条が準拠法】

② 1月 29 日
　 　大統領コロナウイルス対策本部（President’s 

Coronavirus Task Force）を設置【ペンス副

大統領を本部長とデボラ・バークス（Deborah 

Birx）医師を応対調整担当に委嘱】

③ 3月 13 日（3月１日に遡って発効）
　 　国家非常事態宣言 9994 号（Proclamation 

9994）【国家非常事態法（NEA）が準拠法】お

よび災害緊急事態宣言【スタッフォード法

（Stafford Act of 1974）が準拠法】を発出

④ 3月 18 日
　 　 執 行 命 令 13909 号 を 発 出（Executive 

Order13909 ／コロナウイルスの拡散に対応

するための保健・医療資源の優先配布の件

（Prioritizing and Allocating Health and 

Medical Resources to Respond to the Spread 

of COVID-19）【国防生産法（DPA ＝ Defense 

Production Act）が準拠法】

⑤ 3月 21 日
　 　大統領コロナウイルス対策班、現場対策業務

を連邦緊急事態管理庁（FEMA）に委嘱

⑥ 4月 16 日
　 　出口戦略ガイドラインを発出（Guideline 

for Opening Up America Again）【大統領と疾

病対策予防センター（CDC）と共同で発出】

1  See,Elizabeth M.Webster et al .,〝Stafford Act Declarations for COVID-19 FAQ,〟CSR Report R46326 (April 

22,2020). 



撲滅支援はかなり限定される。

（３）�NEA とスタッフォード法のもとでの支援の
違い

・ トランプ大統領は、今回のコロナパンデミッ

ク対策で、国家非常事態法（NEA）に基づく国

家非常事態宣言と、スタッフォード法に基づ

く大統領の災害緊急事態宣言の双方を発出し

た。これは、史上初のことである。

・ これらの大統領令で、連邦緊急事態管理

庁（FIMA=Federal Emergency Management 

Agency）、国家安全保障省（DHS=Department of 

Homeland Security）、国防総省（DOD=Department 

of Defense）、サイバーセキュリティ・社

会 基 盤 安 全 庁（CISA=Cybersecurity and 

Infrastructure Security Agency）などの連

邦機関が、州境を超えて前線でコロナウイル

ス対策に出動できる態勢が整った。

・ また、連邦から州や地方団体に対する財政支

援や公衆衛生用物資支援などが可能になった。

・ なお、国家非常事態法（NEA）とスタッフォー

ド法とでは、その適用に違いがある。合衆国

法典（U.S.C.）に準拠して双方の違いを図示

すると【図表 3】【図表 3】のとおりである 2。
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【図表 3】NEA とスタッフフォード法上の緊急事態の主な違い【図表 3】NEA とスタッフフォード法上の緊急事態の主な違い

準拠法 国家非常事態法（NEA） スタッフォード法

該当条文 合衆国法典 50 巻 1601 条以下 合衆国法典 42 巻 5121 条以下

①「緊急事態」
の定義

「国家非常事態（national emergency）」
および「緊急事態 (emergency)」
の定義規定はなし。

「大統領の決定において、合衆国の
あらゆる地域における大災害で、人
命を救助しかつ公衆衛生や安全を確
保するため、または大災害の危険を
除去もしくは防止するために、州お
よび地方の対応および能力を補助す
る連邦の支援を必要とするあらゆる
機会または状況」（5122 条ｌ項 )。

2  See,L.Elaine Halchin & Elizabeth M.Webster,〝Presidential Declarations of Emergency foe CoVID-

19:NEA and Stafford Act,〟CSR Report IN11264 (March 19,2020).

②範囲 州／合衆国領または先住民部族政府国家全体

③手続

大統領は、災害が発生した州の知事
の要請に基づき、緊急事態宣言を発
出 す る の が 原 則（2022 条 1 号 ）。
ただし、連邦が一次的に責任を負う
ことに関する一定の緊急事態事項に
ついて、一方的に緊急事態の宣言が
可能（5191 条 b 項）。

国家緊急事態の宣言（または執行命
令 ） を た だ ち に 連 邦 議 会 に 送 達 し、
かつ連邦官報で告示（1621 条）。

④宣言解除

連 邦 緊 急 事 態 管 理 庁（FEMA） が、
緊急事態の期間を決定（連邦規則集

（C.F.R.）44 巻 206.32 条 f 項 ）。
緊 急 事 態 期 間 の 延 長、 プ ロ グ ラ ム
の 延 長 お よ び 終 了 日 に つ い て は、
FEMA のウエブサイト上で FEMA
ニ ュ ー ズ リ リ ー ス の 形 で 公 示 で き
る。緊急事態の変更事項については、
連邦官報に公示する（C.F.R. 44 巻
206.40 条）

大統領は、宣言を発出することで緊
急事態を解除する、または継続の告
知を発出しないことで解除できる。
連邦議会と大統領は、共同決議によ
り法律を制定することにより、宣言
を解除できる（1622 条 a 項・b 項）。
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３　州や地方団体がとるパンデミック対策の基本

・ 連邦の国家非常事態宣言や大統領の災害緊急

事態宣言の発出を受けて、各州や地方団体は、

首長が強制力の伴う（制裁付き）の都市封鎖

令（lock-down closure order）や出口戦略／

都市封鎖解除令（economic reopening order）

を発出して、現場での対応を実施。

・ 州や地方団体政府（主張や議会）が取る主要

なパンデミック対策は、大きく次の 3 つから

なる。

Ⅱ　�わが国での企業 ( ビジネス )、個人に対
するコロナ対応緊急経済支援策

・ 企業（ビジネス）や個人に対するコロナ対応

緊急経済支援策は、大きく次の 3 つにわけて

点検できる。

準拠法 国家非常事態法（NEA） スタッフォード法

該当条文 合衆国法典 50 巻 1601 条以下 合衆国法典 42 巻 5121 条以下

⑤追加権限の発動

大統領は、当初の宣言または後続の
大統領執行命令により、「予備・非常
用 権 限（standby authorities）」
を発動できる（1621 条 b 項）。

連 邦 緊 急 事 態 支 援 の 実 施 可 能
（5192 条 ）。 指 定 地 域 お よ び 支 援
内容については連邦官報に公示する

（C.F.R. 44 巻 206.40 条）。

【図表 3】続き【図表 3】続き

⑥報告義務

大 統 領 は、 重 要 な 大 統 領 令、 通 達、
規 則 を 直 ち に 連 邦 議 会 に 送 達 す る。
大統領が国家緊急事態を宣言した場
合、大統領は、半年ごとに連邦議会
に 報 告 書 を 提 出 す る。 報 告 書 に は、
過去 6 か月間に合衆国政府に生じた
総額費用を記載するものとする。大
統 領 は、 緊 急 事 態 宣 言 の 解 除 後 90
日以内に総支出額に関する最終報告
書を連邦議会に送達する（1641 条）。

大 統 領 は、 緊 急 事 態 宣 言 が 500 万
ド ル を 超 え る 支 援 を 給 す る 場 合 に
は、連邦議会への通知が必要である

（5193 条）。

⑦特別会計 固有の特別会計はなし
災害救済特別会計（DRF=Disaster 
Relief Fund）【基礎震災救済額＋
補正充当額】

【図表 4】 アメリカでのパンデミック対策での３つの【図表 4】 アメリカでのパンデミック対策での３つの
基本基本

①都市封鎖 (lock-down closure) 
　 　パンデミック封じでは、経済の急激な悪化を

避けつつ、都市封鎖で効率的な感染防止策を実

施する。今回の新型コロナウイルス封じでも、

全米規模での都市封鎖令／外出禁止令を実施し

た。人の移動制限・接触感染拡大防止のための

在宅退避・社会的距離保持対策や公衆衛生・医

療資源の効率的活用策である。この場合、ライ

フインフラ／ライフラインを維持するために、

生活不可欠業務（エッセンシャルビジネス）に

営業継続を、他方、不要不急業務（ノンエッセ

ンシャルビジネス）には営業禁止（休業／一時

閉鎖）を命じる。

② 財政支援（financial aid and relief for economic 
security）

　 　経済や雇用崩壊を回避するための個人やビジ

ネスに対する財政支援などの措置を講じる。連

邦政府、州政府および地方団体が、具体的な財

政支援策、税制支援策、金融支援策などを実施

する。これらの政策は、住民や企業、民間の病

院その他保健医療機関などに対する協力の「見

返り」、事実上の「損失補償」ともいえる。そ

の形は、現金給付、補助金、無利子ローン、失

業給付や雇用調整助成金、納税猶予、民間医療

機関への補助金や医療資材の現物給付など多岐

にわたる。

③ 出口戦略／都市封鎖解除策（economic reopening 
policy）

　 　経済や雇用の壊滅的な崩壊をさけるための、

具体的な数値目標や工程表を策定し、封じ込め

策の効果を測定する。そのうえで、感染抑制段

階（フェーズ）別に、外出制限・行動制限を緩

和する。不要不急業務のうち、護るべき公衆衛

生基準（新常態／ new normal）を公表したう

えで、営業の再開を認める。



　① コロナ緊急経済対策、貧困対策：各種支援

金の支給

　②金融支援

　③コロナ緊急経済対策上の税制特例措置

１　主なコロナ緊急経済対策、貧困対策

２　コロナ緊急経済対策上の金融支援措置

・ 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感

染症特別貸付（無担保の融資）等」や「特別

利子補給」など。

・主要自治体の緊急融資。

・信用保証協会による保証。

・その他雇用保険（失業保険）給付の特例など。

３　 コロナ緊急経済対策上の税制支援措置
（税制特例）

・申告、納付期限の延長を含む各種納税猶予制度。

・ 2021 年度課税の１年分に限り，中小企業を対

象とする償却資産および事業用家屋にかかる

固定資産税および都市計画税の課税標準を２

分の１またはゼロとする措置。

・その他。

Ⅲ　�アメリカでの企業 ( ビジネス )、個人
に対するコロナ対応緊急経済支援策

・ 企業（ビジネス）や個人に対するコロナ対応

緊急経済支援策は、大きく次の３つにわけて

点検できる。

　① コロナ緊急経済対策、貧困対策：各種支援

金の支給

　②金融支援

　③コロナ緊急経済対策上の税制特例措置

・ 個人に対するコロナ対応緊急経済支援策のな

かには、現行の社会保障〔公的医療（健康）

保険、公的扶助、失業保険〕負担の軽減・補

完する措置も多い。

・ アメリカのコロナ（パンデミック）対応緊急

経済支援策は、同国の社会保障制度の基本知

識がないと理解するのが至難。

１　 アメリカの社会保障制度の概要と連邦と
州／地方団体の権限分配

・アメリカの社会保障制度は、20 世紀半ばに確立。

・ アメリカの社会保障制度は、1935 年連邦社会

保障法（Social Security Act of1935）など

を根拠とした 4 つの柱となるプログラムから

なる。
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【図表 5】 わが国の主な支援金の種類（事務の所管）と【図表 5】 わが国の主な支援金の種類（事務の所管）と
受給者受給者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❸自治体休業協力金（都道府県／市区町村） 事事業業者者  

❺新新型型ココロロナナ対対応応休休業業支支援援金金（（国国／／厚厚労労省省）） 個個人人従従業業者者等等  

 
❻家賃支援給付金（国・経産省・中小企業庁） 

 

事事業業者者  

❶雇用調整助成金（国・厚労省） 事事業業者者  個個人人従従業業者者  

❷持続化給付金（国・経産省・中小企業庁） 事事業業者者  

トンネル 

❹特別定額給付金（国・総務省／市区町村） 個個人人住住民民  

【図表 6】 アメリカの主な（4 つの）社会保障制度【図表 6】 アメリカの主な（4 つの）社会保障制度
（tentative）（tentative）

(1) 老齢・遺族・障害年金（社会保障年金／
Social Security）制度

・概要 

　 　社会保障税（Social Security Tax）を 10 年

間以上納めた者に対し、受給要件をみたした時

から年金を支給

・所管
　 　連邦の社会保障省（SSA=Social Security 

Administration）

・財源
　　社会保障税（Social Security Tax）

・徴収
　　連邦の社会保障省（SSA）

 * 公的社会保障年金に上乗せされるものとして、

確定給付型企業年金プランのような各種企業年

金がある。

(2) 公的医療（健康）保険制度
　 　アメリカの医療は、自由診療が基本である。

このため、従来は、個人は民間の健康（医療）

保険に加入する、または、公務員や企業の従

業者は、勤務先経由で医療保険（government-

sponsored health insurance ／ employer-

provided health insurance）に加入するの

が基本。しかし、1965 年に、次のような 2 つ

の公的健康（医療）保険（public health ／

medical insurance）制度が導入された。

概　

要

①メディケア（Medicare） 
　65歳以上の高齢者や障害者などを対象とし

た「公的医療（健康）保険制度。1965 年に、

連邦議会上下両院で民主党優位のジョンソ

ン政権下で制度導入。4つのパートからなる。
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②メディケイド（Medicaid）
　一定の要件を充たす低所得層（所得が連

邦貧困ガイドライン 133% 以下のすべての個

人など）や障害者、特定疾病者などを対象

とした公的医療（健康）保険制度。1965 年

にジョンソン政権下で、メディケアと同時

に制度導入。メディケアとの併用も可能。

概　

要

①メディケア
　連邦政府の保健福祉省（HHS ／ DHHS= 

Department of Health and Human Services）

内のメディケア・メディケイドサービスセン

ター（CMS=Center for Medicare & Medicaid 

Services）が所管／運営。

②メディケイド
　連邦政府の保健福祉省（HHS）内のメディ

ケア・メディケイドサービスセンター（CMS）

が所管し、連邦と州が共同（実際には州）

で管理／運営。

所　

管

財　

源

①メディケア
　❶ パート A 入院費用を保証（ただし、入

院期間が１５０日を超えると全額自己負

担）【一定の要件を充たす社会保障受給

資格者は、無料で加入できる。】財源は、

メディケア税（Medicare tax）。従業者・

雇用主からの強制賦課拠出金で運営する

社会保険（税率は被用者給与の 2.9% で、

被用者と事業者が折半して負担。自営業

者は全額負担）＋連邦政府の一般財源。
　❷ パート B 外来医療費（医師報酬）を保

証 【任意加入。保険料支払いが必要。財

源は、加入者の保険料（毎月の保険料は

●●ドル（20 ●●年）＋連邦政府の一

般財源】
　❸ パート C（メディケアアドバンテージ） 

オリジナルメディケアと呼ばれる前記❶

〔入院費用〕・❷〔外来医療費〕、さらに

は❹パート D〔外来処方薬〕を含めたオー

ル・イン・ワンの総合健康（医療）保険【任

意加入。保険料支払いが必要。民間保険

会社が提供】
　❹ パート D 外来処方薬給付を保証【2003

年に、ブッシュ（子）共和党政権下で制

度導入【任意加入。保険料支払いが必要。

民間保険会社が提供】

②メディケイド
　連邦政府と各州の一般財源

掛金は民間の保険会社、メディケア税は連

邦の内国歳入庁（IRS）

＊ 国民皆保険（Universal Medical Insur- 

ance）制度（オバマケア／支払可能な負

担での医療提供（ACA=Affordable Care 

Act）を目指し、民間の各種医療保険加入

を原則としつつ、公的医療（健康）保険は、

民間保険に加入できない人たちをカバー

する仕組み。トランプ政権／連邦議会共

和党はオバマケア潰しの立法、裁判を支

援している。

徴　

収

徴　

収

(3) 公的扶助制度 

　　わが国の生活保護の仕組みに匹敵

徴　

収

❶ 貧困家庭一時扶助（TANF=Temporary As- 

sistance for Needy Families）
❷ 補足的所得保障（SSI=Supplement Sec- 

urity Income）
❸メディケイド
❹ 補足的栄養支援（SNAP=Supplemental Nu- 

trition Assistance Program）（旧フォー

ドスタンプ）
❺一般扶助（GA=General Assistance）

所

管

❷・❹・❺は連邦が所管・運営、❶・❸は

連邦が所管・運営は州。

財　

源

❷・❹・❺は連邦の一般財源、❶・❸連邦

からの補助金

＊ 広義の所得保障として、連邦所得税法上

の勤労所得税額控除（ETC ／ EITC=Earned 

Income Tax Credit）がある。

(4) 失業保険制度

　1935 年連邦社会保障法（Social Security 

Act） に 基 づ き、 各 州 が 失 業 保 険 法

（unemployment insurance act）を制定して

制度を運営する。
　❶通常給付 
　❷延長給付（extended benefits） 
　❸短期所得補償（short-time compensation） 
　❹自営支援（self-employment assistance） 
　❺ 災害失業支援（disaster unemployment 

assistance） 連邦スタフォード　災害

救助・緊急事態支援法に基づき大統領

が緊急事態宣言を発出した大規模災害

が原因で失職した人を支援する制度。

失業保険プログラムを運営する州法に

基づいて給付額（週）が決まる。給付

上限額は、各州が定める平均給与額の

50% である。財源（災害失業支援＋運

営費）は、FEMA( 連邦緊急事態管理庁 )

から連邦労働長官に支払われ、その後、

労働長官から各州に支払われる。
　❻州追加給付（state additional benefits）

概　

要

所
管

連邦と各州の共管



２　 連邦の新型コロナウイルス感染症関連経
済対策法の概要

・連邦の新型コロナウイルス感染症関連緊急事

態経済対策で注ぎ込まれる財政支出額は、巨額

である。2020 年 3 月から 4月末（第 1弾～ 4弾）

までだけで、あわせて 5 兆ドル（500 兆円）規

模となると見積もられている。この額は、連邦

の年間歳出 4.4 兆ドル（440 兆円）を超える。
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財　

源

内国歳入庁（IRS）と各州の租税歳入庁（州

により名称は異なる）

徴

収

連邦失業税と州失業税。州に納付された
州失業税は、各州の失業信託基金会計
(unemployment rust fund account) で管理、
運用。

【図表 7】 連邦の新型コロナウイルス感染症関連経済【図表 7】 連邦の新型コロナウイルス感染症関連経済
対策法の概要〔未精査〕対策法の概要〔未精査〕

①第１弾（Phase 1）
　 　新型コロナウイルス感染症対策補正予算

法（CPRSAA ＝ Coronavirus Preparedness and 

Response Supplemental Appropriation Act）：

3 月 6 日成立〔原則、2019 年 10 月 1 日～ 20 年

9 月 30 日の年度内支出。ただし、項目によっ

ては多年度支出も可能〕（＊ 1 ドル＝ 100 円で

換算）

　 　第 1 弾の経済対策の予算〔83 億ドル（8,300

憶円）〕の主な支出先は、おおむね次のとおり

である。

　❶ ワクチンなどの研究・開発費用〔30 億ドル

（3,000 憶円）以上〕
　❷ 連邦・州・地方団体の公衆衛生機関への財政

支援〔22 億ドル（2,200 憶円〕
　❸ ビジネス支援に関しては、10 億ドルを新型

コロナウイルス感染症拡大により資金的　　　

　 　損害を受けた中小零細企業（従業者 500 人以

下）などへの低利融資に充当する資金〔10 億

ドル（1,000 億円〕
　❹ 外国の医療機関への財政支援〔4 億 3,500 万

ドル（4兆 3,500 億円〕
　❺その他

②第２弾（Phase 2） 
　 　家族ファースト・新型コロナウイルス感染症

対 策 法（FFCRA=Families First Coronavirus 

Response Act」）：3月 18 日成立、4月 1日施行、

12 月 31 日までに時限法 3。 　

　 　第２弾の経済対策は、個人への支援が中心に

なっており、おおむね次のとおり。
　❶ 新型コロナウイルス感染症の検査無償化：無

保険者向けの公的プログラムに資金を拠出す

るとともに、民間医療保険に被保険者の検査

費負担を無料にすることを義務付け。
　❷ 従業者が新型コロナウイルス感染症の影響で

休暇を取得せざるを得ない場合の雇用保証

措置：出勤できない従業者への雇用の保証や

適格疾病有休休暇（qualified sick leave 

wages）の要件、給与支払額の計算方式、休

業した従業者に支払った給与に対する雇用主

への所得計算上の税額控除適用など。
　❸ 低所得者向けの食料補助プログラム（SNAP= 

Supplemental Nutrition Assistance 

Program）／補助的栄養支援プログラム」（通

称で「フードスタンプ」）への追加資金投入。
　❹失業保険拡充のための各州への財政支援など。

3  See,Sarah A.Lister et al .,〝Health Care Provisions in the Families First Coronavirus Response Act, 

P.L.116-127,〟CRS Report R416316 (April 17,2020).
4  Kavya Sekar et al .,〝Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriation Act,2020 (P.L. 

116-123):First Coronavirus Supplemental,〟CSR Report (March 25,2020).

③第３弾（Phase 3）
　 　新型コロナウイルス感染症支援・救済・経済

安定化法（CARES Act=Coronavirus Aid, Relief, 

and Economic Security Act ／通称「ケアーズ

法」）：3月 27 日成立 4。 

　 　第 3 弾の経済対策対象項目および財政措置

〔2兆 1,000 ドル（210 兆円）〕の主な支出先は、

おおむね次のとおりである。
　❶ 大企業支援〔5,000 憶ドル（50 兆円）〕：営業

禁止などで不利益を受けた産業への融資、信

用保証、投資のため財務省が用意した資金

〔5000 億ドル（50 兆円）〕。〔ただし、融資を

受けた企業は、その期間は自社株の買戻し

の禁止、その企業で 42 万 5,000 ドル（4,250

万円）以上の報酬を受け取る役員等は次の 2

年間昇給停止が条件）。
　❷ 中小零細企業支援〔3,490 憶ドル（34 兆円

9,000 億円）〕：全米雇用の 5 割を占める中小

零細企業（従業者 500 人未満）での従業員

のレイオフ（一時解雇）を回避し、給与支

払のための資金繰り融資を政府が保証する

連邦中小企業庁の給与支払保証プロブラム

(PPP=Paycheck Protection Program) への資

金投入〔3,490 億ドル（34 兆 9,000 憶円）〕。

　　�《災害失業支援の仕組み》災害失業支援

（Disaster Unemployment Assistance） は、

連邦スタフォード災害救助・緊急事態支援法

に基づき大統領が緊急事態宣言を発出した
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・ その後も、緊急事態経済対策が実施されている。

2020 年 8 月には、大領領令で、雇用関係諸税

（payroll taxes ／ employment taxes）の負担

大規模災害が原因で失職した人を支援する制

度。失業保険プログラムを運営する州法に基

づいて給付額（週）が決まる。給付上限額は、

各州が定める平均給与額の 50% である。財

源（災害失業支援＋運営費）は、FEMA( 連邦

緊急事態管理庁 ) から連邦労働長官に支払わ

れ、その後、労働長官から各州に支払われる。
　❸ 世帯支援（Economic Impact Payment ／ Indivi- 

dual Recovery Rebates in the CARES Act）

〔3,010 憶ドル（30 兆円 1,000 億円）〕【わが

国の特別定額給付金に相当】 個人に 1200 ド

ル（12 万円）〔夫婦に 2400 ドル（24 万円）、

子供１人につき 500 ドル（5 万円）〕の現金

支払い〔ただし、単身で年収 75，000 ドル（750

万円）／夫婦で年収 150,00 ドル（1,500 万円）

以上の場合は減額調整あり〕。

　　 《給付申請手続》連邦財務省の外局である内

国歳入庁（IRS=Internal Revenue Service）

のウエブサイト／ HP から金融口座等に情報

を登録する形で申請する。2019 年度の確定

申告（2020 年 4 月 15 日／コロナ特例で 7 月

15 日まで延長）を終えていない場合で、そ

の間に子供が生まれているときには、2020

年度の確定申告で調整。IRS は、2018 年度、

2019 年度の確定申告情報に基づいて審査し

て、申請者の金融口座に振込か、または銀行

口座を利用して納税または還付請求していな

い場合には小切手を郵送する。課税所得がな

いために確定申告をしていない人は、IRS の

公式ウエブサイト／ HP（Non-Filers: Enter 

Payment Info Here https://tinyurl,com/

sz91387）で登録が必要。支援金は課税対象。
　❹ 失業保険増額給付へ「の財政支出〔2,500 憶

ドル（25 兆円）〕 各州の失業保険給付に加え、

別途、連邦から週あたり 600 ドル（6 万円）

を、最長 4 カ月間、加算給付。また、失業保

険の受取期間を 13 周間に延長する。さらに、

通常では失業保険給付を受けられないフリー

ランサーや雇用類似の働き方をするギグワー

カーなど、いわゆる「名ばかり個人事業者」

も支給対象に織り込む。【一部わが国の休業

支援金に相当】
　❺ 納税猶予と納期限延長〔2,210 憶ドル（22 兆

1,000 億円）〕。
　❻ 州や地方団体への財政支援〔1,500 憶ドル（15

兆円）〕 第一線で新型コロナウイルスパンデ

ミックと戦っている州や地方団体へコロナ緊

急事態臨時交付金。
　❼ 病院や保健医療の財政支援〔1,170 憶ドル（11

兆 7, ０００憶円）〕 保健医療補助〔2,400 億

ドル（24 兆円）〕、オンライン診療促進など

を含む病院補助〔750 億ドル（7 兆 5,000 憶

え円〕、退職軍人の保健医療補助〔200 億ド

ル（2 兆円）〕、CDC 補助 〔45 億ドル（4,500

憶円）〕。
　❽ 運輸インフラ支援：空港支援〔100 億ドル（1

兆円）〕。
　❾ 運輸インフラ融資〔32 憶ドル（3,200 憶円）〕 

航空会社支援融資〔500 億ドル（5 兆円）〕、

貨物航空支援融資〔80 億ドル（8,000 憶円〕

など。
　❿ 公共交通への財政支援〔25 憶ドル（2,500 憶

ドル）〕 緊急公共輸送〔200 億ドル（2兆円）〕

など。
　�⓫�その他〔1,980 憶ドル（19 兆 8000 億円） 国

防維持に必要な事業（不特定）の補助〔170

億ドル（1兆 7,000 億円）〕など。

5  See,Ben Wilhelm,〝Congressional Oversight Provisions in the Paycheck Protection Program and Health 

Care Enhancement Act,〟CRS Insight IN11363 (April 27,2020).

④第４弾
　 　給与支払保証プログラム・保健医療態勢整備

法（PPPHCEA=Paycheck Protection Program and 

Health Care Enhancement Act ）：4月23日成立。

　 　第４弾の経済対策の予算〔4,800 億ドル（48

兆円〕の主な支出先は、おおむね次のとおりで

ある 5。
　❶ 中小零細企業支援：中小零細企業（従業者

500 人未満）の従業者への給与支払のための

資金繰り融資を政府が保証する連邦中小企業

庁の給与支払保証プロブラム (PPP=Paycheck 

Protection Program)への追加資金供給〔3,200

憶ドル（32 兆円）〕。第 3 弾（CARES Act）で

PPPに投入された資金3,490億ドル（34兆9,000

億円）は、4 月 4 日の受け付け開始から中小

企業の利用申請が殺到した。4 月 16 日に早く

も上限に達した。そこで、追加して資金を投入。

　　 《申請手続》連邦中小企業庁（SBA=Small 

Business Administration）に申請する。融

資上限額は 1,000 万ドル（10 億円）。零細企

業の場合は、申請があれば 3 日以内に 1 万ド

ル（100 万円）の緊急融資を受けることがで

きる。なお、この 1 万ドルは、融資申請が認

められなかった場合でも、返済の必要がない。

〔1万ドルは、わが国の「持続化給付金」に相当〕
　❷ 医 療 と 検 査 態 勢 の 整 備 (Health Care 

Enhancement)〔1,000 憶ドル（11 兆円）〕。



軽減や納付猶予措置を講じている。その他、

州や地方税府は、独自に休業給力金のような

支援措置を講じている。

・ ただ、アメリカの新型コロナウイルス感染症

関連緊急事態経済対策では、市場主義のルー

ルをゆがめる企業（ビジネス）に対する現金

給付による支援措置には消極的な傾向がうか

がえる。

【参考資料】
アメリカの給与にかかる源泉所得税や雇用関
係税の事務

・ わが国の場合、法人や個人事業主（以下「雇

用主（employer）」ともいう。）が、従業者

（employee）を雇うとする。この場合、雇用主は、

給与等の支払の際に、源泉所得税、住民税の

特別徴収、その他従業者負担分の各種の社会

保障税や負担料などを天引き徴収する受認義

務を負う。

・ また、雇用主は、各種の社会保障税や負担額

の雇用主負担分を課税庁その他の機関に納付

する義務を負う。

・ 雇用主がこうした税・社会保障関係の事務を負

うことについては、アメリカでも変わりがない。

・ アメリカの場合、給与に関係する税を、一括

して「給与税（payroll taxes）」または「雇

用税（employment taxes）」と呼ぶ。また、源

泉事務などを含め、「給与関係税」、「雇用関係

税」と呼ぶことも多い。

・ 今回の連邦、州、地方団体のコロナパンデミッ

ク緊急経済対策では、給与関係税／雇用関係税

にかかる税制上の特例措置【料率の時限的軽減

／納付猶予など】も数多く盛り込まれている。

・ 以下に、ニューヨーク州を例にして、連邦／

州／地方団体における源泉所得税その他給与

関係税／雇用関係税の事務に関する一般的な

ルールを、できるだけ簡潔に紹介する。

１　給与支払の際の雇用主の雇用関係税事務

・ 例えば、ニューヨーク州の事業会社法（N.Y 

State Business Corporation Law）に基づい

て一定の手続を踏み会社を設立し事業を行う

とする。あるいは、ニューヨーク市内で個人

経営のレストランを開業するとする。

・ この場合、当該会社または事業者は、連邦課

税庁（IRS）に様式 SS-4〔雇用主番号の申請

書（FormSS-4:Application for Employer Id- 

entification Number (EIN)）〕に提出し、雇用

主番号（EIN）を取得するように求められる。

・ 雇用主は、従業者を雇用した場合に、さまざ

まな雇用関係税事務を負うことになる。

・ 一方、従業者は、連邦社会保障省（SSA=Social 

Security Administration）が発行する社会保

障番号（SSN=social Security number）を取

得し、雇用主に、提出するように求められる。

・ 連邦歳入庁（IRS）、さらには州および地方団

体の歳入／課税庁は、SSN を個人の納税者番号

（TIN=taxpayer identification number）とし

て使っている。また、SSN は、各種社会保障を

含む多様な行政目的に汎用されている。

・ まず、雇用主は、従業者に対し支払う給与等

から、連邦や州、さらには地方団体の個人所

得税にかかる源泉税を天引き徴収し、定期的

に連邦政府その他統治団体（州政府・地方政府）

に納付する義務を負うことになる。

・ その他連邦や州の社会保障税（social se- 

curity taxes）や失業保険税なども天引き徴

収し定期的に連邦政府その他統治団体（州政

府・地方政府）に納付するように求められる。

また、雇用主負担分の納付も必要になる。

・ ちなみに、州や地方団体が導入する個人所得

税制（個人所得税を導入していないところも

ある。）は、ことごとく異なる。社会保障税や

失業保険税などについても千差万別である。

・ したがって、源泉所得税その他雇用関係税事

務は、雇用主や従業者が所在・住所を有する州・

地方団体によっても異なってくる。ここでは、

ニューヨーク州とニューヨークシティ（市）

をサンプルに採りあげる 6。

（１）源泉所得税その他雇用関係税事務一覧

・ 源泉所得税その他雇用関係税事務について、

できるだけ簡潔に一覧にしてみると、次のと

おり。　
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6  See,Department of Taxation and Finance,State of New York,Withholding Tax ( as of August 1,2016). 

Available at:https://www.tax.ny.gov/bus/wt/wtidx.htm
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【図表 1】源泉所得税その他雇用関係税事務一覧【図表 1】源泉所得税その他雇用関係税事務一覧

① 源泉徴収関係
　(a) 連邦個人所得税のかかる源泉所得税
　　 　雇用主は、従業者に様式 W-4〔扶養控除等

申告書〕の提出を求める。雇用主は、様式

W-4〔扶養控除等申告書〕から読み取ったそ

の従業者の控除係数（allowances）の数、従

業者支払った給与額、従業者の婚姻上の地

位（marital status）、給与の支払期間など

に基づき、パーセンテージ方式（percentage 

method）または源泉徴収税額票方式（wage 

bracket method）を用いて、給与支払の際

に源泉徴収する税額を計算、その額を天引

き徴収し IRS に納付する。雇用主は、各従

業者から源泉徴収した額を記載した様式

W-2〔源泉徴収票（Form W-2：Wage and Tax 

Statement）〕を作成する。従業者は、確定申

告書である様式 1040〔Form 1040〕 を提出す

る際に W-2〔源泉徴収票（Form W-2）〕を添

付する。
　(b) 連邦社会保障税（FICA tax=Federal insurance 

contribution act taxes） 
　　 　FICA税は、次の2つの種類の税からなる（IRC 

3101 条、3111 条、3121 条 a 項）。従業者と雇

用主の双方に課税される（負担は折半）7。

　　❶ 社会保障税（social security tax）：連

邦の公的年金制度〔疾病・障害・遺族

年 金（OASDI=old-age, survivors, and 

disability insurance）〕 は、 連 邦 社 会

保障法（Social Security Act of 1935）

サ ブ チ ャ プ タ ー 2 章〔 連 邦 老 齢・ 障

害・ 遺 族 保 険 給 付（Federal Old-Age, 

Survivors, and Disability Insurance 

Benefits）〕（401 条～ 434 条）に基づき、

連邦社会保障省（SSA=Social Security 

Administration）と財務省が所管する。制

度運営は、SSA のプログラムセンターや地

方事務所が行っている。財務省は、IRS を

通じて社会保障税（social security tax）

を徴収し、給付金の支給などの事務を担当

している。この年金の適用対象者は、自営

業者を含む従業者一般である。従業者側は、

単身者申告の場合で給与総額が11万8,500

ドルまでに対して 6.2％の負担する（2020

年）。【なお、自営業者（self-employed）

の場合は、本人 1 人で負担することになる

ことから、12.4％（2020 年）】

　　❷�メディケア税（Medicare tax）：メディ

ケアは、連邦の公的医療保険制度の１つ

である。高齢者や障害者【65 歳以上のア

メリカ居住 5 年以上のアメリカ市民権ま

たは永住権保持者、65 歳未満の身体障害

者で一定の資格を満たす者、末期の腎臓

病または Lou Gehrig 病（筋萎縮性側裂索

硬化症）の者】向けの公的医療保険制度

である。社会保障法サブチャプター 18 章

〔高齢者および障害者の医療保険（Health 

Insurance for Aged and Disabled）〕（1396

条～ 1396 条 W-5）に基づいている。所

管は連邦保健福祉省（HHS ／ DHHS）であ

り、運営はメディケア・メディケイド

サービスセンター（Center for Medicare 

& Medicaid Services）が、社会保障省

（SSA）や州の保医療省などと協力して行っ

ている。メディケアの給付内容は、入院

保険（HI=hospital insurance）や医療保

険（MI=Medical Insurance）など（パー

ト A ～ D）である。財源はメディケア税で

あり、財務省は、IRS を通じてメディケア

税の徴収事務を担当している。従業者側

は、単身者申告の場合で給与総額 20 万ド

ルまで 1.45％、20 万ドル（ただし、夫婦

合算申告の場合には 25 万ドル、夫婦個別

申告の場合には 12 万 5,000 ドル）のしき

い値を超えるときには 0.9％の追加負担を

する（2020 年）。【なお、自営業者（self-

employed）の場合は、本人 1 人で負担する

ことになることから、2.9％（2020 年）】

　(C) ニューヨーク州（NY State）源泉所得税関係 

　　 　給与支払方法（日給、週給、2週給、月給）、

支払給与額、申告資格などに応じ、源泉税額

表（withholding tax tables）に基づいて源

泉徴収する。

　(d) ニューヨーク市（NY City）源泉所得税関係
　　 　給与支払方法（日給、週給、2週給、月給）、

支払給与額、申告資格などに応じ、源泉税

額表（withholding tax tables）に基づいて

源泉徴収。ちなみに NY City の雇用税務局

（OPA=Office of Payroll Administration）

は、連邦源泉所得税を所管する IRS や、NY 

State 雇用関係税を所管する州税務金融省

（Department of Taxation and finance）と

の情報連携を実施している。

　(e) 労働災害補償
　　 　労働災害補償（労災）は、州に委ねられて

いる（連邦政府は、連邦公務員を対象とした

制度を設けている。）。労災の給付は、雇用主

が支払う保険料を財源としている。雇用主は、

7  See,Social Security Administration,Social Security Taxes (2016). Available at:https://www.ssa.gov/

pubs/EN-05-10003.pdf



（２）雇用関係税の徴収納付期限

・ 雇用関係税のうち連邦個人所得税関係の源泉

所得税と社会保障税の徴収納付期限は、雇用

主が基準期間（look back period）に支払っ

た合計額により異なる。ここでいう基準期間

とは、6 月 30 日に終了する 1 年間である。例

えば、2019 年 7 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日

までである。

・ 連邦失業保険税法（FUTA）については、通常

各四半期における納付額が 100 ドルを超える

場合には、四半期末の翌月末が納付期限とな

る。

（３）源泉所得税と社会保障税の納付方法

・ 源泉所得税と社会保障税の納付方法には、次

の 2つがある。

（４）雇用関係税の受忍義務違反と制裁

・ 雇用主は、源泉所得税を納付期限までに納付

しなかった場合には、附帯税【加算税と経過

利子（延滞税）】が課される。附帯税は、期限

から 5 日未満の場合は、延滞未納付額の 2％、

5 日以上 15 日未満の場合は 5％、15 日以上の

場合 10％である。

・ また、雇用主は、納付書の未提出の場合には、

未納付額に対し、毎月 5％、最高 25％の附帯

税が課される（ただし、正当な理由があると
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労災保険を、民間保険会社または州保険基金

から購入することができる。ニューヨーク州

の場合、雇用主の選択により、労災保険料と

して、従業者から 1 週 60 セントまで徴収可

能である。

② 雇用関連税の雇用主負担分
　(a) 連邦社会保障税 従業者と雇用主の双方に

賦課される
　　❶�社会保障税（social security tax） 雇用

主側は、年間給与総額 13 万 7,700 ドルま

でに対して 6.2％を負担する（2020 年）。

　　❷�メディケア税（Medicare tax） 雇用主

側は、給与総額のまで 1.45％を負担する

（2020 年）。

　(b) 連邦失業保険税
　　 　アメリカの失業保険制度は、連邦の社

会保障法 3 章〔失業補償行政についての

州への補助〕と連邦失業保険税法（FUTA 

=Federal Unemployment Tax Act）を典拠に

して、州の失業保険法に基づいて運営され

ている。管理運営主体は、連邦労働省と各

州の職業安定機関である。財務省は、IRS を

通じて社会保障税連邦失業保険税法（FUTA 

tax）を徴収する事務を担当している。FUTA 

tax は雇用主に課税される。年間給与総額

7,000 ドルまでに対し 0.6％（州失業保険

税を払っている場合。払っていない場合は

6.0％）。

　(c) ニューヨーク州失業保険税 

　　 　年間給与総額 1 万 300 ドルまでに対し雇

用主に賦課される。税率は企業により異な

る。

8  See,Department of Taxation and Finance, Electronic filing is mandatory for withholding tax filings 

(NYS-45 and NYS-1). 

【図表 2】雇用関係税の徴収納付期限【図表 2】雇用関係税の徴収納付期限

基準期間の納付額 徴収納付期限

5 万ドル以下

5万ドル超

10 万ドル超

給与等の支払日の翌月 15 日

給与支払が土曜日から火曜日

の場合は、次の金曜日。給与

支払か水曜日から金曜日の場

合は、次の水曜日

給与支払日の翌銀行営業日

【図表 3】源泉所得税と社会保障税の納付方法【図表 3】源泉所得税と社会保障税の納付方法

(a) 電子連邦税納付システム（EFTPS=Electronic 

Federal Tax Payment System）：前年度の納

付税額が 20 万ドル以上であった納税者および

EFTPS による納付が義務づけられる納税者は、

連邦財務省所管の EFTPS が使う電子納税シス

テムである。ネット、銀行振込、雇用税徴収

納付代行事業者（payroll service）などを通

じて納付する必要がある。現金納付は認めら

れない。義務違反には、納付時期とは関係なく、

10％の制裁金が課される。ちなみに、ニュー

ヨーク（N.Y.）州の場合、州所得税にかかる

源泉所得税、州失業保険税など州雇用関係税

については、2015 年 4 月 30 日から電子納付

が義務づけられた 8。

(b) 様式 8109〔連邦税納付クーポン〕 新設

会社や新規の納税者であって雇用主番号

（EIN=employer identification number） を

取得後数週間内に IRS から送付されたクーポ

ンを記載し、納付額小切手とともの銀行から

IRS に送付する。
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きは免除されることもある。）。

・ 加えて、雇用主が、源泉所得税の徴収納付義

務があるのを知りながら、故意の納期限まで

に納付しなかった場合には、納付税額の 100％

の附帯税が課されることもある。

・ 連邦や州のコロナパンデミック緊急支援策で

は、申告、納付期限の延長を含む各種納税猶

予制度が適用になることから、実質的に受忍

義務違反への制裁（附帯税）も緩和されるこ

とになる。

（５）雇用税徴収納付代行事業者による事務代行

・ 雇用関係税の徴収納付事務は、かなり煩雑で

ある。また、受認義務違反には厳しい制裁が

かされる。このため、雇用主の多くは、その

事務を、外部の雇用関係税徴収納付代行事業

者（payroll service ／ payroll agency）に

委託している。雇用関係税徴収納付代行事業

者は、わが国の社会保険労務士に近い専門業

者（政府規制によってつくられた専門職では

ない。）といえる。

・ コロナパンデミック緊急支援策（雇用関係税

の納税猶予や納期限の延長、失業保険の増額

給付、事業者向けの給与支払保証プログラム

（PPP）、経済被害災害融資（EIDL）など）につ

いては、本人申請のほか、雇用関係税徴収納

付代行事業者などが有償で代理人申請を行っ

ている。

・ 雇用主は、源泉徴所得税その他雇用関係税の

事務をこれら外部事業者に委託し、その受託

業者に年間 600 ドル以上の支払を行った場合

には、当該年終了後に Form 1099 を作成し、

その受託業者に翌年 1 月末までに送付する義

務がある。さらに、Form 1096（Form 1099 の

集計フォーム）および Form 1099 を 2 月 28 日

までに IRS および州当局に提出しなければな

らない。 

２ 給与にかかる源泉所得税

・ 雇用主は、従業者に給与等を支払う（みな

し支払を含む。以下、以下同じ。）場合に

は、原則として連邦源泉所得税（withholding 

income tax）を徴収して、期日まで IRS に納

付しなければならない（IRC 3402 条 a 項、財

務省規則 31.3402(a)-1）。

・ ここでいう「給与」には、従業者が雇用主に

提供した役務に対する報酬、現金以外の形で

支払われる給付（benefits）を含む。（ただ

し、公職者への支払は除く。）したがって、雇

用主は、給与、賞与、手当、手数料、給与外

給付およびこれらに類するもの（年金、退職

金、保険料など）を従業者の支払った場合には、

源泉所得税の徴収納付を行うように求められ

る。

・ 連邦や州のコロナパンデミック緊急支援策に

基づき、雇用主は、給与にかかる源泉徴収税

の納付期限の延長を含む各種納税猶予制度が

適用を受けることができる。
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●　はじめに

　アメリカ合衆国（以下「アメリカ」または「連邦」

ともいう。）憲法は、財産権保障／公用収用条項

（Takings Clause）1をおき、修正5条で「何人も〔中

略〕法の正当な手続（Due Process of Law）なしに、

生命、自由、財産を奪われることはない。何人も、

正当が補償（just compensation）なしに私有財

産を公共の用のために（private property for 

a public purpose）収用されることはない。」（各

州は州憲法に同旨の規定をおく 2。）と規定する 3。

加えて、連邦憲法修正 14 条は、修正 5 条を州に

も広げて適用する旨規定する 4。

　課税（taxing）も、国民の私有財産を公共

の用に供することでは、公用収用（taking）

と同じような性格を有する。しかし、公用収

用（taking） に つ い て は 正 当 な 補 償（just 

compensation）が必要とされる。一方、課税

（taxing）については、対価支払のない一方的

な義務とされる。この背景には、公用収用の考

え方は、財産法、すなわち財産公法（public 

law of property）や財産私法（private law of 

財産権の保障と課税の限界財産権の保障と課税の限界●
論
説
●

石 村 耕 治 （（        代表・白鷗大学名誉教授））J T IJ T I
ア メ リ カ 法 を 手 掛 か り に

【内容目次】【内容目次】

●　はじめに●　はじめに
I　�公用収用と課税との違いI　�公用収用と課税との違い

Ⅱ　Ⅱ　�公用収用と課税の類似性を指摘する初期の�公用収用と課税の類似性を指摘する初期の

州裁判所の裁判例州裁判所の裁判例

Ⅲ　�公用収用と課税との分離を指摘する連邦Ⅲ　�公用収用と課税との分離を指摘する連邦

裁判所の初期の裁判例裁判所の初期の裁判例

Ⅳ　�公用収用と課税との関係をめぐる州と連Ⅳ　�公用収用と課税との関係をめぐる州と連

邦の裁判所の姿勢の乖離をみる邦の裁判所の姿勢の乖離をみる

　１　 問われる政策増税と公用収用　１　 問われる政策増税と公用収用

　２　 問われる政府規制による財産権の利用　２　 問われる政府規制による財産権の利用

制限と公用収用制限と公用収用

Ⅴ　�課税と公用収用をめぐる学説や判例の分Ⅴ　�課税と公用収用をめぐる学説や判例の分

析析

　１　 超過累進課税は富裕な納税者の財産権　１　 超過累進課税は富裕な納税者の財産権

を侵害し違憲かを侵害し違憲か

　２　 国民皆保険は納税者の財産権を侵害し　２　 国民皆保険は納税者の財産権を侵害し

違憲か違憲か

　（１） 従来からのアメリカの健康（医療）保　（１） 従来からのアメリカの健康（医療）保

険制度険制度

　（２）オバマケアのポイント　（２）オバマケアのポイント

　（３） 個人への水準以上の健康（医療）保険　（３） 個人への水準以上の健康（医療）保険

加入の義務づけ加入の義務づけ

　（４）適用対象個人と人的適用除外　（４）適用対象個人と人的適用除外

　（５）責任負担金　（５）責任負担金

　（６）オバマケアは違憲、廃止を求める訴訟　（６）オバマケアは違憲、廃止を求める訴訟

　（７）責任負担金がゼロ額課税に　（７）責任負担金がゼロ額課税に

　（８） 責シベリウス事件 2012 年連邦最高裁　（８） 責シベリウス事件 2012 年連邦最高裁

判決：課税と公用収用判決：課税と公用収用

●　むすび●　むすび

1  「Takings Clause（公用収用条項）」のほか、「Just Compensation Clause（正当な補償条項）」の言回しも可能

である。本稿では、原則として前者の言回しを用いる。
2  例えば、ニューヨーク州憲法は、1846 年に制定された。同州憲法は、現 1 条 7 項 a 号で「私有財産は、正当な補償

なしに公的利用に収用してはならない。」と規定する。また、ミズーリー州憲法は、1820 年に制定された。同州憲法は、
現 1条 26 項で「私有財産は、正当な補償なしに公的利用のために収用または破壊してはならない。」と規定する。

3  この条項では、私有財産制の保障に加え、正当な補償を条件とする公用収用の２つの面について規定する。
4  連邦憲法は、1788 年に制定された。また、修正 1 条から修正 10 条までは、1791 年に制定され、一般に、「権

利の章典（Bill of Rights）」と呼ばれる。一方、修正 14 条は 1868 年に制定された。
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property）の体系とリンクしているのに対して、

課税の考え方は、このような財産法の体系とは

リンクしていないことがあげられる 5。

　アメリカにおいては、1791 年に成立した連

邦憲法修正 5 条に盛られた公用収用の規定は、

1800 年代中期の一連の裁判例では、課税と同じ

基盤にあるとの前提で議論が展開されていた。

しかし、その後、判例法の積み重ねを通じて、

公用収用と課税とを分離する（taking ／ taxing 

divide）考え方（以下「公用収用／課税分離論」

ともいう。）が形成されていった。すなわち、司

法は、公用収用（taking）については正当な補

償を前提とするが、課税（taxing）については

上限がなく、かつ正当な補償も要しない、と双

方を分離する判断を繰り返し、今日にいたって

いる 6。あえて言えば、課税については、納税者

は、一市民として政府からの生命・自由・財産

上の保護や社会福祉面での便益（benefits）を

受けるなどを通じて〝補償〟、〝見返り〟を受け

ることになる、とされる 7。

　「金銭その他金銭等価物（money and other fungible 

property）」は、原則として正当な補償を要する

公用収用（taking）の対象とならない 8。公用

収用の対象となるのは、「現物財産（discrete 

property）」つまり「物（things）」である。課税

（taxing）は、金銭（貨幣形態）による公権力の行

使（confiscation of money）である。このこと

から、公用収用／課税分離論のもと、仮に課税

に対しても財産権保障／公用収用条項が適用に

なるという前提に立ったとしても、結果的には、

正当な補償の保護の対象から外れることになる。

　課税を正当な補償の保護の対象とすると、私

有財産制、あるいは市場経済原則に基づく租税

国家は成立しえない。その一方で、税率 100％

またはそれに近い高率での課税は、私有財産制

に対する挑戦であり、放置するわけにはいかな

い。こうした場合には、課税と憲法の財産権保

障／公用収用条項（Takings Clause）とをリン

クさせて判断せざるを得ない。しかし、このよ

うな極端に重い課税は、市場原理を基本とする

アメリカでもちろんのこと、わが国でも現実的

とはいえない。となると、どのような課税が行

われると、憲法の財産権保障／公用収用条項の

発動があり得るのかが問われてくる。

　アメリカにおいて、公用収用と課税との関係

をどう見るかについては、判例法／裁判例の展開

によるところが大きい。初期の裁判例では、公用

収用と課税とが同じ基盤のうえで議論が展開され

た。しかし、その後、判例法では、公用収用／課

税分離（taking ／ taxing divide）の考え方が支

配的になった。しかし、分離の考え方には、今

日、さまざまな批判がある。本稿では、伝統的な

公用収用／課税分離の考え方を乗り越えようとす

る（bridge the divide）アメリカでの動きを含め、

アメリカの公用収用と課税に関する議論の沿革や

学者の見解などについて点検する。

I　公用収用と課税との違い

　公用収用（taking）と課税（taxing）は共

に、その本質は国民の財産権への介入である、

あるいは公的義務（public burdens）を課すと

いう点では同類であるとみることができる。こ

うした見方には、大きな異論がない。また、一

般に、公用収用に対しては正当な補償（just 

compensation）が要るが、課税は一方的な義務

であり、正当な補償の対象とならないと解され

ている。ただ、このような形で、公用収用と課

税とを分離（taking ／ taxing divide）する考

え方には異論がないわけではない。なぜならば、

立法府が、「課税（taxing）」9 のラベルを貼ると、

その負担を求められた者は、正当な補償を受け

5  もちろん、財産税（property tax）のように、課税と財産法が密接にリンクする場合もある。
6  See,Gale Ann Norton,〝The Limitless Federal Taxing Power,〟8 Harv.J.L.& Pub.Pol’y 591(1985).
7  See,Thomas v.Gay,169 U.S.264, at 280 (1898);Welch v.Henry, 305 U.S.134,at 143(1938).
8  See,Yee v.City of Escondido, 503 U.S.519,at 532 (1992);FCC v.Florida Power Corp.,480 U.S.245 (1987).
9  加えて、「fee」、つまり、「user fee（利用者負担金）」や「impact fee（開発者負担金）」などの場合も、「taxing

／ taxation（課税／租税）」の場合と同様に、正当な補償の枠外とされることから、公用収用の場合と対比し
て論じられる必要がある。See,e.g.,Michael B.Kent,Jr.,〝Theoretical Tension and Doctrinal Discord: 
Analyzing Development Impact Fees as Takings,〟51 Wm.& Mary L.Rev.1833(2010). なお、アメリカにおけ
る租税と負担金のに違いについて詳しくは、石村耕治「アメリカの『負担金』と『租税』の区別をめぐる法制
と司法判断の分析」獨協法学 107 号参照。



ることも、司法救済を受けることも、きわめて

難しくなるのでは公平とはいえないからである。

また、公平でないということは、公用収用とい

う手法を使えば、裕福な少数者からの財産の収

奪に対しては〝補償〟、〝見返り〟を与える一方

で、課税という手段を使えば、余裕のない人た

ちを含め広く大衆からの財産の収奪に対しては

〝補償〟、〝見返り〟を与えなくともよくなること

でもわかる 10。

　これまで判例法で培われてきた公用収用か課

税かを見分けるいくつかの基準がある。簡潔に

まとめてみると、次のとおりである。

Ⅱ  公用収用と課税の類似性を指摘する初期
の州裁判所の裁判例

　 連 邦 憲 法 は、 公 用 収 用 の 規 定（Takings 

Clause）を、1791 年に成立した修正 5 条のなか

に置いている。一方、各州の憲法での具体的な

規定振り、条項の配置、規定した時期などはま

ちまちである。これは、それぞれの憲法制定の

歴史が異なることに由来する。

　アメリカにおける公用収用（taking）と課税

（taxing）の類似性に注目した裁判例を見出すに

は 1800 年代中期にまで遡らなければならない。

とりわけ、当時の州裁判所の裁判例に、公用収

用と課税との類似性を指摘した判断を見出すこ

とができる。

　これら公用収用と課税の類似性を指摘した代

表的な州裁判所の裁判例を取り上げて、わかり

やすくまとめてみると、次のとおりである。
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【図表 2】 公用収用と課税の類似性を指摘した初期の【図表 2】 公用収用と課税の類似性を指摘した初期の
州裁判所の裁判例州裁判所の裁判例

① 1848 年の裁判例
　 　ニューヨーク州の裁判官は、「憲法のもと、

私有財産を公的利用に供する際に正当な補償が

必要となる収用（taking）と、正当な補償を必

要としない課税（taxing）の合法的な行使との

間に線引きをするのは難しい、と吐露してい

る〔Jordan v.Hyatt,3 Barb.275,at 282 (N.Y. 

Gen.Term 1848)〕

② 1851 年の裁判例
　 　同じ時代に、別の裁判官は、「課税権と収用

権は、実質的に同じ土台」で検討されるべきで

ある、と判示している〔People ex rel.Griffin 

v.Brooklyn,4 N.Y.419,at 422 (1851)〕。

③ 1859 年の裁判例
　 　アイオア州最高裁は、州議会が州内にある M

市の憲章を改定し M 市が市の領域を拡大し新領

域に所在する土地に、その所有者や住民の同意

も得ずに、財産課税を拡大することは、課税の

名を使った正当な補償なしの私有財産の公用収

用にあたり州憲法に違反する、と判示している

〔Morford v.Unger,8 Iowa 82,at 95(1859)〕。

④ 1872 年の裁判例
　 　ミズーリ州最高裁は、地方団体の登録免許

税（occupation license tax）を当該自治体の

非居住者に課税することは、実質的にその非居

住者の私有財産の公用収用にあたるとし、正当

な補償を条件に公用収用を法認するミズーリ

州憲法に抵触し違憲である、と判断している

〔City of St.Charles v.Nolle,51 Mo.122,at 

124(1872)〕。ここでも、課税権と収用権とを同

【図表 1】 判例法で形成された「公用収用」と「課税」【図表 1】 判例法で形成された「公用収用」と「課税」
とを見分ける基準とを見分ける基準

① 公用収用は、特定者（政府と私人）の間におい

て特定の財産（private property）を公正な市

場価額で取引するのに等しい 11。一方、課税は、

不特定多数者を対象に義務として一方的に負担

を求めるものである 12。

② 財産権保障／公用収用条項は、政府が、本来

一般大衆が負うべき公的負担を特定の私人に

負わせることを、公正と正義（fairness and 

justice）の観点から禁じることが目的である
13。この禁止が解かれるためには、政府は、当

該私人に対する正当な補償が要る。

③ 正当な補償をしたうえで公用収用の対象となる

のは私有財産、現物資産であり、金銭または金

融資産ではない 14。

10  See,e.g .,William Fischel & Perry Shapiro,〝A Constitutional Choice Model of Compensation for 

Takings,〟9 Int’l Rev.L & Econ.115(1989).
11  See,United States v.564.54 Acres of Land,441 U.S.506,at 511(1979).
12  See,Joseph Sax,〝Taking and the Police Power,〟74 Yale L.J.36,at 75-76(1964).
13  See,Armstrong v.United States,364 U.S.40,at 49(1960).
14  See,Thomas W.Merrill,〝The Landscape of Constitutional Property,〟86 Va.L.Rev.885,at 906 (2000): 

Amnon Lehavi,〝The Taxing ／ Taxing Taxonomy,〟88 Tex L.Rev.1235(2010). 
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　初期の州裁判所の裁判例を点検してみた。そ

こでは、アメリカにおける公用収用（taking）

と課税（taxing）の類似性に着眼し、課税を、

憲法の公用収用の土俵のうえで論じようとする

姿勢が伺える。言いかえると、州裁判所は、州

議会／立法府の課税権を、憲法に定める正当な

補償（just compensation）が要る私有財産の公

用収用を認める法理の傘の下に置き、抑制に努

めようとしているようにも読める。実際に、州

議会が、課税権を、濫用的（abusive）、恣意的

（arbitrary）、不合理（irrational）な方法で行

使していると判断する場合には、介入すること

をいとわない。

　州裁判所が、立法府に附与された課税権を、

憲法の公用収用の規定の枠内に留めることは、

課税とは、公用収用と同じ性格で、私有財産に

対する公権力の行使であるとの認識を広めるこ

とにもつながる。この結果、納税者が、立法府

に附与された課税権の行使に納得がいかないと

する。この場合には、憲法の公用収用の規定を

使って司法統制を求める選択肢もあることを学

ぶ機会を得ることになる。

Ⅲ��公用収用と課税との分離を指摘する連邦
裁判所の初期の裁判例

　州裁判所と対照的な姿勢を取るのが連邦裁判

所である。連邦裁判所は、公用収用に対して

は正当な補償（just compensation）が必要で

あるが、課税は一方的な義務であり、正当な補

償の対象とならないとする姿勢を取る。つま

り、連邦憲法修正 5 条に定める公用収用の規定

（Takings Clause）は、原則として課税には適

用にならないとして、公用収用と課税とを分離

（taking ／ taxing divide）する考え方を強く主

張する。

　これら公用収用と課税とを分離（taking ／

taxing divide）を主張する代表的な連邦裁判所

の初期の判例を取り上げて、わかりやすくまと

めてみると、次のとおりである。

じ土俵でとらえている。

⑤ 1889 年の裁判例
　 　合衆国ユタ領〔1896 年に 45 番目の州になる

までは、連邦憲法が適用された。〕最高裁判所は、

政府は、必要に応じて個人の財産を次の 3 つの

方法により公用に供することができる、とする。

つまり、❶財産の所有者に補償をしたうえで収

用する、❷開発により所有者享受できる利益を

金銭的に算定し、その金銭額を収用する、❸政

府による公共の安全や保護、便益を受けるとい

う暗黙の了解のもとに、課税の手法により私有

財産を収用する。裁判所は、これら 3 つの手法

をいずれによる場合も、連邦憲法修正 5 条の正

当な補償を条件に公用収用をすることを求める

規定が適用になるとする。言いかえると、公用

収用と課税は、補償が明示的か暗示的かは別と

して、私有財産を公共の用に供する場合には補

償が必要であるという意味で、同じ憲法的な基

盤のもとにあるとする〔Territory of Utah v. 

Daniels,22 P.159,at 162(Utah 1889)〕。

【図表 3】 公用収用と課税との分離を指摘する連邦裁【図表 3】 公用収用と課税との分離を指摘する連邦裁
判所の初期の判例判所の初期の判例

① 1819 年の判例
　 　連邦最高裁判所のマーシャル首席判事（Chief 

Justice Marshall）は、1800 年代初期の有名

なマカロック 対 メリーランド事件判決で、「国

民や国民の財産に課税する権限はまさに政府の

存続に不可欠なものであり、政府は合法な限り

適用対象を最大限まで広げて課税権を行使する

ことができる。この権限の濫用を抑止する唯一

の手段は政府の機構自体にある。立法府は有

権者を代表して課税を行っている。このこと

が、誤った、抑圧的な課税に対する十分な抑止

になるとする決まりになっている 〔McCulloch 

v.Maryland,17 U.S.(4 Wheat.) 316,at 428 

(1819)〕。

② 1880 年の判例
　 　連邦最高裁判所は、1819 年のマカロッ

ク（McCulloch）判決からおおよそ 60 年後

に、マーシャル判事の判断を再確認する形

で、次のように判示した。「憲法上、課税

は、いかに厳しいものであるとしても、公的

目的で行われているものであり、公用のため

の私有財産を収用することとは〔異なる〕。」

〔County of Mobile v.Kimball,102 U.S.691,at 

703(1880)〕。

③ 1904 年の判例
　 　連邦最高裁判所は、「憲法が連邦議会に付与

した課税権を連邦憲法修正 5 条から導き出す

ことを制限することができない」と判示した

〔McCray v.United States,195 U.S.27,at 64 

(1904)〕。

④ 1916 年の判例
　 　1913 年の税制改正法である歳入法（Revenue 

Act of 1913）〔実際には、関税法（Tariff 

Act）に所得課税の規定を挿入する改正」〕は，

関税率引下げによる歳入損を補うことが狙いで

あった 15。言いかえると、必ずしも多額の歳入



Ⅳ��公用収用と課税との関係をめぐる州と連
邦の裁判所の姿勢の乖離をみる

　アメリカ連邦における近代的な租税制度は、

間接税（indirect tax）、つまり消費者として取

引を通じて間接的に負担する租税、の導入を認

めた 1788 年の連邦憲法の批准、制定に始まる。

その後、1913 年の連邦憲法修正第 16 条の批准、

制定により、連邦は、納税者が得た所得に応じ

て税を負担する直接税（direct tax）である所

得税の導入を認められた。

　連邦最高裁は、こうした連邦の租税制度の変

遷を認識しながらも、初期の判決から、一貫し

て公用収用と課税とはその理論的な基盤を同じ

52 国民税制研究　№ 6（2020） 

【論説】財産権の保障と課税の限界～アメリカ法を手掛かりに

を期待したものでではなかった。連邦議会は、

所得課税をする 1913 年歳入法を、憲法修正 16

条を根拠に制定した。言いかえると、諸州に配

分することや国政調査によらずに所得税を課す

ことを制限した憲法 1 条各号に規定する要件な

どにはふれずに、制定した。

　 　1913 年所得税法の違憲性を問うたブラッ

シュバー 対 ユニオンパシフィック鉄道会社事

件〔Brushaber v.Union Pac.R.R.Co.,240 U.S. 

1 (1916)〕において、原告（ブラッシュバー／

以下「原告 B」または「B」という。）は、被告

であるユニオンパシフィック鉄道会社（以下「被

告 UP 社」または「UP 社」という。）の株主である。

本件において、原告 B は、被告 UP 社が 2013 年

法に基づいて課される所得税（以下「2013 年

所得税」という。）を納付するのを差し止める

ように求めて裁判所に提訴した。原告 B は、理

由として、1913 年所得税は、連邦憲法修正 5

条〔何人も、・・・法の正当な手続によらずに、

生命、自由または財産を奪われることはない。

何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の

用のために徴収されることはない。〕に違反す

ることをあげた。加えて、議会は、諸州に配分

することや国政調査によらずに所得税を課すこ

とを禁止する憲法 1 条 9 項 4 号に違反すること

をあげた。

　 　連邦最高裁は、8 対 0 の判決で、次のような

理由をあげて、1913 年所得税は、合憲である

とした。❶連邦憲法修正 5 条は、憲法が連邦議

会に附与した課税権を制限する規定ではない。

したがって、政府が課税することに対しては、

修正 5 条の正当な手続を経ないで財産を収用す

ることを禁止する規定には抵触しない。❷また、

法人が自らに課された義務に基づいて、補償な

しに、他人が税の納付についてその支払の源泉

において所得を徴収しているとしても、法の正

当な手続を否定しているとはいえない。❸憲法

修正 16 条の成立により、議会が諸州に配分す

15  アメリカ合衆国憲法は，1条で、連邦に間接税を課す権限を与えているが，直接税を課す権限を制限している（1

条 2項 3号・1条 8号 1号・1条 9項 4号）。こうした制限は、1913 年に修正 16 条によって連邦憲法が改正され、
連邦に直接税を課す権限が認められるまで継続していた。このため、それまでの所得課税は，戦費調達等を
目的とする臨時的・例外的に実施されたくらいである。南北戦争の戦費調達を狙いに所得に対する課税が提
案され，1861 年に最初の連邦所得税法が可決されたのは一例である。その後も，1894 年に連邦議会で所得課
税法が可決・成立した。しかし、翌1895年に、連邦最高裁は、ポロック 対 農場経営者貸付信託会社事件〔Pollock 
v.Farmer's Loan and Trust Company,157 U.S.429,158 U.S.601(1895)〕」判決で、この 1894 年所得課税法を
違憲と判断した。連邦では、このポロック判決を変更するねらいで憲法を修正しようとする機運が高まった。
1912 年の大統領選挙では、3 人の候補者のいずれもが連邦所得税の導入を訴えた。また、1913 年 2 月に、連
邦に所得税を導入する憲法修正第 16 条案は、必要とされる 4分の 3の州により批准された。1913 年に成立し
た憲法修正 16 条は、「連邦議会は、いかなる源泉から生じるものであっても、各州に比例配分することなく、
かつ、人口調査または人口算定によることなしに、所得に対する税を賦課し徴収する権限を有する。」と規定
する。この修正条項により、議会は諸州の配分することや国政調査によらずに所得税を課すことができるよ
うになった。See,W.Elliot Brownlee,Federal taxation in America:A short history,at 9-46(C.U.P.,1996).

ることや国政調査によらずに所得税を課すこと

を禁止する憲法 1 条 9 項 4 号の規定を遵守しな

いで課税したとしても違憲とはいえない。後法

（修正 16 条）は、前法（憲法 1条 9項 4号など）

に優先する。

⑤ 1924 年判決
　 　連邦最高裁判所は、「議会の課税権は、非常

に広範である。納税者の分類が、合理的に行

われており、恣意的かつ気まぐれ（arbitrary 

and capricious）ではない限り、修正 5 条

は適用されない」、と判示する〔Barclay & 

Co.v.Edwards,〔206 U.S.442,at 450 (1924)〕。

⑥ 1934 年判決
　 　連邦最高裁判所は、連邦憲法修正 5 条が適用

になり、税法が違憲と判断されるには、たん

に恣意的かつ気まぐれなであるというだけでは

不十分である。言いかえると、修正 5 条とぶつ

かり違憲と判断されるのは、極めて「稀で、特

別な事例（rare and special instances）」に

限られる 〔A.Magnano Co.v.Hamilton,40,at 44 

(1934)〕
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くするものではない、との姿勢を維持してきて

いる。これは、公用収用（taking）と課税（taxing）

の類似性に着眼し、課税を憲法の公用収用の土

俵のうえで論じようとする初期の州裁判所の姿

勢とは対照的といえる。

　こうした公用収用と課税との関係についての

州裁判所と連邦裁判所（連邦最高裁）との姿勢

の違いは、その後も変わっていない。この点に

ついては、次の裁判例を見ればわかる。

　このアルコ駐車場会社 対 ピッツバーグ市事

件（1973 年、1974 年）判決（以下「アルコ駐車

場会社事件」ともいう。）からわかることがある。

それは、公用収用と課税の関係について、州最

高裁判決と連邦最高裁判決は、まったく相容れ

ない姿勢を取っていることである。アルコ駐車

場会社事件は、課税（taxing）と公用収用（taking）

との異同をめぐるさまざまな課題があることを

学ぶには最良の教材に一つといえる。

１ 問われる政策増税と公用収用

　まず、「課税（taxing、taxation）」は、本来

的には、国家（連邦、州、地方団体など）が公

的財政収入（public revenue）を得ることが目

的であった。ところが、国家は、次第に課税を

政策実現の目的に利用するようになっていった。

例えば、市民の健康を護るために、酒類に高率

で課税をする例をあげることができる。また、

同じ理由で、マーガリンやソフトドリンクに課

税する例もある。さらには、地球環境を保全す

るために環境にやさしくないレジ袋に課税する

例もある。こうした例では、課税（税制）ある

いは規制税（regulatory taxing、regulatory 

taxation、regulation by taxation）を利用し

て特定の政策を実現することが目的である 16。

言いかえると、必ずしも公的財政収入を得るこ

とが本来の目的ではない。わが国では、「政策税

制、政策課税」とも呼ばれる。

　政策税制または政策課税は、増税（tax increase）

の場合もある。つまり「政策増税」である。しかし、

多くの場合は、減税（tax reduction）、つまり

「政策減税」である。政策減税は、税制を通じて

【図表 4】 公用収用と課税との関係：州と連邦の裁判【図表 4】 公用収用と課税との関係：州と連邦の裁判
所の姿勢の違いをみる所の姿勢の違いをみる

【アルコ駐車場会社 対 ピッツバーグ市事件（1973
年、1974 年）】
①州裁判所の判決
　 　ペンシルべニア州ピッツバーグ市（被告）

は、市条例で、民間の駐車場会社（原告）の市

外住民利用料金に対し 20% の税率で取引高税

（gross receipts tax）を課した。原告は、こ

うした高率で課税する市条例は、民間駐車場経

営事業者に対して不合理に高額かつ不当な負担

を負わせ、事業から撤退させることが狙いであ

り、連邦憲法修正 14 条の法の正当な手続およ

び正当な補償なしの収用ならびに州憲法 8 条 1

項の統一課税（uniformity of taxation）原則

に抵触し、違憲であるとして裁判所に訴えた。

州下級裁判所は原告の訴えを認めなかった。し

かし、ペン州最高裁は、売上高に 20% の高率で

課税をする市条例は、不合理に高額かつ不当な

負担を負わせ、民間の駐車場事業者が利益をあ

げて事業経営を続けることを困難にするか、ま

たは利益率を低下させ、低料金の同市の駐車場

公社（Parking Authority）と競争できなくす

ることにつながり、法の正当な手続を欠いた補

償なしの私有財産の収用にあたり違憲である、

と判断した。〔Alco Parking Corp.v.City of 

Pittsburgh 307 A.2d 851,at 864 (Pa.1973)〕

②連邦最高裁の判決
　 　州最高裁で敗訴したピッツバーグ市（被告）

は、連邦最高裁判所（U.S. Supreme Court）に

上告して、合衆国最高裁規則第 22 および第 23

に基づき、ペン州最高裁（下級裁判所）の知事

令は合憲である決定を再審査、破棄するように

求め、移送命令請願書（Petition for writ of 

certiorari ）を連邦最高裁に提出した。連邦

最高裁は、移送命令を認めた。そのうえで、州

外住民の駐車業利用料金売上高に 20% の高率で

16  See,Eduardo M.Penalver,〝Regulatory Taxings,〟104 Colum.L.Rev.2182(2004). なお、Penalver 論文では、

TaxingとTakingの関係について、正義論（theories of justice）の視角から興味深い分析をしている。しかし、
本稿では、裁判例の分析に傾注することとし、正義論には深く立ち入らない。

課税をする市条例は、不合理に高額かつ不当な

負担を負わせるものではなく、民間の駐車場事

業者が利益をあげて事業経営を続けることを困

難にするか、または利益率を低下させ公的駐車

場企業体と競争できなくすることにつながると

しても、法の正当な手続を欠いた補償なしの私

有財産の収用にはあたらず、違憲無効ではない、

と判断した。〔Alco Parking Corp.v.City of 

Pittsburgh 417 U.S.369,at 373(1974)〕



歳出をするに等しいことから、「租税歳出（tax 

expenditures）」とも呼ばれる 17。また、直接歳

出とは異なり年次の予算に盛られない形で歳出

することになることから裏口歳出（back door 

spending）とも呼ばれる。

　アルコ駐車場会社事件は、一種の「政策増

税」、「規制増税（regulatory tax increase）」

にあたる、とみてよい。つまり、駐車場会社の

市外住民によるパーキングサービスの利用料金

にかかる売上高に 20％の税率で取引高税（gross 

receipts tax）を課すことで、市外住民が車輛

でピッツバーグ市内に入るのを規制し、公共交

通機関の利用を促し、交通混雑や大気汚染など

の改善を目的とした規制税である。租税理論的

には、事業者が負担する 20％の取引高税は、駐

車場サービスの利用者／消費者である市外住民

への転嫁が予定されている。ただ、公営の駐車

場企業（ピッツバーグ市の駐車場公社）の 1 日

利用料金が 2 ドルなのに対して、民間の駐車場

会社の駐車場の 1 日利用料金は 3 ドルである。

このことから、民間事業者は、20％の取引高税

を利用料金に上乗せし、消費者に確実に転嫁で

きるかどうかは定かではない。

　ペン州最高裁は、売上高に 20％の高率で政策

的に課税をする市条例は、不合理に高額かつ不

当な負担を負わせ、民間の駐車場事業者が利益

をあげて事業経営を続けることを困難にするか、

または利益率を低下させ、低料金の同市の駐車

場公社（Parking Authority）と競争できなくす

ることにあるとみた。そして、こうした政策増

税は、法の正当な手続を欠いた補償なしの私有

財産の収用にあたり違憲である、と判断した。

　これに対して、連邦最高裁は、本件のような

州が実施する規制増税／政策課税は、州の警察

規制権限（police power regulations）に基づ

いて実施しているとみる。したがって、正当な

補償を要する公用収用とは別物とみる。

　連邦最高裁の姿勢をみると、修正 5 条に規定

する法の正当な手続を使って立法府の課税権に

制限を加えるのは容易ではないことがわかる。

むしろ、正当な補償なしでの私有財産の収用で

あると訴えて保護の扉をこじ開けていくより道

はないともいえる。

　もちろん、課税または租税立法は、公用収用

規定との関係において違憲性を問うのも、かな

り至難である。とは言っても、まったく不可能

というわけではない。課税または租税立法が、

恣意的（arbitrary）」または「濫用的（abusive）、

「不合理（irrational）」に行われていると判断

される場合には、正当な補償なしの公用収用に

あたるとの判断が得られる。言いかえると、そ

う判断されない場合には、合憲となる。この点

については、次のような先例で確認できる。

２  問われる政府規制による財産権の利用制
限と公用収用

　現代のアメリカ法上、連邦憲法で「正当な補

償（just compensation）」の対象となる「収用」

には、大きく分けると、次の 2 つの種類がある

と解されている。　
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【図表 5】 規制増税が恣意的、濫用的として違憲性を【図表 5】 規制増税が恣意的、濫用的として違憲性を
問われた事例問われた事例

① 連邦最高裁は、1919 年児童労働税法（Child 

Labor Tax Law of 1919）を、連邦議会が連邦憲

法 1条 8項 1号で認められた法律で租税権限を偽

装し、実際には児童労働を使った雇用主を処罰す

る不適切な目的で制定しているとし、違憲と判

断した〔Bailey v.Drexel Furniture Co.(Child 

Labor Tax Case),259 U.S.20 (1922)〕。

② ワシントン州内で販売されるマーガリンをはじ

めとしたバター代用品に 1 ポンドあたり 15 セ

ントを課すワシントン州個別消費税の合憲性が

争われた。連邦最高裁判所は、租税であるため

にはその税収が公的目的に使われることが要件

であるとの見解を示したうえで、州のバター代

用品への課税の目的は酪農産業を保護する政策

増税であるとしても、租税にあたり、違憲では

ないと判断した。連邦最高裁は、次のような判

断理由をあげた。❶連邦憲法修正 14 条や修正

5条の法の正当手続条項（Due Process of Law 

Clause）は、州にも適用される。❷州の税法が、

もはや課税権とはいえないような恣意的な場合

で、財産の収奪にあたるときには、これら法の

正当手続条項に抵触することになる。❸しか

し、本件で問われた州のバター代替品への個別

消費税は、こうした違憲な課税にはあたらない

〔Magnano Co.v.Hamilton,292 U.S.0 (1934)〕。

17  租税歳出、租税歳出予算についての邦文による研究としては拙論「租税歳出概念による租税特別措置の統制」

石村耕治『アメリカ連邦税財政法の構造』（法律文化社、1996 年）第 2章参照。
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【図表 6】 憲法の「正当な補償」の対象となる「公用収用」【図表 6】 憲法の「正当な補償」の対象となる「公用収用」
の種類の種類

①私有の現物資産の公用収用
　 　政府が私人の現物財産を物理的（physical 

taking）／強制的（compulsorily）に取得す

る行為（eminent domain ／公用収用）である。

「actual takings」、「physical takings」ともいう。

②政府規制による公用収用
　 　 「政府規制による公用収用（regulatory 

takings）」とは、政府が、私人の現物財産の物

理的な移転を求めるものではないが、公共利用

の名のもとに政府規制（regulations）により

財産所有者に強制収用と同視できる程度の経済

的利益を犠牲にするように求めている場合であ

る。この場合、政府の規制（regulations）ま

たは行政の行為／作為（actions）もしくは不

作為（inaction）を、その所有者の私有財産

の実質的な公用収用を伴う財産権の侵害とみ

て、正当な補償の対象とするわけである。①

「actual takings」と対比においては、「みなし

収用（constructive takings）」ともいえる 18。

ちなみに、連邦最高裁が呈示する「政府規制に

よる公用収用」にあたるかどうかの判断基準は、

時代とともに次のように推移している。
　❶�連邦最高裁 1922 年ペンシルべニア石炭会社

事件判決：「政府規制による公用収用の法理」
と「行き過ぎ基準」

　　 　政府規制による公用収用の法理（doctrine 

of regulatory takings）は、1922 年のペン

シルべニア石炭会社 対 マホン事件連邦最高

裁判決〔Pennsylvania Coal Co.v.Mahon, 260 

U.S.393(1922)〕においてはじめて登場した。

本件において、ホームズ判事（Justice Homes）

は、規制が「行き過ぎる（It goes too far）」

と機能的には公用収用と同等に取扱わなけれ

ばならなくなる、との判断を示した。

　　 　本件判決が出された 1922 年前は、政府規

制は政府の警察規制権（police power）を根

拠とするものであり、物理的な私有財産の奪

取または占有などが伴わない場合には、正当

な補償の対象となる公用収用にはあたらない

とされていた。

　　 　本件では、「政府規制による公用収用」に

あたるかどうかを判断する基準として、「行

き過ぎ（goes too far）基準」を示した 19。

18  わが国でも、日本国憲法 29 条 3 項の〔損失補償〕規定の適用・解釈において、❶公用制限（公共の福祉の増

進という積極的目的の制限）と❷警察制限（公共の安全・秩序の維持という消極目的の制限）に分け、❶に
ついては補償が必要であるが、❷については必要がない、とする見解がある。樋口陽一ほか著『憲法 II（注
釈法律学全集（2））』（青林書院、1997 年）246 頁参照。もっとも、❶と❷に峻別するのは至難とする見解もある。
塩野宏『行政法 II〔行政救済法〕（第 4版）』（有斐閣、2005 年）330 頁以下参照。

19  判決を書いた当時の自由放任主義経済の流れのなかで、財産価値の減少で公用収用かどうかを判断する財産

価値の減少基準（diminution in value test）を提示したとする見方もある。

しかし、行き過ぎ（goes too far）かどうか

を客観的に測ることは難しく、不確定な基準

（vague standard）といえる。その中身は、

具体的な判決の蓄積を通じて固めていく必要

があった。政府規制による公用収用の法理は、

その後、1930 年代の司法消極主義の到来と

ともに、時代の波に埋もれてしまった。
　❷�連邦最高裁 1978 年ペンセントラル輸送会社

事件判決：「特別要素基準」 
　　 　再度、政府規制による公的収用（regulatory 

takings）の法理が登場するのは、1978 年の

ペンセントラル輸送会社（ペンセントラル

社／ PC 社） 対 ニューヨーク市（NY 市）事

件判決〔Penn Central Transportation Co. 

v.New York City 438 U.S.104 (1978)〕まで

待たなければならなかった。本件では、NY

市が条例で歴史的建造物を保全するための

再開発計画を規制しており、同市の保全委員

会が PC 社のグランドセントラルターミナル

の再開発計画が認められなかったことから、

PC 社が NY 市の規制は実質的な公用収用にあ

たるとして正当な補償を求めたものである。

連邦最高裁は、PC 社は再開発を認められな

いとしても、列車の運行には障害がなく失

うべき利益もないとして PC 社の訴えを認め

なかった。本件で、連邦最高裁は、1922 年

に示した「行き過ぎ（goes too far）基準」

に代わり、「特別要素基準（ad hoc  factors 
test）」（「複合基準（multi-part test）」と

もいう。）を提示した。この基準では、その

事案に「本質的な特別要素（essentially ad 
hoc  factors）」を抽出し、それらの基準（ad 
hoc  test）をもとに、規制か公用収用かを判

断することになる。しかし、この基準も、司

法に余りにも幅広い裁量を付与するなどの不

確定性（indeterminacy）が指摘され、司法

には当事者にもっとわかりやすい判断基準の

提示が求められた。
　❸ �1980 年代に連邦最高裁が示した「当然の公

用収用基準」
　　 　その後、連邦最高裁は、政府規制が財産

の永続的かつ物理的な侵害を伴う場合に

は、当該財産の「当然の公用収用（per se  
taking）」にあたる、との判断を示している。

つまり、政府規制による公用収用（regulatory 



　アメリカは、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の感染爆発（パンデミック）ワ

オーズのさなかにある、ニューヨーク州やカリ

フォルニア州をはじめとしたアメリカのパンデ

ミック（感染爆発）封じの州知事令（lockdown 

closure order）では、接触感染拡大を防ぐため

に、不要不急業務（ノンエッセンシャルビジネ

ス／ non-essential business）に営業禁止（休

業／一時閉鎖）を求めている。対象は、リアル（実）

キャンパス型の学校（オンライン遠隔授業を除

く。）、レジャー施設やレストランなどからリア

ルの弁護士事務所業務（オンライン遠隔法務サー

ビスを除く。）まで多岐にわたる。

　その一方で、都市封鎖の知事令では、生活不

可欠業務（エッセンシャルビジネス／ essential 

business）の営業継続を命じている。パンデミッ

ク時のライフインフラ／ライフラインを維持す

るためである。対象は、生活必需品を製造する

企業やそれらを販売するスーパーマーケット、
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takings）にあたるかどうかは、当然の公

用 収 用 基 準（per se taking test） に よ

る と し た〔See,e.g .Hendel v.Irving,481 
U.S.704,at 717-18(1987)〕。

　❹ �1990 年代に連邦最高裁が示した「公用収用
に匹敵する程度の経済的利益の犠牲を求めて
いるかどうかの基準」

　　 　連邦最高裁は、土地の所有者に対しその

土地のあらゆる経済的な利益を犠牲にする

ように求める政府規制は、連邦憲法修正 5

条に定める公用収用にあたるとする判断基

準、いわゆる「総体基準（total takings 

test）」、を提示した〔See,e.g .,Lucus v.South 
California Coastal Council,505 U.S.1001 

(1992)〕。この基準は、広い意味では、前記
❸の「当然の公用収用（per se  taking）」に

含まれる。
　❺  1990 年代以降に連邦最高裁が示した土地利

用規制としての強制徴収にかかるノーラン／
ドーラン基準：「本質的関連性／おおよその
均衡性基準」

　　 　アメリカでは、自治体が土地の利用につい

て強いゾーニング規制（土地利用圏域設定）

を課している 20。多くの自治体は、ⓐ貧困層

を排除するためのゾーニング（exclusionary 

zoning）に加え、ⓑ貧困層対策のためのゾー

ニング（inclusionary zoning）を条例で

実施している。ⓑ貧困層対策のためのゾー

ニングでは、土地開発にあたり、一定の比

率の低所得者向けの手ごろな価格の住宅

（affordable housing）の供給またはこれに

代わる負担金の支払（cash payment）などを、

開発許可条件としていることが少なくない。

こうした開発許可条件として課す「強制賦課

（exaction）」は、連邦憲法修正 5 条にいう公

用収用（taking）にあたるかどうかが問われ

てきた。

　　 　連邦最高裁は、政府（自治体）が開発許

可条件として課す「強制賦課（exaction）」

は、その社会的開発コストと本質的関連性

（essential nexus）〔Nollan v.California 

Coastal Commission 483 U.S.825,at 837-

39 (1987)、およびおおよその均衡性（roughly 

proportionality）〔Dolan v.City of Tigard, 

512 U.S.374(1994)〕を有しなければならない

〔Koontz v.St.Johns River Water Management 

District,570 U.S.595,at 599(2013)〕との基

準を提示している。一般に「ノーラン／ドーラ

ン基準（Nollan ／ Dolan test）」または「本質

的関連性／おおよその均衡性基準（essential 

nexus ／ roughly prop- ortionality test）

と呼ばれる。自治体が課した土地開発許可条

件が、ノーラン／ドーラン基準を充たさない

強制賦課（exaction）であると判定されれば、

違憲的条件設定禁止の法理（unconstitutional 

conditions doctrine）21 に抵触する。当該土

地開発許可条件は、連邦憲法修正 5 条に違反

する政府規制による公用収用（regulatory 

taking）にあたるとされ、自治体は正当な補

償（just compensation）をするように求めら

れる。

20  一般に、アメリカの「政府規制による公用収用（regulatory takings）」について、わが国では、各州の下位

にある地方団体／自治体による土地利用規制の観点から数多くの紹介がされている。寺尾美子「アメリカ土
地利用計画法の発展と財産権の保障（１）」法学協会雑誌 100 巻 2 号（1983 年）、福永実「アメリカにおける
土地利用規制と財産権保障（１）（完）」早稲田政治公法研究 70 号・71 号（2002 年）、福永実「土地利用規制
に対する損失補償の要否：判断基準の日米比較」PRI Review 25 号（2007 年）58 頁以下参照。

21  アメリカ法では、違憲的条件設定禁止の法理（unconstitutional conditions doctrine）【政府は、規制や許

認可をする際に、相手方に対して憲法で保障される権利を行使しない旨を条件とすることを禁止するルール】
が確立していることから、デベロッパーは、自治体の開発許可条件が連邦憲法修正 5 条に違反する行政規制
による公用収用（regulatory takings）にあたると信じる場合には、「正当な補償」を求めて司法に訴えるこ
とが多い。
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宅配ビジネスなどから、疫病感染者を含む患者

の受入れ／治療をする病院や医療機関、医薬品

製造会社などまで多岐にわたる。とりわけ、新

型コロナウイルス感染症封じの都市封鎖知事令

（COVID-19 Closure Governor Executive Order）

においては、公私の病院や保健医療機関、医薬

品製造会社などに新型コロナウイルス患者の受

入れ／治療、それに必需な物資の生産を強制的

に命じている。

　パンデミックで都市封鎖令があり、公共の用

に仕えよとのことで民間の病院や保健医療機関

が感染者を受け入れ治療をするとする。しかし、

どの病院や医療機関にも、物理的、物的、人的資

源には限りがある。このため、新規患者の診療停

止や急ぎでない手術の抑制、院内感染対策など

で、過度な負荷がかかる。「伝染病治療隔離病棟

（pesthouse）」との風評被害も避けられない。結

果として、多額の営業損失も懸念される。連邦や

州政府からの財政措置だけでは補えず、当然、経

営に赤信号がともり、経営破綻も懸念される。

　この場合、公共の用に仕えた民間病院その他

の保健医療機関は、都市封鎖令が強制収用と同

視できる程度の経済的利益の犠牲を求めたこと

を理由に、都市封鎖令を出した首長を相手に、

裁判所に対して、連邦憲法修正 5 条および修正

14 条を典拠に「正当な補償」を求めるのも一案

である 22。

　ただ、この場合、裁判所は、都市封鎖令に

基づく営業継続は、州の警察規制権（police 

power）を根拠に、私人の事業の所在場所に規制

（私権制限）を加えているだけであるとし、補

償救済に消極的姿勢を取ることが想定される。

言いかえると、憲法に基づいて原告の私有財産

に対して州の公用収用権（power of eminent 

domain）を行使しているわけではない、と判断

する可能性が強い。また、都市封鎖知事令は、

住民の健康を護り生命を救うことが目的であり、

したがって、補償を必要とする収用を目的とす

るものではない、と判断する可能性がある。さ

らには、封鎖令は、そもそも私有財産の破壊や

損害を与えることを意図するものではないので、

公用収用にあたらないと判断する可能性もある。

以上のような想定からもわかるように、裁判

所、とりわけ連邦最高裁判所の裁判例の動向を

分析すると、警察規制権を根拠とした政府規制

により私人が被った財産上の損失に対して憲

法上の正当な補償を求めるのは、概して容易

ではない。この背景には、連邦憲法の公用収

用条項（Takings Clause）の適用・解釈をめ

ぐる政治哲学上の支配的な考え方の影響があ

る。つまり、憲法上の私有財産権の保障をより

相対的なものとみて、政府規制により私有財産

をできるかぎり容易に公共の用に供するのが現

代社会にマッチしているとするリベラルな考え

方（liberalism）あるいは大衆迎合立憲主義

（popular constitutionalism）が支配的な現実

がある 23。

　もちろん、連邦最高裁の判決によっては、「原

意主義（originalism）」（合衆国憲法の意味は

時代とともに変化することはないという保守

的な政治哲学）を持つ「保守／リバタリアン

（conservative-libertarian）」の判事の考え方

がストレートに反映された判断もないわけでは

ない。例えば、超保守派のアントニン・スカリ

ア連邦最高裁判事（Justice Antonin Scalia）

は、合衆国憲法が定める私有財産権の保障を絶

対的なものとみる。そのうえで、私有財産の所

有者に対して政府規制によって正当な補償なし

に強制収用と同視できる程度の経済的利益の犠

牲を求めるのは、違憲な政府規制のよる収用

（regulatory taking）にあたるとする 24。

　政策税制（regulatory taxings）とりわけ政

22  石村耕治「アメリカのパンデミック対策と損失補償訴訟」獨協法学 112 号（2020 年）参照。
23  「大衆迎合立憲主義（popular constitutionalism）」とも呼ばれる。See,Lee J.Strang,〝Originalism as 

Popular Constitutionalism?:Theoretical Possibilities and Practical Differences,〟87 Norte Dame L. 
Rev.253(2011).

24  See,e.g .,Lucas v.S.C.Coastal Council,505 U.S.1003(1992). 本件（Lucas ／ルーカス事件）では、超保守

派のアントニン・スカリア連邦最高裁判事（Justice Antonin Scalia）が多数意見を書いた。すでにふれた
ように、Lucas 事件で、スカリア判事は、「総体基準（total takings test）」を提示し、自治体が条例で公益
利用の名のもとに財産所有者のすべての経済的利益利用を犠牲にするように求めている場合には、正当な補
償を要する公用収用にあたる、と判断した。ちなみに、Lucas 事件最高裁判決後、被告の自治体は、原告から
問題の財産（不動産）を有償で購入し、更地に戻し、海岸線の保全を行っている。



策増税、つまり政府が特定の政策を実現するた

めに課税の手段を選択したことにより、その負

担により納税者が被った財産上の損失に対し憲

法上の正当な補償を求めたとする。この場合、

すでにふれたように、裁判所は、憲法の公用収

用条項（Takings Clause）を適用して納税者を

救済することには、より消極的な姿勢をとる傾

向が伺える。きわめて例外的に、課税が恣意的

方法（arbitrary manner）で行われているとか、

濫用的な方法（abusive manner）で行われてい

る場合に限り、憲法上の正当な補償の対象とな

る可能性がある程度である。

　今日の裁判所は、課税については、税法の制

定において法の正当な手続（Due Process of 

Law）を踏んでいるかどうかを問い、法形式的

な合理性を有する限り、憲法上の公用収用の規

定に基づく納税者からの訴えをほとんど容認す

る姿勢にはない、といえる。言いかえると、特

定個人や企業の財産の国有化政策に課税／税制

を活用するようなことでもない限り、裁判所は、

政府の課税権を制限する狙いで憲法上の公用収

用の規定を適用することはないといえる 25。

Ⅴ�課税と公用収用をめぐる学説や判例の分析

　これまで、アメリカにおける課税と公用収用

の関係について、裁判例を中心に分析してきた。

そこでは、課税と公用収用を一体化して判断し

ようとする姿勢の強い州裁判所と、課税と公用

収用を分離して判断しようする姿勢の強い連邦

裁判所との違いが目立った。

　次に、学説では、課税と公用収用の関係を

どうとらえているのかを点検してみたい。学

問的に課税と公用収用の関係をどうとらえる

かについては、イデオロギー的な対立、また

は政治哲学的な立場の違いが大きく関係して

くる。端的にいえば、保守／リバタリアン的

（conservative-libertarian）な見解とリベラリ

ズム（liberalism）／大衆迎合立憲主義（popular 

constitutionalism）の見解とが交差している。

　保守／リバタリアン的な見解は、自然（財産）

権論（natural property rights theories）と

も呼ばれる。憲法の公用収用規定関係では、故

アントニン・スカリア連邦最高裁判事（Justice 

Antonin Scalia）26 をあげることができる。自然

（財産）権論は、憲法上の公用収用条項（Takings 

Clause）の保守的（conservative）、あるいは反

動的（reactionary）な適用・解釈を通じて、超

過累進課税や社会保障プログラムのような再分

配政策（redistributory policy）に抵抗する 27。

　故スカリア連邦最高裁判事は、司法制度を通

じて保守／リバタリアン的な見解をアナウンス

してきたことで名を馳せている。スカリア判事

は、大学教員や役人、連邦下級審裁判官など

を経て、1986 年にレーガン大統領によって連

邦最高裁判事に指名された。オバマ政権下の

2016 年に 79 歳で死去するまで最高裁判事を務

めた。保守的判決を下すことが多く、「原意主義

（originalism）」（合衆国憲法の意味は時代にと
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【図表 7】 保守またはリバタリアン的な見解とリベラ【図表 7】 保守またはリバタリアン的な見解とリベラ
ルな見解との対比ルな見解との対比

①保守／リバタリアン的な見解
　 　超過累進税率での所得課税や遺産課税

（progressive income taxation,progressive 

estate taxation）や各種の社会保障プログ

ラムのような再分配政策（redistributory 

policy）は、正当な補償なしの私有財産の公用

収用にあたり、憲法に抵触する。単一税率での

所得課税や消費課税（flat taxation）以外は、

ゆるされないとする。

②リベラルな見解
　 　超過累進的な所得税や社会保障プログラムの

ような再分配政策は、正当な補償なしの私有財

産の公用収用にはあたらず、憲法に抵触しない。

むしろ、諸州が採用する小売売上税のような消

費課税、財産税のような単一税率課税は、貧し

い人たちへの逆進課税（regressive taxation）

であり、正当な補償なしの私有財産の公用収用

にあたり、憲法に抵触する。

25  See,Gale Ann Norton,〝The Limitless Federal Taxing Power,〟8 Harv.J.L.& Pub.Pol’y 591(1985).
26   See,e.g .,Lucas v.S.C.Coastal Council,505 U.S.1003(1992).
27  See,e.g .,〝The Natural Property Rights Straitjacket:The Takings Clause,Taxation,and Excessive 

Rigidity,〟51 U.C.Davis L.Rev.1351(2018).
28  スカリア判事は、一貫して人工中絶と同性愛者の権利拡大に猛烈に反対した。企業利益を重視し、死刑制

度の信奉者でもあった。アウトスポークンで、オバマ大統領の医療保険改革案／オバマケア（Obamacare ／
ACA==Affordable Care Act）に嫌悪感を示し、「jiggery-pokery（いかさま）」や「pure applesauce（ナンセ
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もない変化することはないという保守的な政治

哲学）28 の信奉者であった 29。トランプ政権の

誕生後、故スカリア判事の後釜人事を含め裁判

官の政治的な入替えを通じて、連邦最高裁判所

では、保守／リバタリアン的な考え方が勢いを

増しているとの指摘もある。

　 以 下 に、 憲 法 の 公 用 収 用 条 項（Takings 

Clause）の適用・解釈をめぐり、保守／リバタ

リアン的（conservative-libertarian）な見解

とリベラリズム（liberalism）／大衆迎合立憲

主義（popular constitutionalism）の見解が対

立する２つの事例を取り上げて、分析する。

１　 超過累進課税は富裕な納税者の財産権を
侵害し違憲か

　すでにふれたように、保守／リバタリアン

的（conservative-libertarian） な 見 解 で

は、超過累進的な所得税（progressive income 

taxation） や 遺 産 税（progressive estate 

taxation）は、正当な補償なしでの政府規制によ

る公用収用（uncompensated regulatory takings）

にあたり、連邦憲法修正 5 条の公用収用条項

（Takings Clause）に抵触するとみる 30。リチャー

ド A. エプステイン（Richard A.Epstein）教授が

よく知られた存在である 31。

　エプステイン教授は、「原意主義（origi- 

nalism）」（合衆国憲法の意味は時代にともない

変化することはないという保守的な政治哲学）

を信奉する論者である。アメリカは時代ととも

に解釈が変わる憲法（living constitution）を

持つ国家であるとする学者とは一線を画す論

者である 32。とりわけ、エプステイン教授は、

超過累進課税を基調に富の再分配を当然視す

る「福祉国家（welfare state）」の憲法適合性

（constitutional legitimacy）に対し強く異議

を唱える。合衆国憲法が制定された当時、超過

累進課税は想定されていなかったとする。加え

て、西欧社会において貧富の差を是正するのは、

伝統的に「慈善（charity）」が担ってきており、

こうした伝統を重んじるとすれば、超過累進課

税、さらに労働法制や救貧法制などによる政府

規制を強化すべきではないとする 33。

 こうした原意主義論者（originalists）によ

    ンス）」と呼んだりもした。2020 年 9 月 1 日に 86 歳で死去した故ギンズバーグ（Ruth Bader Ginsburg）判

事の後任に、トランプ大統領が指名したのが、故スカリア判事のもとで連邦最高裁調査官を務めていた、カ
トリック教徒で、筋金入りの超保守のエイミー・バレット（Amy Coney Barrett）第７巡回区連邦控訴裁判所

（Seventh Circuit U.S.Court of Appeals）判事である。トランプ大統領は、バレット判事に、全米各地で
起こされているオバマケア訴訟、人工妊娠中絶法訴訟、銃規制法訴訟などで、連邦最高裁が〝違憲判断〟を
下す多数派の一人となることへの期待を込めて、同判事を指名している。See,Rebecca Klar,〝Pelosi slams 
Republicans for trying to ‘undo’ Affordable Care Act through Trump Supreme Court nominee,〟 2020 
WL 5746519 (September 27,2020). ちなみに、バレット判事は、ノートルダム大学法科大学院修了、故スカリ
ア判事のもとで連邦最高裁調査官を経験し、ノートルダム大学法科大学院教授を務めていた折に、トランプ
大統領に見いだされ、2017 年に連邦控訴裁判所判事に指名され、連邦議会上院に承認を得てその職に就いた。
バレット判事の宗教観に基づく法解釈、原意主義（originalism）の法解釈は、かねてから法学界でも注目を
浴びている。See,e.g .,Ryan M. Proctor,〝Catholic Judges Have No Obligation to Recuse Themselves in 
Capital Cases,〟42 Harv.J.L.& Pub.Pol’y 309 (2019).

29  See,Lee J.Strang,〝Originalism’s Promise,and Its Limits,〟63 Clev.St.L.Rev.81(2014);See,Lee J.Strang,

〝Originalism as Popular Constitutionalism?:Theoretical Possibilities and Practical Differences,〟87 
Norte Dame L.Rev.253(2011).

30   租税の法的定義や超過累進課税について詳しくは、石村耕治編『現代税法入門塾（第 10 版）』（清文社、2020 年）

26 頁以下参照。
31  See,Richard A.Epstein,Takings,Private Property and the Power of Eminent Domain (Harvard U.P., 

1985). リチャード・A・エプステイン著／松浦好治訳『公用収用の理論―公法私法二分論の克服と統合』（木鐸社、
2000 年）。エプスタイン教授は、1943 年生まれ、シカゴ大学などで教鞭をとった後、現在ニューヨーク大学ロー
スクール教授を務める。レーガン大統領時代の 1984 年に、保守派シンクタンクのヘリテイジ基金（Heritage 
Foundation）は、エプスタイン氏を連邦最高裁判事候補に推奨した。また、エプスタイン氏は「フェデラリスト・
ソサエティ（Federalist Society）」のような右派の法学生団体には、保守の論客として人気がある。その一方で、
リベラル派、人権擁護派の法学者からは、「マルサス派憲法（Malthusian constitution）」などとやゆされ異
端視される。See,Thomas C.Grey,〝The Malthusian Constitution,〟41 U. Miami L.Rev.21(1986).

32  See,Calvin R.Massey,〝Takings and Progressive Rate Taxation,〟20 Harv.J.L.& Pub.Pol’y 85(1996).



ると、課税については、憲法の公用収用条項

（Takings Clause）とぶつからない形でゆるされ

る唯一の方法は、「単一税率課税／比例税率課税

（flat rate tax）」、つまり単一税率所得課税（flat 

rate income tax）や単一税率消費課税（flat 

rate consumption tax）であるとする 34。

　連邦最高裁判所は、これまで超過累進税率で

の所得課税は正当な補償なしの公用収用にあた

り連邦憲法修正 5 条に違反するかどうかについ

ては明確な判断は下していない 35。むしろ、議

会の課税権に対する司法統制には極めて消極的

な姿勢を貫いてきている。もちろん、ごく限ら

れた人たちの私有財産をターゲットに課税の手

法を用いて収奪することは、法の正当な手続条

項（Due Process of Law Clause）や平等保護

条項（Equal Protection Clause）に抵触する、

さらには正当な補償なしの公用収用にあたり連

邦憲法修正 5 条の公用収用（Takings Clause ／

Just Compensation Clause）に違反する、と解

すことができる。しかし、広く一般の人たちを

ターゲットとして課税の手法を用いて私有財産

を収奪することについては、超過累進課税の形

を取っているとしても、連邦憲法修正 5 条には

抵触しないとみるのが、現在のアメリカ税法学

会での定説である。もちろん、超過累進課税の

最高税率が 100％のような政府規制による課税

（regulatory taxing）が行き過ぎる（it goes 

too far）と判断できるときは別である 36。

　税法（tax law）の研究者は一般に、連邦最

高裁の先例〔McCulloch v.Maryland,17 U.S.(4 

Wheat.) 316,at 428(1819)〕に縛られて、「議会

の課税権を制するのは選挙民であり司法ではな

い」とするドグマに疑問を持たなくなっている

との指摘もある。確かに、州裁判所は、州議会

の課税権行使の憲法適合性を問われた場合には

真摯に対応している。違憲判断もいとわない。

これに対して、連邦最高裁は、議会の課税権行

使に介入することには躊躇しがちである。税法

学者はとかく、連邦最高裁の考えに追従し、州

や連邦の不合理な課税権行使を憲法的にコント

ロールするのに消極的な姿勢を徹しがちである。

しかも、オーソドックスな税法学者のなかには、

エプステイン理論を、異端、保守／リバタリア

ンの主張であるとしてスティグマタイズ、全的

に切り捨てることで自己を正当化する姿勢も目

立つ。

　ただ、公用収用法（takings law）の研究者は、

税法学者の最高裁判例追従の姿勢を危なっかし

くみているのも事実である。こうした課税秩序

（status quo of taxation）に風穴を開けるには、

課税（taxing）を公用収用（takings）の枠組み

のなかに招き入れ、憲法的コントロールを強め

ようと試みていることを忘れてはならない。納

税者の権益を護るため、ときには、逆転の発想

も必要である。エプステイン理論を「納税者の

財産権を侵害する課税とは何か」を精査する際

に一助とする必要があるのではないか。

２　 国民皆保険は納税者の財産権を侵害し違
憲か

　オバマ前大統領は、2008 年の大統領選挙

で、公約に「国民皆保険（universal health 

insurance）」導入を掲げた。大統領就任後、健

康（医療）保険制度改革（Health Insurance 

Reforms）にまい進した。制度改革に後ろ向きで
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33  Epstein,note 27,at 93-96.
34  Epstein,note 27,at 295-305.
35  ちなみに、連邦最高裁は、超過累進税率での連邦相続税（federal inheritance tax）については、合憲と判

断している〔Knowlton v.Moore,178 U.S.41(1900)〕。ただし、「没収（confiscation）」に相当する課税が行
われる場合には、当然に違法な累進課税として違憲となると示唆している（178 U.S.41,at 109-10）。また、
連邦最高裁は、イリノイ州相続税（Illinois inheritance tax）についても、合憲と判断している〔Magoun v. 
Ill.Trust & Sav.Bank,170 U.S.283 (1898)〕。

36  金子宏名誉教授は「課税は、国民の財産権への介入であるから、憲法 29 条 1 項の財産権の保障との関係で、

極端に重い税負担は憲法に違反すると解すべきであろう。」という。金子宏『租税法（第 23 版）』（弘文堂、
2019 年）2 ～ 3 頁参照。ちなみに、超過累進税率での所得課税が「平等（equality）／公平（fairness）」お
よび「効率性（efficiency）／社会福祉の最大化（maximizing social welfare）」に資し、私人の財産の公
用収用にあたることはないのかどうかについては、精査がいる。本稿では、この問題にはこれ以上立入らない。
この点の分析について詳しくは、See,e.g .,Eric Kades,〝Drawing the Line between Taxes and Takings:The 
Continuous Burdens Principle and Its Broader Application,〟97 Nw.U.L.Rev.189,at 208 et seq . (2002)
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「施しは人間の自立を奪う」とする連邦議会上院

共和党の保守／リバタリアン的な主張をはねの

け、改革実現に向けた道筋をつけた。2010 年 3

月に、従来からある公的健康保険「メディケイ

ドの拡大（Medicaid expansion）」を柱とする

「患者保護・医療費負担適正化法（PPACA=Patient 

Protection and Affordable Care Act）〔通称で

は「支払可能な負担での医療提供（アフォーダ

ブルケア法（ACA=Affordable Care Act）」また

は「オバマケア（Obama care）」、「オバマケア

法（ACA）」〕を成立させた。オバマケア法（ACA）

成立後、2011 年時点でアメリカの無保険者は、

4,861 万人、国民の 15.7％に達していた。

　オバマケアは、2014 年１月 1 日から完全実施

された。しかし、依然として、強制加入の健康

（医療）保険制度には抵抗が強い。強制加入保険

は、政府規制による私有財産の収奪（regulatory 

takings）にあたり、連邦憲法修正 5 条に抵触し

違憲であるとの声もあがる。強制加入の健康（医

療）保険に対する共和党所属の州知事や連邦議

会共和党など保守／リバタリアンによる抵抗が

続き、オバマケアは道半ばである。また、全米

各地の連邦地裁裁判所、連邦控訴裁判所でオバ

マケア違憲訴訟が継続している。トランプ政権は、

これらのオバマケア違憲訴訟を支援している。

（１）従来からのアメリカの健康（医療）保険制度

　アメリカの医療は、自由診療が基本である。

このため、従来から、個人は民間の健康（医

療）保険に加入する、または、公務員や企業の

従業者は、勤務先経由で医療保険（government-

sponsored health insurance ／ employer-

provided health insurance）に加入するのが基

本であった。しかし、1965 年に、次のような 2

つの公的健康（医療）保険（public health ／

medical insurance）制度が導入された（【図表【図表

8】8】）。

　オバマケア導入前のアメリカの公的健康（医

療）保険制度は、必ずしも国民の現実のニーズ

にマッチしていなかった。また、一定水準の医

療サービスは超高額で、そのサービスをカバー

する民間健康（医療）保険の購入価格も高騰し、

貧しい人たち（the poor）のみならず、中産階

層の人たちでも、医者にかかるのは躊躇する実

情にあった。

　オバマケアは、この実情の「チェンジ（変

革））を目指した。すべてのアメリカ居住者に水

準以上の必要不可欠な健康（医療）保険の加入

を義務づけ、誰もがいつでも手ごろな負担で医

者にかかれる「国民皆保険（universal health 

insurance）」制度を目指した。しかし、強制加

入の健康（医療）保険を嫌がる保守／リバタリ

アンの抵抗が続き、加入を渋る市民も少なくな

い。このことが、新型コロナウイルス感染症

（COVID=19）への初期対応を遅らせ、全米での感

染爆発（パンデミック）の一因になったともい

われる。

【図表 8】 オバマケア導入前のアメリカの公的健康（医【図表 8】 オバマケア導入前のアメリカの公的健康（医
療）保険制度療）保険制度

①メディケア（Medicare） 
　 　65 歳以上の高齢者や障害者などを対象とし

た「公的健康（医療）保険制度。1 ９６５年

に、連邦議会上下両院で民主党優位のジョンソ

ン政権下で制度導入。連邦政府の保健・福祉省

（HHS ／ DHHS=Department of Health and Human 

Services）内のメディケア・メディケイドサー

ビスセンター（CMS=Center for Medicare & 

Medicaid Services）が所管／運営。４つのパー

トからなる。
　　　❶パート A
　　　 　入院費用を保証 【社会保障受給資格者

は、無料で加入できる。財源は、メディケ

ア税（Medicare tax）。従業者・雇用主か

らの強制賦課拠出金で運営する社会保険。

ただし、入院期間が１５０日を超えると全

額自己負担】、
　　　❷パート B 
　　　 　外来医療費（医師報酬）を保証 【任意加

入。保険料支払いが必要。】、
　　　❸パート C（メディケアアドバンテージ） 
　　　 　オリジナルメディケアと呼ばれる前記❶

〔入院費用〕・❷〔外来医療費〕、さらには❹

パート D〔外来処方薬〕を含めたオール・イ

ン・ワンの総合健康（医療）保険【任意加入。

保険料支払いが必要。民間保険会社が提供】    
　　　❹パート D 
　　　 　外来処方薬給付を保証【２００３年に、

ブッシュ（子）共和党政権下で制度導入【任

意加入。保険料支払いが必要。民間保険会

社が提供】                           

②メディケイド（Medicaid）
　 　低所得層や障害者、特定疾病者などを対象と

した公的健康（医療）保険制度。１９６５年に

ジョンソン政権下で、メディケアと同時に制度

導入。 メディケアとの併用も可能。連邦政府

の保健・福祉省（HHS）内のメディケア・メディ

ケイドサービスセンター（CMS）が所管し、連

邦と州が共同（実際には州）で管理／運営。



（２）オバマケアのポイント

　オバマケアの目標は、連邦政府が主導して、

アメリカ市民全員に「水準以上の必要不可欠な

健康（医療）保険の保証（minimum essential 

health insurance coverage）」が目標である。

この目標達成のために取られる主な政策は、次

のとおりである。
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加入資格を、勤労所得が貧困レベルの 400% 以

下の人たちまで拡大をし、民間健康（医療）

保険の加入を支援する。また、個人が、後記

④州の「健康給付あっ旋所（Health Benefit 

Exchange）」（通称「エクスチェンジ」という。）

で、適格健康（医療）保険プラン（QHP=qualified 

health plan）を購入した場合には、エクス

チェンジは、申請時の情報に基づいて保険料支

援金（premium assistance payment）〔通称で

「助成金（subsidy）」または「前払金（advance 

payment）」ともいう。〕支給する。支給を受け

た個人は、その支給額について、連邦所得税の

申告時に、連邦税法（IRC 36 条の B【適格健康

保険プランの保証にかかる還付つき税額控除】）

の適用を受け、還付を受けることができる 38。

③民間保険会社への規制強化
　 　民間保険会社に、安価で加入し易い保険商品

の提供を促し、かつ、既往症や現在治療中の人

などの保険加入の差別／排除しないように、法

的規制を強化する 39。

④ 州による健康給付あっ旋所（エクスチェンジ）
の設置

　 　オバマケア法（ACA）は、連邦が主導して

皆健康（医療）保険制度を確立することが目

的である。この目的を実現するために、州に

対して、「健康給付あっ旋所（Health Benefit 

Exchange）」（法令上の正規の名称）、通称「エ

クスチェンジ」、「健康保険あっ旋所（Health 

Insurance Exchange）」、「マーケットプレイ

ス」を設置するための権限を附与する（42 

U.S.C. § 18031 ／合衆国法典 42 巻 18031 条）。

エクスチェンジは、個人や小規模事業者がさま

ざまな水準以上の適格健康（医療）保険プラン

を比較しながら購入できるように支援する組織

である。エクスチェンジは、❶健康（医療）保

37  わが国では給付つき税額控除とも呼ばれる。勤労所得税額控除（EITC）について詳しくは、石村耕治『アメ

リカ連邦所得課税法の展開』（財経詳報社、2017 年）40 頁以下参照。
38  連邦税法（IRC）36 条の B第 b項 2号 Aは、「州（state）」のエクスチェンジが取り扱った適格健康保険（QHP）

についてのみをこの還付つき税額控除の対象とする。ところが、連邦財務省が発出した財務省規則（Treasury 
Regulation § 1.36B-1k）では、州がエクスチェンジを設置していない場合で「連邦」が設置したオンライン
エクスチェンジを利用したときにも、この税額控除の適用があるとした。このことから、財務省規則で示さ
れた行政解釈の合法性が裁判で争われた。キング 対 バーウエル〔King v.Burwell,576 U.S.988 (2015)〕事
件判決で、連邦最高裁は、6 対 3 で、連邦税法上の適格健康保険プランの保証にかかる還付つき税額控除を

「連邦」のエクスチェンジが取り扱った加入事案に適用するのは違法ではない、との判断を下した。多数意見
では、オバマケアは、健康（医療）保険制度の連邦化を目指しておりかつ州法で設置されたエクスチェンジ
を連邦が運営することを認めていることから、州に加え、連邦のエクスチェンジの利用者にも当然この税額
控除制度を適用するのは問題なしとされた。その一方で、少数意見では、文理解釈すれば、原告の訴えを認
めるのが当たり前、行政解釈は違法とした。See,Eric J.Segall ＆ Jonathan H.Adler,〝King v.Burwell and 
the Validity of Federal Tax Subsidies under the Affordable Care Act,〟163 U.PA.L.Rev.215(2015).

39  保険会社は、「逆選択（adverse selection）」【健康な間は保険に加入しないで、病気になって初めて加入す

るなどの行為】を防ぐために、治療中の人などの加入を拒否してきた。オバマケアでは、皆保険とすること
により、逆選択を禁止することを狙った。

【図表 9】オバマケア法（ACA）のポイント【図表 9】オバマケア法（ACA）のポイント

①メディケイド（Medicaid）の拡大（１）
　 　連邦と州が共同で管理／運営する低所得層

や障害者、特定疾病者を対象とするメディケ

イド（Medicaid）の加入資格を、所得が貧困

レベルの 138% 以下の人たち（個人で、2019 年

度ベースで、年収 17,600 ドル以下や 4 人家族

で 36,150 ドル以下）まで拡大をする。連邦は、

住民の健康（医療）保険への加入を支援する

ために、各州に「健康保険あっ旋所（Health 

Benefit Exchange）」の設置を奨励し、そのた

めの財政支援をする。

　 　オバマケアに加入するには、原則として毎年

11 月 1 日から 12 月 15 日までの加入期間（open 

enrollment period）内に申請手続をする必要

がある。この期間内に申請手続をすると、翌年

1 月 1 日から保険が適用になる。結婚や離婚、

失業に伴う団体保険の資格喪失など特別の理由

があるときには、例外的に期間終了後申請が認

められる。加入期間を設けたのは、健康なとき

には加入せず、病気になってから加入する「逆

選択（adverse selection）」を防ぐことが狙い

である。

②メディケイド（Medicaid）の拡大（２） 
　 　勤労所得税額控除（EITC=Earned Income Tax 

Credit）対象世帯 37 のメディケイド（Medicaid）
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険市場（Health Insurance Marketplace）を競

争的にし、❷リスクプール方式の事業主（雇用

主）が従業者に提供するグループ健康（医療）

の活性化、❸保険の透明化などに加え、❹個人

や家族の適格性判断などの加入手続や保険料算

定、適用除外手続の支援などの業務も行なって

いる（ACA § 1311（ｂ）＆（ｄ））。しかし、当

初から州知事が共和党所属の場合、エクスチェ

ンジの設置には消極的なことが想定された。そ

こで、オバマケア法（ACA）では、オンライン

の連邦 e エクスチェンジ（HealthCare.gov）の

仕組みが用意された（ACA 13111 条 b 項）。

　 　エクスチェンジは、連邦健康福祉省（HHS ／

DHHS）が所管する。HHS は、州や連邦の適格健

康（医療）保険のⓐマーケティング、ⓑネッ

トワークの信頼性、ⓒ履行測定の認証、ⓓ品質

改善およびⓔ報告、ならびにⓕ統一登録手続に

ついて、監理する。しかし、現場業務は、各州

のエクスチェンジが担当する（ACA § 1311(d)

(4)）。ACA では、連邦政府も各州も、保険料を

規制する権限を有しない。ただし、民間保険会

社は、エクスチェンジに参加して自らの保険料

を設定することになる（ACA § 1323(d)(1)(A)）。

⑤ 水準以上の健康（医療）保険への強制加入
（individual mandate） 
　 　オバマケア法（ACA）および ACA の改正を

盛り込んだ現行内国歳入法典（IRC=Internal 

Revenue Code）では、原則として、すべてのア

メリカ市民である個人納税者に、当該個人およ

びその扶養親族を対象とする「健康（医療）保

険への強制加入（individual mandate）」、「水

準以上の必要不可欠な健康（医療）保険の保障

（minimum essential coverage）」をする旨規定

する（5000A 条 b 項 1 項）。

　 　オバマケアでは、加入希望者が、水準以上の

健康（医療）保険の保障内容を容易に比較で

きるように、各社の保険商品を次の４つのメタ

ルレベルに分けている。❶ブロンズ（銅）レベ

ル：自己負担 4 割、保険会社保障 6 割、❷シル

バー（銀）レベル：自己負担 3 割、保険会社保

障 7 割、❸ゴールド（金）レベル：自己負担 2

割、保険会社保障 8 割、❹プラチナ（白金）レ

ベル：自己負担 1 割、保険会社保障 9 割。ほか

に、カタストロフィックプラン（catastrophic 

plan）：30 歳未満の若者または人的適用除外

（exemptions）者向けの自己負担が大きい割に

保険料が格安のプランがある。民間保険会社か

ら健康（医療）保険を購入する場合には、必ず

しもメタルレベル表示はされていない。しかし、

保険会社は、各種保険商品を、このレベル分け

に基づいて企画・販売している。

⑥非加入者に対する制裁金
　 　④水準以上の健康（医療）保険の強制加

入（individual mandate） を 忌 避 す る 個 人

は、納税申告のときに、「責任負担金（shared 

responsibility payment）」という名の「制裁金

／ペナルティ（penalty）」の支払を求められる

（IRC 5000A 条 b 項 3 号）。制裁金は、連邦の個

人納税者用申告書（Form 1040）を使って自主申

告（self-assessed）する形で支払う。納税者か

ら制裁金につき適正な申告がない場合には、連

邦課税庁／内国歳入庁（IRS=Internal Revenue 

Service）は、通常の「租税（tax）」の強制徴収

の場合と同様に滞納処分手続に入り、当該納税

者に「査定・納付通知書（notice and demand）」

を送付する（IRC 5000A 条 g 項 1 項）40。ただし、

当該個人は、滞納した制裁金を支払わなくとも

犯則処分の対象にはならない。また、IRS は、

当該個人の財産を差押え、連邦税リーエン／先

取特権を設定することもできない（IRC 5000A

条 g 項 2 項）。IRS は、当該個人の還付税額（tax 

refund）から滞納した制裁金額を差し引くこと

で、徴収することができる。

⑦小規模雇用主（事業者）のオバマケア加入手続
　 　オバマケア（Obamacare）では、フルタイム

従業者 200 人以上の企業（雇用主／事業者）に

対して、その従業者に水準以上の必要不可欠な

健康（医療）保険の提供を義務付ける。この義

務は、事業者 200 人以下の企業には課されない。

しかし、提供しない場合には、制裁金（penalty

／従業者 1 人あたり、2,000 ～ 3,000 ドル）を

支払うように求められる。

　 　アメリカでは、事業者（雇用主）が従業者に

健康（医療）保険を提供する場合、その支出

は税額控除を受けることができる。このため、

雇用主は従業者に給与の一部として健康（医

療）保険を提供することが多い。オバマケアで

は、とりわけ小規模雇用主の責任負担（shared 

responsibility）として、従業者に適格（医

療 ） 保 険（QHP=qualified health plan） を

提供するように奨励している。小規模事業者

（NPO を含む。）である雇用主〔原則として 1 人

～ 50 人【バージニア州では、100 人】のフル

タイム相当（FTE=full-time equivalent）従業

者〕は、小規模事業者向けのエクスチェンジで

あるショップ（(SHOP=Small Business Health 

Options Program) ／マーケットプレイスその

他の保険代理店で、支払可能な負担でグループ

保険プランを購入したうえで、その費用を連邦

所得税の確定申告時に税額控除できる。ショッ

40  連邦税の滞納処分手続について詳しくは、石村耕治「アメリカの滞納処分手続適正化の動向」国民税制研究 5

号（2019 年）参照。http://jti-web.net/archives/1095
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41  連邦政府が決めた方針であることから、民間保険会社は既往疾患歴があっても、現在病気の人であっても、希

望者に対しては保険加入を認めねばならなくなった。しかし、アメリカは市場主義が支配する国家である。オ
バマケア保険事業から撤退する保険会社も相次いでいる。また、医療費が高騰、医師が直接保険会社に医療費
を請求し、保険会社から保険給付を得てから保険加入者に差額を請求することになっている場合もあるが、保
険加入者がいったん、医療費の全額を立て替え、保険会社に保険給付を請求しなければならない場合が多い。
医療費全額立替払いの場合には、保険会社から支払／還付を受ける前に経済的に破綻する家族も急増している。
オバマケアの仕組み自体にも問題があるのは否定できない。共和党が多数の連邦議会上院では、トランプ政権
のオバマケア廃止のリバタリアン的な主張が闊歩している。共和党議員のなかにもオバマケア賛同者がいるこ
とから、オバマケアの全面廃止はないと思われるが、難しい局面にある。

42  See,Alex Smith,〝Missouri Voters Approve Medicaid Expansion Despite Resistance from Republican 

Leaders,〟(August 5,2020).

　オバマケアが目指すのは、すべてのアメリカ

居住者に水準以上の必要不可欠な健康（医療）

保険の加入を義務づける「国民皆保険（universal 

health insurance）」制度である。公的保険

（social insurance）制度ではあるが、わが国

の国民健康保険とは仕組みが異なる。ACA では、

保険で提供される健康（医療）サービスは、性

格的には公物（public good）とされる。しか

し、民営化され（privatized）、各個人は民間保

険会社から健康（医療）保険を購入・消費する

仕組みである。あえて例えれば、全ての個人に

対して義務教育（universal education）を私

立学校（private school）で受けるように求め

るのに等しい仕組みともいえる。つまり、個人

は、これまでどおり、民間の健康（医療）保険

会社から保険商品を購入するあるいは民間の健

康（医療）保険会社の保険契約に加入する枠組

みは維持される。ただし、水準以上の必要不可

欠な健康（医療）保険に加入しなければならな

い。一方、民間保険会社は、既往疾患歴があっ

ても、現在病気の人であっても、保険加入を拒

否できない 41。これにより、個人が民間保険会

社の保険商品に加入しやすくする。このこと

で、これまで保険加入をためらっていた人たち

に加入を促す内容である。したがって、従来か

ら個人で十分な健康（医療）保険に加入してい

た自営業者や、勤務先経由で健康（医療）保険

（government-sponsored health insurance ／

employer-provided health insurance）を加入

していた公務員や企業の従業者には直接的な影

響はあまりない。

　ただ、全米での新型コロナウイルス感染症

（COVID=19）の感染爆発（パンデミック）で、失

業者が急増している。勤務先経由で健康（医療）

保険に加入していても、いつ一時解雇（lay-off）

され、メディケイド（Medicaid）への加入を迫

られるかわからない。まさに、オバマケアはウ

イズコロナの「新常態（new normal）の時代を

先読みした健康（医療）保険制度改革であった

ともいえる。

　もっとも、現実の制度運営は、オバマケアに

否定的なトランプ大統領、連邦議会共和党、共

和党所属の州知事が妨害を繰り返し綱渡り状態

にある。

　その一方で、コロナ禍を契機に、オバマケアに

否定的な共和党所属の州知事が率いるミズーリ州

のように、2020 年 8 月 6 日に実施されたオバマ

ケア導入のために州憲法改正のための住民投票で

承認された州もある。これにより、ミズーリ州は、

2021 年 7 月から、全米 37 州＋ワシントン D.C. に

次いで、低所得者向けのオバマケア（公的健康（医

療）保険）を導入することになった 42。

（３）�個人への水準以上の健康（医療）保険加入
の義務づけ

　オバマケアでは、オバマケア法（ACA）で

適用除外となる個人（exempt categories of 

individuals）を除き、すべての合衆国市民

である「個人に対して水準以上の健康（医

療）保険加入を義務づけ（minimum individual 

プでの保険加入は、オンライン（ネット）また

はオフライン（文書）で、一年中いつでも手続

ができる。雇用主が、その月の 15 日までに申

請手続をして認められれば、翌月１日から１年

間、従業者およびその扶養家族（ただし、州の

プランによっては、扶養家族を保証していない

場合もある。）は保証が受けられる。保険は自

動更新しないことから、雇用主は毎年再度申請

するように求められる。一方、フルタイム相当

従業者（FTE）が 50 人以上の雇用主で、健康（医

療）保険を提供しないときには、制裁金／ペナ

ルティが課される。



mandate）」た（以下「個人の健康保険加入義務」

または「強制加入」ともいう。）。

　このように、国民皆保険制度（universal in- 

surance system）を目指すオバマケア法（ACA）

では、原則としてすべてのアメリカ市民である

個人は、水準以上の健康保険への加入義務を果

たすため、次のいずれかの健康（医療）保険プ

ログラムに加入しなければならない 43。 （４）適用対象個人と人的適用除外

　皆保険制度であるオバマケアは、強制加入

（individual mandate）の仕組みである。原則と

して、すべての個人が水準以上の必要不可欠な

健康（医療）保険に加入するように求められる。

これら強制加入の対象となる個人は「適用対象

個人（applicable individuals）」と呼ばれる。

その一方で、一定のカテゴリーの個人を「人的

適用除外（exempt individuals）」、つまり強制

加入の対象外にしている。「適用対象個人」と「人

的適用除外」を図説すると、次のとおりである。
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【図表 11】 オバマケアの適用対象個人と人的適用除外【図表 11】 オバマケアの適用対象個人と人的適用除外

①適用対象個人（Applicable individuals）
　 　後記②人的課税除外にあてはまる者以外の者

は、適用対象個人にあてはまる（IRC 5000 条 d

項 1 号）。したがって、原則として、合衆国市民、

永住者および外国籍の者で暦年において課税上

居住外国人として取り扱われる者は、健康保険

加入義務（individual mandate）を負う。

②人的適用除外（exemptions）
　�　　❶宗教的良心（religious conscience）を理

由とする健康（医療）保険加入忌避者【宗教集

団の信徒で良心的に保険給付を忌避する者。た

だし、連邦社会保障省（SSA）が法令の基準に

従い承認した場合に限る。】、❷アーミッシュの

ような宗教コミュニティが結成した健康保険共

同分担組織（Health Care Sharing Ministry）【宗

教的／倫理的信念を共にする仲間で医療費を分

担しあう組織】に加入している者、❸連邦が認

定したネイティブ・アメリカンの一族に属する

者またはネイティブ・アメリカン医療機関を通

じてサービスを受ける資格がある者、❹刑務所

や観察施設収用者、❺合衆国に違法に滞在し、

かつ合衆国市民または国籍を有しない者、❻収

入が申告義務所得額を下回る者、❼資力がない

者（保険料が収入の 8% を上回る場合）、❽事情

により一時的に財政難に陥っている者（自己破

産など）(IRC 5000 条 e 項 )。

【図表 10】 強制加入の対象となる適格健康（医療）保【図表 10】 強制加入の対象となる適格健康（医療）保
険の種類険の種類

①政府管掌健康（医療）保険プログラム
　 　❶メディケア（Medicare）パート A、❷メ

ディケイド（Medicaid）、❸子供健康保険プ

ログラム（CHIP=Children Health Insurance 

Program）、 ❹ TRICARE（ 国 防 総 省 管 理 本

部）管掌健康保険、❺退役軍人庁（Veterans 

Administration）管掌健康保険、❻ピースコボ

ランティア（Peace Corps volunteer）健康保

険、❼国防総省職員等福利厚生基金プログラ

ム（Non-appropriated Fund Health Benefits 

Program of the DOD）、❽難民医療支援（Refugee 

Medical Assistance）プログラムなど。

②適格雇用主支援団体健康保険プラン
　 　例えば、❶各種団体健康保険プラン、❷各

種従業者への雇用主支援団体健康保険プランな

ど。ただし、歯科治療保険や介護保険、生命保険、

旅行保険、特定疾病保険などは水準以上の不可

欠な健康（医療）保険保障（minimum essential 

coverage）としての適格性を有しない。

③個人向け健康（医療）保険市場で購入したプラン
　 　自営業者や雇用主（勤務先）が健康保険プラ

ンを提供していない、保険料は全額個人負担の

健康（医療）保険プランなど。ただし、歯科治

療保険や介護保険、生命保険、旅行保険、特定

疾病保険などは水準以上の不可欠な健康（医療）

保険保障（minimum essential coverage）とし

ての適格性を有しない。

④大学提供学生向け健康保険プラン 

　 　各大学が学生向けに提供する健康保険プラ

ン。学生の場合、26 歳までであれば、親の保

険プランに加入できる場合もある。

⑤ グランドファーザード（経過的適用除外）健康
保険プラン 

　 　グランドファーザード（経過的適用除外）健

康保険プラン（Grandfathered health plans）

とは、オバマケア法（ACA）に大統領が署名し

た日（2010 年 3 月 23 日）より前に組まれた団

体保険や、この日より前に加入した個人の健康

（医療）保険をさす。グランドファーザード健

康保険プランは、オバマケア法（ACA）のもと

で求められる多くの変更義務が免除される。た

だし、基本プランに重要な変更を加えると、「グ

ランドファーザード（経過的適用除外）」の資

格を失うこともある。

43  See,IRS,Q&A on the Individual Shared Responsibility Provision. Available at:https://www.irs.gov/

affordable-care-act/questions-and-answers-on-the-individual-shared-responsibility-provision
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44  See,Brian J.McKenna,Nancy K.McKenna,〝Health Care Reform:The Constitutional Challenge to the 

Individual Mandate,〟99 Ill.B.J.246(2011).
45  See,Note,National Federation of Independent Business(NFIB),et al .v.Sevelius,Secretary of Health 
and Human Service,et al ..,132 S,Ct.2566(2012)．

（５）責任負担金

　オバマケア法（ACA）は、強制加入の皆健康

（医療）保険制度を目指している。適用対象個人

（applicable individuals）にあてはまる者は、

水準以上の適格健康（医療）保険に加入するこ

とが義務づけられる。しかし、個人の健康保険

加入義務を受忍したくない者は、「責任負担金

（shared responsibility payment）」という名の

一種の制裁金／ペナルティ（penalty）を支払う

ことで、個人の健康保険加入義務（individual 

mandate）を免れることができる。

　個人の健康（医療）保険への加入を望まない

者に対しては、年間一人あたり $95（18 歳以下は

半額）または控除額を上回る金額の 1% のいずれ

か大きい方の制裁金がかされる。また制裁金の金

額と利率は 2015 年には $325 と 2%、2016 年には 

$695 と2.5%にそれぞれ引き上げられた。ただし、

無保険期間が 3 か月以下の場合、330 日以上海外

に在住の合衆国市民、330 日以上海外に在住の

永住権保持者、合衆国領土（グアム、プエルト

リコ、バージン諸島など）の居住者などは制裁

金支払が免除される（IRC 5000A 条 b 項 3 号）。

　しかし、のちにふれるように、オバマケアを

嫌うトランプ政権は、皆保険の仕組み、オバマ

ケアを潰すことをねらいに、2019 年 1 月 1 日か

ら制裁金（penalty）をゼロ額（免除）にする法

改正を行った。

（６）オバマケアは違憲、廃止を求める訴訟

　オバマケア法案／アフォーダブルケア法

（ACA）案は、2010 年 3 月 23 日に、オバマ大統

領が署名し、成立した。その数分後に、知事

が共和党所属の 13 の州が、オバマケア法は連

邦憲法に抵触し違憲であるとして、連邦地方

裁判所に訴訟を提起した。その後、この訴訟に

は、さらに 13 の州と個人や全国独立事業者連

盟（NFIB=National Federation of Independent 

Business）のような共和党支持／保守系の団体

が参加した 44。これらの訴訟のほとんどは、オ

バマケアに否定的なトランプ大統領や連邦議会

共和党、共和党所属の州知事、市民団体など保

守／リバタリアン派が起こしたものである。

　各地の連邦地方裁判所（Federal District 

Courts）に提訴されたオバマケア憲法訴訟は、連

邦控訴裁判所（U.S. Courts of Appels）、そして

連邦最高裁判所（U.S. Supreme Court）へと進んだ。

　オバマケア違憲訴訟は、2012 年 6 月 28 日に、

連邦最高裁が、最初の判断を下した（National 

Federation of Independent Business(NFIB), 

et al .v.Sevelius,Secretary of Health and 
Human Service,et al .,132 S,Ct.2566(2012) ／
以下「2012 年シベリウス事件」または「シベリ

ウス事件 2012 年連邦最高裁判決」ともいう。）

シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決は、一連

のオバマケア違憲訴訟では、最初の連邦最高裁

レベルでの判断になる。

　同判決では、「健康（医療）保険の強制加入

（individual mandate）」すなわち「皆健康（医

療 ） 保 険 制 度（universal health insurance 

system）」などについては、連邦憲法 1 条 8 節

1 項〔一般福祉条項／課税権条項（General 

Welfare Clause ／ Taxing Power Clause）〕 に

は違反せず、合憲と判断した。その一方で、メ

ディケイド（Medicaid）の拡大、すなわち実質

的に各州が運営する低所得者向けのメディケイ

ド（Medicaid）への加入資格を拡大するなどの

規制を連邦法で実施することは、連邦憲法 1 条

8 節３項〔州際通商条項（Interstate Commerce 

Clause）〕に違反し違憲・無効と判断した。保

守派と目されていたロバーツ裁判長（Chief 

Justice John Roberts）が、リベラル派の 4 人

の判事グループに加わり、5 対 4 で下された判

決である。オバマケア法（ACA）は合憲となった

ものの、一部合憲、一部違憲の判決（plurality 

holding）である 45。

  
  
  
  

  
  
 

個人 

個人の健康保

険に加入する？ 

OR 責任負担

金を払う？ 



　各地で起こされたオバマケア違憲訴訟におけ

る憲法上の争点は多様である。これらの争点に

ついての概要と、とりわけシベリウス事件で争

点とされた「メディケイド（Medicaid）の拡大」、

「健康（医療）保険への強制加入（individual 

mandate）」は合憲か違憲かについての 2012 年連

邦最高裁判決に現れた多数意見および少数意見

をまとめてみると、次のとおりである 46。
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【図表 12】 オバマケア違憲訴訟の主な争点と 2012 年【図表 12】 オバマケア違憲訴訟の主な争点と 2012 年
連邦最高裁判決連邦最高裁判決

① 連邦憲法 1 条 8 節 1 項〔一般福祉条項／課税
条権条項（General Welfare Clause ／ Taxing 
Power Clause）〕違反

　 　オバマケア法（ACA）およびその改正を挿入

した内国歳入法典（IRC）では、すべてのアメ

リカ市民である個人納税者は、本人および扶養

親族が「水準以上の健康（医療）保険の適用

（minimum essential coverage）」を受けるため

に、民間の健康（医療）保険に加入（individual 

mandate）」し保険料を支払うか（5000A 条 b 項

1 項）、または加入しないで責任負担金（shared 

responsibility payment）、つまり「制裁金／

ペナルティ（penalty）」を納税申告の際に支払っ

てもよい（IRC 5000A 条 b 項 3 号）と規定する。

一連のオバマケア法（ACA）違憲訴訟では、こ

の取扱いが争点の１つとなった。

　 　連邦憲法 1 条 8 節 1 項〔一般福祉条項／課

税権条項（General Welfare Clause ／ Taxing 

Power Clause）〕は、「連邦議会は、〔中略〕一

般福祉の目的のために、租税、関税、輸入

税、消費税を賦課徴収することができる。」と

規定する。オバマケア法（ACA）を違憲とする

訴訟においては、❷責任負担金支払（shared 

responsibility payment）、つまり「過料／ペナ

ルティ（penalty）」が、「租税（tax）」にあては

まるのかどうかが問われた。連邦政府側は、「租

税（tax）」にあてはまり、憲法の一般福祉目的

での課税権行使であり、合憲と主張した。

　 　シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決では、

責任負担金（shared responsibility payment）

は、「租税（tax）」にあたり合憲であるとした。

②差止請求禁止法（Anti-Injunction Act）の適否
　 　連邦税法（IRC）7421 条 a 項は、「租税の賦

課または徴収を妨げる目的でのいかなる訴訟

も、当該訴訟を提起した者がその租税の賦課に

関係しているかどうかにかかわらず、いかなる

裁判所においても、これを維持できないものと

する。」と規定する。この規定は、「差止請求禁

止法（anti-injunction act）」とも呼ばれる。

オバマケア法（ACA）を違憲とする訴訟におい

て、連邦政府側は、責任負担金／制裁金／ペナ

ルティ（penalty）」が「租税（tax）」にあては

まると主張していることから、差止請求禁止法

が適用になる。納税者は、責任負担金／制裁金

の賦課徴収を妨害する目的での差止請求訴訟を

起こすことはできないことになる。

　 　シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決では、

政府側の主張を認めたが、その理由については

詳しくふれられなかった。

③ 連邦憲法 1 条 8 節 1 項 3 項〔州際通商条項
（Interstate Commerce Clause）〕違反 
　 　 連 邦 憲 法 1 条 8 節 3 項〔 州 際 通 商 条 項

（Interstate Commerce Clause）〕は、「〔連邦議

会は、〕外国との通商ならびに各州間およびイ

ンディアンの部族との間の通商を規制する〔権

限を有する〕。」と規定する。連邦最高裁は、連

邦憲法の州際通商条項（Interstate Commerce 

Clause）のもとでかなり広範な活動を規制でき

ると判断している。

　 　オバマケア法（ACA）を違憲とする訴訟にお

いて、実質的に各州が運営する低所得者向けの

メディケイド（Medicaid）への加入資格を拡大

するなどの規制を、連邦法で実施することが合

憲かどうかも争われた。オバマ政権側は、州境

を越えて全国民への保険加入の義務化は、連邦

憲法の州際通商条項のもとで連邦に認められた

権限内であるとの理由で問題はないと反論した。

　 　シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決では、

オバマケア法（ACA）は、この争点では、連邦

憲法の州際通商条項に抵触し、違憲とした。こ

のため、実際に加入資格を拡大するか否かは各

州の判断に委ねることとし、仮に拡大しない場

合でも、連邦政府から州への補助金は制限して

はならない、との判決となった。

④ 連邦憲法 1 条 8 節 1 項 18 項〔必要かつ適切条
項（Necessary and Proper Clause）〕違反

　 　連邦憲法 1 条 8 節 18 項〔必要かつ適切条項

（Necessary and Proper Clause）〕は、「〔連邦

議会は、〕〔中略〕連邦政府または各部門もしく

は公務員に対して附与された他の一切の権限

を執行するために、必要かつ適切なすべての法

律を制定する〔権限を有する〕。」と規定する。

オバマケア法（ACA）を違憲とする訴訟におい

て、「水準以上の健康（医療）保険への強制加

入（individual mandate）」のための州への連

邦権限の拡大が、必要かつ適切な範囲【連邦議

46  See,Alberto R.Gonzales & Donald B.Stuart,〝Two Years Later and Counting:The Implications of the 

Supreme Court’s Taxing Power Decision on the Goals of the Affordable Care Act,〟17 J.Health Care L. 
& Pol’y 219(2014).
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47  すでにふれたように、連邦憲法1条8節 1項〔一般福祉条項（General Welfare Clause）〕は、「連邦議会は、〔中略〕

一般福祉の目的のために、租税、関税、輸入税、消費税を賦課徴収することができる。」と規定する。連邦最
高裁は、合衆国 対 バルター事件判決〔United States v.Bulter,297 U.S.1(1936)〕において、「連邦議会は、
課税権および歳出権は一般福祉のために行使しなければならない（Congress must excise its power to tax 
and spending power for the general welfare）」と判示した。この判決で、連邦最高裁は、連邦憲法 1条 8
節 1 項のもとでの「課税権」に加え、「歳出権」を法認した。連邦最高裁は、判例法で法認した「歳出権」を
サウスダコタ 対 ドール事件判決〔South Dakota v.Dole,483 U.S.203(1987)〕で、さらに深化させた。本件で、
連邦最高裁は、「連邦議会は、州が連邦資金を受け取る条件を設定する場合、歳出は一般福祉に資するもので
なくてはならず、州に課す条件はあいまいなものであってはならず、しかもその条件は特定のプログラムと
の関連性を持たなくてはならず、資金受領の条件として違憲な行為を求めてはならない。加えて、連邦が出
した条件を受け入れるには威圧的と思われるほど多額の金額が伴うものであってはならない。」との基準を示
した。

48  Public Law No.115-97,131 Stat.2054(2017).
49  ただし、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、バーモント州、ニュージャージー州、ワシントン D.C. では、

新たに州法で保険加入義務を課し、制裁金を維持している。

【図表 13】 オバマケア潰しのトランプ政権による制裁【図表 13】 オバマケア潰しのトランプ政権による制裁
金ゼロ額とする改正金ゼロ額とする改正

①シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決の影響 
　 　後に詳しくふれるように、オバマケア法（ACA）

では、国民全員に水準以上の健康保険加入を義

務づける（individual mandate）オバマケアが、

連邦憲法に反するかどうかが争われた。連邦最

高裁は、オバマケアを合憲とする判決を下した。

加えて、実質的に各州が運営する低所得者向け

のメディケイド（Medicaid）への加入資格を拡

大するなどの規制を、連邦法で実施することが

合憲かどうかも争われた。オバマ政権側は、州

境を越えて全国民への保険加入の義務化は、連

邦憲法の州際通商条項のもとで連邦に認められ

た権限内であるとの理由で問題はないと反論し

た。しかし、連邦最高裁はこの点は違憲とした。

このため、実際に加入資格を拡大するか否かは

各州の判断に委ねることとし、仮に拡大しない

場合でも、連邦政府から州への補助金は制限し

てはならない、との判決となった。

　 　この 2012 年最高裁判決は、オバマケアに否

定的なトランプ大統領や連邦議会共和党、共和

党所属の州知事など保守／リバタリアン派にと

り、難しい舵取りを迫られることになった。そ

の理由は、次のとおりである。
　　❶ �2010 年に実施されたオバマケアの皆保険

政策により、2018 年時点ではアメリカ人

の 91.5％が何らかの健康（医療）保険に

加入できている実状にいたった。この現実

は、保守／リバタリアン派であっても、オ

バマケアの皆保険政策を頭から否定でき

（７）責任負担金がゼロ額課税に

　2017 年 12 月、トランプ大統領は、2018 年度

税制改正法である「減税および雇用法（TCJA=Tax 

Cut and Jobs Act of 2017）に署名し、成立した（以

下「TCJA」ともいう。）48。TCJA は、2019 年 1 月 1 日から、

責任負担金（shared responsibility payment）、つま

り制裁金（penalty）をゼロ額（免除）にする改正

を実施した。トランプ政権によるオバマケア潰しの

一環である 49。

　制裁金を廃止しないで、ゼロ額（免除）にし

たのには、次のような理由がある。

会は、連邦政府などの附与された権限を行使す

るために必要かつ駅切な法律を制定する権限を

有する】を超え、違憲ではないかが問われた。

　 　シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決では、

1 人の裁判官が、健康（医療保険）の強制加入

制度は、連邦憲法の州際通商条項で連邦に認め

られた権限を逸脱し、かつ、連邦憲法の必要か

つ適切条項を逸脱し、違憲であるとの意見を述

べた。しかし、判決主文には盛り込まれなかった。

⑤連邦憲法の歳出条項（Spending Clause）違反
　 　オバマケア法（ACA）を違憲とする訴訟にお

いて、「最低限の健康（医療）保険への強制加

入（individual mandate）」のための州への連

邦権限の拡大が、連邦憲法の歳出条項に抵触し

違憲ではないかが問われた47。歳出条項のもと、

歳出が伴う連邦と州との共同プログラムが合法

であるためには、州が任意に、内容を十分に理

解したうえでその条件を受け入れていることが

前提となる。

　 　シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決で

は、オバマケア法（ACA）によるメディケイ

ド（Medicaid）の適用拡大は、連邦憲法の歳

出条項とぶつかり違憲な強圧的な利用にあた

るとの合意には達したが、無効規定を分離

（severability）した場合、法的にどのように救

済するかについて結論を出すことができなかっ

た。このため、判決主文には盛られなかった。



（８） シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決：
課税と公用収用

　シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決では、

オバマケア法（ACA）に盛られた水準以上の健康

（医療）保険への加入（individual mandate ／

minimum coverage）義務づけ」、つまり健康（医療）

保険への強制加入（individual mandate）制度は、

連邦憲法 1 条 8 節 1 項〔一般福祉条項／課税権

条項（General Welfare Clause ／ Taxing Power 

Clause）〕には違反せず、合憲と判断した。
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ない。いったん実施した政策を、何の対案

も提示しないで、廃止することは至難であ

る。廃止すれば、また無保険状態に戻って

しまう低所得者層、貧しい人たちの医療不

安を増長させる恐れが強い。トランプ政権

は、オバマケアを代替する法案〔例えば、

AHP=Association Health Plan など〕を連

邦議会に提出しているが、議会下院がリベ

ラル／民主党が多数を占めており、通過さ

せられる見通しはない。
　　❷�オバマケアは、新たな公的保険制度の創設

ではなく、民間保険を拡充することにより

皆保険の仕組みを実現する構想である。こ

の構想は、もともと保守／リバタリアン派、

共和党が種まきしたアイディア〔ⓐ保険加

入の義務化、ⓑ州による民間保険加入あっ

旋所（エクスチェンジ）の設置、ⓒ低取得

者への財政支援の 3 本柱のモデル〕である
50。つまり、オバマケアの皆保険制度は、保

守／リバタリアン派、共和党のアイディア

（プロトタイプ／雛形）を模倣したものであ

る。このことから、保守／リバタリアン派、

共和党のオバマケア廃止の主張は「変節」、

との批判もある。
　　❸�トランプ政権による制裁金を廃止しないで、

ゼロ額（免除）とした法改正は、いわゆる「逆

選択（adverse selection）」【健康なときは

保険に加入せずに、病気になってはじめて

加入する】を促す政策ともいえる。つまり、

オバマケアでは、民間保険会社に既往症や現

在治療中の人などの保険加入の差別／排除を

禁止する。トランプ政権は、皆保険なのに未

加入でも制裁金ゼロ額（免除）にすれば、遅

かれ早かれ「メディケイド（Medicaid）で民

間健康（医療）保険に加入するのは病人ばか

り」の状態になると読む。市場原理で成り立

つ民間保険業界にとっては悪夢のようなシナ

リオを描き、オバマケアを破綻させようとす

る計画ととれる。

【図表 14】 オバマケアの「皆」、「強制加入」をめぐる【図表 14】 オバマケアの「皆」、「強制加入」をめぐる
法的論点整理法的論点整理

① オバマケアの「皆（universal）」、「強制加入
（individual mandate）」の仕組み
　❶�オバマケアは、「皆健康（医療）保険（universal 

health insurance）」制度の導入がねらいで

あり、個人が民間の保険会社の健康（医療）

保険商品を購入するあるいは健康（医療）保

険契約に加入する枠組みである。
　❷�個人は民間の保険会社と契約を結んで水

準以上の民間保険に加入し保険料／掛金

（required insurance premium ／ individual 

mandate payment）の支払を求められる。
　❸�強制加入の仕組みであるのにもかかわらず、

水準上の健康（医療）保険への加入を忌避し

た場合、当該個人は、責任負担金（shared 

responsibility payment）、つまり「制裁金

／ペナルティ（penalty）」の支払を求められ

る（IRC 5000A 条 b 項 3 号）。
　❹�制裁金／ペナルティ（penalty）の支払を怠

ると、連邦課税庁（IRS）が、当該個人の還

付税額（tax refund）から滞納した責任負担

金額を制裁金として差し引くことで、徴収す

ることができる。

②法的論点
　❶�「不作為」に対する課税 一般に、連邦議会は、

納税者に何かを購入する場合、つまり「作為

（action）」を求める場合に、それを奨励する

ために、連邦の課税条項に基づき、所得控除

（deduction）、税額控除（credit）、課税繰

延（tax deferral）などを利用する。例えば、

確定拠出年金制度（Defined Contribution 

Pension Plan）では、退職貯蓄口座（Retirement 

Savings Account）を設けること、つまり「作

為」を奨励するために、掛け金の拠出・運用

時ともに非課税で、年金の受け取り開始時点

まで所得税が繰り延べする措置を講じている

（IRC 401 条 k 項）。言いかえると、退職年金

口座を設けないとしても、制裁を科すことは

ない。ところが、オバマケア法（ACA）では、

議会は、保険に加入しない場合、つまり「不

作為（inaction）」の場合に、責任負担金／制

裁金を課す。この点について、シベリウス事

件 2012 年連邦最高裁判決で、ロバーツ裁判長

は、先例を見出しえなかったという。しかし、

連邦憲法で連邦議会に認められた課税権の行

50  See,e.g .,Michael Cooper,〝Conservatives Sowed Idea of Health Care Mandate,Only to Spurn It 

Later,〟NYTimes.com,February 14,2012.
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51  See,United States v.Clarke,455 U.S.253,at 257(1980).
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現物財産 金銭その他金銭等価物 

No Yes 

①①不不当当なな規規制制介介入入 ②②強強制制収収用用 

法法のの正正当当なな手手続続条条項項 正正当当なな補補償償条条項項 

【図表 15】 連邦最高裁判決にみる公用収用からの憲法【図表 15】 連邦最高裁判決にみる公用収用からの憲法
的保護的保護

　すでにふれたように、連邦最高裁の判例を概

観すると、公用収用条項（Takings Clause）の

対象となるのは、原則として「実物財産（discrete 

property）」、つまり「物（things）」とされる。

したがって、「金銭その他金銭等価物（fungible 

property）」、つまり「カネ（money）」は対象と

ならないとされる。連邦憲法修正 5 条は、政府

による２つの方法による私有財産の侵害から、2

つの法原則を用いて保護しようとする。１つは、

①不当な規制介入（unreasonable regulatory 

interference）、そしてもう 1 つは、②強制収

用（expropriation）である。また、①につい

ては、法の正当な手続条項（Due Process of 

Law Clause）、②については、公用収用条項

／正当な補償条項（Takings Clause ／ Just 

Compensation Clause）で統制を受けることにな

る。

　やさしく図説すると、次のようになる。

　もっとも、従来から、政府規制（government 

regulation）により財産所有者に強制収用と同

視できる程度の経済的利益を犠牲にするように

求めている場合であっても、それ（regulation）

は政府の警察規制権（police power）を根拠と

するものであり、物理的な私有財産の奪取ま

たは占有などが伴わない限り、正当な補償の

対象となる公用収用にはあたらないとされて

きた。この流れを変えたのは、1922 年のペン

シルべニア石炭会社 対 マホン事件連邦最高

裁 判 決〔Pennsylvania Coal Co.v.Mahon,260 

U.S.393(1922)〕である。本件において、ホーム

ズ判事（Justice Homes）は、規制（regulation）

が「行き過ぎ（It goes too far）」だと機能的

には公用収用と同等に取扱わなければならなく

なる、との判断を示した。

　この判決以降、「政府規制による公用収用

（regulatory takings）」は、連邦憲法修正 5 条

のもとで正当な補償の対象となる公用収用の

一つとして法認されるにいたった。政府規制

による収用は、しばしば「粉飾収用（inverse 

condemnation）」と呼ばれる 51。政府は、正規

の公用収用権を使わないで、政府規制／警察権

を代用して、正当な補償をすることなしに、実

使にあたるとする（132 S,Ct.2566,at 2599）。
　❷�強制加入／強制消費は公用収用にはあたらな

いのか オバマケア法（ACA）では、議会は、

個人に対して第三者である民間の保険会社か

ら、特定の商品・サービス、ここでは健康（医

療）保険、を購入するように強制する。こう

した強制加入（individual mandate）または

強制消費（consumption mandate）は、政府

規制による公用収用（regulatory takings）

にあたらないのかどうかが問われる。

　　 　強制加入／強制消費のルールに基づくオバ

マケアでは、政府規制により、個人に水準

以上の健康（医療）保険を購入するための保

険料／掛金を第三者である保険会社に支払う

ように求めたり、選択的に政府に責任負担金

／制裁金を支払うように求めることについ

ては、連邦憲法修正第 5 条の公用収用条項

（Takings Clause）の観点から精査すべきで

あるとする主張がある。

　　 　シベリウス事件 2012 年連邦最高裁判決

で、裁判官のなかには、制裁金／ペナルティ

（penalty）は、伝統的な意味での「租税（tax）」

とはいいがたいとの意見もあった。しかし、

最高裁のリベラル派の 4 人の判事に保守派と

目されていたロバーツ裁判長が加わり、５ 

対 4 で、オバマケアの責任分担金／制裁金

は、「租税（tax）」であるとの結論に落ち着

いた。その結果、オバマケア法（ACA）は、

合憲となった。しかし、仮にオバマケアの保

険料／責任負担金は「租税（tax）」ではない

との結論にいたっていたとしたら、どうなる

のであろうか。オバマケア法（ACA）は違憲

とされ、廃止されたのであろうか。その場合、

連邦憲法修正 5 条に定める正当な補償なしで

の公用収用として、違憲との結論を導き出す

ことができるのであろうか。



質的に私人の財産上の権利利益を収奪すること

につながるからである。判例によると、正当な

補償の対象となる「政府規制による公用収用

（regulatory takings）」にあたるかどうかの判

断基準は、政府規制が「行き過ぎ（It goes too 

far）」であるかどうかである。また、政府規制

による公用収用（regulatory takings）につい

ては、法の正当な手続条項（Due Process of 

Law Clause）と公用収用条項／正当な補償条項

（Takings Clause ／ Just Compensation Clause）と

の双方の憲法的な保護が及ぶことになる。

●　むすび

　公用収用（taking）と課税（taxing）は共

に、その本質は国民の財産権への介入である、

あるいは公的義務（public burdens）を課すと

いう点では同じような性格を有する。にもかか

わらず、公用収用に対しては正当な補償（just 

compensation）が要るが、課税は一方的な義務

であり、正当な補償の対象とならないと解され

ている。ただ、このような形で、公用収用と課

税とを分離する考え方（「公用収用／課税分離

論（taking ／ taxing divide）」）には異論がな

いわけではない。なぜならば、立法府が、「課税

（taxing）」のラベルを貼ると、その負担を求め

られた者は、正当な補償を受けることも、司法

救済を受けることも、きわめて難しくなり、公

平とはいえないからである。また、公平でない

ということは、公用収用というラベルを貼れば、

有産者からの財産の収奪には〝補償〟、〝見返り〟

を与える一方で、課税というラベルを貼れば、

経済的に余裕のない人たちを含め広く大衆から

の財産の収奪に対しては〝補償〟、〝見返り〟を

与えなくともよくなることからわかる。

　アメリカにおいて、公用収用法（takings 

law）の研究者は、この点を重くみて、課税

（taxing）を公用収用（taking）の枠組みのなか

に招き入れ、法的コントロールを強めようと試

みてきている。しかしながら、税法（tax law）

の研究者は、公用収用（taking）と課税（taxing）

を分離してとらえる伝統的な考え方／公用収用

／課税分離論（taking ／ taxing divide）を維

持する姿勢を大きく変えていない。

　連邦最高裁は、判例法の形成を通じて、公用

収用（taking）と課税（taxing）との間に「壁」

を設けることに精力を注いてきた。しかし、連

邦最高裁は、公用収用／課税分離論に立ちなが

らも、その一方で、正当な補償の対象となる公

用収用（taking）の範囲を広め、課税（taxing）

の政策利用に対する憲法適合性を厳しく問う解

釈や判断を示してきている。

　従来から問われているのは、政府が、私人

の現物財産の物理的な移転を求めるもので

はないが、公共利用の名のもとに政府規制

（regulations）により財産所有者に強制収用と

同視できる程度の経済的利益を犠牲にするよう

に求める場合（regulatory takings）である。

この場合、原点となる連邦最高裁判例によると、

政府の規制（regulation）または行政の行為／

作為（action）もしくは不作為（inaction）が

「行き過ぎ（It goes too far）」と判断されると

きには、その所有者の私有財産の実質的な公用

収用／財産権の侵害とみて、正当な補償の対象

となる。

　また、一定の政策目的を実現するための政策

税制（regulatory taxings）、とりわけ政策増

税（regulatory tax increase）、つまり政府が

特定の政策を実現するために課税の手段を選択

したとする。この選択により、特定の納税者が、

自己の経済的利益を犠牲にするように求められ

たとする。当該政策増税で財産上の損失を被っ

た人が憲法上の正当な補償を求めたとする。こ

の場合、ごく限られた層の納税者の私有財産を

ターゲットに課税の手法を用いて収奪すること

は、法の正当な手続条項（Due Process of Law 

Clause）や平等保護条項（Equal Protection 

Clause）に抵触する、さらには正当な補償なし

の公用収用にあたり連邦憲法修正 5 条の公用収用

（Takings Clause ／ Just Compensation Clause）

に違反すると解することもできる。こうした

政策増税が、恣意的方法（arbitrary manner）

で行われているとか、濫用的な方法（abusive 

manner）で行われているときにはなおさらであ

る。

　パンデミック封じでは、接触感染拡大を防ぐ

ために、州知事など首長が都市封鎖令（lockdown 

closure order）の発出にいたることがある。都

市封鎖令は、首長の警察規制権に基づく政府規

制による公用収用（regulatory takings）の

一つとみることができる。都市封鎖令で首長

は、不要不急業務（ノンエッセンシャルビジネ

ス）に営業禁止（休業／一時閉鎖）を求める一

方で、生活不可欠業務（エッセンシャルビジネ
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ス）の営業継続を命じる。パンデミック時のラ

イフインフラ／ライフラインを維持するためで

ある。対象は、多岐にわたる。とりわけ、今般

の新型コロナウイルス感染症封じの都市封鎖知

事 令（COVID-19 Closure Governor Executive 

Order）では、公私の病院や保健医療機関、医薬

品製造会社などに新型コロナウイルス患者の受

入れ／治療や必需な物資の生産を強制的に命じ

ている。公共の用に仕えよとのことで、民間の

病院や保健医療機関が感染者を受け入れ治療を

するとする。しかし、どの病院や保健医療機関

にも、物理的、物的、人的資源には限りがある。

このため、新規患者の診療停止や急ぎでない手

術の抑制、院内感染対策などで、過度に負荷が

かかる。加えて、風評被害も避けられない。結

果として、多額の営業損失も懸念される。連邦

や州政府からの財政措置だけでは補えず、当然、

経営に赤信号がともり、経営破綻も懸念される。

こうしたケースでは、民間の病院や保健医療機

関は、都市封鎖令を出した首長を相手に、司法

に対して、連邦憲法修正 5 条および修正 14 条を

典拠に「正当な補償」を求めるのも一案である。

理由には、都市封鎖令が、強制収用と同視でき

る程度の経済的利益の犠牲を求めたために損失

が発生したことをあげればよい。

　政府規制による増税（regulatory tax in- 

crease）、政策増税、も問われている。オバマ

ケアにおける健康（医療）保険の強制加入を

忌避する人たちに課した責任負担金（shared 

responsibility payment）／制裁金（penalty）

の賦課が一例である。司法府が、立法府が貼る「課

税」のラベルを鵜呑みにし、その内容を十分に

精査せずにお墨付き（legitimacy）を与えるこ

とで、政府に正当な補償を回避できる免罪符を

与える結果となってはならない。政策増税につ

いては、その憲法適合性を是認するには、「平等

（equality）／公平（fairness）」および「効率

性（efficiency）／社会福祉の最大化（maximizing 

social welfare）」に資し、私人の財産の公用収

用にはあたらないとする確たるエビデンスが要

る。
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●　はじめに

　昨今、インターネット上のプラットフォーム

企業（デジタルプラットフォーマー／デジタル

プラットフォーム企業）を介して、個人が保有

する遊休資産（空き部屋や空き家、自動車等の

動産）のような「モノ」や、労務／スキル（料

理のデリバリー／配達や DIY の代行等）のよう

な「サービス」をシェア（共有）する新たな経

済（シェアリングエコノミー／共有型経済）が

急激な広がりをみせている。

　「シェアリングエコノミー」とは、主として

個人が提供できる「モノ」や「サービス」など

を、デジタルプラットフォーム企業を介して、

他の個人等と共同利用ができるようにする経済

活動一般を指す 1。サービスの利用者（ユーザー

／ user）は、マージンの高いリアル企業の仲

介に換えて、デジタルプラットフォーム企業を

利用することでコストが抑えられ、これまでよ

り低料金でモノやサービスを手にすることがで

きる。一方、サービスの提供者（オファラー／

offeror）も、車や空き部屋・家などの遊休資産

や自らのスキル／労務サービスを活かして収入

を得ることができる。このように、デジタルプ

ラットフォーム企業を介してその都度単発又は

短期の仕事を受注するという働き方や、これら

によって成り立つ経済の仕組みは、「ギグエコノ

ミー（gig economy）」と呼ばれる 2。こうした経

済の仕組みのもとでスキルや労務サービスを提

供する人を「ギグワーカー (gig worker)」、「フ

リーランスワーカー（フリーランサー）」という。

ギグワーカー／フリーランサーは、デジタルプ

ラットフォーム企業のアプリを利用して、スマー

トフォンやタブレットのようなモバイル端末を

通じて、ユーザーからスキルや労務サービスの

注文を受ける。ギグワーカー／フリーランサー

は、一見、雇用主のいる被用者／従業者のよう

にみえるが、現行法制上は、一般には独立した

事業者としての取扱いを受けている。いわば「雇

用類似の働き方をする事業者／事業主」「一人親

シェアリングエコノミーの課税問題シェアリングエコノミーの課税問題●
論
説
●

本 村 大 輔本 村 大 輔
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二松学舎大学国際政治経済学部非常勤講師

国際武道大学体育学部非常勤講師
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方」のような存在である。

　ただ、ひとくちにギグワーク／フリーランス

といっても、副業でやっているケースと、本業

でやっているケースがある。副業のケースでは、

本業の勤務先が休業や短縮勤務となり、デジタ

ルプラットフォーム企業のアプリを使ってでき

る副業は収入減を補う手段となる。このケース

では、本業の雇用が継続できれば、原則として

最低賃金や労災保険、健康保険、雇用保険、残

業代、有給休暇といった基本的な労働保障を享

受することができる。

　これに対して、本業で雇用類似の働き方をす

るギグワーカー／フリーランサーは、従業者と

事業者とのはざまに置かれる存在である。本業

でこうした働き方をする人たちへの労働者とし

ての基本的な労働保障は極めて未整備の状態に

ある。

　新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、本

業のギグワーカー／フリーランサーの数は増加

の一途をたどっており、こうした人たちの基本

的な労働保障のあり方が重い課題となっている。 

　シェアリンエコノミーの拡大とともに、デジ

タルプラットフォームビジネスモデルを応用し、

頭角を現してきた IT 企業は数多い。中でも、料

理のデリバリーサービス／配車サービス／相乗

りサービス【ただし、わが国は、政府規制に

より、自家用車の相乗り（ライドシェアリン

グ）サービスを法認していない。】の米国 Uber 

Technologies 社（ウーバー社）と、民泊仲介サー

ビスの Airbnb 社（エアビーアンドビー社）の

成長は著しい。両社については、仲介対象の特

色から、ウーバー社を「就労仲介型デジタルプ

ラットフォーム（labor intensive platform）」、

そして Airbnb 社を「資産利用仲介型デジタルプ

ラットフォーム（capital platform）」に分類で

きる 3。

　就労仲介型デジタルプラットフォームを運営

するウーバー社の料理デリバリーサービス（Uber 

Eats）を例にすると、ギグワーカー／フリーラ

ンサーの配達員は、雇用契約に基づいて事業者

に労働を提供して賃金をもらう存在ではなく、

請負契約に基づく個人事業者として扱われてい

る。このため、課税上、配達員は個人事業主で

あるのか、あるいはウーバー社の被用者である

のかが問題となる。つまり、前者にあたる場合

には配達員自らが確定申告を行う必要があり、

後者にあたる場合には、ウーバー社に源泉徴収

義務を負わせられるかが問題となる。加えて、

配達員の所得課税やウーバー社への法人税所得

課税、さらには双方への消費課税などの問題も

ある。

　本稿は、このような多岐にわたる問題に関し

て 2019 年度日本租税理論学会で行った報告内容

を再点検し、一部加筆してまとめたものである。

１　�主なシェアリングエコノミー事例にか
かる課税分析

（1） シェアリングエコノミーをめぐる課税の
動向

　シェアリングエコノミーは、デジタルプラッ

トフォーマー／デジタルプラットフォーム企業

を介して、個人で保有する遊休資産やスキルな

どをシャア（共同利用）し、収入を得るという

新しいビジネスモデルをベースとした共有型経

済を指す。昨今のスマートフォンやタブレット

のようなモバイル端末の普及もあいまって加速

度的に成長している。また、シャアリングエコ

ノミーの発展は、既存のリソース（遊休資産や

個人の余った時間等）を効率的に活用するため

の IT 技術利活用の成果でもある。加えて、従来

型の本業として資本を投下した者によるサービ

ス提供や企業と消費者間取引（BtoC：Business 

to Consumer ／）とは異なり、インターネット

上のマッチングプラットフォーム企業（デジ

タルプラットフォーム企業）のアプリを介し

た、本業として追加資本を投下していない者に

よるサービス提供や不特定多数者の個人間取引

（CtoC: Consumer to Consumer）を基本としたも

のと説明される 4。

　我が国においては、働き方改革の流れもあり、

デジタルプラットフォーム企業のアプリを介し
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3  石村耕治・菊池純「アメリカのシェアリングエコノミー課税論議～問われる「オンデマンド労働プラットフォー

ム」の所在」国民税制研究 5号 133 頁。
4  川田剛・酒井克彦「税務行政を取り巻く最近の海外情勢と我が国の対応（下）－電子化・情報化・分散化を中

心に―」税務事例 51 巻 4 号 1 頁。
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た就労は、本業としての新たな働き方や副業と

して注目されている。このような流れの中、シェ

アリングエコノミー検討会議・内閣官房通信技

術（IT）総合戦略室は、平成 28 年 11 月中間報

告書 5 においてシェアリング・モデルガイドラ

インを発表した。続く平成 31 年 3 月 22 日には、

シェアリングエコノミー活用事例集 6、同年 5 月

には「シェアリングエコノミー検討会議 第２次

報告書」7 を発表し、マッチングプラットフォー

ム企業の信頼性・安全性の確保のため、自ら遵

守すべき事項を明らかにしたモデルガイドライ

ンの改訂がなされている。つまり、諸外国をは

じめ我が国においても、一億総活躍社会の実現

や地方創生の実現など、超少子高齢化社会を迎

える我が国の諸課題の解決に資する可能性があ

るとして、積極的に支援する動きをみせている。

　しかし、シャアリングエコノミーの発展に伴

い、デジタルプラットフォーム企業のアプリを

介して雇用類似の働き方をしているギグワー

カー／フリーランサーは、事業者扱いされるこ

とが多く、概して労働者として保護されていな

い。このため、雇用保険による休業手当や失業

手当を受け取ることなどの基本的な労働保障が

十分でなく、過酷な就労状態におかれている。

　また、このような労働環境で、就労仲介型デ

ジタルプラットフォーム企業のアプリを介して

雇用類似の働き方をしているギグワーカー／フ

リーランサーが得た所得については課税漏れが

発生している可能性が高いとして、我が国をは

じめ諸外国においても新たな税制を構築すべく

検討を重ねているところである 8。

　令和元年 6 月、国税庁は、「シェアリングエコ

ノミー等の新分野の経済活動への的確な対応」

を公表し、仲介事業者・業界団体を通じた適正

申告の呼びかけや積極的な情報収集・分析に乗

り出している。この背景には、就労仲介型デジ

タルプラットフォーム企業のアプリ利用者のみ

ならず、資産利用仲介型デジタルプラットフォー

ム企業のアプリ利用者にも、大口・悪質な申告

漏れがあるとの指摘がある。たとえば、スマー

トフォンのアプリを使って家庭の不用品や手作

り品などを個人間で売買できる資産利用仲介型

デジタルプラットフォームの「メルカリ」は、

利用の手軽さから国内で利用者が急増している。

他にも同様のサービスを提供する「ラクマ」等

のアプリも複数リリースされている。この種の

アプリを使ったネットを通じた個人間取引は、

スマートフォンで完結でき、極めて簡単で利便

性の高い。手順としては、まず、個人情報の登

録を行い、気に入った商品があれば、直接売主

にメッセージを送ることで商品の状態を確認し

（商品の確認には、売主がスマートフォンなどで

商品の近影など撮影し、この画像をアップデー

トすることで行われる）、当該価格に納得がいけ

ば購入手続に移行するという形で行われる。言

い換えれば、当該サービスの利用者は、スマー

トフォンやタブレットのようなモバイル端末さ

えあれば、これまで捨てるしかなかった不用品

などをリサイクリングでき、収入を得ることが

できるのである。このような個人間取引は、そ

の気軽さと利便性から市場規模は急速に拡大し

ているが、個人間の売買でも、反復的に行い、

年間の売り上げが 1000 万円を超えると消費税の

納税義務が生じる。また、このような取引を行

う者が複数の資産利用仲介型デジタルプラット

フォーム企業のアプリを使用している場合には、

合計所得の的確な把握が困難となり、課税漏れ

の可能性が出てくる。

5  シェアリングエコノミー検討会議・内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室「シェアリングエコノ

ミ ー 検 討 会 議 中 間 報 告 書 」URL：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/shiearingu/
chuukanhoukokusho.pdf 最終閲覧令和 2年 6月 28 日。

6  内閣官房シェアリングエコノミー促進室「シェアリングエコノミー活用事例集 シェア・ニッポン 100 ～

未来へつなぐ地域の活力～」URL：https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/share_
nippon_100_H30.pdf 最終閲覧令和 2年 6月 28 日。

7  シェアリングエコノミー検討会議・内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室「シェアリングエコノミー検討会

議 第２次報告書－共助と共創を基調としたイノベーションサイクルの構築に向けて－」URL：http: ／／ www.
kantei.go.jp ／ jp ／ singi ／ it2 ／ senmon_bunka ／ shiearingu ／ dai2ji-houkokusho.pdf 最終閲覧令和 2
年 6 月 27 日。

8  2019 年 6 月福岡において、G20 財務大臣・中央銀行総裁会議が開催された。その際の会議の議題「Ⅲ . 技術革

新・グローバル化がもたらす経済社会の構造変化への対応」の「国際租税」の項目にあるデジタル化に伴う課
税原則の見直し、租税回避・脱税への対応に引続き取り組むことを確認している。
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　しかし、納税者であるアプリの利用者に対し

て所得を的確に把握／申告するように求めるた

めには、まず、この種の所得に対する課税政策、

法制を明確にする必要がある。これは、先に指

摘したように、就労仲介型デジタルプラット

フォーム企業のアプリを介して雇用類似の働き

方をする人たちに求める場合も同じである。

　就労仲介型デジタルプラットフォーム企業

が創出する新たな雇用類似の働き方を、当該

企業のリーダーが「マイクロ起業家（micro-

entrepreneur）」出現の時代ともてはやすが、ギ

グワーカー／フリーランサーという就労層・貧

困層づくりの船頭役を演じているのではないか

との指摘もある 9。後に指摘するとおり、世界

に進出している就労仲介型デジタルプラット

フォーム企業では、雇用類似の働き方をする人

たちの過酷な労働環境が問題となっていること

からも妥当な指摘といえる。この問題を理解す

るには、その前提として、❶伝統的な資本主義

経済における就労形態と❷シェアリングエコノ

ミーにおける就労形態の異同について理解して

おく必要がある。つまり、前者❶においては、

市場で働く人たちの多くは、労働者として事業

者に労働力を提供し、賃金をもらう会社を通し

てサービス提供を行う存在である。一方、後者

❷では、雇用類似の働き方をする人たちの多く

は、雇用契約ではなく請負契約で、「独立契約者

（independent contractor）」、いわゆる「一人親

方／請負者／個人事業者」として、消費者や企

業に労務サービス、物や資産の貸付などを提供

する存在である 10。

　一見、独立した立場にあるかのようにみえる

ギグワーカー／ギグワーカーは、実態は雇用類

似の働き方をしているにもかかわらず労働者と

して保護されておらず、雇用保険による休業手

当や失業手当等のような労働保障の対象から外

れてしまうのである。

（2） 典型的なデジタルプラットフォーム企業
の取引の仕組みと課税

　先に資産利用仲介型デジタルプラットフォー

ム企業の典型としてあげた Airbnb 社と、就労仲

介型デジタルプラットフォーム企業の典型とし

てあがたウーバー社／ Uber Eats の取引の仕組

みと課税関係について概観する。

① Airbnb 社の取引の仕組みと課税

　まず、Airbnb 社の仕組みを概観すると、以下

のようになる。Airbnb 社のアプリを使って、❶

サービス提供者（民泊事業者）は、Airbnb 社に

情報を登録する（掲載料は無料）。❷部屋情報を

閲覧した宿泊者は、Airbnb 社で部屋を見つけ、

宿泊リクエストをする。❸サービス提供者は、

宿泊リクエストを受け入れるかどうか判断し承

認する（宿泊予約の成立）。❹部屋情報を閲覧し

た宿泊者は、Airbnb 社を介して借受手続行い代

行手数料（宿泊料金の 6 ～ 12％）を支払う。❺

サービス提供者は、貸出手続の代行に対して代

行手数料（宿泊料金の 3％）を支払う。❻サー

ビス提供者は、宿泊者から宿泊料金を受けとり、

部屋の貸出しを行うというものである。

　ただ、個人が保有する空き部屋を貸し出す民
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9  石村耕治「Q&A：アメリカのシェアリングエコノミー課税論議～問われる雇用類似の働き方をするギグワーカー

の所得分類　加州では、フリーターを就労仲介プラットフォーム IT 企業 の従業者とするギグワーカー保護法
（AB5）を制定」税務事例 52 巻 5 号 44 頁。
10  前掲 9、石村、40 頁。
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泊の「Airbnb」では、宿泊者がホストへ支払う

宿泊代金については、ホスト自身に納税義務が

生じる。しかし、Airbnb 社のように次号拠点が

海外にある事業者の場合には、法人税を課すこ

とが困難であることから、問題視されている。

②ウーバー社／ Uber Eats の取引の仕組みと課税

　次に、Uber 社によるデリバリーサービスであ

る「Uber Eats」では、事業の主体がプラット

フォーム側なのか、配達員（Uber 社においては、

配達パートナーと呼ばれているが、以下「配達

員」という。）として所得を得る個人側なのか明

確ではなく、議論となっている。Uber 

Eats の仕組みを概観する以下のよう

になる。まず、個人の配達員が Uber 

Eats に必要な情報を登録する（利用者

や飲食店も登録）を行うところから始

まり、❶利用者がスマートフォン等か

ら Uber Eats を介して注文と支払をす

る、❷ Uber Eats から登録しているレ

ストラン等へ連絡がいき、❸これがレ

ストラン側で受諾されると、❹ Uber 

Eats から最寄りの配達員へと配達依頼

がいく、❺配達員がこれを受諾し、❼

レストラン等が商品を受けとり、❼利

用者へと配達される。その後、❽利用

者が最終的な支払を済ませると、❾レ

ストランと配達員に料理代と配達題が

支払われるという流れである。このようなデジ

タルプラットフォーム企業の

アプリを利用したデリバリー

サービスは、新型コロナウイ

ルスの影響による外出自粛に

より、我が国においても爆発

的な広がりをみせている。

　しかし、我が国の税制上は

様々な課題が山積している。

つまり、配達員が Uber 社の

ような就労仲介型デジタルプ

ラットフォーム企業の被雇用

者として扱われる場合と、個

人事業主として扱われる場合

とでは課税方法が異なるた

め、どのように扱われるかに

ついても議論がある。前者の

場合は、その所得は給与所得

に分類され、就労仲介型デジ

タルプラットフォーム企業は源泉徴収義務を負

うこととなる。後者の場合は、サービス提供者

自身に納税義務が生じ申告納税しなければなら

ない。さらに、前者の場合、ウーバー社／ Uber 

Eats に源泉徴収義務を負わせることができるの

かが問題になる。一方、後者の場合には、配達

員の所得情報をどのように把握するかが問題と

なり、ウーバー社／ Uber Eats に情報提供を求

めることができるかが問題となる。この問題は、

ウーバー社／ Uber Eats が配達員の所得情報を

正確に把握してことが前提となるが、この点か

らも問題となる。

図式１　Airbnb 社の仕組み図式１　Airbnb 社の仕組み

出所：�Airbnb の HP および佐藤良「シェアリング・エコノミーの問題点―課税上の観点か出所：�Airbnb の HP および佐藤良「シェアリング・エコノミーの問題点―課税上の観点か
ら―」『調査と情報―ISSUE�BRIEF―』第 985 号 6 頁を基に筆者作成。ら―」『調査と情報―ISSUE�BRIEF―』第 985 号 6 頁を基に筆者作成。

❻

❹

❸ ❸

❷

❺

❻

❶

図式 2　ウーバー社／ Uber Eats の取引の仕組み図式 2　ウーバー社／ Uber Eats の取引の仕組み

レストラン

❻料理の受領

❺受諾

❾配達代の支払

❽最終的な支払

❶支払・注文

❹配達依頼

❷調理依頼 ❸受諾 ❼配達

利用者

配達員

❾料理代の支払



２　�シャアリングビジネスにかかる所得・
消費課税面からの問題分析

　シェアリングエコノミーのもとで、インター

ネットとアプリ、モバイル端末などを介して仲

介型ビジネスを営むデジタルプラットフォーム

企業やその企業のアプリを介して行う取引（以

下「シェアリングビジネス」という。）をめぐる

課税上の問題は多岐にわたる。ここでは、主に、

シェアリングビジネスの取引に関係する所得や

消費について、❶サービス提供者（オファラー

／ offeror）にかかる所得課税の問題、❷仲介

デジタルプラットフォーム企業にかかる法人課

税の問題、❸双方にかかる消費税の問題に重点

をおいて分析を行う。

（1）所得課税の問題
　すでにふれたように、課税問題を検討する場

合には、まず、デジタルプラットフォーム企業が、

就労仲介型なのか、それとも資産利用仲介型な

のかが問われる。

　就労仲介型デジタルプラットフォーム企業（以

下「仲介プラットフォーム企業」ともいう。）を

例にすると、所得課税の面では、仲介ラット

フォーム企業とサービス提供者の関係は、所得

分類の面で問題となる。我が国における所得課

税では、所得を 10 種類に分類 11 しているからで

ある。すなわち、サービス提供者が個人事業者

にあたるのか、あるいは仲介ラットフォーム企

業の被用者にあたるのかという問題である。個

人事業者にあたる場合は、サービス提供者の所

得は事業所得・不動産所得・雑所得に分類され、

サービス提供者自身が申告納税しなければなら

ない。　

　一方、仲介プラットフォーム企業の被用者に

あたる場合、サービス提供者の所得は給与所得

に分類され、当該プラットフォーム企業は源泉

徴収義務を負うこととなる。ただ、雇用類似の

働き方をするサービス提供者の多くは、実態は

従属的な労働者に近い。にもかかわらず、雇

用契約ではなく請負契約で、個人事業者とし

て、消費者や企業に労務サービスを提供してい

るのである。この点、英国では、ウーバー社の

相乗りサービス【ただし、わが国では、政府規

制があり、仲介プラットフォーム企業は、相乗

りサービスアプリは提供できない。】の登録運

転手は契約上個人事業者であるが、その実態は

従属的な労働者であるにもかかわらず本来適用

されるべき法的な権利が保障されていないとし

て、事業者を提訴し、雇用裁判所がこれを認め

る判断を下している 12。そのため、所得分類の

問題を検討する場合、契約上の関係だけでなく

サービス提供者とプラットフォーム企業の関係

と実態を把握する必要がある。この必要性は、

アメリカにおける雇用類似の働き方をしている

サービス提供者の暮らしや健康を護るため最低

賃金、労災保険、健康保険、残業代、有給休暇

等の適用対象となる給与所得者にあたるのでは

ないかとの議論にみることができる。この問題

は、州の雇用保険不服審査機関や裁判で争われ、

カリフォルニア州ではサービス提供者を被用者

とみなすカリフォルニア州ギグワーカー保護法

（California gig worker protections bill）と

呼ばれる新法（AB5）の制定にいたっている（AB5

は 2020 年 1 月 1 日から施行された）13。AB5 が

施行されると、これまで仲介デジタルプラット

フォーム企業のアプリを介して続けて単発の仕

事の紹介を受けた場合、当該企業の被用者とし

て扱うといった画期的な新法である。翻って、

我が国の所得分類の関係では、所得計算上の控

除の問題があげられる。給与所得では、所得計

算上の控除で給与所得控除による概算控除が適

用される。給与所得控除として適用できる額は、

通常、実際に必要とされる経費よりも高い水準

に設定されており、事業所得の場合、所得計算

上の控除として、必要経費の実額控除が認めら

れている。

　この点については、サービス提供者の多くは、
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11  金子宏『租税法』（弘文堂、第 23 版、2019 年）200 頁。
12  「不安定な働き方に関する議論」『国別労働トピック』URL：http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2017/07/

uk_03.html 最終閲覧令和 2年 6月 28 日。
13  前掲 3、石村ほか、141 ～ 144 頁参照。
14  佐藤良「シェアリング・エコノミーの問題点―課税上の観点から―」『調査と情報―ISSUE BRIEF―』第 985

号 2 頁によれば、労働者性（使用従属性）とは、指揮監督下の労働か否か、報酬の労務対償性等の基準によっ
て判定されるものと説明される。
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労働者性が高く、必要経費として計上できる範

囲は限定的であるため、所得計算上の控除の点

で、給与所得者に比べて不利な立場にあるとさ

れる 14。さらに、事業所得と雑所得の区分からは、

事業所得では所得金額の計算上で生じた損失の

損益通算ができるほか、青色申告を行えば、欠

損金の繰越控除が認められるが雑所得ではこれ

らの措置は認められない。このように所得分類

からくる控除の異同が職業選択に影響を及ぼす

ことも考えられる。加えて、収入確保の目的で

選択の余地なく本業として雇用類似の働き方を

する人はより過酷な状況におかれることが想定

される。

　他方、サービス提供者は、就労仲介プラット

フォーム企業の一つのアプリのみを使用して

サービス提供をしているとは限らず、複数のプ

ラットフォーム企業のアプリを利用しサービス

提供をしている場合も少なくない。その場合、

所得の把握は一層困難となる。この点、フラン

スは、2016 年補正予算法によって、仲介プラッ

トフォーム企業は、サービス提供者の情報を課

税当局である公共財政総局（DGFiP）に提出する

ことが義務付けられ、提出対象となる情報をサー

ビス提供者の氏名、連絡先、事業識別登録番号

（SIREN）、取引によって得られた総所得などとし

ている 15。しかしながら、我が国においても仲

介プラットフォーム企業にサービス提供者の所

得情報の提供を求める制度の導入などが検討さ

れているが 16、仲介プラットフォーム企業が外

国会社である場合や、プラットフォームの運営

をするだけで取引の内容や実態を詳細に把握し

ていない場合もあるため 17、情報提供制度の導

入には困難な点がある。これに対しては、サー

ビス提供者が自ら申告納税することが望まれ、

仲介プラットフォーム企業からの申告支援 18 な

ども提案されている。ただ、先にふれた雇用類似

の働き方をする人たちの過酷な労働環境などを織

り込んで考えると、給与所得者と同様の扱いを認

めるべきとする見解は妥当なものといえる。

（2）消費課税の問題
　次に、シェアリングビジネスで提供されるサー

ビスは、原則、消費税の課税対象になると考え

られる。シェアリングビジネスにかかる消費税

の問題を考える場合、とりわけ資産利用仲介型

デジタルプラットフォーム企業にかかわるとき

には、仲介されるサービス（民泊仲介）が、サー

ビス本体（部屋の貸出し）と手数料の授受から

構成されることを確認する必要がある。つまり、

仲介プラットフォーム企業が国外事業者であり、

仲介されるサービス全体が B to B 又は B to C 

取引に該当する場合、サービス全体に消費税が

課されるため、課税上の問題は生じない。しか

し、該当する取引が手数料の授受のみの場合に

は、課税上の問題が生じる可能性がある。この

場合、部屋の貸出し（サービス本体）に対する

消費税の納税義務者は、仲介プラットフォーム

企業ではなく、サービス提供者となる。この場

合の多くが、免税点（基準期間の課税売上高が

1000 万円）を超えずに免税事業者となる可能

性がある。ウーバー社の相乗りサービス【ただ

し、わが国では、政府規制があり、仲介プラッ

トフォーム企業は、相乗り（ライドシャアリン

グ）サービスアプリは提供できない。】の場合も

同様で、サービス提供者（登録運転手）が免税

事業者である場合には、サービス提供者が負担

したガソリン代などにかかる消費税は控除でき

ない。また、既存の同業者の多くが課税事業者

15  同上、6頁。
16  仲介プラットフォーム企業に所得情報の提供を求める制度として、サービス提供者が登録する際にマイナン

バー（個人番号）の登録を義務付け、課税当局が当該に対してマイナンバー（個人番号）と併せた所得情報
の提供を求める見解もある（森信茂樹「急拡大するシェアリング経済 課税議論を急げ」『Wedge』29 巻 4号 52 頁。
同旨、前掲 14、佐藤、2頁。

17  伊藤公哉「シェアリングエコノミーの拡大に伴うタックス・ギャップへの制度対応（後）テクノロジーの発

展と申告納税制度の下での資料情報制度の再検討」『税務弘報』65 巻 13 号 75 頁では、フリマアプリ等のデジ
タルプラットフォーム上では、消費者が出品者と個別に交渉することが半ば当然のこととして行われること
を前提に、取引の場でプラットフォームが利用されたとしても、取引の内容や実質を最も理解しているのは
実際の取引の相手方と交渉を行った当事者であるので、その当事者（納税者）本人の責任で申告・納税を行
うことがシェアリングエコノミーに適合している、と指摘する。

18  渡辺徹也「シェアリング・エコノミーに携わるプラットフォーム企業と課税―所得課税および執行上の問題

を中心に―」税経通信 74 巻 2 号 10 頁。



である場合、双方の間で公平な競争条件が確保

されない問題が生ずるため、サービス本体につ

いても、仲介プラットフォーム企業に納税義務

を課すことの是非が問題になる。他方、仲介プ

ラットフォーム企業が納税義務者となる場合に

は、利用者は消費税込みで代金を支払い、それ

を仲介プラットフォーム企業が国に納付する義

務を負うが、イギリスでは、ウーバー社を通じ

て相乗り（ライドシェアリング）サービスを頼

んだ料金に VAT（付加価値税）が含まれていな

いことが問題となっている 19。

　そして、このような議論がある中、我が国で

は、平成 27 年 10 月から、国外事業者がインター

ネット等を介して国内事業者又は国内消費者に

対して行う役務の提供について、国内取引とし

て消費税を課税する制度が導入されている。具

体的には、国外事業者の国内事業者向け取引（B 

to B 取引）では、国内事業者が納税する方式（リ

バースチャージ方式）、国外事業者の国内消費者

向け取引（B to C 取引）では、国外事業者が日

本の税務署に対して申告納税を行う方式が採ら

れている 20。ただ、仲介プラットフォーム企業

が納税義務者となる場合、一部の国外事業者に

は、B to B 又は B to C 取引への課税の対応に

不備が見られ、法令遵守の徹底が必要であろう。

３　�雇用類似の働き方をするギグワーカー
の雇用実態とその所得分類

　これまでシェアリングエコノミーにかかる課

税問題について、その雇用実態を踏まえ概観し

てきた。次に、雇用類似の働き方をするギグワー

カー／フリーランサーの所得分類について一歩

踏み込んで検討をする。先にふれたように、世

界に進出している就労仲介型デジタルプラット

フォーム企業のアプリを使った雇用類似の働き

方をする人たちの過酷な労働環境が問題となっ

ている。その一方、我が国においては、「働き方

改革」の下に政府は積極的な支援を行い、こう

したアプリを使ってオンデマンド・ベースで働

くことが、若い世代を中心に自身の時間を自由

に使うことができる「新しい働き方」としてプ

ラスのイメージで広まってきている。これは、「新

しい働き方」は、当初自身が有する遊休資産や

スキル、時間などを有効に活用したいというサー

ビス提供者側のニーズと安価かつ手軽にサービ

スを受けたいという消費者のニーズをマッチン

グさせるということが強調されていたためと考

えられる。すなわち、サービス提供者はメイン（本

業）の仕事を有する中で（もちろん、長時間の

就労が困難な場合も考えられる。）、あくまで「副

業」として就労仲介型デジタルプラットフォー

ム企業のアプリを利用するという前提で広がっ

たためと考えられる。換言すれば、サービス提

供者は、本業の傍ら、デジタルプラットフォー

ム企業のアプリを介して、自らの資産や時間を

切り売りすることが可能とみるにいたったこと

を意味する。

　しかし、現実は、理想とは大きく異なってい

る。昨今、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、

企業は休業を余儀なくされ、非正規労働者の多

くは働く機会を奪われ、悪くすれば失業に追い

込まれている。また、アルバイトで学費や生活

費を稼ぐ学生は、働く場所を失い学業の維持す

ら困難な状況に追い込まれている。このような

厳しい経済状況下、非正規労働者・フリーラン

サーやアルバイト・フリーターは、自らの最低

の生活や学業を維持すべく就労仲介型デジタル

プラットフォームのアプリを利用して労働を提

供しているのである。換言すれば、非正規労働

者・フリーランサーやフリーター・アルバイトは、

働き方の選択の問題としてではなく、必要最低

限の生活を維持するために、就労仲介型デジタ

ルプラットフォーム企業のアプリを利用して就

労の機会を得ているのが現実である。まさに本

業・生命線と化しているといって過言ではない。

つまり、デジタルプラットマーである大企業が

謡うような就労形態とはまったく別の就労形態

の現状にあるといえる。もはや、諸外国におい

て指摘される雇用類似の働き方をするギグワー

カー／フリーランサーがおかれる過酷な労働環

境は対岸の火事ではなく、我が国においても大

きな社会問題となっているといえる。

　まさに、オンデマンド型の就労仲介型デジタ
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19  前掲 16、森信、52 頁。
20  石村耕治・本村大輔「国境を越えた電子サービス取引に対する消費税課税」〔石村耕治編〕『現代税法入門塾（第

１０版）』（清文社、2020 年）274 頁以下参照。
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ルプラットフォーム企業のアプリの利用拡大は、

アメリカのように大量の非正規労働者を誕生さ

せ、自らの労働を切り売りするしかない不安定

な労働環境を創出しかねない。さらには、労働

の切り売りが常態化すれば、正規雇用の労働者

と雇用類似の働き方を強いられる非正規労働者

の格差はさらに拡大することが予想される。

　つまり、正規労働者の場合は、安定的な労働

提供ができるため安定的に収入を得ることが可

能となる。安定的収入は、将来の計画も立てや

すく、それに応じて貯蓄や投資、保険等へ収入

を回すことができる。また、正規労働者の場合

は、雇用・失業保険等の労働保障も充実してお

り、勤務先の設備・備品についても無償で使用

することができるので、ある程度出費も抑える

ことができる。このようにして、正規労働者は、

安定的な人生設計ができる。他方、非正規のギ

グワーカー／フリーランサーの場合は、自らの

労働時間を切り売りするしかいない現状にある。

このような働き方は、自ら時間管理ができ自由

度が高いようにみえて、一度仕事がなくなれば

収入もなくなってしまう。社会保障も満足に受

けることができず、生存権が脅かされることに

なる。また、ギグワーカー／フリーランサーは、

このような不安定な収入の中にあって、仕事に

必要な設備や備品等を自ら準備する必要があり、

出費がかさみ、生活は一層不安定となる。

一口にギグワーカー／フリーランサーといって

も、その所得源泉における

質的性格は一様ではない。

具体例をあげると、料理の

デリバリーサービスをして

いる Uber Eats の配達員の

ケースと、コロナ禍で大学

のデジタルプラットフォー

ム（オンライン教育情報基

盤）を使ったオンライン授

業で生活をつないでいる大

学の非常勤講師その他非正

規で在宅勤務（テレワーク）

をしているケースとは同じ

ではない。

在宅勤務（テレワーク）では、所得の質的要素

からみると「勤労＋資産」からあがる所得／報

酬とみることができる。にもかかわらず、給与

所得の課税取扱いされていることに大きな疑問

符がついている 21。まず、在宅勤務（テレワーク）

の増加は、新型コロナウイルスが人との接触で

感染が広がるという推察のもと、政府や東京都

などから新たな働き方として推奨されたことに

起因する。この働き方は、職場や通勤などによっ

て人との密な接触を避けられる一方、仕事を遂

行する環境を個々人で整備しなければならない

という問題もある。在宅勤務（テレワーク）に

ついては、雇用者と労働者の使用従属関係の有

無で判断されるべきものと考えられる。

　また、在宅勤務（テレワーク）は、二つのケー

スに分けて前提を立てなければならないと考え

られる。つまり、在宅勤務（テレワーク）は、

❶時間的拘束と会社の備品等の貸与、雇用者の

指揮命令下にある場合と、❷時間的拘束がなく

仕事に必要な PC、インターネット環境等を自ら

準備・整備し雇用者の指揮命令下にあるといえ

ない場合とに区別して判断されるべきである。

　まず、❶における働き方は、勤怠管理システ

ム等により労働時間を管理され、会社から職務

遂行上必要不可欠な備品等（パソコン／ PC や

スマートフォン、プリンター、スキャナー、USB

のような電子媒体など）を貸与され、オンライ

ン会議などによって朝礼や終礼を行い職務内容

21  石村耕治「Q&A：アメリカのシェアリングエコノミー課税論議～問われる雇用類似の働き方をするギグワーカー

の所得分類　加州では、フリーターを就労仲介プラットフォーム IT 企業 の従業者とするギグワーカー保護
法（AB5）を制定」税務事例 52 巻 8 号 45 頁。



について指示を与えられる場合を想定している。

次に、❷における働き方は、時間的拘束はなく

その都度の職務の完遂が求められ、自ら職務遂

行上必要不可欠な備品等を準備し、職務内容に

ついては自らの裁量において行うことができる

場合を想定している。

　給与所得と事業所得の区分について裁判所は、

「事業所得とは、自己の計算と危険において独立

して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復

継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的

に認められる業務から生ずる所得をいい、これ

に対して、給与所得とは雇傭契約又はこれに類

する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提

供した労務の対価として使用者から受ける給付

をいう。なお、給与所得については、とりわけ、

給与支給者との関係において何らかの空間的、

時間的な拘束を受け、継続的ないしは断続的に

労務又は役務の提供があり、その対価として支

給されるものであるかどうかが重視されなけれ

ばならない」としているのである 22。

　そこで、在宅勤務（テレワーク）を先の前提

のもと検討すると、❶と❷の働き方に共通する

点は、空間的拘束を受けないというところにあ

る 23。この点は、在宅勤務（テレワーク）の特

徴ということがいえるが、❶の場合は、インター

ネット上のシステム等を使用することにより労

働者は時間的拘束を受け、オンライン上で朝礼・

終礼・ミーティングを通じて使用者に指揮命令

を受けることなる。また、この指揮命令に服し

労務を提供することにより継続的ないしは断続

的に労務又は役務の提供を行うことなる。

　次に、❷の場合は、インターネット上の勤怠

管理など拘束を受けず、自ら職務遂行上必要不

可欠な備品等を準備し、職務内容については自

らの裁量において行う点で事業所得となるであ

ろう。

　ただ、ウーバー社／ Uber Eats の配達員のよ

うに、インターネット上の勤怠管理などの拘束

は受けないものの、自社のロゴが入ったバック

を購入させ、事実上使用者の指揮命令下で雇用

されるような場合（自己の計算と危険において

独立して営まれているとはいえない場合）には、

やはり給与所得として判断されるであろう。そ

して、忘れてはならないのは、雇用類似の働き

方をするギグワーカー／フリーランサーは、我

が国においてもコロナ禍の影響もあり急増して

いることである。多くの人々は、自らの生活や

生命を護るため、労働を切り売りせざるを得な

いのである。

　このような過酷な雇用環境は、より一層の格

差を生むことに繋がることは容易に想像できる。

このような過酷な労働環境におかれるギグワー

カー／フリーランサーの生存権保障は急務であ

る。また、税制においては、ギグワーカーの生

存権保障のため、所得分類や税務取扱いの問題

の解決、そして応能負担原則（憲法 13 条、14 条、

25 条、29 条等）に基づく租税立法が求められて

いる。すなわち、日本国憲法から抽出されると

ころの応能負担原則とは、人々の所得および財

産の大きさに応じて課税することを要請してい

る 24。言いかえると、租税立法上の観点からは、

正規労働者と非正規のギグワーカー／フリーラ

ンサーでは、その雇用環境の違いから同じ収入

額であっても、安定的収入なのか不安定な収入

なのか、また職務を行う上での支出の割合が全

く違う。このことを踏まえて、課税の対象とな

る所得は、単に形式的に量的担税力をとらえる

ものとして構成するだけでは不十分であり、質

的担税力をとらえるものとして構成されなけれ

ばならない。

●　むすびにかえて

　シェアリングエコノミー、シェアリングビジ

ネスに対する所得課税、消費課税、そして法人

課税については、課題が山積している。とりわけ、

①サービス提供者の所得の把握、所得分類およ

び控除額等、②消費課税をめぐる納税義務者や
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22  最判昭和 56 年 4 月 24 日（民集 35 巻 3 号 672 頁、判時 1001 号 24 頁、判タ 442 号 88 頁）。本裁判例は、「独立性」

と「従属性」に基づいてなされているものの、近時の裁判例では、就業形態の多様化から「独立性」と「従属性」
とを区分して、「非独立性」を重視する傾向にあるという（奥谷健「判批」中里実ほか編『租税判例百選（第
6版）』73 頁）。

23  ただし、空間的拘束の前提は、職務を行う場所であるので、労働者によっては自宅を使用する場合や部屋を

賃貸したり、商業施設を使用する場合もあるので、これに基づく費用については別途検討する必要があろう。
24  北野弘久『税法学原論』（勁草書房、第 8版、2020 年）115 頁。
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課税対象、③デジタル課税をめぐる法人課税が、

重い課題となっている。中でも対応が急がれる

のは、雇用類似の働き方をする非正規のギグワー

カー／フリーランサーの雇用実態とかけ離れた

税制、課税取扱いの是正である。

　シェアリングエコノミー、シェアリングビジ

ネスは、遊休資産の有効活用の機会や自らのス

キルを利用した新たな働き方を創出している。

今後我が国は、超少子高齢化社会に突入してい

く中で、既存のリソース（遊休資産や個人の余っ

た時間等）を活用することで、労働力不足や資

源の再利用につながることが期待される。この

ような観点からみれば、税制がシェアリングエ

コノミーを阻害する要因になってはならないと

いえる。しかし、昨今、就労仲介型デジタルプラッ

トフォーム企業のアプリを介して働くサービス

提供者がおかれている真の姿は、当初望まれた

働き方とは程遠く、労働保障のない名ばかりの

個人事業者の量産化に変わってしまっている。

アメリカでは、ギグワーカー／フリーランサー

として雇用類似の働き方をしているサービス提

供者は、給与所得者にあたるのではないかとの

議論を深化させている。ギグワーカー／フリー

ランサーを、最低賃金、労災保険、健康保険、

残業代、有給休暇等の適用対象とし、ギグワー

カー／フリーランサーの生活や健康を護るため

である。その結果、カリフォルニア州は、全米

ではじめて特定の就労仲介型デジタルプラット

フォーム企業のアプリなどを介して継続して働

くギグワーカーを、その企業の従業者とする進

歩的な州ギグワーカー保護法（AB5）を制定した。

このような考え方は、基本的に我が国において

も妥当する。とりわけ、我が国は、生存権を保

障する憲法を有する。このことからも、我が国は、

カリフォルニア州に倣い、雇用類似の働き方を

する非正規のギグワーカー／フリーランサーに

労働者性を認めなければ、労働者の生存権保障

に抵触するといえる。

　裁判所、不服審査機関等での就労形態の判定

及び基準は、それぞれの国により異なる。しかし、

我が国においても、雇用類似の働き方をする人々

に労働者性を認める解釈は可能であると考えら

れる。加えて、在宅勤務（テレワーク）におい

ては、その前提を雇用実態に応じて、大きく事

業所得（雑所得）か給与所得のかいずれかに該

当するものとして、具体的な課税取扱いをすべ

きである。

　新型コロナウイルスは今なお世界で広がりを

みせており、正規の職を失う人たちの数はいま

も急増している。国や自治体は、国民や住民の

くらしを支え、法人を存続させるため様々な緊

急経済支援策を講じている。しかし、十分では

ない。密の回避が強く推奨される中、くらしを

支えるために、就労仲介型デジタルプラット

フォーム企業のアプリを介して非正規で働く人

たちが増え続けている。雇用類似の働き方をす

る非正規のギグワーカー／フリーランサーを護

るため、憲法の保障する生存権の観点から、こ

うした人たちを労働者と解釈して、労働保障を

するとともに、給与所得者として取り扱うこと

が求められている。応能負担原則に基づいた租

税立法により、非正規のギグワーカー／フリー

ランサーの生存権保障を図ることが急務である。

　2019 年 9 月に、アメリカ、カリフォルニア州

（加州）議会の上下両院（California�Assembly

＆ Senate）は、通称で「加州ギグワーカー

保 護 法（California�gig�worker�protections�

act）」と呼ばれる新法（AB ５）を通過させた。

9 月 18 日に、ギャビン・ニューサム（Gavin�

Newsom）知事の署名を得て成立した。AB ５

は、やさしくいえば、加州では、2020 年 1 月

1 日から、非正規の雇用類似の働き方をするギグ

ワーカー（フリーランサー／フリーター）は、就

労仲介型デジタルプラットフォーム企業（labor�

intensive�digital�platformer）のアプリなどで

使って続けて単発の仕事の紹介を受けて場合、原

則としてその就労仲介アプリを提供している企

業などの従業者 / 被用者として扱うように求め

るものである。ギグワーカー個人のくらしを護

るための労働保障がねらい。現行の加州労働法

典（Cal.�Labor�Code）と州雇用保険法（Cal.�

Unemployment� insurance�code）などの関連

条項を改正して実施された。

　2018 年 4 月に、加州最高裁場所は、非正規

／フリーランスで雇用類似の働き方をする人た

ちは、事業者ではなく従業者であるとするダイナ

メックス判決（【図表１】参照）を下した。

カリフォルニア州のギグワーカーを従業者として保護する新法（AB5）コ ラ ム
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【図表１】 フリーランスで働く者は、従業者／被用【図表１】 フリーランスで働く者は、従業者／被用
者であるとする見解者であるとする見解

カルフォルニア州雇用保険不服審査会の見解　　

ウーバー（Uber）のライドシェア（相乗り）の
運転者は、被用者（employee）である。

《理由》
・ ウーバー（Uber）は、交通サービスを提供す

る事業を行っている。

・ アプリを利用する場合、運転者は、ウーバー

アプリによって発見できた乗客だけを拾うこ

とができ、かつ、ウーバーのサインを表示す

ることができる。

・ウーバーが料金をコントロールしている。

・ 運転者は、ウーバーに認定され、履歴を審査さ

れ、かつビデオ研修を修了なければならない。

・ ウーバーは、顧客から活動的ではない、また

は評価が低いことを理由に運転者との契約を

終了できる。

　2018 年 4 月 30 日のカリフォルニア州最高裁判決
（Dynamex Preparations West,Inc.v.Superior 
Court of Los Angeles《4 Cal.5th 903》／ダ
イナメックス判決）
　ダイナメックス事件では、ダイナメックス販

売会社（D社）のフリーランスの配送運転者（原

告）が、自分の車を使用ながらも、仕事中は D

社の制服の着用を義務づけられていることなど

を理由に、独立契約者（請負の個人事業者）で

はなく、D 社（被告）の従業者／被用者であ

り、労働法上の保護や健康保険加入などの保護

を受ける権利が侵害されているとして訴訟を起

こし、裁判所に判断を求めたものである。加州

最高裁は、原告は独立契約者（請負の個人事業

者）ではなく、被告の従業者／被用者であると

の判断を下した。この判決で、加州最高裁は、

「独立契約者（請負者／個人事業者）」であると

判断するための次のような３つの判定基準（ABC

テスト）を示した。

《ABC テストの概要》
・テスト A　 労働者は、その仕事の遂行にあたり、

その企業の監督および命令から自

由でなければならない。

・テスト B　 労働者は、その企業の通常業務外

の仕事を遂行している。

・テスト C　 労働者は、仕事を請ける企業と同

じ種類の仕事をする独立した事業

を有している。

　加州の AB ５／ギグワーカー保護法は、州最高

裁ダイメックス判決に盛られた ABC テストを法

制化することがねらいである。AB ５法制化の経

緯は、次のとおり（【図表 2】）。

【図表 2】 加州のダイナメックス判決から AB ５成立【図表 2】 加州のダイナメックス判決から AB ５成立
までの経緯までの経緯

2018 年 4 月 30 日加州最高裁ダイナメックス判決 　
　一販売会社の配送運転者の就労上の地位、つ

まりその会社の従業者／被用者か、独立契約者

／請負の個人事業者かを争ったもの。判決は、

配送運転者は、当該販売会社の従業者／被用者

であると判断。この判決で、裁判所は、「独立

契約者（請負の個人事業者）」であるとするた

めの次のような判定基準を提示。

《ABC テストの概要》
・テスト A　 労働者は、その仕事の遂行にあたり、

その企業の監督および命令から自

由でなければならない。

・テスト B　 労働者は、その企業の通常業務外

の仕事を遂行している。

・テスト C　 労働者は、仕事を請ける企業と同

じ種類の仕事をする独立した事業

を有している。

加州 AB ５〔ギグワーカー保護法（案）〕（下院
法案 5 号）　ダイナメックス判決に示された ABC

判定基準の法制化がねらいの法律（案）

・2018 年 12 月に加州議会に提出

・2019 年 5 月 29 日に加州議会下院を通過

・ 2019 年 9 月 18 日に加州議会上院を通過、州

知事の署名を得て成立

・2010 年 1 月 1 日に AB ５を施行

《AB ５／ギグワーカー保護法と適用除外》

弁護士、医師、歯科医師、美容師、会計士、保

険代理人、技術者、不動産屋、ファイナンシャ

ルアドバイザー、一定の医療従事者は、AB5 の

適用除外

　AB ５の施行に伴い、加州の何十万人ものライ

ドシェアリング／相乗りサービス運転者、特定企

業専属の請負配達運転者、料理の配達員その他の

独立契約者、つまり「名ばかり個人事業者」は、

従業者／被用者とされ、労働者としての保護を受

けられることになった。恩恵の範囲は、失業保

険（unemployment� insurance）、健康保険補

助（health�care�subsidies）、親権行使有給休

暇（paid�parental� leave）、残業代（overtime�

pay）、労災補償（workers’�compensation）、

最低賃金保証（guaranteed�hourly�minimum�

wage）、その他の社会保障雇用主負担（social�

security�contributions）にまで及ぶ。AB5 施

行に伴い、加州のウーバー（Uber）やウーバーイー

ツ（UberEats）のような就労仲介型デジタルプ

ラットフォーム企業は、ビジネスモデルそのもの

の大きな変革を迫られている。
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●　はじめに

　国や自治体は、新型コロナウイルス感染症（以

下「コロナ」ともいう。）対策で、緊急事態宣言

を発し、緊急事態措置を実施した。これに伴い、

不要不急業務（non-essential businesses）と

して休業要請や施設の使用制限要請に応じた企

業（事業者）に対しては、コロナ緊急経済対策

として、申請に基づき、雇用調整助成金、持続

化給付金、自治体休業協力金の支給などの支援

を実施している。

　加えて、コロナ緊急経済対策上の税制特例措

置として、厳しい経営環境にある中小事業者等

に対して、令和３年度課税の１年分に限り、償

却資産および事業用家屋にかかる固定資産税お

よび都市計画税の課税標準を２分の１またはゼ

ロとする措置が創設された。この特例措置は，

地方税法上の要件をクリアできれば，宗教法人

も対象になる 1。 

　ところが、宗教法人については、雇用調整助

成金は申請対象とされているものの 2、持続化

給付金、自治体休業協力金については、申請対

政府のコロナ対応緊急支援策政府のコロナ対応緊急支援策
と 「政教分離」 ・ 「信教の自由」と 「政教分離」 ・ 「信教の自由」

●
研
究
ノ
ー
ト
● 宗教法人の助成金・給付金・協力金受給の課題

石 村 耕 治 （（        代表・白鷗大学名誉教授））J T IJ T I

【内容目次】【内容目次】

●はじめに●はじめに
I　�特措法に基づく緊急事態宣言、緊急事態措I　�特措法に基づく緊急事態宣言、緊急事態措

置とは置とは
ⅡⅡ　「ビジネス」に対する損失補償　「ビジネス」に対する損失補償
　（１）�わが国での損失補償の現状　（１）�わが国での損失補償の現状
　（２）�「補償」を避ける〝ことば選び〟　（２）�「補償」を避ける〝ことば選び〟
Ⅲ　�中小企業、個人に対するコロナ対応緊急Ⅲ　�中小企業、個人に対するコロナ対応緊急

支援策支援策
　（１）�支援策の種類　（１）�支援策の種類
　（２）�給付金等の申請　（２）�給付金等の申請
Ⅳ　宗教法人へのコロナ対応緊急支援策と政Ⅳ　宗教法人へのコロナ対応緊急支援策と政
教分離、信教の自由教分離、信教の自由
Ⅴ　�アメリカでの宗教団体へのコロナ対応緊Ⅴ　�アメリカでの宗教団体へのコロナ対応緊

急支援策と政教分離論議急支援策と政教分離論議

　（１）�連邦のコロナ対応緊急資金繰り支援策　（１）�連邦のコロナ対応緊急資金繰り支援策
　（２）��宗教団体への緊急資金繰り支援策と政　（２）��宗教団体への緊急資金繰り支援策と政

教分離の課題教分離の課題
　（３）��宗教団体への公的財政支援策をめぐる　（３）��宗教団体への公的財政支援策をめぐる

司法判断の移り変わり司法判断の移り変わり
●むすび～主な論点整理●むすび～主な論点整理

【参考資料 1号】【参考資料 1号】

宗教法人は、どのような書類を作成して事務所宗教法人は、どのような書類を作成して事務所

に備付け、所轄庁や税務署に提出するように求に備付け、所轄庁や税務署に提出するように求

められているのか？められているのか？

【資料２号】【資料２号】

宗教法人が作成し、罰則付きで所轄庁に提出す宗教法人が作成し、罰則付きで所轄庁に提出す

るように求められている「収支計算書」には、るように求められている「収支計算書」には、

どのような事項が記載されているのか？どのような事項が記載されているのか？

1  各都道府県宗教法人事務担当課あて文化庁宗務課からの事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

における税制上の措置について（情報提供）」（2020 年 5 月 1 日）https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/
shohi-seikatsu/koekihojin/11260/index.data/bunkachou.pdf

2  各都道府県宗教法人事務担当課あて文化庁宗務課からの事務連絡「新型コロナウイルス感染症にかかる雇

用調整助成金の特例措置について（情報提供）」（2020 年 4 月 17 日）http://www.pref.kagoshima.jp/ab04/
kyoiku-bunka/bunka/syukyo/documents/documents/81075_20200422131819-1.pdf；文化庁宗務課「日本宗教連
盟あて：新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について（情報提供）」（2020 年 4 月
17 日）参照。http://www.jbf.ne.jp/assets/files/pdf/COVID19_2020 ／ JAORO_COVID19_20200418.pdf



象から除外されている。つまり、例えば、持続

化給付金の事務を所管する中小企業庁 3 は、「不

給付要件」として「宗教上の組織もしくは団体」

をあげている 4。理由は、憲法 89 条の「政教分

離」原則にあるものと推測される。すなわち、「公

金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは

団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公

の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事

業に対し、これを支出し、又はその利用に供し

てはならない。」と規定しており、持続化給付金

を支給することは、この規定とぶつかるという

のが理由である。しかし、宗教法人を支援金の

申請対象から除外することは、世俗の緊急経済

支援策に事業や活動の「地位（status または性

格（status or character）／宗教であるがどう

か）」の基準を持ち込み、それを理由に差別的取

扱いをすることにつながり、信教の自由に抵触

する疑いが濃いと解することもできる。この宗

教法人を支援策の申請対象から除外することに

ついては、宗教界でも、賛否が分かれる 5。

　アメリカ合衆国（以下「アメリカ」という。）

でも、コロナ対策で、連邦（州や地方団体も

含む。）は大規模な緊急経済支援策を実施して

いる 6。連邦中小企業庁（SBA=Small Business 

Administration）は、ガイドラインや FAQ を出

して、宗教法人を緊急経済支援策の申請対象か

ら除外しない旨を明確にしている。

　この背景には、合衆国最高裁判所（U.S. 

Supreme Court ／以下「連邦最高裁判所」また

は「連邦最高裁」ともいう。）の判決が、宗教

団体 7 に対する政府からの財政的支援について、

合衆国憲法（U.S.Constitution ／以下「連邦憲

法」ともいう。）の政教分離原則 8 に基づく「不

支援／不助成（no-funding）」ルールを重んじる

従来の姿勢から、より信教の自由原則 9 を重ん

じる「非差別（nondiscrimination）」ルールを

大きく転換してきていることがある。すなわち、

アメリカでは、従来、政府は、政教分離原則に

基づき、公的資金（パブリップマネー）の使途（use

／宗教目的か使われるかどうか）を基準に財政

支援禁止を強く求められてきた。しかし、今日
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3  中小企業庁「持続化給付金給付規程（中小法人等向け）」（2020 年 5 月 9 日）。
4  https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
5  記事「持続化給付金〝宗教法人受給すべきではない〟京都仏教会、憲法違反と声明」毎日新聞 2020 年 6 月日

朝刊参照。
6  連邦に加え、州（ワシントン D.C. ／首都圏特別地区などを含む。）や地方団体（シティ、カウンティ、タウン

など）なども、独自にさまざまなコロナ対策緊急経済支援策を実施している。
7  アメリカの場合、宗教団体は、州法人法（state corporations code）に基づいて法人格を取得する。ところ

が、宗教団体に法人格を認めない州もある。そこで、本報告では、法人格のない宗教団体および法人格のある
宗教団体を含む意味で、「宗教団体」の言葉を使う。詳しくは、拙著『日米の公益法人課税法の構造』（成文堂、
1992 年）12 頁以下参照。拙論「アメリカの政教分離課税制度」〔石村耕治編〕『宗教法人法制と税制のあり方』
（法律文化社、2006 年）147 頁以下参照。
8  一般に、「the establishment clause」は、「国教公認禁止条項」とか、「国境樹立禁止条項」と邦訳される。しかし、

その実質的な意味は、政教分離（separation of state and church）の意味である。このことから、本報告で
は、聞き手フレンドリー（listener=friendly）の視点から「政教分離」と邦訳しておく。

9  一般に、「the free exercise clause」は、「宗教の自由の行使条項」とも邦訳される。しかし、本報告では、

聞き手フレンドリー（listener=friendly）の視点から、「信教の自由」と邦訳しておく。

  
 

 

 

 

 

 

 

 
信信教教のの自自由由【憲 20 条 1 項前段】 

 
政政教教分分離離【憲法 20 条後段／89 条】 

宗教法人に各種支援金の申請給付を認めないの

は、「宗教」はダメの基準を持ち込み、差別すること

につながらないのか？？ 

20 条 1 項 

憲法 条 文

信教の自由は、何人に対してもこ

れを保障する。いかなる宗教団体

も、国から特権を受け、又は政治

上の権力を行使してはならない。

８９条 

公金その他の公の財産は、宗教上

の組織もしくは団体の使用、便益

若しくは維持のため、又は公の支

配に属しない慈善、教育若しくは

博愛の事業に対し、これを支出し、

又はその利用に供してはならない。
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では、財政支援について、事業や活動の地位ま

たは性格（status or character ／宗教団体かど

うか）の基準によることは、むしろ差別につな

がり、信教の自由原則とぶつかるので、ゆるさ

れないという流れにある。

　そこで、今回の勉強会では、政府のコロナ対

応法人支援金の宗教法人への支給と、憲法の「政

教分離」、「信教の自由」との接点上の課題につ

いて、アメリカの現状比較を含め、検討してみる。

I　�特措法に基づく緊急事態宣言、緊急事態
措置とは

　新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下

「特措法」という。）に基づく、緊急事態宣言、

緊急事態措置の手続を簡潔に図示すると、次の

とおりである。

　特措法に基づく、緊急事態宣言、緊急事態措

置の概要をQ&Aで説明すると、次のとおりである。

政府対策本部長（内閣総理大臣）

特措法に基づく緊急事態宣言
❶期間、❷地域、❸事案の概要

都道府県知事が、緊急事態措置を実施

不要不急の外出自粛、不要不急業務の

休業要請や施設の使用制限の要請／指示

⇩

⇩
政府対策本部長（内閣総理大臣）
特措法に基づく緊急事態宣言解除

解除後、例えば、東京都は対策本部会議を開催、都

独自に立てた「新型コロナウイルス感染症を乗り

越えるためのロードマップ」のステップ 1 に移行

⇩

【図表 1】特措法に基づく緊急事態とは【図表 1】特措法に基づく緊急事態とは

【図表 2】Q&A：緊急事態宣言、緊急事態措置の概要【図表 2】Q&A：緊急事態宣言、緊急事態措置の概要

【Q1】 新型インフルエンザ等対策特別措置法（特
措法 1条）とは？　

て、令和 2 年 3 月に、「新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）」を特措法の適用対象とする改正

を実施。　

（A）「新型インフルエンザ及び全国的かつ急速な

まん延のおそれのある新感染症に対する対策の

強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国

民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となる

ようにすること」（特措法１条）を目的として制

定。平成 24 年 5 月に公布。また、暫定措置とし

【Q2】 新型インフルエンザ等緊急事態宣言（特措
法 32 条）とは？

（A）新型インフルエンザ等緊急事態宣言とは、

季節性インフルエンザに比べて重篤になる症例が

国内で多く発生し、全国的な急速なまん延によ

り、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす場

合に、政府対策本部長（内閣総理大臣）が、❶期

間、❷区域、❸事案の概要を特定して宣言するも

の。この宣言の後、都道府県知事は、より具体的

な期間や区域を定め、不要不急の外出自粛や施設

の使用制限の要請といった緊急事態措置を講ずる

ことができる。

【Q3】 緊急事態措置の❶期間や❷区域はどうやっ
て決まるのか？

（A）実際に設定する期間や区域については、新

型インフルエンザ等緊急事態の発生時に、新型イ

ンフルエンザ等の流行状況等を総合的に勘案し、

専門家の意見を踏まえて決定。

【Q4】 緊急事態の❸事案の概要とは？

（A）新型インフルエンザ等の発生状況（患者が

確認された地域、患者数等）、ウイルスの病原性、

症状、感染・まん延防止に必要な情報等の公示を

想定。

【Q5】 緊急事態措置とは（特措法 45 条）

（A）新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行わ

れた場合、欧米における「ロックダウン（lock 

down closure ／都市閉鎖）」のように強制的に罰

則を伴う都市封鎖はなし。ただし、特措法に基づ

き、都道府県知事による外出自粛要請、施設の使

用制限の要請・指示・公表等が可能になる。

【Q6】 緊急事態宣言が出されると、外出ができな
くなるのか？

（A）都道府県知事により外出自粛要請がなされ

た場合であっても、生活必需品の買い物、病院そ

の他健康医療機関の従事者や患者の通院、公共交

通機関やゴミ収集など生活不可欠業務（essential 

businesses）の営業、生活不可欠業務を遂行する

職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギン

グなど健康の維持に必要な外出は可能。

【Q7】 新型インフルエンザ等緊急事態により、ど
のような業務や施設の使用がどのように制
限されるのか？

（A）都道府県知事は、レストランや居酒屋その



Ⅱ　「ビジネス（事業）」に対する損失補償

　わが国では、とかく①休業（一時閉鎖）要請

した「不要不急業務（ノンエッセンシャルビジ

ネス）」に対する未曾有の損失補償がクローズ

アップされる。これに対して、アメリカなどでは、

②営業継続を求められる「生活不可欠業務（エッ

センシャルビジネス）」やそこで働く人たち（エッ

センシャルワーカー／生活不可欠業務従事者）

に対する未曾有の損失補償の方が重視される傾

向にある。

　また、アメリカでは、各州や自治体が発出す

る緊急事態令／都市封鎖令（lock down closure 

order）では、②営業継続を求められる「生活不

可欠業務（エッセンシャルビジネス）」やそこで

働く人たち（エッセンシャルワーカー／生活不

可欠業務従事者）フォーストの姿勢を鮮明にし

ている。例えば、ニューヨーク州のクオモ知事

が発出した「生活不可欠業務」を一覧にした緊

急事態令は、次のとおりである。

　このように、損失補償対象の軸足をエッセン

シャルビジネス（生活不可欠業務）におくか、

あるいはノンエッセンシャルビジネス（不要不

急業務）に置くか、その選択であべこべな現象

が生じている。これは、政策決定者のパンデミッ

ク経験不足によるものなのか、あるいはよるべ

き社会観の違いによるものなのか、その理由や

背景は定かではない。

（１）�わが国での損失補償の現状

　わが国では、①休業（一時閉鎖）要請した「不

要不急業務（ノンエッセンシャルビジネス）」に

対する国や自治体からの各種コロナ支援金が常

に大きくクローズアップされる。各種コロナ支

援金は、受給者を軸に考えると、大きく次のよ

うに分けられる。
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他不要不急な業務（non- essential businesses）

や遊戯場や会議、礼拝など多数の者が利用する施設

（facilities, establishments, places）に対する

使用制限や野球やサッカー、運動会、ライブのよ

うな催事の開催の制限等を要請することが可能。

❶保健医療業務　

　 研研究・実験サービス、病院、駆込み医療施設、

救急動物・家畜サービス、高齢者介護、医療卸

売流通業、高齢者向け在宅保健医療従事者また

は補助者、医師および救急歯科医、高齢者ホー

ム、在宅保健医療施設、医療品や装備品製造者

および供給者など

❷基幹緊急インフラ
　 　公益事業（電力、燃料供給、通信など）、下水道、

電気通信、およびデータセンター、空港／航空

機、交通インフラ（バス、鉄道、タクシー、駐

車場など）、ホテルおよび宿泊施設など

【図表 2】 NY 州緊急事態令で指定された生活不可欠業務【図表 2】 NY 州緊急事態令で指定された生活不可欠業務
一覧一覧

❸基幹製造業
　 　飲食料品の加工、製造、薬品、医療用品、調

剤薬、衛生用品、電気通信、超小型電子技術、

農業、家庭用紙製品など

❹基幹小売業　

　 　食料雑貨店、ドラッグストア、コンビニ、農産

❾建設業
　 技技術専門職（電気技師や配管工など）、基幹イ

ンフラの緊急修理や安全に必要な企業や専門職

➓防衛
　 　防衛ならびに合衆国政府または合衆国政府の契約

者を支援する防衛および国家安全保障関連の業務

⓫�安全・衛生維持基幹サービスおよび基幹住宅等
の業務

　 　警察、消防、救急サービス、建物の清掃、修

繕、消毒など

⓬ 物流、技術サービスおよび児童保育サービスをは

じめとした基幹サービスや製品を供給する事業者

　 　物流、オンラインサービス、児童保育プログ

ラム／サービス、政府施設、政府の基幹サービ

スへの技術支援など

❽基幹緊急用プロバイダー　
　 　ホームレス・シェルター、生活困窮者支援施

設、フードバンク、福祉サービス提供者

物市場、給油所、金物・建築資材店舗、テイクア

ウト／ディリバリーのラストランやバーなど

❺基幹サービス
　 　ゴミやリサイクル収集、郵便・郵送サービス、

洗濯サービス、建物の清掃・維持サービス、児

童保育サービス、自動車修理、倉庫、葬送・埋

葬サービス、動物シェルターなど

❻ニュースメディア

❼金融機関
　　銀行、保険、給与計算、会計、金融市場サービス
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　わが国の場合、自治体は、新型インフルエン

ザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）

24 条 9 項に基づく「休業要請」ないし、45 条に

基づく「休業要請」さらには「指示」（正式に

は「感染を予防するための協力要請等」）の法的

性格が今一つはっきりしない。「要請」は、法

的拘束力が伴わない行政指導（administrative 

guidance）、事実行為とみることもできる。

　一方、「指示」は、指示を受けた者が受忍義務

を負う行政行為とみることができる。不要不急

業務で休業指示の受忍義務違反者には、名称の

公表をいう制裁が用意されている。このことか

ら、事業者に「指示」をする場合には、指示す

る側の「損失補償」義務が問われる。「休業要請」

をする場合であっても、「休業補償」ないし「損

失補償」があって当り前という声も強いことか

らすれば、なおさらである。

　政府の緊急事態宣言や緊急事態措置に伴い、

自治体は接触感染拡大につながりやすい施設や

企業に休業要請をする。その際の「休業補償」

ないし「損失補償」については、どの自治体も

歯切れが悪い。新型コロナウイルス感染拡散が

いつ一段落するかは〝神のみぞ知る〟ともいえ

るからかも知れない。

　言いかえると、政府／行政が営業自粛（休業

／一時閉鎖）または営業継続を求める業務に対

する損失補償が、際限がなく広がることをおそ

れているからであろう。

　また、ワクチンや決定打となる治療薬がない。

国は明確な「出口戦略」を欠く。官僚任せでリー

ダーシップを果たせない首相に加え、公衆衛生

の大本営である厚労省や厚労相は頑なに初志を

貫徹しようとする。PCR 検査や抗体検査の拡大

と隔離を求めても、「自分らの失敗は認めない。

責任はとりたくない」のレッドレープ（役所仕事）

で、スピード感を欠き、遅々として進まない。〝ま

るで他人事〟である。

　一連の初動対応のあまりの悪さに対しては、

市民、感染症専門家、マスコミからの猛烈な批

判を浴び、政府はようやく重い腰を上げ始めた。

だが、かつてのインパールやガダルカナルがまっ

たく生かせていない。

（２）�「補償」を避ける〝ことば選び〟

　首都東京近隣の自治体を例に、「補償」の実情

を探ってみよう。地方交付税（普通交付税）の

不交付団体である東京都は、財政が豊かである。

一方、千葉や神奈川、埼玉県など近隣の自治体

は財政が東京都ほど豊かではない。首都圏を見

ただけでも、自治体間の〝財政格差〟は歴然と

している。

　東京都は、休業要請に応じた対象企業に対し

て「感染拡大防止協力金」（いわゆる「休業協力

金」）を支払う旨、いち早くアナウンスした。ただ、

東京都も、この種の支払に際限がなくなるのを

危惧し、ことばを選んだ。そして、〝補償〟を避

けて〝協力金〟ということばを使った。

　仮に損失補償を出すとするあるいは損失を補

てんするとする。この場合、いずれの自治体も、

政府が緊急経済対策に盛り込んだ「新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を使

うことができる。ただ、この交付金は「補償」

には使えない。しかし、中小企業の支援には使

える。つまり、「協力金」の名目で休業要請の対

象となった施設ないし中小企業に対して実質的

な〝補償〟をすることができる。

①「雇用／従業者／個人」に対する支援金

ⓐ雇用主をトンネルにして支給するケース

②「企業／ビジネス／事業者」に対する支援

ⓑ従業者本人に直接支給するケース

  

  
  
  
  
  
  
  
 

企業 

「「休休業業要要請請」」はは、、法法

的的効効果果ののなないい〝〝行行

政政指指導導〟〟、、〝〝事事実実

行行為為〟〟かか？？  

「「指指示示」」はは、、違違反反ににはは「「名名

称称のの公公表表」」とといいうう〝〝制制裁裁〟〟

ががああるるここととかからら、、法法的的効効果果

ののああるる〝〝行行政政行行為為〟〟！！  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

企企 業業 ／／ 市市

  

  

  
 

休休業業要要請請のの「「見見返返りり」」ととししてて

のの「「損損失失補補償償」」ははししなないい！！  

「「助助成成金金」」、、「「給給付付金金」」、、「「協協力力

金金」」でで、、ああくくままででもも〟〟施施しし

  

政政府府／／自自治治体体  

政政府府／／自自治治体体はは、、絶絶対対にに

「「損損失失補補償償」」のの言言葉葉はは使使

わわなないい。。ななぜぜだだろろうう？？？？  



　市区町村を含め各自治体が独自に用意した協

力金は多様である。しかし、これら自治体がア

ナウンスした「協力金」についても批判が絶えず、

迷走している。「金額が少ない」、「業種間で不公

平ではないか」など、さまざまな声が出ている。

　こうした間隙を縫って、新型コロナウイルス

の「戦時中」、「平時」ではないのだから、「協力

金」「補償」については、すべて中央集権的に「国」

が主導すべきだ、とのヒステリックな叫びも目

立つ。どさくさに紛れて、憲法に緊急事態条項

を盛り込むべきだ、との筋違い、不健全な主張

も頭を持ち上げてきてもいる。

　こうした混乱、突き上げもあってか、国は、

経産省／中小企業庁主導の支援策として「持続

化給付金」を設けた。ただ、この支援策でも、〝補

償〟は禁句である。

　パンデミック封じの緊急事態宣言に伴い、政

府／行政が、市場原理のもとにある不要不急業

務（ノンエッセンシャルビジネス）に対し営業

の自粛要請または指示（命令）をするとする。

　こうした要請や指示（命令）に備えて、政府

／行政は、その名称はともかく、さまざまな財

政上の支援措置や税制上の措置を用意する。そ

れでも、行政の要請や指示に応じても、「損失補

償」の対象とならない、または対象となっても

補償が十分ではないと考えるビジネス（企業／

事業者）やそこで働き不利益を受けたと思う人

たちは必ずいる。

　こうした場合に、あくまでも行政が対応すべ

きなのか、あるいはその対応を司法に委ねるべ

きかの問題もある。パンデミック封じに伴う「損

失補償」問題は複雑である。

　安倍首相は、2020 年 6 月 15 日の参議院の決

算委員会で、将来的には、罰則付きでビジネス

（事業）の休業／一時閉鎖を求める方向性も検討

したいと答弁した。罰則付きでのビジネスの休

業／一時閉鎖命令することが法認されるように

なれば、私権の大幅な制限につながることから、

政府は「損失補償」をする義務を負わないとい

けなくなる。アメリカのように、補償が十分で

ないと考える民間事業者は、憲法 29 条 3 項の〔損

失補償〕規定に基づいて、求償する訴訟も増え

てくるのはないか 10。

　政府が、一連の緊急経済支援策で「損失補償」

ということばを使わないで、「助成金」、「給付金」、

「協力金」のようなことば選びをした結果、宗教

法人へのこれらの金銭的な支払が、憲法 89 条が

禁止する公的な「便益」ないし「支出」にあた

るかどうかが問われている事情もある。

Ⅲ　�中小企業、個人に対するコロナ対応緊
急支援策

　コロナ対策で、不要不急業務（non-essential 

businesses）として休業要請や施設の使用制限

要請に応じた企業（事業者）に対しては、申請

に基づき、雇用調整助成金、持続化給付金、自

治体休業協力金などの支援金が支給される。
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10  アメリカでは、一般に、パンデミック対策での州や地方団体の都市封鎖令（lock down closure order）では、

罰則付きでの営業禁止（休業／一時閉鎖）または営業継続を求める。こうした命令を受け受忍義務を果たした
民間のビジネス（企業／事業者）などが、被った不利益／損失を補償する具体的な規定を欠いている、または
損失補償が十分でないと考えたとする。こうした場合に、民間ビジネス（企業／事業者）は、直接、連邦憲法
修正 5 条の財産権保障規／公用収用条項（修正 14 条および州憲法の同旨の規定を含む。）を根拠に正当な補償
を求める訴訟手続が取られる。拙稿「アメリカのパンデミック対策と損失補償訴訟」獨協法学 112 号（2020 年）。

  

 

 

 

 

宗教法人 

「「損損失失補補償償」」だだとと、、憲憲

法法 8899 条条がが禁禁止止すするる公公

的的なな「「便便益益」」、、「「支支出出」」

ににああたたららなないいかかもも？？  

「「給給付付金金」」、、「「協協力力

金金」」ととかかののネネーーミミンン

ググはは問問題題だだ！！！！  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 

  
 

緊緊急急事事態態宣宣言言／／緊緊急急事事態態措措置置  

 

政政府府／／行行政政がが「「損損失失補補償償」」すするる対対象象  

 

民民間間ののビビジジネネスス（（企企業業／／事事業業者者））  

 

①①「「休休業業（（一一時時閉閉

鎖鎖））要要請請ししたた不不

要要不不急急ビビジジネネスス  

 

②②営営業業継継続続要要

請請ししたた生生活活不不

可可欠欠ビビジジネネスス  

 

個人に対する給付金 

❺特定定額給付金 

❶「雇用」は、宗教法人を

〝トンネル〟にして支給さ

れるだけ！実質は、〝個

人〟に支給しているのと同

じ、と解することができる。 

 

❶企業雇用調整助成金 

❷企業持続化給付金 

❸企業自治体休業協力金 

❹企業家賃支援給付金 

 

❻個個人人新新型型ココロロナナ対対応応休休業業支支援援金金はは、、

66 月月にに新新設設さされれたた。。ココロロナナのの影影響響でで休休

業業ささせせらられれ、、勤勤務務先先かからら休休業業手手当当をを受受

けけ取取れれなないいととききにに従従業業者者がが直直接接、、現現金金

（（月月額額上上限限 3333万万円円））をを申申請請ででききるるよよううにに

すするる新新たたなな給給付付制制度度。。週週 2200 時時間間未未満満

のの勤勤務務ななどど雇雇用用保保険険にに加加入入ししてていいなないい

アアルルババイイトト、、非非正正規規社社員員ななどどもも対対象象 

 

【図表 3】コロナ支援金支給対象とは【図表 3】コロナ支援金支給対象とは
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（１）�支援策の種類

　政府、自治体のコロナ対応法人支援金は、不

要不急業務（non-essential businesses）とし

て休業要請や施設の使用制限要請に応じた企業

（事業者）に対して、申請に基づき、一定のスク

ルーニングを経て支給される。

　内容的には、大きく「雇用」に対する支援金と「事

業」に対する支援金からなり、次のとおりである 11。

　ちなみに、「現金給付」策を実施する場合には、

大きく①「経済対策」として、資格や所得制限

を設けずに適格者に一律定額給付をする場合と、

②「貧困対策」として、資格や所得制限を設け

て適格者に一律定額給付をする場合とがある。

　2020 年 6 月の国会会期末に、新たに「新型コ

ロナ対応休業支援金」が設けられた 13。

　事業者をトンネルとしないで、直接、個人の

従業者の給付する仕組みである。

（２）�支援金（助成金、給付金等）の申請

　コロナ緊急対応の雇用調整助成金では、おお

まかにいえば、宗教法人を含む全業種でパート

や正社員といった雇用形態は問わず、労災保険

または雇用保険に加入していれば、1 日従業者 1

人あたり 15,000 円（上限日額）は【6 月 12 日

の法改正で 8,330 円から引上げ】の調整金が支

給される。通常の雇用調整助成金申請の際の「雇

用保険加入期間 6 か月以上」という条件は取り

払われている。6 月 12 日に改正で、申請にあた

り、雇用主である事業者は、事前の休業等実施

計画書の提出は不要となった。また、申請期間

（緊急対応期間）も、2020 年 4 月 1 日～ 9 月 30

❶雇用調整助成金　

　 　雇用調整助成金（特例措置）は、新型コロナ

ウイルスの感染拡大の影響で売上が減少した事

業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた

場合、政府がその費用の一部を助成する制度で

ある。この助成金は課税対象となる。

❷持続化給付金
　 　持続化給付金は、感染拡大でとくに大きな影

響を受けている事業者に対して、事業の継続を

支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、

給付金を支給します。新型コロナウイルスの影

響で売り上げが大きく落ち込んだ事業者は、上

限 200 万円の「持続化給付金」を受け取ること

ができる。この給付金は原則課税対象となる。

【図表 4】政府、自治体のコロナ対応法人支援金の種類【図表 4】政府、自治体のコロナ対応法人支援金の種類

❸自治体休業協力金
　 　例えば、東京都感染拡大防止協力金では、「東

京都における緊急事態措置等」により、休止又

は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する

中小企業、個人事業主及びＮＰＯ法人等が対象

となる 12。集会・展示施設は原則申請・支給対

象だが、神社・寺院・教会のような施設や社会

福祉施設等は対象外。この協力金は原則課税対

象となる。

11  他に、企業向けには「家賃支援給付金」（法人の場合、月額最大 100 万円× 6 か月分）がある。要件は、5 ～

12 月に売上が前年同月比で 1 カ月 50％以上、または連続 3 か月 30% 以上減少し、家賃や地代の負担軽減が必
要な中小企業であること。

12  東京都の「感染拡大防止協力金」では、中小企業と共に、特定非営利活動（NPO）法人、一般社団／財団法

人を支給対象にしているが、公益法人を対象としていない。このことから、公益財団法人 公益法人協会は、
2020 年 5 月 22 日に、公益法人についても協力金の支給対象とするように、東京都に対して要望を行った。「東
京都感染拡大防止協力金の対象となる法人について（要望）」。http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/
non-profit/2020/05/522_1.html

13  新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律。

　以上に加え、緊急経済対策として、個人に対

する生活給付金がある。

❺新型コロナ対応休業支援金　

　 　コロナの影響で休業させられ、勤務先から休

業手当を受け取れないときに、従業者が直接、

現金（月額上限 33 万円）を申請できるように

する新たな給付制度。週 20 時間未満の勤務な

ど雇用保険に加入していないアルバイト、非正

規社員なども対象。

❹特別定額給付金　

　 　収入にかかわらず、4 月 27 日時点で住民基本

台帳に記載のあるすべての個人を対象に一人当

たり一律 10万円を支給する。この給付金は非課

税である。



日まで延長された（さらに、12 月末まで再延長

される。）。

　また、宗教

法人が対象か

ら除外された

持続化給付金

の 申 請 で は、

次のような書

類の提出が求められる。

　ところが、神社・寺院・教会のような宗教法

人については、雇用調整助成金は申請対象とさ

れているものの 14、持続化給付金、自治体休業

協力金については、申請対象から除外されてい

る。理由は、「政教分離」と「信教の自由」にあ

るものと推測される。

　一方、宗教界側にも、この種の申請に応じる

ことは、その申請において確定申告書その他の

収入の証明を当局に提出することになり、疑問

だとする声もある 15。しかし、こうした声は、

世俗の宗教法人の税務会計や課税実務からかけ

離れた意見のようにもみえる。自らが、現行の

宗教法人法制や税制の実務において、どのよう

な書類を作成、具備し、かつ所轄庁や課税庁に

提出しているのかをしっかりと確認しないでの

発言のようにみえる。

　むしろ、こうした宗教法人を支援金の申請対

象から除外することは当り前とする意見は、世

俗の緊急経済支援策に事業の「地位（status ま

たは性格（status or character）／宗教である

がどうか）」の基準を持ち込み、それを理由に差

別的取扱いをすることにつながり、信教の自由

に抵触する疑いが濃いと解することもできる。

　宗教法人は、寄附金や喜捨金で宗教活動に専

念できる形が理想である。しかし、現実には、

宗教法人は、非営利公益に資する活動をするた

め、法人経営を安定化することをねらいに、公

益事業や収益事業（税務収益事業）を行っている。

憲法の政教分離原則を尊重しながらも、公益事

業や収益事業を経済的に破綻させないためにも、

世俗の緊急経済支援策には、柔軟が考えが求め

られている。

Ⅳ　�宗教法人へのコロナ対応緊急支援策と
政教分離、信教の自由

　神社・寺院・教会のような宗教法人について

は、雇用調整助成金は申請対象とされているも

のの、持続化給付金、自治体休業協力金につい

ては、申請対象から除外されている。コロナ対

応法人支援策の宗教法人への適用対象は、支援

策の種類により異なる。その背景には、憲法上

の理由があるとされる。

　❶雇用調整助成金は、宗教法人を仲介して、信

教の自由を享受する個人従業者に支給することに

なる。❹特別定額給付金は、直接、信教の自由を

享受する個人住民に支給することになる。

　例えば、宗教法人の職員が、雇用保険（失業保険）

の失業等給付を受けるとする。この場合、当該職

員はどのような宗教を信じているか、あるいは信

仰を有していないが問われない。なぜならば、憲

法は「信教の自由」を保障しているからである。

　❶雇用調整助成金は、仮にそれを宗教法人に

支給したとしても、その使途は当該法人の職員
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〇 2019 年（度）の確定申告書

〇対象月の売上台帳等

○通帳のコピー

【持続化給付金申請に必要な書
類：法人・個人事業者共通】

14  文化庁宗務課「日本宗教連盟あて：新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について（情

報提供）」（2020 年 4 月 17 日）参照。
15  記事「持続化給付金〝宗教法人受給すべきではない〟京都仏教会、憲法違反と声明」毎日新聞 2020 年 6 月日

朝刊参照。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶雇用調整助成金 宗宗教教法法人人  個人従業者 

信信教教のの自自由由  

❹特別定額給付金 個人住民 

信信教教のの自自由由  

❷持続化給付金 宗宗教教法法人人  

❸自治体休業協力金 宗宗教教法法人人  

政政教教分分離離  

政政教教分分離離  

トトンンネネルル  

 

❺新新型型ココロロナナ対対応応休休業業支支援援金金 個人従業者 

 

信信教教のの自自由由  

 

【図表 5】支援金の使途からみた憲法上の課題【図表 5】支援金の使途からみた憲法上の課題

助成額＝実際に支払った休業手当額×助成率

〇 支給申請の際の 1 人あたりの平均賃金額

の算定は、労働保険確定保険料申告書に

加え、源泉所得税の納付書によることも

可能

【
助
成
額
の
算
定
】
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の給与等に充当することが目的である。憲法は

「信教の自由」を保障しており、当該職員はどの

ような宗教を信じているかは問われない。

　言いかえると、❶雇用調整助成金のような支援

金は、失業給付のように、直接個人に給付すると

政教分離が問われず、宗教法人を通じて個人に支

給すると政教分離が問われるのでは、憲法 14 条

【法の下の平等：すべて国民は、法の下に平等で

あって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地

により、政治的、経済的又は社会的関係において、

差別されない。】の規定に反することになる。

　❷持続化給付金や❸自治体休業協力金を宗教

法人に支給することは、政教分離原則に反する

ことになるのだろうか？

　宗教法人の税務収益事業を、法人税の課税対

象にしている。すなわち、法人税法は、宗教法

人が、税務収益事業（現在 34 業種）を行ってい

る場合で所得があるときには、他の公益法人等

と同じように、課税する（法人税法4条 1項・7条・

別表第 2）。宗教法人の税務収益事業に対する課

税は、やさしく図説すると、次のとおりである。

　宗教法人は、宗教活動のほかに、公益事業や収

益事業を行っている場合もある。そして、税務収

益事業として、宗教活動の一部に課税を受けてい

る。宗教活動は、所得課税や消費課税で非課税と

はいわれるものの、現実には課税を受けている。

　こうした構図にあることを織り込んで考える

と、給付金の支給を受けたからといって、政教

分離のルールとぶつかる、または直宗教活動へ

の公権力介入強化の呼び水になるとはいえない。

　宗教界の一部には、宗教法人が給付金の支給対

象になることを望むこと、その結果宗教法人が支

給対象となることにより、その申請において確定

申告書その他の収入の証明を当局に提出すること

は問題だとする声もある。しかし、世俗の宗教法

人法務や課税実務からかけ離れた意見のようにも

みえる。なぜならば、世俗法を遵守するために、

宗教法人が、こうした情報を当局に提出するには

一般的になっているからである。

　宗教法人以外の公益法人や NPO 法人などの場

合には、原則として❷持続化給付金や❸自治体

休業協力金の申請／支給対象になる。これに対

して、宗教法人を一律に❷や❸に申請／支給対

象外とするのは、差別的で、イーコールフッティ

ング（equal footing ／競争条件の対等化）の

原則、信教の自由原則に反するのではないのか？

　確かに、憲法に定める政教分離は、民主的な

世俗社会の構築にとり、重要な原則である。し

かし、分離（separation）を強調しすぎると差

別（discrimination）につながる。

　例えば、政教分離を厳格に適用して、宗教活

動用の施設について「文化保護の観点からの補

助金」であっても問題である、と解することも

できる。宗教活動用の資産が火災にあっている

としても、消防のような行政サービスは、宗教

法人には提供できない、と解することもできる。

しかし、このような解釈は、NPO 法人や公益法

人等を含む他の法人と宗教法人とを差別するこ

とにはつながりかねない。しまいには、宗教法

人は、それぞれ消防隊を組織して自衛すべきで、

自治体消防サービスを受けてはならないとする

厳しい分離を求める考えを正当化する動きにつ

ながりかねない。

　極端な「分離」論に基づく「不支援／不助成

（no-funding）」を正論とする考え方を頭から否

定するわけではない。しかし、宗教法人と他の

法人との間に限りない「差別」を是認する結果

を招きかねないのではないか。また、信教の自

由を保障する観点からは、信じる宗教により差別

につながるような法律ないし政府の行為はゆる

されない、とする「非差別（nondiscrimination）」

ルールともぶつかるのではないか。

　現実の課税実務では、世俗の宗教法人法上の

宗教活動といわれる部分にも、法人税法上の税

務収益事業として課税されている。さらに、宗

教法人法は、宗教法人に対して、収支計算書な

どの提出を求め、宗教活動内容を所轄庁などに

提出している 16。つまり、宗教法人は、現行の

  
 

宗教法人会計 
宗教活動会計（（宗宗法法 22）） 公益事業会計((宗宗法法 66①①)) 収益事業会計((宗宗法法 66②②)) 

非課税分 課税分 非課税分 課税分 課税分 非課税分 

 

 

 

 

 

税務申告所得 

税務収益事業会計 

【図表 6】 法人税：宗教法人の区分会計（経理）と税務【図表 6】 法人税：宗教法人の区分会計（経理）と税務
収益事業収益事業

16  石村耕治編『宗教法人の税務調査対応ハンドブック』（清文社、2012 年）143 頁以下参照。



税務収益事業課税のあり方や所轄庁への書類な

どの提出に疑問を感じながらも、現実には世俗

法を遵守して今にいたっているわけである。

　確かに、厳格な「分離」論のもとでは、宗教

法人の宗教活動に課税しないこと（非課税措置）

も、憲法 89 条が禁止する「便益」ないし間接的

な「支出」にあたるとする見解もある 17。

　今般のコロナ緊急経済対策上の税制特例措置

として、厳しい経営環境にある中小事業者等に

対して，令和 3 年度課税の１年分に限り，償却

資産および事業用家屋にかかる固定資産税およ

び都市計画税の課税標準を 2 分の１またはゼロ

とする措置が創設された。この特例措置は，地

方税法上の要件をクリアできれば，宗教法人も

対象になる。こうした特例措置は、収益事業を

行っている宗教法人には、うれしい知らせであ

る。

　ほかにも、税務収益事業を行っている宗教法

人には、売上高が前年同期比で 20％以上減少し

た場合、納税猶予の対象となる。法人税や消費

税などほぼすべての税金や社会保険料の支払が

1 年間猶予される。コロナ禍の影響で、資金繰

りに悩む宗教法人にとっては、担保も要らず延

滞税（延滞金）もかからない措置である。

　こうした緊急的な経済の実情を考慮しないで、

厳格な政教分離論を持ち出して、コロナ対応の

各種支援金の支給やコロナ緊急経済対策上の税

制特例措置を受けることは、憲法 89 条が禁止す

る「便益」ないし間接的な「支出」にあたると

して、緊急の支援金や税制特例措置に対して否

定的な態度を取るのは得策とはいえない。むし

ろ、ここでは、コロナ対応支援金の支給にかか

る収入の証明などを通じて宗教活動内容が見透

かされるとか、課税強化を招くとかの議論を軽々

に持ち出さない方が得策ともいえる。

　すでにふれたように、宗教法人によっては、宗

教活動の原資を確保するために、幼稚園のような

公益事業や結婚式場などさまざまな収益事業を

行っているところもある。持続化給付金は、宗教

活動の加え、宗教法人法で許されたこうした事業

を行っている宗教法人に対する配慮も要る。

　また、他の NPO 法人や公益法人等も、コロナ

対応支援金の支給にかかる収入の証明などでは

同じような問題を抱えている。

Ⅴ　�アメリカでの宗教団体へのコロナ対応
緊急支援策と政教分離論議

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）（以下

「コロナ」ともいう。）の影響は、雇用、市民の

暮らしや健康、医療、教育、企業活動などあら

ゆる分野に及ぶ。アメリカのパンデミック対策

では、終始ロジスティックス（logistics ／物

流管理）の思考が重視される。連邦政府、多く

の州や地方団体は急きょ対策を取った。

　政府／行政や議会が取る主要なパンデミック

対策は、大きく次の 3つからなる。
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17  石村耕治編『宗教法人法制と税制のあり方』（法律文化社、2006 年）30 頁以下参照。

❶都市封鎖 (lock-down�closure)　
　 研パンデミック封じでは、経済の急激な悪化を

避けつつ、都市封鎖で効率的な感染防止策を実

施する。今回の新型コロナウイルス封じでも、

全米規模での都市封鎖令／外出禁止令を実施し

た。人の移動制限・接触感染拡大防止のための

在宅退避・社会的距離保持対策や公衆衛生・医

療資源の効率的活用策である。この場合、ライ

フインフラ／ライフラインを維持するために、

生活不可欠業務（エッセンシャルビジネス）に

営業継続を、他方、不要不急業務（ノンエッセ

ンシャルビジネス）には営業禁止（休業／一時

閉鎖）を命じる。

❷�❷�財政支援（financial�aid�and�relief�for�ec-�
onomic�security）

　 　経済や雇用崩壊を回避するための個人やビジ

ネスに対する財政支援などの措置を講じる。連

邦政府、州政府および地方団体が、具体的な財

政支援策、税制支援策、金融支援策などを実施

する。これらの政策は、住民や企業、民間病院

その他保健医療機関などに対する協力の「見返

り」、事実上の「損失補償」ともいえる。その

形は、現金給付、補助金、無利子ローン、失業

給付や雇用調整助成金、納税猶予、民間医療機

関への補助金や医療資材の現物給付など多岐に

わたる。

【図表 7】アメリカでのパンデミック政策の３つの基本【図表 7】アメリカでのパンデミック政策の３つの基本

❸�出口戦略／都市封鎖解除（economic�reopening�
policy）

　 　経済や雇用の壊滅的な崩壊をさけるための、

具体的な数値目標や工程表を策定し、封じ込め

策の効果を測定する。そのうえで、感染抑制段

階（フェーズ）別に、外出制限・行動制限を緩

和する。不要不急業務のうち、護るべき公衆衛
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（１）�連邦のコロナ対応緊急資金繰り支援策

　パンデミック対策で、連邦政府（federal）は

中央の司令塔である。トランプ大統領は、みず

からを〝戦時大統領（Wartime President）〟と

呼び、2020 年 3 月 13 日に、国家非常事態法

（NEA=National Emergencies Act of 1976）に基

づく国家非常事態宣言（Proclamation 9994）お

よびスタッフォード法（Stafford Act of 1974）

に基づく緊急事態を宣言した。一度に双方を発

出したのは史上初のことである。

　連邦議会は、2020 年 3 月から 4 月末現在まで

で、コロナ緊急事態経済対策立法（第 1 弾から

第 4 弾まで）をし、多額の規模の財政出動を認

めている。

　連邦議会は、コロナ封じで資金繰りが厳し

くなった企業を財政的に緊急支援するために、

第 3 弾として、コロナウイルス支援・救済・

経 済 安 定 化 法（CARES Act=Coronavirus Aid, 

Relief, and Economic Security Act ／以下「ケ

アーズ法」ともいう。）：2020 年 3 月 27 日に、

トランプ大統領の署名を得て、成立させた。こ

の支援策は、総額 2 兆ドル、債務保証などの金

融支援を除く「真水」でも 1.1 兆ドルにものぼる。

　ケアーズ法には、さまざまな支援策が盛られ

ている。ただし、わが国で議論されている消費

喚起策（Go To キャンペーン）などは論外とし

ている。とりわけ、企業（ビジネス／事業者）

やその従業者に対する資金繰り支援に重点を置

いている。そのなかでも、宗教団体などにも深

く関係してくる支援策としては、①給与保証プ

ログラム（PPP）と、②経済被害災害融資（EIDL）

などがある。

　①給与保証プログラム【PPP=Paycheck Protection 

Program ／ケアーズ法 11 条：事業者が第三者

である金融機関から受けた従業者などの給与支

払のための融資を政府が保証するプログラム】

および／②経済被害災害融資【EIDL=Economic 

Injury Disaster Loans ／ケアーズ法 1110 条：】

は、 連 邦 中 小 企 業 庁（SBA=Small Business 

Administration）が、コロナ禍で被害を受けた

従業者 500 人以下の企業（非営利団体や宗教団

体を含む。）を支援するための融資する制度であ

る。融資上限は、1,000 万ドルである。ちなみに、

零細企業の場合、申請があれば、3 日以内に 1

万ドルの緊急融資を受けることができる。（なお、

この 1 万ドルは、申請が認められなかった場合

でも、返済しなくともよい。）

　【図表 8】　【図表 8】からもわかるように、融資を受けた

資金は、次に用途に費消できる。①については、

コロナ対策での都市封鎖に伴う休業／一時閉鎖

に関連し発生した給与支払。②については、❶
コロナに感染し、病気休業している従業者の給

与、❷営業禁止に伴う事業の休業／一時閉鎖に

伴い従業者の雇用の維持の充てる給与、❸コロ

ナ禍かる家賃や光熱費、抵当ローンの支払、❹
その他のコロナ禍かかる支払など。ちなみに、

宗教団体の場合、これらの資金は、宗教活動と

収益事業双方に充当することが認められる。

（２）�宗教団体への緊急資金繰り支援策と政教分

離の課題

　アメリカでも、コロナ対策で、連邦（州や

地方団体も含む。）は大規模な緊急経済支援策

を実施している。連邦中小企業庁（SBA=Small 

Business Administration）は、ガイドラインや

FAQ を出して、宗教団体を申請対象から除外し

ない旨明確にしている。

　この背景には、コロナ封じの都市封鎖令（lock 

down closure order）が発せられ、その間、信

徒が集団で行う礼拝が禁止され、宗教団体への

献金額が大幅に減少していることがある。資金

繰りがひっ迫し、宗教教師や職員に払う給与原

資が不足している現実がある。失業率が急上昇

し献金額が細るなか、経済を再開でき献金額が

回復するまでの緊急つなぎ融資を容易にするこ

とがねらいである。カトリック教会を例にす

れば、2020 年 4 月末現在で、全米におおよそ

17,000 あるカトリック教区のうち約 4 分の 3、

13,000 の教区が給与保証プログラム（PPP）へ

生基準（新常態／ new normal ／新しい社会ルー

ル）を公表・遵守を求めたうえで、営業の再開を

認める。出口戦略を確かなものにするため、ニュー

ヨーク州のように、希望する州民には、無償で

PCR 検査は何度でも受けられるとし、感染者と非

感染者を選別し、ビジネスとパンデミック封じ策

とを両立させようとする戦略を取る州もある。

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

①①給給与与保保証証ププロロググララムム（（PPPPPP）） ②②経経済済被被害害災災害害融融資資（（EEIIDDLL）） 

❶❶都都市市封封鎖鎖にに伴伴うう休休業業／／一一時時閉閉

鎖鎖にに関関連連しし発発生生ししたた給給与与支支払払

ののたためめのの融融資資をを政政府府がが保保証証 

❶❶ココロロナナにに感感染染しし、、病病気気休休業業ししてていいるる従従業業者者

のの給給与与  

❷❷営営業業禁禁止止にに伴伴うう事事業業のの休休業業／／一一時時閉閉鎖鎖にに

伴伴いい従従業業者者のの雇雇用用のの維維持持のの充充ててるる給給与与  

❸❸ココロロナナ禍禍ににかかかかるる家家賃賃やや抵抵当当ロローーンン支支払払  

❹❹そそのの他他ののココロロナナ禍禍ににかかかかるる支支払払  

 

【図表 8】 ケアーズ法の下での主な NPO ／宗教法人関連【図表 8】 ケアーズ法の下での主な NPO ／宗教法人関連
支援策支援策



の申請を行っている 18。

　もちろん、緊急資金繰り支援策を宗教団体に

まで広げることについては、連邦憲法修正 1 条

に規定する政教分離原則にふれないのかどうか、

議論がある。しかし、連邦議会は、あくまでも

コロナ封じの緊急措置（例えば、給与保証プロ

グラム（PPP）では、2020 年 2 月 15 日から 6 月

30 日まで）であり、宗教団体を、他の NOP 団体

や営利企業と差別する理由はないと考えた。

　連邦議会がコロナ対応緊急支援策に宗教団体

を含めた背景には、連邦最高裁の判決が、宗

教法人への財政的支援について、連邦憲法の

政教分離原則に基づく「不支援／不助成（no-

funding）」ルールから、より信教の自由を重んじ

る「非差別（nondiscrimination）」ルールを大

きく変遷してきていることがある。

　すなわち、アメリカでは、従来、政府は、政

教分離原則に基づき、公的資金（パブリップマ

ネー）の使途（use ／宗教目的か使われるかど

うか）を基準に財政支援禁止を強く求められて

きた。しかし、今日では、財政支援について、

地位または性格（status or character ／宗教

団体かどうか）の基準によることは、むしろ差

別につながり、信教の自由原則とぶつかり、違

憲であり、ゆるされないという流れにある 19。

（３）�宗教団体への公的財政支援策をめぐる司法

判断の移り変わり

　アメリカでは、連邦や州／地方団体が、公的

財政支援策を講じる場合には、裁判所（司法）

の判断を織り込んだうえで、実施する。宗教団

体の場合には、とりわけである。支援先や支援

内容が、連邦憲法修正 1 条【政教分離／信教の

自由条項】や各州の同様の条項とぶつからない

かどうかは、裁判所の判断（連邦最高裁の判例）

が重視される。

　1971 年のレモン（Lemon）判決【法律ないし

政府の行為は、宗教を促進する「目的（purpose）」

ないし「効果（effect）」を有するものであって

はならないとする判断／政府と宗教団体は過度

な関係（excessive entanglement）を避けるべ

きとする判断 20 は、政教分離原則に基づく「不

支援／不助成（no-funding）」とする場合のはっ

きりした判断基準を示した。
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【図表９】 宗教団体への財政支援に関する判例の移り【図表９】 宗教団体への財政支援に関する判例の移り
変わり変わり

《1970 年代からのルール》　

政教分離原則に基づく「不支援／不助成（no-
funding）」ルール

《1980 年代からのルール》　

信 教 の 自 由 を 重 ん じ る「 非 差 別（nondis- 
crimination）」ルール

➪➪

18  See,Michelle Boorstein,〝Church donations have plunged because of the coronavirus.Some churches 

won’t survive,〟The Washington Post(April 24,2020); Michelle Boorstein,〝About three-quarters of 
U.S.Catholic parishes applied for government paycheck protection,〟The Washington Post(May 8,2020).

19  See,Valerie C.Brannon,〝Eligibility of Religious Organizations for the CARES Act’s Paycheck 

Protection Program,〟CRS Legal Sidebar (April 9,2020,LSB 10445).
20  See,Lemon v.Kurtzman,403 U.S.602(1971).

 

 
 
 
 
 
 
 
 

宗宗教教団団体体へへのの

財財政政支支援援策策  

 

支支援援策策のの内内容容

／／用用途途基基準準  

支支援援先先のの地地位位

／／性性格格基基準準  

・・政政教教分分離離原原則則上上 OOKK かか？？  

・・「「差差別別」」をを生生みみ、、信信教教のの自自

由由をを侵侵害害すするるののででははなないい

かか？？  

【図表 10】宗教団体への財政支援策と憲法判断基準【図表 10】宗教団体への財政支援策と憲法判断基準

《1970 年代からのルール》　

政教分離原則に基づく「不支援／不助成（no-
funding）」ルール厳守の時代

❶法律は世俗的な立法目的があること。❷その

法律の主たるまたは本来の効果は、宗教を促進

するものでも抑制するものでもないこと。❸そ

の法律は、政府と宗教とを過度な関係にするも

のではないこと。

レモン判決（1971 年）で示された３つの判断基準

コラム❶
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　このレモン判決で示された厳格な判断基準は、

1986 年のウイッターズ（Witters）判決で柔軟

な判断が示されるまで継続した。

　ただし、2004 年のロック（Locke）事件判決【ワ

シントン州は、州憲法に定める政教分離原則を

徹底する趣旨から神学専攻者には奨学金を給付

しないとしたが、連邦最高裁は同州の取扱いを

合憲とした判決】21 で、連邦最高裁は、政教分

離原則に基づく「不支援／不助成（no-funding）」

ルールを継受した判断を下している。

　個人の信教の自由を重んじる「非差別

（nondiscrimination）」ルールは、1986 年のウ

イッターズ（Witters）判決 23 以降、現在まで

続いている。

　現在の連邦最高裁の立ち位置、つまり、信教の

自由を重んじる「非差別（nondiscrimination）」

ルールを貫く至近の判決は、トリニティ・ルーセ

ラン教会（Trinity Lutheran Church）事件 である。

　ワシントン州法は、専門職教育を受けること

を志望する目の不自由な学生に財政支援（奨学

金）を支給している。このケースでは、原告の

ラリー・ウイッターズ（Larry Witters）は、そ

の当時、聖職者になることを目指して、私立の

聖書学校に通っていた。ウイッターズは、財政

支援を申請したが、州の盲者のための委員会は、

その申請を拒否した。理由は、ワシントン州憲

法は、州の資金を神学専攻の職業または学位を

目指す個人が州の資金を利用することを禁じて

いるとのことであった。

　そこで、原告ウイッターズは、州政府を相手に、

連邦憲法修正 1 条の政教分離条項は、州の資金

を使って神学教育を受けることを禁止している

かどうかを争った。

　連邦最高裁は、９対０の判決で、原告ウイッ

ターズの訴えを認めた。最高裁は、1971 年のレ

モン（Lemon）判決で確立された判断基準をベー

スとしながらも、問題となったワシントン州の法

律は、明確に世俗目的の法律であり、その本来

の効果は、原告ウイッターズ個人に及ぶもので

あり、宗教には及ぶものではない、とした。そ

のうえで、支援金は、個人が消費するものであり、

政府機関が消費するものではないとし、政府が

神学を専攻する学生に州の資金を提供したとし

ても、州は宗教と過度な関係をもつことにはな

らない、と判決した。つまり、州の原告に対す

る支給拒否処分を認めなったのである。

ウイッターズ（Witters）事件 (1986) の概要

コラム❷

21  See,Locke v.Davey,540 U.S.712(2004).
22  See,Witters v.Wash.Dep’t of Servs for the Blind,474 U.S.481 (1986).
23  See,Trinity Lutheran Church of Columbia,Inc.v.Commissioner,582 U.S.(2017).

《1980 年代からのルール》　

信 教 の 自 由 を 重 ん じ る「 非 差 別（nondis- 
crimination）」ルール

　この事件において、①ミズーリ―州天然資源

局（Department of Natural Resources ／以下「州

当局」という。）は、廃タイヤを再生した安全ゴ

ムマットを購入して運動場を舗装する公立およ

び私立の教育機関などに対してその費用を助成

する（2,000 ドルまで）プログラム（以下「州の

助成プログラム」という。）を策定し、公募した。

州内にある宗教法人（トリニティ・ルーセラン

教会）が、経営する幼稚園の砂利の遊び場を舗

装するために、そのプラグラムに応募・申請した。

トリニティ・ルーセラン教会は、この申請にあ

たり、教会附属の幼稚園は、連邦のアメリカ障

害者法（Americans with Disabilities Act 0f 

1990）などの趣旨も織り込んで、子供たちに安全・

清潔・魅力的な教育を提供するため応募したこ

とを記した。また、園庭は、幼稚園が使用して

いない時間帯は、地域の子どもたちにも開放さ

れていることも記した。

　州当局が裁判所に提出した証拠によると、問

題となった 2012 年度の助成プログラムには 44

件の申請があり、そのうち 14 件が承認された。

トリニティ・ルーセラン教会は、評価スコアが 5

番目であった。

　州当局は、州憲法（1 条 7 項）の政教分離原則

を理由に、その申請を拒否した。このことから、

トリニティ・ルーセラン教会は、州の助成プロ

グラムおよび拒否処分は、教会（特定宗教）へ

の明確な差別であり州憲法が保障する信教の自

トリニティ・ルーセラン教会（Trinity Lutheran 
Church）事件 (2017)）の概要

コラム❸



●　むすび～主な論点整理

　公益財団法人日本宗教連盟事務局から、政府

のコロナ対応法人への助成金、給付金などにつ

いての主な課題について、簡潔に論点整理をし

てほしいとの依頼があった。そこで、以下に、

報告者の見解をまとめてみた。

　❶雇用調整助成金は、仮にそれを宗教法人に

支給したとしても、その使途は当該法人の職員

の給与等に充当することが目的である。助成金

は究極的に被用者に支給されることを前提とし

ていることから、どこで働いていようと問われ

ない。また、被用者は、憲法が保障する「信教

の自由」を有しており、どのような宗教を信じ

ているかは問われない。

　言いかえると、❶雇用調整助成金のような支援

金は、失業給付のように、直接個人に給付すると

政教分離が問われず、宗教法人を通じて個人に支

給すると政教分離が問われるのでは、憲法 14 条

【法の下の平等：すべて国民は、法の下に平等で

あって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地

により、政治的、経済的又は社会的関係において、

差別されない。】の規定に反することになる。

　給付金の支給を受けたからといって、必ずしも

政教分離のルールとぶつかる、または直宗教活動

への課税強化の呼び水になるとはいえない。

宗教法人は、宗教活動のほかに、公益事業や収益

事業を行っている場合もある。そして、税務収益

事業として、宗教活動の一部に課税を受けている。

宗教活動は所得課税や消費課税で非課税とはいわ

れるものの、現実にはすでに課税を受けている。

　宗教界の一部には、宗教法人が給付金の支給対

象になることを望むこと、その結果宗教法人が支

給対象となることにより、その申請において確定

申告書その他の収入の証明を当局に提出すること

は問題だとする声もある。しかし、世俗の宗教法

人の税務会計や課税実務からかけ離れた意見のよ
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由を侵害するとして裁判で争われた。

　トリニティ・ルーセラン教会は、州の助成プロ

グラムおよび拒否処分は、教会への連邦憲法修

正 1 条の信教の自由条項に違反することを理由

に、州当局に対して将来的に申請を拒否しない

ようにエクイティ上の差止命令救済（injunction 

relief）、宣言的判決救済（declaratory relief）

を命じるように求め、ミズーリ―西部地区連邦

地方裁判所に提訴した。

　州当局は、政教分離原則を理由に反論し、裁

判所に対してこの訴えを棄却するように求めた。

連邦地裁は、州当局の反論を認めた。そして、

連邦憲法修正 1 条の政教分離条項は、州当局に

対して、原告のトリニティ・ルーセラン教会の

ような宗教団体に対して助成プログラムを通じ

て資金（funds）を提供するようには求められな

いと判断した 24。原告のトリニティ・ルーセラン

は、この地裁の判断を不服として、第 8 区連邦

控訴裁判所に控訴したが、棄却とされた 25。そこ

で、連邦最高裁判所に上告して、合衆国最高裁

規則第２２および第２３に基づき、州当局によ

る拒否処分は合憲であるとする連邦地裁の決定

を再審査、破棄するように求め、移送命令請願

書（Petition for writ of certiorari ）を最

高裁に提出した。

　この事件は、2017 年 4 月 19 日に、連邦最高裁

（U.S. Supreme Court）に上訴された。連邦最高

裁は、2017 年 6 月に、７対２で、宗教法人側の

訴えを認め、原判決を破棄し、本件を原審に差

し戻した。その理由は、宗教法人が経営する幼

稚園の子どもの安全を確保するためにした申請

を認めず、州当局が助成プログラムの利用を拒

否することは、州憲法が保障する信教の自由を

侵害する、とのことである。

24  Trinity Lutheran Church v.Pauley,976 F.Supp.2d 1137 (W.D.Mo.2013). 
25  Aff’d,788 F.3d 779 (8th Cir.2015).

【論点1】　
　 雇用調整助成金の対象の宗教法人を含めて
も、政教分離違反と解されないのはなぜか？

【論点2】　
　 持続化給付金の対象に宗教法人を含めること

は、政教分離違反するのか。持続化給付金の
対象は特定非営利活動法人と公益法人等が対
象。宗教法人は税制上、公益益法人等として
取り扱われるから、対象から外すのはおかし
いのではないか。
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うにもみえる。もっと宗教法人の会計や税務実務

を学び、現実に即した議論をして欲しい（【参考

資料 1号】および【参考資料 2号】参照のこと）。

　宗教法人以外の公益法人や NPO 法人などの場

合には、原則として❷持続化給付金や❸自治体

休業協力金の申請／支給対象になる。にもかか

わらず、宗教法人を一律に❷や❸に申請／支給

対象外とするのは、差別的で、イーコールフッ

ティング（equal footing ／競争条件の対等化）

の原則に反する。

　憲法に定める政教分離は、民主的な社会

の構築にとり、重要な原則である。しか

し、分離（separation）が行き過ぎると差別

（discrimination）につながる。

　すなわち、宗教法人をコロナ支援金の申請対

象から除外することは、世俗の緊急経済支援策

について、事業の地位または性格（status or 

character ／宗教法人かどうか）の基準を持ち

込み、むしろ差別を助長し、信教の自由原則と

ぶつかるので、ゆるされない。

　すでにふれたように、目的効果基準とは、ア

メリカ連邦最高裁が 1971 年のレモン（Lemon）

判決で示した基準である。「法律ないし政府の行

為は、宗教を促進する「目的（purpose）」ない

し「効果（effect）」を有するものであってはな

らないとする判断基準であり。政府と宗教団体

は過度な関係（excessive entanglement）を避

けるべきとするとする基本にたち、過度な関係

にあり、政教分離原則に反し違憲であるかどう

かは、事実関係を精査して判断する。わが国でも、

アメリカ法に影響を受けて、政教分離を精査す

る際の基準として使われている。ただ、この基

準の意味内容も時代とともに変容しているので、

注意が必要である。

　法律の解釈は、厳格な解釈から柔軟な解釈ま

で、実に多様である。したがって、政教分離を

厳格に適用して、宗教活動用の施設については、

「文化財保護の観点からの補助金」であっても、

問題であると解することもできる。

　また、宗教活動用の資産が火災にあっている

としても、消防のような行政サービスは、宗教

法人には提供できない、と解することもできる。

しかし、「世俗」の部分に、こうした厳格な解釈

は、「世俗」の部分で、宗教法人と NPO 法人や公

益法人等とを差別することにはつながる。

　それでも、宗教法人は、それぞれ消防隊を組

織して、自衛し、自治体消防サービスを受けて

はならないとする厳しい分離を求めるべきなの

であろうか？

　極端な「分離」論に基づき、コロナ支援金を含

め「不支援／不助成（no-funding）」を正論とす

る考え方にも、一理あると思う。しかし、「世俗」

の部分で、宗教法人と他の法人とのバランスを欠

き、「差別」を是認する結果を招きかねない。また、

信教の自由を重んじ、信じる宗教により差別して

はいけないとする「非差別（nondiscrimination）」

ルールともぶつかるのではないか。

　宗教法人の宗教活動に課税しないこと（非課

税措置）も、憲法 89 条が禁止する「便益」、間

接的な「支出」にあたるとする見解もある。ま

た、宗教法人法上の宗教活動といわれる部分で

も非課税といわれながらも、現実には税務収益

〝事業〟として課税されている。つまり、宗教法

人は、現行の税務収益事業課税のあり方などに

疑問を感じながらも、所轄庁（（都道府県知事ま

たは文部科学大臣）や課税庁（所轄税務署）に、

収支計算書、法人税確定申告書や添付書類など

を提出し、世俗法を遵守しているのが実情であ

る。宗教界が緊急の持続化給付金を求めたとし

ても宗教活動＝事業と解されるかどうかは、今

般の緊急事態を離れて長期的に精査すべき理論

的な課題である。

　こうしたことから、コロナ対応支援金の支給に

ついては、奥の深い課税の議論を軽々に持ち出さ

ない方が得策ともいえる。また、他の NPO 法人や

公益法人等も、コロナ対応支援金の支給にかかる

収入の証明などでは同じような問題を抱えている。

【論点3】　

　 目的効果基準からみれば、持続化給付金の目
的は経営が厳しい事業者支援であり、「特定
の宗教法人」ではなく宗教法人全般を対象に
するから、「俗」の部分での対応だから、問
題ないのではないか？

【論点4】　

　 宗教界が持続化給付金を求めることは、宗教
活動＝事業と解されるおそれはないか？宗教
活動への課税への議論とつながるおそれはな
いか？

　 雇用調整助成金の対象の宗教法人を含めて
も、政教分離違反と解されないのはなぜか？



【参考資料 1号】

　宗教法人は、どのような書類を作成して事務

所に備付け、所轄庁や税務署に提出するように

求められているのか？

《引用》石村耕治編『宗教法人の税務調査対応ハ

ンドブック』（清文社、2012 年）546 頁以下。

4.8 財産目録等の作成・備付け、備付け書類の

写しの所轄庁や税務署への提出。

◎　毎会計年度終了後の作成すべき書類

　宗教法人は、毎会計年度終了後 3 か月以内に

「財産目録」および「収支計算書」を作成しなけ

ればなりません（宗教法人法（以下「宗法」と

いいます。25 ①）。ただし、宗教活動のほかに、

公益事業以外の事業を行っていない法人で、そ

の会計年度の収入金額（公益事業にかかる収入

を含む。）が、8,000 万円以下の場合は、収支計

算書の作成は免除されます（宗法附則 23）。し

たがって、収益事業を行っている法人は、必ず

収支計算書を作成しなければなりません。基準

額（8,000 万円）以下の法人であっても、収支

計算書を作成することは構いません 26。

◎　常時事務所へ備え付けるべき種類・帳簿

　宗教法人は、管理運営を行うにあたり、法人

の状況を的確に把握するために、必要な書類、

帳簿（以下「書類」ともいう。）を、常に事務所

に備え付けておくように求められます。

　また、後にふれるように、これら備付け書類

の一部について、その写しを所轄庁に提出する

ように求められます（宗法 25 ④）。

　ちなみに、収益事業を行う場合は、法人税

法が求める会計帳簿（収益事業にかかる取引

を記録したもの）や書類（取引相手方から受

領した領収書等）を備え付ける必要がありま

す。

　事務所に備え付ける書類の作成、備付けを怠っ

た場合には、代表役員は 10 万円以下の過料（罰

金）に処されます。不実の記載を行った場合も

同様です（宗法 88 四）。

◎　備付け書類の写しの所轄庁への提出

　宗教法人は、毎会計年度終了後４か月以内に、

事務所備付け書類のうち、②、③、④、⑤、⑥

および⑧の書類の写しを、所轄庁（都道府県知

事または文部科学大臣）に提出することが義務

づけられています（宗法 25 ④）。ちなみに、③

の収支計算書は、収益が 8,000 万円以下の法人

であってもこれを作成している場合には、その

写しを提出するように求められます。

　なお、提出を怠った場合には、代表役員は 10

万円以下の過料（罰金）に処されます（宗法 88

五）。
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ポイント　

　 宗教法人は、宗教法人法のもとで、毎会計年
度終了後 3か月以内に「財産目録」および「収
支計算書」を作成しなければなりません。た
だし、宗教活動のほかに、公益事業以外の事
業を行っていない法人で、その会計年度の収
入金額（公益事業にかかる収入を含む。）が、
8,000 万円以下の場合は、収支計算書の作成
は免除されます。したがって、収益事業を行っ
ている法人は、必ず収支計算書を作成しなけ
ればなりません。また、作成した書類を事務
所へ備え付けておかなければなりません。さ
らに、毎会計年度終了後４か月以内に、事務
所備え付けた書類の一部の写しを、所轄庁（都
道府県知事または文部科学大臣）へ提出しな
ければなりません。さらに、課税庁（所轄税
務署）にも一定の書類を提出するように求め
られます。

26  T. ちなみに、この免除措置は、収支計算書が義務づけられた平成 7 年の法改正時に、経過措置として設けら

れたものです。これは、それまで収支計算書を作成していなかった小規模な法人の事務負担の増加等に配慮
して、当分の間、その作成を免除するという趣旨です。 

 

●事務所に備付けるべき書類一覧 （網掛けは、所轄庁への提出対象となる書類） 

①宗教法人規則および認証書（宗法 25②一） 

②役員名簿（宗法 25②二） 

③財産目録（宗法 25②三） 

④収支計算書〔収益事業を行っている法人、年間収益が 8,000 万円超の法人、収支計算書を

作成している法人〕（宗法 25②三） 

⑤貸借対照表〔作成している法人〕（宗法 25②三） 

⑥境内建物に関する書類〔財産目録に不記載の境内建物がある場合〕（宗法 25②四） 

⑦責任役員その他規則上の任意機関の議事録および事務処理簿（宗法 25②五） 

⑧事業に関する書類〔公益事業や収益事業を行っている場合に限ります。〕（宗法 25②六） 
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【研究ノート】宗教法人への助成金・給付金・協力金交付の課題

◎所轄税務者への提出書類

　宗教法人が、課税庁（所轄税務署）に提出す

る書類は、大きく、(1) 宗教活動のみ行ってい

る場合と、(2) 収益事業を行っている場合に分

けて、点検することができる。図説すると、次

のとおりです。

(1)�宗教活動のみ行っている場合
　（租特法68の 6、租特令39 の 37）

　年間収益が 8,000 万円を超える法人は、会計

年度終了後 4 か月以内に、収支報告書を所轄税

務署に提出するように求められます。

(2)�収益事業を行っている場合

　（法税法74、法税規35）

　収益事業を行っている法人は、原則として会計年

度終了２か月以内に、法人税の確定申告書を、次の

添付書類＊とともに所轄税務署に提出するように求

められます。

　①貸借対照表、損益計算書

　② 損益金の処分案、勘定科目内訳明細書、資本積

立金額の増減に関する明細書

　この場合においては、収支計算書の提出は不要で

す（租特法 68 の 6）。

　＊�この添付書類は、収益事業に関するものはもち

ろんのこと、非収益事業（宗教活動、公益事業）

の部分のものを含めたものとされています（法

税基通 15-2-14）。

【参考資料 2号】

宗教法人が作成し、罰則付きで所轄庁に提出するように求められている「収支計算書」には、どのよ

うな事項が記載されているのか？

（収入の部）                   （自令和   年４月１日  ・至令和   年３月３１日） 

      科   目        予算額        決算額        差異    備考  

１ 宗教活動収入      

宗宗教教活活動動収収入入      

会会費費収収入入      

寄寄附附金金収収入入      

補補助助金金収収入入      

     

２ 資産管理収入      

資資産産運運用用収収入入      

土土地地売売却却収収入入      

     

３ 雑収入      

雑雑収収入入      

     

４  繰入金収入      

特特別別会会計計繰繰入入金金収収入入      

     

５  貸付金回収収入      

貸貸付付金金回回収収収収入入      

     

６ 借入金収入      

借借入入金金収収入入      

     

７特別預金取崩収入      

修修繕繕積積立立預預金金取取崩崩収収入入      

基基本本財財産産預預金金取取崩崩収収入入     

     

８ 預り金収入      

預預りり金金収収入入      

     

当年度収入合計（Ａ）     

前前年年度度末末現現金金預預金金（Ｂ）     

収入合計  

（Ｃ）＝（A）＋（Ｂ） 

    

 

（支出の部）                 

科   目  予算額  決算額  差異  備考  

１ 宗教活動支出      
((11))宗宗教教活活動動費費      

儀儀式式行行事事費費       
教教化化布布教教費費       
信信者者接接待待費費       

((22))管管理理費費（（維維持持費費））      
会会議議費費       
事事務務費費       

旅旅費費交交通通費費       
火火災災保保険険料料       

公公租租公公課課       
雑雑費費       

     

２ 人件費      

((11))  給給料料手手当当      

((22))  福福利利厚厚生生費費      

     

３ 繰入金支出      

((11))特特別別会会計計繰繰入入金金支支出出      

      
４ 資産取得支出     

((11))建建物物取取得得支支出出      

     
５ 借入金償還支出      

((11))借借入入金金返返済済支支出出       
((22))支支払払利利息息支支出出      

     
６ 特別預金支出      

((11))基基本本財財産産預預金金繰繰入入       

     
７ 預り金支出      

預預りり金金支支出出       

     

８ 予備費      

当年度支出合計（Ｄ）     

当年度末現金預金（Ｅ）      

支出合計（F）＝（Ｄ）＋（Ｅ）     

 

＊�本稿は、2020 年 10 月 6 日に明治記念会館で開催された公益財団法人日本宗教連盟の学習会「宗教
法人への政府のコロナ対策緊急支援策と政教分離／信教の自由」の講演内容をまとめたものである。

令和〇年度 収支計算書



◆格差社会を広げる過激な新自由主義
　新自由主義経済政策（neoliberal free market 
policy）を説くアメリカの経済学者、故ミルト
ン・フリードマン（Milton Freedman ／ 1912 年
―2006 年）は、元はケインズ主義者であった。
しかし、シカゴ大学経済学部教授になってから、
過激な市場競争ファーストで、「大きな政府 (big 
government)」や「福祉国家（nanny state）」を
さかんに攻撃するようになった。ケインズ主義に
反対して徹底した自由市場主義を展開したことで
有名である。新自由主義者（neo liberalism ／
リバタリアン）になったフリードマンは、国家の
役割は外交と警察以外はすべて民営化し、市場の
決定に委ねよという理論の大本営、「シカゴ学派」
をつくりあげた。
　こうした理論は、アメリカの共和党のバックボー
ンにもなっている。また、過激な新自由主義が猛
威をふるい、アメリカは、これまでにないほどひ
どい格差社会になってきている。福祉は国民を堕
落させる、格差社会が広がったら、涙金をばら撒
くベーシックインカム（Basic Income）でカバー
すればよい、と説いたのもフリードマンである。

◆新自由主義の化けの皮を剥がしたナオミ・クライン
　～惨事便乗資本主義、ショック・ドクトリン
　ミルトン・フリードマンは、「真の変革は、危
機状況によってのみ可能となる」と説いた。つま
り、台風とか、津波とか、戦争とか、新型コロナ
感染症パンデミック（コロナ禍）とか、大惨事、
大災害（disaster）の直後にのみ、大改革のた
めの「ショックセラピー／ショック療法（shock 
therapy）」が可能だという。場合によっては、「郵
政民営化」のように、シングルイシュー（single 
issue ／単一争点）を人為的に作り出し、ショッ
クセラピー／ショック療法が必要だとする策略が
使われることもある。
　カナダ人ジャーナリストで社会活動家のナオ
ミ・クラインは、こうした考え方を「惨事便乗型
資本主義（disaster capitalism）」、「ショック・
ドクトリン（shock doctrine）」と呼んだ。そして、
2007 年に、ナオミ・クラインは、『ショック・ド
クトリン：惨事便乗型資本主義の正体を暴く（上・
下）』（磯島幸子・村上由美子訳、岩波書店、2011 年）

【原著：Naomi Klein, 〝The Shock Doctrine: the 
Rise of Disaster Capitalism〟】を出版し、過激
な新自由主義の狡猾さを暴き、幅広い共感を得た。
北米では、ベストセラーとなった。

◆「ハイカラもの大好き」では終わらない
　私たち日本人は、新自由主義の中身がよくわか
らないまま、規制改革とか、働き方改革とか、「ハ
イカラもの大好き」の感覚で受け入れてきた。こ
の背景には、戦後長く続いた「役所社会主義」「日
本株式会社」の負の影響もある。しかし、新自由
主義の中身がわかってくると、こうした考え方が
日本の土壌、文化にマッチするのか大きな疑問が
わいてきた。規制改革や働き方改革の結果、非正
規労働者／フリーター／ギグワーカーだらけの社
会では安心・安全の社会を築くのは至難。
　今般のコロナ禍では、非正規労働者／フリー
ター／ギグワーカーの大量失業が深刻な社会問題
となった。また、生活の安定が失われてくると、
犯罪も増えてくる。そして、犯罪が増えてきたら、
安心・安全は、背番号監視、監視カメラ網と刑務
所の増設、涙金をばら撒くベーシックインカムで
カバーすればよいとするドミノ倒しの論理が正論
化してくる。
　だが、やたらと市場競争を激化させる新自由主
義が描く社会は、自由権や生存権といった人権を
大事にする現行の憲法体制にはマッチしない。と
はいっても、新自由主義の良し悪しを判断する基
準がはっきりしない。新自由主義の化けの皮を剥
がす作法もわからない。ナオミ・クラインの本は、
まさに、新自由主義を解析する際のバイブルとな
るものである。

◆�危ない菅政権のコロナ・ショック・ドクトリン
政治を斬る

　コロナ禍（コロナパンデミック）で、多くの生
活者や中小企業は「公助」「共助」ファーストで
ないと生きられない状態が続いている。ところが、
竹中平蔵ら新自由主義者（neo liberalism ／リ
バタリアン）を重用する菅政権が、「自助」「行政
改革（行革）」「デジタル」ファーストを旗頭に政
界に躍り出てきた。
　無邪気な庶民の多くやメディアは、この政権が

「大災害便乗型新自由主義」「コロナ便乗型新自由
主義」「火事場泥棒型新自由主義」を信奉する危
ない政権であることが分からない。あるいは分
かっていても、あえてその本性にはふれようとし
ない。
　「喉元過ぎれば熱さを忘れる」のである。竹中
平蔵は、小泉政権下で総務大臣として郵政民営化
を指揮し、非正規契約社員が全社員の半数、約
18 万 5 千人という日本郵便のような同じ条件で
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【時事コラム】コロナ便乗型新自由主義の菅政権、コロナ・ショック・ドクトリン政治！

コロナ便乗型新自由主義の菅政権、 コロナ ・ ショック ・ ドクトリン政治！コロナ便乗型新自由主義の菅政権、 コロナ ・ ショック ・ ドクトリン政治！

石 村 耕 治 （（        代表・白鷗大学名誉教授））J T IJ T I

危うい菅政権のコロナ・ショック・ドクトリン政治を糾弾する！

● 時 事 コ ラ ム ●
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【時事コラム】コロナ便乗型新自由主義の菅政権、コロナ・ショック・ドクトリン政治！

働いていても正規と非正規との間で差別的な待遇
をする使い捨て労働賃金体系をつくりあげた張本
人である。その後の「働き方改革」、非正規労働
者／フリーター／ギグワーカーの量産に手を貸し
た。今般のコロナ禍では、この人たちが、最大の
犠牲者層となった。それでも、この時期に、菅政
権は「自助」ファーストと言い切った。
　最高裁のリベラル派で学者出身の山口裁判官
は、2020 年 10 月 15 日に、日本郵便の使い捨て
労働賃金体系を「不合理な差別で違法」と断じた

（https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_
jp/772/089772_hanrei.pdf）。
　菅首相は、横浜市議時代から市職員の人事に
茶々を入れるのが大好きだった、との報道もある。
菅政権は、トランプの流儀をまねて、最高裁人事
にも茶々を入れ出すかも知れない。

◆ショックセラピー／ショック・ドクトリンとは何か
　もう一度いう。「大災害便乗型新自由主義」とは、
大災害時を急進的な市場経済改革を実現させる好
機とみる新自由主義経済政策の考え方である。つ
まり、台風とか、津波とか、今回のコロナパンデ
ミックとか大惨事、大災害のときにのみ、市場主
義を徹底するための経済大改革のための「ショッ
クセラピー／ショック療法」「ショック・ドクト
リン」が可能という考え方だ。
　ナオミ・クラインは、本の冒頭で「ショックセ
ラピー」について語っている。精神科医療におけ
るショックセラピー（徐々に改善していくのでは
なく、いったん患者の精神を破壊して白紙にして
そこに正しい考えを植え付けるという「治療」方
法）を指す。その「治療」の経済政策への応用を
ショック・ドクトリンと呼んでいる。「ショック
セラピー」と「ショック・ドクトリン」とは、ほ
ぼ同じ意味ととらえていい。どちらも、いわゆる

「洗脳」や「転向」と連鎖する。
　こうした大災害便乗型新自由主義、ショック・
ドクトリンをベースに、菅政権は、コロナ禍で揺
れる社会に「自助」、「行革」、「デジタル」ファー
ストを打ち出した。国民に自分の頭で考える機会
を与えない、有無を言わせずに、マイナンバーを
汎用した「デジタル監視資本主義」万歳と言い出
した。また、超高齢化するこの国で、オンライン
診療ファースト、行政のデジタル化ファースト、
日本学術会議は行革のまな板の上の食材だとまで
言い出した。「デジタルデバイド（情報技術格差）」
に対する配慮、プライバシー権をはじめとした人
権の保護、学問の自由などどうでもいい、という
乱暴な態度である。

◆危ない背番号を汎用したデジタル監視資本主義
　ナオミ・クラインは、今回のコロナ禍でも、ア
メリカで、大手 IT 企業が小中学校のオンライン
教育参入をターゲットにショック・ドクトリン／
惨事便乗型資本主義を活発化させている、と告発
している。
　わが国の菅政権も、コロナ禍を好機ととらえ、
平井 IT 担当相のような大手 IT 企業と深い関係を
有する御仁を登用し、IT 利権とスクラムを組んで

マイナンバー（国民総背番号）を汎用した「デジ
タル監視資本主義」を、ショックセラピー／ショッ
ク療法で一気に、強引に進めようとしている。
　2020 年 7 月 17 日に、政府の「骨太の方針」と
一緒に「世界最先端デジタル国家創造宣言・官
民データ活用推進基本計画」改訂版が閣議決定
された。この改定版を説明した資料「IT 新戦略
の概要」のなかの「社会・価値観の変容を受け
た戦略策定の視点」（3 頁）のところを見て欲し
い（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/
kettei/pdf/20200715/siryou8.pdf）。
　コロナ後のニューノーマル（新常態）への「移
行 4原則」の 4番目に「漸進主義ではなく、ショッ
クセラピー型で抜本的に移行する」と、コロナ禍
に便乗した過激な新自由主義の考え方に沿った国
家政策を露骨にうたっている。
　こうした国家政策を鵜呑みにし、引き継ぐ菅政
権のコロナ便乗型新自由主義は、ちょっと待った
である。
　菅政権が誕生してすぐに、マイナンバー IC カー
ドの事実上の義務化、デジタルファーストを打ち
出した。しかし、市民の個人情報保護、プライバ
シー保護については一言もいわない。この政権の
危うさの一端を垣間見るような気がする。まさ
に、日本学術会議の任命拒否理由には一言もふれ
ずに、同会議の解体的な見直しに話題をすり替え
たのに似ている。
　デジタル監視で「プライバシーがなくなって丸
裸にされても、悪いことしていないと怖がること
はない。」というのかもしれない。だが、「隠すこ
とがあるから人間なのである。」「人間である証は
基本的権利（人権）があることだ。」「人権を尊重
するには、三権分立の民主主義が必要不可欠だ。」
どさくさに紛れて、まともに国民／市民の意見を
広く聞くこともなくまとめあげられたコロナ便乗
型の国民総背番号制を使ったデジタル強靭化の
「緊急政策」など危険きわまりない。
　わが国は、習近平首席が率いるデータ監視国家
の中国とは違うはずだ。中国の国家体制を批判す
るのなら、菅政権は、国民総背番号制を汎用し、
かつ、常時人権を蝕む監視カメラに包囲されたデ
ジタル強靭化プランやスマートシティ構想などに
は同調できないはずだ。

◆国に抵抗できない、ふがいない自治体
　自治体もふがいない。菅政権が打ち出したデジ
タルファースト政策は、高齢化する地域社会には
まったくアンフレンドリーな（やさしくない）政
策である。デジタルデバイド（情報技術格差）を
拡大し、コロナに便乗した市民／住民目線を欠い
た火事場泥棒型政策の押付けである。にもかかわ
らず、異論を唱える自治体がないのである。自治
体は、国の過激なデジタル化政策についていけな
い市民／住民の立場にたって、国の暴走にストッ
プをかける政策を打ち出さないといけない。この
ままでは、市民／住民は IT ハイエナ企業の利権
の餌食になり、しかも、自治体は国に飲み込まれ
てしまう。
　まわりを見回すと、スマホで多少いじれても、



パソコンを操作できない高齢者が多い。高齢者に
は、電子マネーより現金の方が安心・安全である。
菅首相も、補助者なしでは Excel とかはいじれな
いのではないか。そういう御仁が、国民／住民目
線を欠いたデジタルファースト政策を自治体に押
し付けている。
　マイナポイントのような、本来民間がやるべき
ことを国や自治体がやってはいけない。また、オ
リンピックとか巨大イベントに便乗した市民／住
民の本人確認に顔パスのような生体認証情報を使
うような人権をむしばむ政策に加担してはいけな
い。憲法は、自治体に対して自治権を制度的に保
障し、自治体は国にマインドコントロールされな
いように求めている。したがって、自治体は、ア
メリカの自治体が定めているような、生体認証情
報プライバシー法（条例）http://www.pij-web.
net/cnn/CNN-99.pdf や、事業者に現金取扱を義
務づける自治体条例 http://www.pij web.net/
cnn/CNN-98.pdf を定め、もっと住民に寄り添う
政策を実施しないといけない。
　自治体が、国のショックセラピー型の押付け政
策の抵抗体となってはじめて、市民／住民は自治
体の存在意義を実感するのではないか。自治体が
国の手先になり、国の意向を忖度するだけの組織
となり下がるのであれば、もはや不要な存在であ
る。自治体には、大きく目を開いて、国のやり方
を批判し、翼賛的な国のショックセラピー型の愚
策から市民／住民を護る方向に大きく舵を切って
欲しい。

◆新自由主義は、もうたくさんだ！
　菅首相は、秋田の競争のないムラ社会で育った。
にもかかわらず、どこで、過激な新自由主義の知
恵をつけたのであろうか？菅首相は、竹中平蔵が
総務大臣のときに彼のもとで副大臣として働いて
いた。そんな縁で、新自由主義者（リバタリアン）
を重用し、「自助」「行革」「デジタル」ファース
トを打ち出したのであろう。菅政権のやり方は、
まさに、ナオミ・クラインが主張する「ショック・
ドクトリン／惨事便乗型資本主義」（ここでは、「大
災害便乗型新自由主義」といっておく。）の典型
である。
　対立軸の野党は、竹中平蔵ら新自由主義者がイ
デオローグになって次々と打ち出す菅政権の政策
が、悪名高い「大災害便乗型新自由主義」「コロナ・
ショック・ドクトリン」であることが読めていな
い。ふぬけで「自助」「行革」「デジタル」ファー
ストの新自由主義路線に対案を用意できていな
い。こんな野党では、大災害便乗型新自由主義の
流れを止めるのは至難である。もっと勉強して、
菅政権のショック療法に対峙して欲しい。
　〝働きたいときに自由に働ける〟のようなフェ
イクの「働き方改革」で、わが国の伝統的な雇用
システムは劇的に変わり、「働いても貧しい人た
ち（the working poor）」が急増した。竹中平蔵
らは、「ベーシックインカムの導入はショックセ
ラピーで」などと、生煮えの新自由主義を説いて
いる。確かに、言論は自由。だが、安定した雇用
を望めない人たちにとっては、傷口に塩を塗るよ

うな実に乱暴なせりふに映るのではないか。

◆東北ショック・ドクトリン
　わが国では、東日本大震災時に、ショック・ド
クトリン／ショックセラピー政治が横行した。被
災者が、大津波、原発事故などで茫然自失、右往
左往していたときに、第一次産業である水産業へ
の民間企業参入のための水産特区の創設（漁協以
外の法人が被災地で漁業権の取得・行使の特例）
の話が出てきた。つまり、伝統的な漁協に加入す
る漁師個人にのみ認められてきた漁業権を、営利
法人でも取得・行使できるようにする提案が出さ
れ、法改正が行われた。まさに、どさくさに紛れ
た火事場泥棒型新自由主義に根差した策略の典型
である。
　また、被災者 15 万人への遺伝子検査などが十
分な説明責任がつくされないまますすめられた。
被災者のニーズとはまったく無関係の巨大研究プ
ロジェクトに巨額の復興予算が使われた。まさに、
大災害便乗型の典型である。
　さらに、被災住民からの意見集約が十分行われな
いままに、巨大な堤防を築き、自然の摂理に逆らう
ようなコンクリートに囲まれた災害に強いまちづく
りを強引にすすめられた。「創造的復興」のような、
意味がよくわからないプロバガンダが使われた。
　なお、この原資には「復興特別税」が充てられ
ている。このあまり評判のよくない復興特別税は、
実は、今うわさの日本学術会議の東日本大震災対
策委員会の提言によるものである。http://www.
scj.go.jp/ja/info/jishin/pdf/t-110405-1.pdf
　いずれにしろ、これらの大型プロジェクトは、
平時であれば、市民／住民の抵抗により実現不可
能な政策である。そこで、政府は、大震災という
深刻な危機が到来した機を逃さず、市民／住民が
ショックを受け、たじろいでいる間に、「改革」
の名で一気に断行した。まさに、ショック・ド
クトリン／ショックセラピー政治の典型である。
ジャーナリストで社会活動家の古川美穂が、「東
北ショック・ドクトリン」のタイトルで、優れた
分析をし、出版している。【古川美穂『東北ショッ
ク・ドクトリン』（岩波書店、2015 年）】。
　ちなみに、巨大な復興事業で産業利権をあみだ
す「創造的復興」の元祖は、阪神淡路大震災の際
の被災者のニーズとは無関係の神戸医療産業都市
構想（神戸医療産業クラスター）などである。
　＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　　
　市民団体や野党は、新たに誕生した菅政権が、
今般の日本学術会議問題を行革の問題に矮小化し
学問の自由をむしばむなど、コロナ便乗型新自由
主義、コロナ・ショック・ドクトリン政治をすす
めていることについて、より的確な分析をし、もっ
と厳しく批判していく眼力を持つ必要がある。
　加えて、ほとんどの自治体が、菅政権の「自助」
「行革」「デジタル」ファーストを柱とするコロナ
便乗型新自由主義、コロナ・ショック・ドクトリ
ン政治の片棒担ぎに徹し、「公助」を求めている
市民／住民に寄り添うことを忘れている。由々し
き事態である。「自助」「行革」云々の時機ではな
い。自治体のトップは、目を覚まして欲しい。
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【時事コラム】コロナ便乗型新自由主義の菅政権、コロナ・ショック・ドクトリン政治！
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